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序章（はじめに） 

 

第 1 節 研究の背景・目的・意義 

 

１．研究の背景 

（1）背景 

現在、知識基盤社会の到来を背景として、大学の教育・研究等の活動に対する期待が、

これまでにない高まりを見せている。他方で、行財政・経済社会情勢の悪化等を背景に、

特に国立大学に対しては、経営の改善やアカウンタビリティの充実の要求も強まっている。

このため、大学も、データに基づいて経営改善や情報公開を促進する必要がある。 

但し、大学は、企業と異なり、教育研究等の広範かつ専門的な活動を行っているため、

その経営改善等を進めるためには、財務データのみならず、広範かつ専門的な活動の状況

と成果を示すデータが必要となる。 

このような状況を背景に、我が国では、データ面から大学経営の意思決定を支援するイ

ンスティテューショナル・リサーチ（Institutional Research）が注目を集めている。 

この動きは、大学のみならず、広く社会においても見られる。例えば、文部科学省にお

いては、中央教育審議会大学分科会の「大学のガバナンス改革の推進について」（審議まと

め）（平成 26 年 2 月 12 日）において IR 機能の強化を求めているのみならず、各種の競争

的資金や補助金の申請条件として IR の整備を提示するなど、政策誘導の対象としている。

また、経済界からも、大学に対する期待を背景に、インスティテューショナル・リサーチ

機能の強化が求められている（経済同友会「大学評価制度の新段階- 有為な人材の育成の

ために好循環サイクルの構築を -」（平成 25 年 4 月 3 日））。 

なお、インスティテューショナル・リサーチの和訳としては、「機関研究」、「機関調査」

等があるが、現在のところ、未だ定訳はない。このため、以下では「IR」の語を用いる。 

 

（2）IR の定義・要素 

①先行研究の状況 

IR の定義に関しては、先行研究では、多様な定義が示されており、一貫した厳密な定義

は確立していない。例えば、Saupe（1990）は「IR は組織の企画、政策策定、意思決定を

支援するような情報を提供すること」とし、AIR（IR の専門職団体）の公式な定義では、「高

等教育機関の理解（understanding）、計画（planning）、機能（operating）の改善を導く

研究」とされている。また、Peterson（1999、 p.84）は、「IR は機関の改善や経営のため

の研究にとどまらず、当該機関の変化を促進する順応的機能（adaptive function）である」

としている。 

このような状況の原因は、金子（2011）、小林他（2014）が述べるように、同僚制によ

って経営され、合理的な意思決定が困難な伝統的な大学の中に、IR が、大学の環境変化に

対応するために、新しく個別に発生し、現在でも、それぞれの環境に対応して発展過程に

あるためである。 

すなわち、伝統的な大学は、合意と教授自治を重視する同僚制で経営されており、組織

としての合理的な意思決定は困難であった。また、近年の大規模化により、大学は、機関、

部局、個人という異なる組織文化を持つ階層で構成（階層制）されるとともに、部局単位

の自治が強く認められている（部局自治）ことで、合理的な意思決定が一層困難となって

いた（図１）。このような状況にある大学が、現在の急激な環境変化に直面するに至って、
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データに基づく合理的な意思決定が必要となったことから、IR が意思決定の支援のために

大学内に新しく発生、発展しているという状況にある。 

 
但し、IR の支援対象である大学は、国ごとの高等教育制度に位置づけられ、現在に至る

過程で、異なる歴史を経て、異なった経営環境に置かれていることに留意する必要がある

（図２参照）。 

例えば、米国では、大学の設立が自由である一方で、市場中心の経営がなされるととも

に、定期的に連邦・州政府への大量のデータ提供・報告や社会へのアカウンタビリティが

強く求められている。また、100 年以上前からアクレディテーション（我が国の認証評価

に相当）が実施されている。さらに、日本等に先んじて、既に、1960 年代に大衆化と多様

化、1980 年代に高等教育への財政配分の縮小等の環境変化に直面している。これらの環境

において、大学経営に関する意識もデータ重視であり、IR の取組も、1920 年代にはじまり、

現在では、ほとんどの大学に IR を担当する組織が設置され、多様な活動を行っている（柳

浦 2009、山田 2009）。 

これに対して、欧州や日本では、伝統的に大学に対する政府の保護が強く、事前規制が

中心であって、設立後のデータ要求も少なかった。評価制度も 2000 年代に導入されたばか

りである。これらの環境において、大学経営に関する意識も、法規等による管理が中心で

あり、データに関する意識が低い状況にあった。ただし、米国に遅れること数十年して、

経営の高度化、アカウンタビリティ等の複数の環境変化に同時に直面した現在において、

IR の取組が開始されたものの、未だ萌芽段階にある。 
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 ②本研究の視点 

以上のように、IR の一貫した厳密な定義は未確立の状況にある。加えて、先行研究は、

「複数の視点が整理されないまま混在して」おり、「IR の業務や機能に着目した類型もあ

れば、担当する組織の形態が論じられることもある」（以上、加藤・鵜川 2010：238）状況

にあるが、この状況が日本での研究や実務への応用が進まない一因の可能性もあった。 

このため、本研究では、研究対象の明確化を図るため、IR の多様な定義の共通点として、

①データの組織的な共有と活用、及び、②大学経営の意思決定の支援の２点に着目した。

この点は、最も広く通用している Saupe（1990：p.1）の定義「機関（大学）の計画策定、 

政策策定、 意思決定を支援するような情報を提供すること」と共通している。 

さらに加えて、IR は伝統的な大学には存在せず、今後あり方を研究すべき新しい概念で

あることから、上記の①、②の実現の観点から、より具体的な３つの要素のあり方を検討

し、その課題の解決策を明らかにした。３つの要素とは、①「データの組織的な共有と活

用」の実現の要素として、伝統的な大学には存在しない新しい要素である、1)IR を担当す

る「人材・組織」、及び、2)大学の広範囲の活動に関する大量のデータを扱う「データベー

ス」であり、また、②「大学経営の意思決定の支援」の実現の要素として、広範で専門的

な大学経営の意思決定に対して、どの対象にどのような手法で支援を行うかという「機能」、

である。 

以上のように、本研究では、研究対象として、人材・組織、データベース、機能の３つ

を IR の要素として設定したが、この要素の設定は、多様な IR の先行研究の論点整理に適

合するとともに、筆者の所属する九州大学の大学評価情報室における IR の実務経験とも適

合する。 

 

 ③国ごとの IR の要素の差異 

ちなみに、上記の IR の３つの要素の現状は、国ごとに差異がある（表１）。 

例えば、米国では、第１に、人材・組織に関しては、データ分析等の専門技能を有する

IR 専門人材が存在する。ほとんどの大学に IR 組織が設置され、IR 組織の長は博士号を有

し、スタッフも最低でも修士号を有している。また、40 年以上の歴史がある IR の専門職

団体（AIR）が存在し、学会の開催や IR 人材の育成を行っている。第２に、データベース

に関しては、IR 専門のデータベースがほとんどの大学に設置されている。第３に、機能に

関しては、各大学で多様なニーズに対応するために、多様な機能を備えている。また、大

学経営の専門家が存在しており、IR の役割は、データ処理と提供が中心となっている。 

他方、日本では、第１に IR 専門人材、専門職団体は存在しない。第２に、IR 専門のデ

ータベースは、ほとんどの大学

で未整備である。第３に、機能

は、少数の大学で大学評価や教

学改善の分野で取り組みが開始

されているものの、ほとんどの

大学は模索段階にある。また、

大学経営の専門家が存在しない

ため、意思決定の実質面まで期

待される傾向がある。 

以上の IR の要素の現状の差

異を踏まえると、他国の IR をそ

米国 日本

人材・組織
・IRの専門職あり
・IR組織はほとんどの大学にあり
・専門職団体・育成システムあり

・専門職なし
・IR組織は少数の大学に留まる
・団体・育成システムなし

データベース
・ほとんどの大学に整備
・データ収集・蓄積済

・未整備
・データ未収集

機能
・各大学の環境に応じて様々
・経営の専門家の存在、データ提
供がメイン

・大学評価、教学改善から萌芽
・ほとんどの大学で模索中
・経営の専門家不在、より高度な機
能の要求

表１）米国と日本のIRの要素の差異
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のまま導入しても、適切な機能は期待できない。 

 

２．研究の目的 

本研究では、未だ萌芽段階にある我が国の国立大学における IR の充実を図ることを目

的とする。 

なお、国立大学を対象とする理由は、以下の４点から、IR の取組の充実が急務の課題で

あるためである。第１は、国立大学法人化以降、政府から、急速な自律的な経営への転換

が要求されていること、第２は、国民からの出資に支えられている反面、社会からの経営

改善、アカウンタビリティの遂行への強い要求に直面していること、第３は、教育のみな

らず、研究・社会貢献・国際交流等、多様な分野の広範囲な活動に関する経営改善の必要

性があること、第４は、行財政改革の直接的な圧力（交付金削減、再編統合、民営化等）

に対して、「国立大学」の存在意義をデータに基づき説明する必要性があること、である。

これらに加えて、筆者が国立大学に職務を遂行する中で、上記の課題に日々職務上直面し

ていることも、理由である。 

 

３．研究の意義 

 本研究の意義は、以下の２点である。 

学術的意義は、我が国の国立大学における IR の取組の課題の解決策を示し、IR の取組

を促進することである。 

社会的意義は、研究成果を IR の実務に応用することを通じて、大学経営の効率化・高

度化、アカウンタビリティの遂行を推進することで、大学に対する社会の期待に応えるこ

とである。 

また、社会の複雑化・多様化が進展する現在、非営利組織（NPO）の社会における役割

が拡大しているが、非営利組織の経営手法はまだ確立していない。非営利組織は、多様な

活動分野・活動形態を反映した多様なデータ要求の面で大学と共通していることから、研

究成果を非営利組織の経営へ応用し、その経営の効率化・高度化を促進することも、本研

究の社会的意義と言える。 
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第２節 研究の枠組・方法 

 

１．研究の基本的な枠組 

（1）本研究では、基本的な枠組みとして、以下の２点を設定している。 

①IR の取組の要素として、人材・組織、データベース、機能の３つを設定したこと 

②IR の機能については、IR 単体の機能だけではなく、IR の機能のプロセスを「情報支

援サークル」として整理し、その全体の最適化を視野に入れたこと 

  以下、２つの基本的枠組みについて詳述する。 

 

（2）IR の取組の要素の設定 

本研究では、第１節で述べたように、

研究対象の明確化を図るため、IR の取組

の要素として、①人材・組織、②データ

ベース、③機能（大学経営の意思決定支

援）の３つを設定した。 

 ３つの要素の関係は、図２のとおりで

ある。執行部は、大学の環境の変化に対

応するために大学経営を行う。IR は、こ

れに対して、「大学経営の意思決定の支援」

という③機能を行う。また、IR は、③の

基礎として、①人材・組織、②データベ

ースを用いて、「データの組織的な共有と活用」を行う、という関係にある。 

 

（3）IR の機能における全体のプロセスの設定 

 IR は、上記のとおり、「大学経営の意思決定の支援」を機能とする。この観点からは、

IR の機能を論ずる際には、IR 単体のみを論ずることは適切ではない。 

 この点に関して、米国の先行研究では、

IR の機能である大学経営の意思決定支

援のプロセスを、執行部と IR の関係も視

野に入れて、「情報支援サークル」として

整理した概念が設定されている（図３）。

大学の執行部は、図中の「運営者・利用

者」に該当し、IR は、「管理人・提供者」、

「仲介者・生産者」に該当する。「情報支

援サークル」においては、IR は、「良質

な意思決定」を最終目的として、執行部

との協働で「課題・ニーズの特定」を行

う。その結果、特定された課題の解決に

必要な「データの収集・蓄積」、「データの再構築・分析」を行った上で、執行部に対して

「データを報告」する。その結果、執行部が「意思決定」に活用する。さらに、「意思決定」

の結果生じた課題について、さらに「課題・ニーズの特定」を行うというサイクルを継続

的に機能させることが、このサークルでは示されている。 
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米国
（データ

の発生）

課題の特

定

（IR機能

のための

DBに

データ蓄

積)

（IR機能

のための

BDから）

データの

収集

蓄積 分析 提供 活用

日本
（データ

の発生）

課題の特

定

（部局・業

務DB等

からの）

データの
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(図４)本稿における日本型の情報支援サークル

この観点は、普遍的な観点であり、わが国における IR の研究においても、基本的に踏

まえるべきであるが、同時に、日米の状況の違いも踏まえる必要がある。すなわち、米国

では、大部分の大学に IR 組織が設置さ

れ、IR 機能のためのデータベースの整

備も進んでいる。他方、我が国の大学

では、大部分の大学で両者とも未整備

の状況にある。 

このような状況の違いを踏まえて、本

稿では、米国における IR 機能のためのデ

ータベースからの「データの収集」に

変えて、部局・業務データベースから

の「データの収集」、「データの統合・

調整」を加えた「情報支援サークル」

を設定する（図４）。 

 

２．研究の進め方 

 第１節で述べたように、米国と日本の大学には大きな環境の違いがあるため、米国の先

行研究の成果を、そのままわが国の実務に応用することは適切でない。 

また、IR が大学運営の実務に直結する取組であることから、抽象的な制度等の違いのみ

ならず、実務の現状と課題を具体的に踏まえる必要がある。特に、現在の我が国の大学で

は、IR の取組の開始に伴って、日本の大学の独自の文脈に由来する独自の課題が発生しつ

つある状況にあるが、これらの実態は、先行研究では十分に把握されていない。 

このため、本稿では、まず、我が国の国立大学における IR に関する取組の現状と課題

を把握するため、国立大学の IR 担当理事を対象とするアンケート調査を実施した（第 1

章）。また、これに加えて、九州大学大学評価情報室が事務局を務めている九州地区の国立

大学の IR・評価担当者の意見交換の場である「九州地区大学 IR 機構」において、IR・評

価の「現場」の課題を把握するための意見聴取を行った。 

これらアンケート調査等の結果から明らかになった課題について、３つの要素である①

人材・組織（第２章）、②データベース（第３章）、③機能（第４章）ごとに、解決策を検

討した。 

 なお、筆者の所属する大学評価情報室では、大学評価を基礎に、IR に関する取組を行っ

ており、実際の取組に当たっては、IR に関する実証的な研究と研究成果の実務への応用を

進めている。 

以下、上記の研究の進め方に従い、論ずる前に、関連研究の詳細な確認を行う。 
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第３節 関連研究の確認 
 
１．関連研究に関する概括的な状況 

 IR の取組の先進国である米国では、多くの関連研究が行われているが、第１節で述べた

とおり、IR の定義に関しては、多様な定義が示されており、一貫した厳密な定義は確立し

ていない。例えば、Saupe(1990）は、現在最も広く受け入れられている IR の定義として、

｢機関（大学）の計画策定、 政策策定、 意思決定を支援するような情報を提供すること｣

を示しているが、その他にも多様な定義が示されている。これは、IR が、大学の環境変化

に応じて、個別に発生し、現在でも、それぞれの環境に対応して発展しており（小林他 2014

他）、また、多様な観点での研究が行われているためである。 

他方、我が国では、米国とは異なり、IR の取組は端緒についたばかりの段階にあり、関

連研究も限られる。概括的な状況を述べると、IR の意義に関する研究（青山 2006、野田

2009、沖 2011a、沖 2011b）、IR が教育改善にどのように作用しているかに関する研究（鳥

居 2007、林 2009）、IR の活用に関する研究（山田 2005、鳥居 2005、2009、2011）等があ

る。これらの研究の多くは、米国等の諸外国の研究成果の紹介や比較研究であり、重要な

示唆を得られるものの、我が国の実務に IR を導入する際には、国ごと、大学ごとの環境の

違いを踏まえる必要がある。 

また、IR が大学運営の実務に直結する取組であることから、我が国に適合した IR のあ

り方を研究するためには、抽象的な制度等の違いのみならず、実務の現状と課題を具体的

に把握する必要がある。しかし、現時点では、我が国における IR の実務の現状と課題に関

する調査は数少ない。例えば、岡田（2011a）、岡田（2011b）があるが、岡田（2011a）は、

私立大学における IR 機能とその担当箇所に焦点を当てた調査であるが、国立大学は対象で

なく、また、IR を担当する者の実態は明確になっていない。岡田（2011ｂ）は、国公私立

大学の学部を対象とした IR に関する意識調査であるが、全学レベルでの意識及び対応状況

は明確になっていない。また、我が国の先進的な取組を紹介した研究（藤原他 2009、鳥居

他 2013、松塚 2013）や、日本型 IR を検討した研究（加藤・鵜川 2010、金子 2011、加藤

2012）などもあるが、いずれの研究も、個別大学の取組に関する研究であり、貴重な知見

は得られるものの、実務への応用の検討の際には、研究対象である大学の規模、文化、利

用可能な人的・物的資源の違いを考慮する必要がある。 

 以下、IR に関する関連研究の状況について、より詳細に、第２節で述べた①人材・組織、

②データベース、③機能の３つの要素ごとに、確認する。 

 

２．IR の人材・組織に関する関連研究の状況 

（1）我が国の IR 人材に関する関連研究 

IR の担当者に必要な姿勢や能力に関しては、スウィング・山田訳（2005）、森（2011）

等は、Terenzini(1993、1999)の知性の三層構造を紹介している。このモデルは、基本的に

は我が国の状況にも当てはまるものの、一般的・抽象的であり、実際の人材育成にそのま

ま適用することは難しい。中井他（2013）は、IR 業務に関する Q&A の形式で、多様な論点

に渡って網羅的に、IR の担当者に必要な姿勢や能力を示しているが、必ずしも体系だった

指摘ではない。 

 また、近年、大学の経営改善の観点から求められている職員の能力の向上に関しては、

多くの研究がある。例えば、教職協働に関して、山本（2002、2003）は、今後の大学経営

における職員の資質向上の重要性を指摘している。また、大場（2005）は、諸外国の状況
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を含め、大学職員の位置づけを明確化している。秦(2008)は、各種 GP における職員の役割

を検討し、羽田（2010）は国立大学法人制度との関係を論じている。さらに、山本（2008、

2009、2011）は、大学職員への意識調査を通じて、教職協働に関する課題を明らかにして

いる。また、孫福（2001）、福島（2008）、篠田（2011）は、職員の立場から、大学職員と

してのあるべき姿を提言している。これらに加えて、大学職員の具体的な業務内容を踏ま

えた研究としては、入試業務やアドミッションセンター等の教育支援に関する事例研究で

ある乾（2008）、大嶋（2008）や、大学評価作業における教職協働体制の不備を指摘した佐

藤他（2009）があるが、いずれも、IR の担当者に必要な能力まで踏み込んだ研究は見当た

らなかった。 

さらに、IR 人材の育成方策に関しては、その必要性自体は、多くの関連研究で言及され

ているものの、具体的な検討は、管見の限り存在しない。高野（2008、2012）は、米国の

IR 人材育成の状況について詳細に紹介しているが、実際の人材育成に当たっては、IR に求

められる職務内容、専門人材や専門職市場の存在、専門職団体の存否等の米国と我が国の

人材育成に関する環境の違いを踏まえる必要がある。 

（2）IR 組織に関する関連研究 

米国の IR 組織に関する研究としては、柳浦（2009）、柳浦（2011）、本田（2011）、山田

（2009）がある。これらの研究からは、米国の先進的な IR 組織に関する知見を得られるが、

高等教育政策、大学制度、大学組織等の我が国との環境の違いに留意する必要がある。 

 他方、我が国の IR 組織に焦点を当てた研究としては、まず、小湊・中井（2007）は、先

進的な取組を行っている大学を分析している。また、加藤・鵜川(2010)は、現場の職員に

よる IR に関する取組事例を元に、ボトムアップ型の IR という米国型の IR 組織に捉われな

い日本独自の IR 組織のあり方を示唆しており、森（2009、2011）も同様の指摘をしている。

これらの研究からは、我が国の IR 組織のあり方に関する貴重な示唆を得られるが、前提と

なる取組事例がいずれも大規模大学の取組であって、実務への応用の検討の際には、活用

可能な経営資源の差異に留意する必要がある。 

 

３．IR のデータベースに関する関連研究の状況 

（1）IR のデータベースに関する関連研究 

IR に関連する大学のデータベースの研究としては、評価機関及び各大学における大学評

価のためのデータベースの現状に関する喜多・井田（2003）や、海外の大学情報データベ

ースに関する小林(2003)、山田（2009）があるが、IR の観点からの検討は十分ではない。 

また、本田・井田(2007)は、米国における高等教育に関する計画立案や改善に関連する

大学情報の取り扱いに関する研究であるが、米国と我が国の高等教育制度の差異を踏まえ

る必要がある。 

さらに、我が国の IR 専門のデータベースに関する研究は、横山・犬塚（2013）等、少

数の個別大学の事例紹介にとどまっている。これは、我が国の IR の取組は、現時点では、

ほとんどの大学では模索中の段階にとどまっており、IR 専門のデータベースの構築事例は

少数にとどまるためである。また、政府レベルにおいても、評価機関におけるデータベー

ス「大学ポートレート」が構築されているものの、試行段階にある。このため、実務へ応

用する際には、各大学の資源、ニーズ、運用の状況等の環境の違いを踏まえる必要がある。

実際の IR に関するデータベースを基としつつ、そのあり方を検討した数少ない研究とし

ては、Mori(2011)がある。この研究では、九州大学におけるデータベース構築の取組に関

する研究であり、実務の観点からの貴重な示唆を得られる。この知見を基に、各大学や社
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会のニーズを踏まえて、IR の実務の課題の解決を図る必要がある。 

（2）社会からのデータニーズに関する関連研究 

IR 先進国である米国では、ほとんどの大学に IR 専門のデータベースが整備され、IR の

取組に活用されている（柳浦 2009）。IR 専門のデータベースの活用によって、データの基

準日、定義等のデータの統合の課題がクリアできることから、今後、我が国においても、

IR 専門のデータベースの整備を検討する必要がある。 

但し、その整備の際には、アカウンタビリティの観点から、大学のみならず、社会のデ

ータニーズを踏まえて、データ項目を検討する必要がある。社会のデータニーズは多岐に

わたるが、その内容を示唆する存在として、現在、社会に広く流通している大学ランキン

グ等の「市場型大学評価」がある。市場型大学評価に関する研究としては、まず、間淵他

（2002）は、大学ランキング等の新しいタイプの大学評価を「市場型大学評価」と定義し

た上で、特徴と課題を整理している。また、小林他（2005）、小林他（2007）は、市場型大

学評価が社会で広く受け入れられている背景や、その特徴と課題を実証的に指摘している。

その他にも、「ベルリン原則」の手続きに沿って大学ランキングの妥当性と信頼性を検討し

た岩本（2010）、世界の大学ランキングを分類して、それぞれの動向と課題を検討した渡部

（2012）等がある。また、ランキング作成者の視点から、小林哲夫（2006）、中村（2012）

は、多様な視点からの大学選びが可能になることを大学ランキングの意義として指摘して

いる。さらに、社会のデータニーズに対する大学の対応状況に関して、黒田（2012）、川嶋

（2012）は、教育情報の公開の義務化への大学の対応の現状と課題を指摘している。また、

齋藤（2008）は、大学関係者と高校関係者でデータの重要度に関する認識にギャップがあ

ることを指摘している。また、佐久間（2012）、三浦（2013）、水上（2013）は、「大学ポー

トレート」の課題を指摘している。 

以上のように、多様な視点から多数の研究が行われているが、いずれも教育成果に関す

る社会のデータニーズを示す具体的なデータのあり方まで検討したものではない。 

（3）大学経営の特性に関する関連研究 

IR が大学経営の意思決定の支援を実現するためには、営利組織と異なる大学の組織・文

化等の特性を踏まえる必要がある。このため、IR 専門のデータベースのあり方の検討にお

いても、大学経営の特性を踏まえる必要がある。 

大学経営の特性には、組織面と文化面があるが、大学経営の組織面に関しては、Clark

（1983）、Becher＆Kogan（1992）は、大学組織における講座‐学科‐学部という階層構造

を指摘している。また、大学経営の文化面に関しては、多くの研究において、「同僚制」と

いう伝統的な文化が存在することが指摘されており、Clark (1983)は、近年の大学組織の

規模拡大によって、伝統的な同僚制では、大学の経営は困難になったと指摘している。 

また、大学においては、近年まで経営計画はほとんど策定されていなかったが、我が国

では、2004 年の国立大学の法人化に伴い、全ての国立大学に対して、経営計画（中期計画）

の策定が義務付けられた。しかし、現在のところ、羽田(2005)など国立大学法人の制度面

に関する研究はあるが、経営計画の進捗管理に関する研究は、管見の限り、見当たらなか

った。 

 

４．IR の機能に関する関連研究の状況 

（1）IR の機能に関する関連研究 

IR の機能に関しては、米国では、IR の取組の進展を背景に、多様な類型化に関する研

究がある。例えば、Volkwein（1999、2004）は、IR の機能や役割を類型化している。また、
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Thorpe(1999)は、IR の役割を 9 類型に分け、どの役割を重視するかは各大学の状況によっ

て異なると指摘している。さらに、Porter、 J. D.、 Fenske、 R. H.、 & Keller、 J.E

（2001）は、IR が計画に関与する場合に考慮すべき要素としてガバナンス構造や政策課題

を指摘している。これらの研究成果は、我が国の関連研究において紹介されており、一般

的には我が国にも当てはまるものの、前述したように、IR が国ごと、大学ごとの多様な環

境に応じて生成し、発展している状況に留意する必要がある。 

（2）教育の成果（学習成果）に関する関連研究 

現在、我が国において強く求められている IR の機能は、教育の成果（学習成果）に関

する分析である。 

まず、教育の成果に関する研究としては、大学教育と職務遂行能力との関係にアプロー

チするレリバンス研究（小方 2002、本田 2004）、大学卒業者の職業生活を中心に教育の収

益率に焦点を当てたキャリア形成研究（Shultz1963、矢野 1991）、学生の学習経験に焦点

をあてた研究（広島大学高等教育研究開発センター2006）、教育の成果の検証に関する方法

論としての卒業生調査に関する研究（吉本 2007）などがあり、多岐にわたる。 

また、IR と教育の成果に関する研究としては、カレッジ・インパクト理論を背景に、学

生の成長に焦点を当てた、I-E-O モデル（Astin1993）や I-P-O モデル（Watson1998）が広

く認知されている。また、把握した教育成果の大学改革や教育改善などの活用を視野に入

れた研究としては、いかに効率よく教育効果の高いシステムを構築するかに焦点を当てた、

インストラクショナル・デザイン研究（大森 2010）や、教育成果を測定し、把握したデー

タを大学のマネジメントや改善に反映させる教育改善システムの特質に関する研究（鳥居

2007）、私立大学における学習成果のあり方を検討した研究（岡田・鳥居 2011）がある。 

 さらに、教育の成果に関するデータは、法人評価・認証評価でも、その充実が強く求め

られているが、大学評価における教育の成果を示すデータに関する研究としては、自己点

検・評価書において、教育の成果を示すためにどのような情報が採用されているかを検証

した串本（2005）や、大学評価・学位授与機構が行う評価手法の検証（大学評価・学位授

与機構 2008、2009ａ、2009ｂ）がある。また、渋井他（2012）は、法人評価における評価

書に記載されたデータ・資料の出現頻度と評価結果との関係を分析しているが、特に、国

立大学法人にとって重要な法人評価における IR の機能の検証は十分とは言えない。 

上記に加えて、教育の成果に関するデータの収集は、学習成果の遅効性から、卒業生の

動向や大学教育の満足度・達成度等の長期的なデータが必要であり、その実現の観点から、

同窓会との連携の充実が求められている。大学の同窓会に関する研究としては、まず、天

野(2000)は、日本の大学における同窓会の創生期から近年までの歴史的経緯を分析してい

るが、2004 年の国立大学の法人化以後の状況は検討の対象となっていない。また、石(2000)、

長島(2000)、山崎(2000)など有力な大学同窓会の事例研究はあるものの、全体的な状況を

調査したものはない。さらに、黄（2007）は、社会学的見地から、名門高校の同窓会を事

例として、会員相互の信頼に基づくネットワークの視点から同窓会の社会資本としての作

用・結束力について詳細に調査・分析を行っているが、大学の同窓会にすべて当てはまる

ものではない。加えて、山田(2008)、江原(2009)など米国の同窓会の研究から得られた知

見を基に我が国の同窓会のあり方を論ずる研究もあるが、国公私立大学を視野に入れた全

学同窓会の現状に焦点を当てた研究は、管見の限り、見あたらなかった。 

 

５．関連研究の確認のまとめ 

 以上のように、関連研究からは、IR の要素である①人材・組織、②データベース、③機
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能のいずれの要素に関しても、貴重な知見は得られるものの、管見の限り、米国と我が国

の環境の違いとともに、現在の我が国の取組の実態を踏まえた上で行われた研究は、見当

たらなかった。 

このため、本稿では、関連研究の知見を踏まえつつも、まず、我が国の IR の取組に関

する調査を実施して、人材・組織、データベース、機能の個別の要素ごとに現状と課題を

明らかにした上で、課題の解決策を検討するという研究手法を採用したところである。 
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第１章 国立大学法人における IR の取組の現状と課題 
－アンケート調査を基に－ 

 
第 1 節 第 1 章の構成 
 
 第 1 章では、我が国における IR の取組の現状と課題の把握を目的として実施したアン

ケート調査の目的、位置付け、調査により明らかになった IR の取組の現状と課題につい

て、示す。 
 第 2 節では、2011 年 12 月～2012 年 1 月に実施したアンケート調査（第１回）を基に、

国立大学におけるインスティテューショナル・リサーチの機能・人材・組織に関する意識

と現状に関する研究を行う。  
また、第 3 節では、2011 年 12 月～2012 年 1 月に実施したアンケート調査（第１回）、

及び、2012 年 7～8 月に実施したアンケート調査（第２回）を基に、国立大学法人におけ

る IR の機能・データベース・組織のあり方に関する研究を行う。  
なお、第２回のアンケート調査は、第１回のアンケート調査の結果を基礎としつつ、よ

り具体的な状況の把握を目的に実施した関係上、第２節、第３節において、重複する記述

があることに留意願いたい。  
さらに、第 4 節では、第２節、第３節で触れたアンケート調査の結果とともに、「九州

地区大学 IR 機構」における意見交換の結果を基に、IR の取組に関する課題のまとめを行

い、本稿における研究課題を示す。  
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第 2 節 国立大学におけるインスティテューショナル・リサーチの機能・人・組織等に関

する意識と現状－IR 担当理事に対するアンケート調査結果を基に－  
 
１．はじめに  
 現在、我が国の国立大学法人は、国内では独立行政法人化、少子化、国際的にはグロー

バル化、自由化の進展など、大きな環境変化に直面している。  
インスティテューショナル・リサーチ（Institutional Research、以下「IR」とする。）に関

しては、このような状況に対応するための大学経営の改善を図るツールとして注目が高ま

っており、多様な研究が行われている。しかし、それらの多くは、米国など IR 先進国の

事例の紹介や個別大学の取組の紹介であって、必ずしも、我が国の国立大学法人における

意識や実態を踏まえたものではない。  
このような状況を踏まえ、本研究では、IR 担当理事に対するアンケート調査を通じて、

我が国の国立大学法人における IR に対する意識及び実態に関する調査・分析を行った。  
 
２．先行研究の確認  
 IR に関する研究は、米国で 1950 年代にはじまり、膨大な蓄積があるが、現在では、一

般に、｢機関（大学）の計画策定 , 政策策定, 意思決定を支援するような情報を提供するこ

と｣(Saupe1990）が定義として用いられている。 
 一方、わが国の高等教育研究においても、近年、内部質保証システム構築の必要性と共

に注目を集めており、研究の深化が求められている。国内における IR 研究を概観すれば、

IR の意義に関する研究（青山 2006、野田 2009）、IR 担当者に求められる資質・能力に関す

る研究（スウィング・山田訳 2005）、IR が教育改善にどのように作用しているかに関する

研究（鳥居 2007、林 2009、藤原他 2009）、IR 組織に焦点を当てた研究（小湊・中井 2007、
岡田 2011）、大学情報の取扱いや、そのためのデータベース構築に焦点を当てた研究（喜

多・井田 2003、本田・井田 2007）IR の活用に関する研究（山田 2005、鳥居 2005、2009、
2011）等多岐に渡る。  
 このように、IR 研究の多くは、定義や意義に焦点を当てたもの、役割や機能に焦点を当

てたもの、担当者や組織に焦点を当てたもの等、多様かつ個別的である。また、わが国に

おける IR を取り巻く環境は、まだ黎明期と言ってよい状況である。米国をはじめとする諸

外国との比較研究が多いが、米国の IR の潮流は 1920 年代にあり（Fincher1985）、歴史・

文化・文脈等の違いに常に留意しなければならない。日本型 IR について検討した研究（加

藤・鴨川 2010）もあるが、それが一部の先進的な大学だけのものになってしまわないよう

大学規模や利用可能な資源の分散を考慮しなければならない。  
 これらの研究は、わが国において IR を導入するに際して極めて重要なものばかりであり、

多くの示唆を得てきたが、実際に大学経営に携わる学長・執行部等は、実際に IR をどのよ

うに認識し、各大学はどのような対応状況にあるのだろうか。このような IR の意識と実態

に関する調査としては、岡田（2011a）、岡田（2011b）があげられるが、岡田（2011a）は、

私立大学における IR 機能とその担当箇所に焦点を当てているものの、国立大学は対象でな

く、また、IR を担当する者の意識と対応状況とのギャップは必ずしも明確になっていない。

岡田（2011ｂ）は国公私立大学の学部を対象に IR に関する意識を調査したものであるが、

全学レベルでの意識及び対応状況は明確になっていない。  
そこで本稿では、国立大学法人の IR 担当理事に対して行ったアンケート調査を基に、IR
に関する認識、IR の「機能」及び IR を担当する「人」・「組織」に関する意識及び実態に
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ついて現状分析を行った。  
 
３．本研究の枠組み  
 本研究では、我が国の全国立大学法人（86）の IR 担当理事に対して、IR に関する意識

及び実態に関するアンケート調査を行った。  
 本アンケート調査の特徴としては、以下の 2 点があげられる。  

1 点目は、IR に関する IR 担当理事の意識と実態のギャップを把握する観点から、アン

ケートの調査票を、理事個人としての IR に関する意識調査、及び、理事の所属大学にお

ける IR の実態調査に分けて行ったことである。  
2 点目は、現在、IR の「機能」及び IR を担当する「人」・「組織」が十分整理されない

まま、そのあり方に関する検討が行われている状況を踏まえて、IR の「機能」及び IR を

担当する「人」・「組織」ごとに項目を分けて、それぞれに対する認識と実態を調査したこ

とである。 
アンケートは、平成 23 年 12 月～平成 24 年 1 月の間に実施し、86 国立大学法人中 50

国立大学法人から回答があった。また、2 国立大学法人から 2 名の IR 担当理事の回答があ

り、総計 52 回答を得た。以下では、この 52 回答を元に分析を行う（表 1）。また、回答

のあった IR 担当理事の所属する大学を単科大学・総合大学の観点から分類すると、単科

大学 15、総合大学 37 であった。（注：本研究では、単科大学以外を総合大学と位置付けた。）  

 
 
４．IR に関する認知および「機能」・「人」・「組織」に関する意識と実態について  
（1）IR に関する認知について（表 2） 

全体の傾向を見ると、IR を「知っている」との回答（「よく知っている」・「ある程度知

っている」の合計。以下、同じ。）は、46（88.5％）であった。ある意味当然だが、大多

数の IR 担当理事は、IR に関する知識を有していることが伺える。  
単科・総合大学別の傾向を見ると、「知っている」との回答は、総合大学 35（94.6％）

に対して、単科大学では 11（73.3％）にとどまった。特に、「よく知っている」との回答

は、総合大学 8（21.6％）に対して、単科大学 0（0.0％）であり、単科大学の IR 担当理

事の方が IR に関する知識に乏しい状況が伺える。  

該当数 割合 単科大学 総合大学

回答あり 52 60.5% 15 37

回答なし 34 39.5%

・回答有りについては静岡・宮崎は2名回答。以下の設問

無回答1（奈良先端）を含む。

表1．回答の有無
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（2）IR の「機能」に関する意識について（表 3） 

①「機能」の必要性について  
全体の傾向を見ると、IR の「機能」の必要性を認める回答（「必要」、「どちらかと言え

ば必要」の合計。以下、同じ。）は、50（96.1％）であった。この割合は、1．の「知って

いる」との回答 46（88.5％）よりも高く、IR 担当理事は、詳しい知識がない場合でも、

IR の「機能」の必要性を感じている状況が伺える。  
単科・総合大学別の傾向を見ると、「機能」の必要性を求める回答は、単科大学 14（93.3％）、

総合大学 36（97.3％）で大きな差はない。ただ、「必要である」の回答は、総合大学 29（78.4％）

に対して、単科大学 8（53.3％）にとどまっており、総合大学の IR 担当理事の方が、IR
の「機能」の必要性を強く感じている状況が伺える。  
 ②「機能」の必要性の理由について  

全体の傾向を見ると、「経営改善に必要」31（62.0％）、「内部質保証システム構築のた

めに必要」22（44.0％）、「大学評価への対応のために必要」21（42.0％）が高い。  
単科・総合大学別の傾向を見ると、総合大学では、全体の傾向と同様に、「経営改善に

必要」24（66.7％）、「内部質保証システム構築のために必要」17（47.2％）、「大学評価

への対応のために必要」14（38.9％）が高いのに対して、単科大学では、全体では低か

った「大学院教育の改善」4（28.6％）、「学士課程教育の改善」5（35.7％）が比較的高

くなっている。単科大学の IR 担当理事は、大学全体のマネジメントよりも、個別具体の

課題に関して、IR の「機能」の必要性を感じている状況が伺える。  

 

IRの認知度 回答数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

□よく知っている 8 15.4% 0 0.0% 8 21.6%

□ある程度知っている 38 73.1% 11 73.3% 27 73.0%

□詳しくは知らない 5 9.6% 3 20.0% 2 5.4%

□知らない 1 1.9% 1 6.7% 0 0.0%

合計 52 100.0% 15 100.0% 37 100.0%

表2．IRに関する認知

回答数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

□必要である 37 71.2% 8 53.3% 29 78.4%

□どちらかといえば必要である 13 25.0% 6 40.0% 7 18.9%

□どちらかと言えば不要である 2 3.8% 1 6.7% 1 2.7%

□不要である 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

合計 52 100.0% 15 100.0% 37 100.0%

□経営改善に必要 31 62.0% 7 50.0% 24 66.7%

□学士課程教育の改善に必要 8 16.0% 5 35.7% 3 8.3%

□大学院教育の改善に必要 6 12.0% 4 28.6% 2 5.6%

□大学評価への対応に必要 21 42.0% 7 50.0% 14 38.9%

□内部質保証システム構築への対応 22 44.0% 5 35.7% 17 47.2%

□その他 4 8.0% 0 0.0% 4 11.1%

□経営改善のためには不要 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□教育改善のためには不要 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□大学評価のためには不要 1 50.0% 0 0.0% 1 100.0%

□内部質保証システム構築のためには不要 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□IRに関する知識がない 1 50.0% 1 100.0% 0 0.0%

□その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

表3．IRの「機能」に関する意識

IRの「機能」の必要性

「必要」・「どちらかと

いえば必要」を選択し

た場合、その理由

「不要」・「どちらかと

言えば不要」を選択

した場合、その理由
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（3）IR を担当する「人」・「組織」に関する意識について  

以下では、IR を担当する「人」・「組織」に関する意識調査の結果を分析する。  
①IR を担当する「人」に関する意識について（表 4） 

 1）IR を担当する「人」の必要性について  
全体の傾向を見ると、必要性を認める回答（「必要である」、「どちらかといえば必要で

ある」の合計。以下同じ。）は、49（94.2％）である。上記 2．でみた「機能」の必要性

50（96.1％）と比較してやや低いが、大多数の大学の IR 担当理事において、IR を担当す

る「人」が必要と認識されていることが伺える。  
 単科・総合大学別の傾向をみると、必要性を認める回答は、総合大学 36（97.3％）に対

して、単科大学 13（86.6％）とやや低い。特に「必要である」との回答に限ると、総合大

学 28（75.7％）に対して、単科大学 8（53.3％）とその差は大きくなる。IR の「機能」と

同様、総合大学の IR 担当理事の方が、IR を担当する「人」の必要性を強く感じているこ

とが伺える。  
 2）IR を担当する「人」の必要性の理由について  

全体の傾向を見ると、「大学の経営を効率的に進めるためには必要」42（85.7％）、「専

門的な知見が必要」37（75.5％）、「大学評価の基準に内部質保証が盛り込まれたから」23
（46.9％）が高かった。 
 単科・総合大学別の傾向をみると、総合大学は全体の傾向とほぼ一致するが、単科大学

では、総合大学と比較して、「専門的な知見が必要」9（69.2％）、「大学評価の基準に内部

質保証が盛り込まれたから」5（38.5％）が低い反面、「大学の経営を効率的に進めるため

には必要」13（100.0％）の割合がやや高い。単科大学の IR 担当理事は、IR を担当する

「人」に関して、効率性の向上を期待していることが伺える。  

 
 ②IR を担当する「組織」に関する意識について（表 5） 

1）IR を担当する「組織」の必要性について  
全体の傾向を見ると、必要性を認める回答（「必要である」、「どちらかといえば必要で

ある」の合計。以下同じ。）は、48（92.3％）であった。上記（1）でみた「人」の必要性

49（94.2％）と比較してやや低いが、大多数の IR 担当理事において、IR を担当する「組

回答数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

□必要である 36 69.2% 8 53.3% 28 75.7%

□どちらかといえば必要である 13 25.0% 5 33.3% 8 21.6%

□どちらかと言えば不要である 1 1.9% 1 6.7% 0 0.0%

□不要である 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 3.8% 1 6.7% 1 2.7%

合計 52 100.0% 15 100.0% 37 100.0%

□専門的な知見が必要だから 37 75.5% 9 69.2% 28 77.8%

□大学の経営を効率的に進めるためには必要だから 42 85.7% 13 100.0% 29 80.6%

□米国の大学で導入されているから 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□学会・研究会等で取り上げられているから 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□他大学で導入しているから 1 2.0% 0 0.0% 1 2.8%

□大学評価の基準に内部質保証が盛り込まれたから 23 46.9% 5 38.5% 18 50.0%

□その他 6 12.2% 0 0.0% 6 16.7%

□担当する「人」を設けるだけの特別な内容の業務は見込めない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□担当する「人」を設けるだけの多量の業務量は見込めない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□既存の執行部で対応できる 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%

□既存の関係委員会で対応できる 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%

□既存の職員組織で対応できる 1 100.0% 1 100.0% 0 0.0%

□その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

「必要」・「どちらかと

いえば必要」を選択し

た場合、その理由

「不要」・「どちらかと

言えば不要」を選択し

た場合、その理由

表4．IRを担当する「人」に関する意識

IRを担当する「人」

（個人・組織含む。）

の必要性
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織」が必要と認識されていることが伺える。  
単科・総合大学別の傾向を見ると、「組織」の必要性を認める回答は、総合大学 36（97.3％）

に対して、単科大学 12（80.0％）と低い。また、上記（1）で見た「人」の必要性と比較

すると、総合大学は 97.3％で同じであるが、単科大学は 86.6％から－6.6％に低下してい

る。 
 なお、「不要」との回答はなく、また、「どちらかといえば不要」との回答は、総合大学

0（0.0％）、単科大学 2（13.3％）にとどまった。回答数が少ないが、「どちらかといえば

不要」の理由では、総合大学では「特別な内容の業務は見込めない」、「多量の業務量は見

込めない」という業務面の理由があげられたのに対して、単科大学では、「既存の執行部内

で活動すべき」が最も多く、続いて、「既存の関係委員会で活動すべき」など既存の組織の

対応力に着目した理由があげられた。  
②IR を担当する「組織」の位置づけについて  
全体の傾向を見ると、「学長の直属」23（47.9％）、「担当理事の直属」20（41.7％）が

高く、設置形態では「常設の組織」43（89.6％）が高かった。  
 単科・総合大学別の傾向を見ると、総合大学では「学長の直属」19（52.8％）が最も高

かったが、単科大学では「担当理事の直属」6（50.0％）が最も高かった。総合大学の IR
担当理事は、複数部局間などにおける学長の総合的な調整機能を期待していることが伺え

る。また、設置形態では両者に差は見られなかった。  

 
 
（4）IR を担当する「人」・「組織」に関する実態について  
 以下では、IR を担当する「人」・「組織」に関する実態調査の結果を分析する。全体とし

て、3．で見た意識調査の結果と比較して低い結果が出ており、IR 担当理事の意識と現実

の大学における取組との間にギャップがあることが伺える。  
①IR を担当する「人」に関する実態について  
1）IR を担当する「人」の有無について（表 6） 
全体の傾向を見ると、「「人」がいる」14（26.9％）、「今後置く予定」2（3.8％）を合わ

せても、16（30.7％）にとどまっている（無回答 1 大学）。 

回答数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

□必要である 31 59.6% 7 46.7% 24 64.9%

□どちらかと言えば必要である 17 32.7% 5 33.3% 12 32.4%

□どちらかと言えば不要である 2 3.8% 2 13.3% 0 0.0%

□不要である。 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

無回答 2 3.8% 1 6.7% 1 2.7%

□学長の直属 23 47.9% 4 33.3% 19 52.8%

□担当理事の直属 20 41.7% 6 50.0% 14 38.9%

□独立の研究センター 4 8.3% 2 16.7% 2 5.6%

□職員組織内の組織 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□常設の組織 43 89.6% 11 91.7% 32 88.9%

□委員会等の組織 2 4.2% 1 8.3% 1 2.8%

□その他 2 4.2% 0 0.0% 2 5.6%

□特別な内容の業務は見込めない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□多量の業務量は見込めない 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0%

□既存の執行部内で活動すべき 2 100.0% 2 100.0% 0 0.0%

□既存の関係委員会で活動すべき 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0%

□既存の職員で活動すべき 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□その他 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

「組織の設置が不

要」・「どちらかと言

えば不要」を選択し

た場合

表5．IRを担当する「組織」に関する意識

「組織の設置が必

要」・「どちらかと言

えば必要」を選択し

た場合

どのような位置づ

けの組織が適切か

どのような設置形

態の組織が適切

か

IRを担当する組織

の必要性
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（3）①の意識調査で見た「人」の必要性を認める回答 49（94.2％）と比較して、大き

く下回っている。多くの IR 担当理事が IR を担当する「人」の必要性を感じているにも関

わらず、実際には対応できていない状況が伺える。  
単科・総合大学別の傾向をみると、総合大学では、「「人」がいる」11（29.7％）、「今後

置く予定」2（5.4％）を合わせて 13（35.1％）になるが、単科大学では「「人」がいる」3
（20.0％）にとどまっている。ただ、この数値を（3）①で見た「人」の必要性を認める

回答と比較すると、総合大学 97.3％から－62.2％、単科大学 86.6％から－66.6％となり、

ほぼ同程度の低下となる。このことからは、単科大学で「人」が配置されている割合が低

い原因は、一概に経営資源の少なさとは言い切れず、必要性を感じている程度も関係して

いると思われる。  

 
 2）IR を担当する「人」が「いない」状況に対する問題意識について（表 7） 

以下は、IR を担当する「人」がいないと回答した IR 担当理事 35 に対して、「人」がい

ない状況に対する意識を質問したものである。  
 ア）全体の傾向 

全体の傾向を見ると、「IR の「機能」が不要なので、問題ない」との回答はなかった。  
ただし、「問題がある」との回答は 20（57.1％）にとどまり、これに対して、「機能」の

必要性を認めつつも、様々な理由で「「人」は不要」とする回答は 12（34.3％）あった。  
「「人」は不要」とする理由としては、「既存の職員で対応できる」（11.4％）が最も多

く、以下、「多量の業務量は見込めない」（8.6％）、「既存の執行部で対応できる」（8.6％）

が続く。 
イ）単科・総合大学別の傾向  

 単科・総合大学別の傾向をみると、「問題がある」との回答は、総合大学 16（66.7％）

に対して、単科大学 4（36.4％）にとどまった。 
「人」を不要とした理由として最も多い項目は、総合大学は「多量の業務量は見込めな

い」3（12.5％）、単科大学は「既存の職員で対応できる」3（27.5％）であった。  

IRを担当する「人」の有無 該当数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

□いる 14 26.9% 3 20.0% 11 29.7%

□今後置く予定 2 3.8% 0 0.0% 2 5.4%

□いない 35 67.3% 11 73.3% 24 64.9%

無回答 1 1.9% 1 6.7% 0 0.0%

合計 52 100.0% 15 100.0% 37 100.0%

表6．IRを担当する「人」の有無
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②IR を担当する「組織」の有無について（表 8） 

 全体の傾向を見ると、IR を担当する「組織」が設置されているとの回答は 14（26.9％）

であった。 
（3）②で見た「組織」の必要性を認める回答 48（92.3％）を大きく下回った。国立大

学の厳しい経営状況などから、「人」と同様に、多くの IR 担当理事が IR を担当する「組

織」の必要性を感じているにも関わらず、実際には対応できていない状況が伺える。  
単科・総合大学別の傾向を見ると、IR を担当する「組織」が設置されているとの回答は、

総合大学 12（32.4％）に対して、単科大学 2（13.3％）にとどまった。ただ、この数値を

（3）②で見た「組織」の必要性を認める回答と比較すると、総合大学は 36（97.3％）か

ら－64.9％、単科大学は 13（86.6％）から－73.3％であり、上記 4．（1）で見た「人」と

同様、ほぼ同程度の低下となり、単科大学で「組織」が配置されている割合が低い原因は、

一概に経営資源の少なさとは言い切れず、必要性を感じている程度も関係していると思わ

れる。 

 
 
（5）まとめ 

①検討のまとめ  
 以上（1）～（4）において、IR に関する知識、IR の「機能」、担当する「人」・「組織」

現在の大学の状況に対する認識 該当数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

□IRの「機能」は不要なので、問題ない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□IRの「機能」は必要だが、特別な内容の業務は見込め

ないので、担当する「人」は不要
1 2.9% 0 0.0% 1 4.2%

□IRの「機能」は必要だが、多量の業務量は見込めない

ので、担当する「人」は不要
3 8.6% 0 0.0% 3 12.5%

□IRの「機能」は必要だが、既存の執行部で対応できるの

で、担当する「人」は不要
3 8.6% 1 9.1% 2 8.3%

□IRの「機能」は必要だが、既存の関係委員会で対応で

きるので、担当する「人」は不要
1 2.9% 1 9.1% 0 0.0%

□IRの「機能」は必要だが、既存の職員で対応できるの

で、担当する「人」は不要
4 11.4% 3 27.3% 1 4.2%

□IRの「機能」も、担当する「人」も必要なので、問題があ

る
20 57.1% 4 36.4% 16 66.7%

□無回答 3 8.6% 2 18.2% 1 4.2%

合計 35 100.0% 11 100.0% 24 100.0%

表7．IRを担当する「人」が「いない」状況に対する認識

IRを担当（予定）の「人」の

個人／組織の別
該当数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

□個人 1 1.9% 1 6.7% 0 0.0%

□組織 14 26.9% 2 13.3% 12 32.4%

合計 15 28.8% 3 　 12 　

表8．IRを担当する「組織」の有無
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について、IR 担当理事の意識・実態調査の結果を詳細に見てきた。以下は、その概略をま

とめたものである（表 9）。 

 
 IR 担当理事に対する意識調査（回答 52）においては、IR に関する知識、IR の「機能」

及び IR を担当する「人」・「組織」の必要性に関する意識は、いずれも約 90％と非常に高

い。 
 他方、実態調査（回答 52）においては、IR を担当する「人」・「組織」が実際に配置さ

れているとの回答は 14（26.9％）にとどまっており、IR 担当理事の意識に関わらず、現

実の対応が遅れていることが伺える。  
 加えて注目すべき点は、「人」が配置されていない場合（35）でも、「問題がある」との

回答は 20 名にとどまり、「問題がない」と回答した IR 担当理事が 12 名いたことである。

（注：その他 3） 
この点に関して、（3）①の意識調査で見た「人」の必要性を認める回答をした IR 担当

理事（49）と比較すると、意識調査では、一般的な「人」の必要性を認めていたにも関

わらず、実態調査では、自大学の「人」が配置されていない状況を「問題ない」と回答し

た IR 担当理事 9 名がいた。  
他方で、この IR 担当理事 9 名のすべてが、（2）で見た IR の「機能」について必要と

回答をしている（内訳は、「必要である」4、「どちらかと言えば必要である」5。）。 
とするならば、これら 9 名の IR 担当理事が所属する 8 国立大学法人（注：1 国立大学

法人から 2 理事の回答があったため。）においては、IR の「機能」は必要とみなしている

が、その機能は、「特定」の人・組織ではなく、事務局各部署・部局等の「一般」の教職員

が担当しており、現時点では、そのような体制で「問題ない」状況にあることが伺える。  
 ②考察 

以下では、上記①で指摘した IR「機能」を「一般」の教職員が担当しているタイプを「分

散型」とする。また、これと対比する形で、IR「機能」を特定の「人」・「組織」が担当し

ているタイプを「集中型」として、両者を比較する形で、IR「機能」の担当のあり方を考

察する。 
現時点で、一般的に想定される分散型・集中型それぞれのメリット・課題を、表 10 に

整理した。いずれにも課題の存在が想定され、例えば、分散型の場合、多くの部署等に IR
「機能」を実現可能な教職員が配置されているような恵まれた状況にある大学は例外的な

存在であることから、専門性・継続性の確保が大きな課題と思われる。他方、集中型の場

合、人・組織の維持のコストが大きな課題と思われる。  
ただ、留意すべきことは、分散型と集中型は、二者択一の存在ではなく、両立しうると

考えられる点である。例えば、意思決定の内容に応じた形で、全学的な意思決定、分野横

知っている 46 必要 50 必要 49 必要 48

知らない 6 不要 2 不要 1 不要 2

無回答 2 無回答 2

16 個人 1

組織 14

いない 35 問題がある 20

問題ない 12

その他 3

無回答 1

いる（予定を

含む。）

表9．IRに関する認識等に関するまとめ（注：数値は回答人数。）

IRに関する知識 IRの「機能」 IRを担当する「人」 IRを担当する「組織」

意識調査（回答52）

実態調査（回答52）
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断的な意思決定は集中型で対応し、日常業務に関する意思決定、分野ごとの特性を踏まえ

た意思決定は分散型で対応、というように、役割分担する可能性もあろう。  
いずれにせよ、IR「機能」の担当のあり方は、大学の設置形態や規模、学内情勢など、

各大学の具体の状況によって適切な方法は異なる。各国立大学法人において、早期に、IR
「機能」の担当のあり方を検討する必要がある。  

表 10．IR「機能」の担当のあり方  

 
 
５．IR に関する課題について  
（1）全体的な課題の状況について  

 
 今回のアンケート調査では、IR の機能・人・組織を取り巻く状況を把握するために、IR

特定の人・組織の

有無
無

性格 分散型

担当 一般の教職員・組織 特定の個人 特定の組織

メリット
○コスト

○通常業務との連携

○コスト（比較的小）

○IR業務の専門性

○IR業務の縦割りの防止

○IR業務の専門性

○IR業務の継続性

○IR業務の縦割りの防止

課題

○IR業務の専門性の確保

○IR業務の継続性の維持

○IR業務の縦割りの防止

○学内情報の統合・調整

○IR業務を遂行できる教職員

が現存することが必要

○IR業務の継続性の確保

○通常業務との連携の確保

○IR業務を遂行できる人材の

確保（多くは新規）

○コスト

○通常業務との連携の確保

○IR業務を遂行できる人材の

確保（多くは新規）

有

集中型

該当数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

□執行部のリーダーシップが不足している 4 7.7% 1 6.7% 3 8.1%

□執行部の情報に関するリクアイアメントが不明確である 11 21.2% 1 6.7% 10 27.0%

□執行部の意思決定に反映されない 11 21.2% 3 20.0% 8 21.6%

□本部の職員組織の理解・協力が得られない 3 5.8% 1 6.7% 2 5.4%

□部局長の理解・協力が得られない 1 1.9% 0 0.0% 1 2.7%

□部局の職員組織の理解・協力が得られない 5 9.6% 2 13.3% 3 8.1%

□高等教育の専門的人材がいない 10 19.2% 3 20.0% 7 18.9%

□情報処理の専門的人材がいない 4 7.7% 1 6.7% 3 8.1%

□統計の専門的人材がいない 8 15.4% 2 13.3% 6 16.2%

□大学のマネジメントを担う人材がいない 9 17.3% 5 33.3% 4 10.8%

□担当者が任期付雇用の教員のため、業務の継続性の維持が困難である 4 7.7% 0 0.0% 4 10.8%

□担当者が職員のため、異動により、業務の継続性の維持が困難である 5 9.6% 2 13.3% 3 8.1%

□職員の専門能力の育成が困難である 11 21.2% 2 13.3% 9 24.3%

□外部人材の登用が困難である 1 1.9% 0 0.0% 1 2.7%

□情報処理システムを開発する能力がない 5 9.6% 2 13.3% 3 8.1%

□情報処理システムの管理コストがかかる 13 25.0% 5 33.3% 8 21.6%

□管理人材がいない 13 25.0% 3 20.0% 10 27.0%

□大学内に必要なデータが存在しない 2 3.8% 1 6.7% 1 2.7%

□大学内に分散している情報を調整・統合することが困難である 29 55.8% 9 60.0% 20 54.1%

□教育改善に役に立つデータが提供されない 2 3.8% 0 0.0% 2 5.4%

□経営改善に役立つデータが提供されない 2 3.8% 0 0.0% 2 5.4%

□提供されるデータが基礎的であり、改善の役に立たない 2 3.8% 0 0.0% 2 5.4%

□提供されるデータが定量的であり、改善の役に立たない 2 3.8% 0 0.0% 2 5.4%

□個別の課題に関する定性的なデータが不足している 6 11.5% 1 6.7% 5 13.5%

□具体的な入試関係のデータが不足している 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

□具体的な共同研究のニーズが不足している 1 1.9% 0 0.0% 1 2.7%

□具体的な予算獲得の情報が不足している 4 7.7% 0 0.0% 4 10.8%

□教員で対応したいが、ポストがない 13 25.0% 4 26.7% 9 24.3%

□教員で対応したいが、人件費がかかる 7 13.5% 2 13.3% 5 13.5%

□職員で対応したいが、異動の関係で難しい 12 23.1% 4 26.7% 8 21.6%

□情報機器・システムのコストがかかる 9 17.3% 2 13.3% 7 18.9%

□政府の政策的な支援が必要 20 38.5% 4 26.7% 16 43.2%

□大学団体の支援が必要 8 15.4% 3 20.0% 5 13.5%

□大学間の連携が必要 15 28.8% 5 33.3% 10 27.0%

□大学での専門課程教育の充実が必要 6 11.5% 3 20.0% 3 8.1%

□専門職団体の支援が必要 2 3.8% 1 6.7% 1 2.7%

（6）外部環境面

の課題

表11．IRに関する課題（全体）

（1）組織面の課

題

（2）人材面の課

題

（3）情報処理施

設等の課題

（4）データ面の

課題

（5）コスト面の課

題
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に関する課題の網羅的な調査を行った。以下、個別に見る。  
①組織面の課題について 

 全体の傾向を見ると、「執行部の情報に関するリクアイアメントが不明確である」11
（21.2％）、「執行部の意思決定に反映されない」11（21.2％）が高い。これら項目は IR
実務担当者の実感に近いものであるが、執行部に属している IR 担当理事からも多くの回

答があったことからは、課題の深刻さが伺える。  
 単科・総合大学別の傾向を見ると、総合大学は全体の傾向にほぼ一致するが、単科大学

では、「情報リクアイアメントの不明確さ」6.7％は、全体の傾向と比較して低い。これは

組織が小規模であるため、情報リクアイアメントが明確になり易いことが背景と思われる。 
②人材面の課題について 
全体の傾向を見ると、「職員の専門能力の育成が困難である」11（21.2％）、「高等教育

の専門的人材がいない」10（19.2％）、「大学のマネジメントを担う人材がいない」9（17.3％）

が高い。 
 単科・総合大学別の傾向を見ると、単科大学では、「大学のマネジメントを担う人材がい

ない」5（33.3％）が全体の傾向と比較して特に高い。組織が小規模であり、大学のマネ

ジメントという新しい分野を担う人材に乏しいことが背景と思われる。他方、総合大学で

は、「職員の専門能力の育成が困難である」9（24.3％）が特に高い。総合大学においては、

職員が多様な業務をローテーションしながら担当するため、専門性を維持しにくいことが

背景と思われる。  
 ③情報処理施設等の課題の課題について  
 全体の傾向を見ると、「情報処理システムの管理コストがかかる」13（25.0％）、「管理

人材がいない」13（25.0％）が高い。  
 単科・総合大学別の傾向を見ると、特に単科大学では、「情報処理システムの管理コスト

がかかる」5（33.3％）が高い。利用可能な資産の少なさが背景と思われる。  
 ④データ面の課題について  

全体の傾向を見ると、「学内に分散している情報を調整・統合することが困難」29（55.8％）

が、他の項目と比較して非常に高い。この傾向は、単科・総合大学に共通しており、法人

評価など多くの評価作業を経た現在でも、多くの国立大学法人では、依然、学内情報の収

集・管理に関して課題を抱えている状況が伺える。  
 ⑤コスト面の課題について  

全体の傾向を見ると、「教員で対応したいが、ポストがない」13（25.0％）が最も高い。

この傾向は、単科・総合大学に共通している。IR 担当理事としては、IR の業務の専門性

を踏まえて、教員による対応を希望しているものの、近年の教員ポストの削減によって対

応に苦慮している状況が伺える。  
 ⑥外部環境の課題について  

全体の傾向を見ると、「政府の政策的な支援が必要」20（38.5％）が最も高く、次いで、

「大学間の連携が必要」15（28.8％）が高い。 
 単科・総合大学別の傾向を見ると、もっとも高い項目が、総合大学は「政府の政策的な

支援が必要」16（43.2％）、単科大学は「大学間の連携が必要」5（33.3％）であり、順位

が入れ替わっているものの、全体の傾向は一致している。IR 担当理事としては、個別大学

での IR 機能の強化には限界を感じており、政府の政策的な支援や大学間連携を必要とし

ている状況が伺える。  
 ⑦まとめ 
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最初に述べたように、現在、行財政の悪化や少子化、グローバル化や貿易自由化の圧力

など、急激な内外の環境変化によって、日本の大学全体が危機的な状況に置かれているこ

とを踏まえると、日本の大学の IR は米国の IR が数十年かけて達成した到達点に速やかに

到達する必要がある。  
しかしながら、上記の①から⑥で見た課題に対応するには、個々の大学における取組に

は限界がある。学内での取組と同時に、⑥で見たように、学外にも目を向ける必要があろ

う。例えば、回答が多かった大学間連携を通じて、IR 人材の育成や情報システムの共同開

発・共有を図る方策も考えられる。また、現時点では、大学団体の支援に対するニーズは

高くなかったが、一定範囲の IR 機能を代行する外部コンサルタントとしての大学団体の

機能を強化する方向も考えられる。  
以下の図１では、３．の検討も踏まえて、現在の国立大学法人における IR 機能の担当

の方向を示した。いくつかの方向があるが、適切な役割分担の上で並立しうると思われる。

ただ、IR が有効に機能するためには、個別大学の文脈の理解が重要であり、その意味で、

学内が主であり、学外は内部の取組を補完する位置づけとなろう。また、円の大きさは、

今回の意識・実態調査の結果に対応しているが、今後の各国立大学法人における取組によ

って変化することも予想される。  
図 1．国立大学法人における IR 機能の担当の方向 

 
 
（2）分散型における課題の状況について  
 以下では、４．（5）において、「分散型」とした IR 担当理事 9 名の回答における IR の

課題の状況を分析する。回答数 12 と少ないが、全体の傾向と共通する課題及び異なる課

題を見る。 
①全体の傾向と共通する課題について  
組織面の課題については、全体の傾向と同様、「執行部の意思決定に反映されない」2

（22.2％）があげられた。  
 また、情報処理施設等の課題の課題については、全体の傾向と同様、「情報処理システム

の管理コストがかかる」3（33.3％）があげられた。  
さらに、データ面の課題については、全体の傾向と同様、「学内に分散している情報を

調整・統合することが困難」5（55.6％）が、他の項目と比較して非常に高かった。  
②全体の傾向と異なる課題について  
人材面の課題については、「職員の専門能力の育成が困難である」2（22.2％）があげら
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れた点は、全体の傾向と共通する。他方、全体では 5（9.6％）と低かった「担当者が職員

のため、異動により、業務の継続性の確保が困難である」2（22．2％）があげられた。こ

の点は、表 11 でも分散型の課題として指摘した点であり、今後の IR の取組の進展の中で、

大きな課題となると推測される。  
また、コスト面の課題については、いずれも 1 以下であった。この点は、表 11 でも分

散型のメリットとして指摘した点であり、事務局各部署・部局等の「一般」の教職員が担

当することで、特別なコストが不要な状況が伺える。  
さらに、外部環境の課題については、「政府の政策的な支援が必要」3（33.3％）が最も

高かった点は、全体の傾向と共通するが、全体の傾向で高かった「大学間の連携が必要」

は 1（11.1%）であった。この点は、分散型の場合での大学間連携への対応の難しさを示

したものと思われる。  
 
６．おわりに  
 本研究では、国立大学法人の IR 担当理事の大部分が、IR の機能、担当する人・組織の

必要性を感じているものの、実際には対応できていない状況が明らかになった。また、IR
機能の担当のあり方に関しては、特定の人・組織で担当する方向と一般の教職員で担当す

る方向があり、各大学の状況を踏まえて適切な方向を検討する必要があることを論じた。

さらに、IR の課題として、IR 担当理事からも情報リクアイアメントの不明確さ等が指摘

され、政府の政策的な支援や大学間連携へのニーズが高いことが明らかとなった。  
 ただし、本研究は、IR 担当理事に対する意識・実態調査のうち、IR の機能・人・組

織及び課題に関する項目に焦点を当てて、単純集計とその結果からの推論を述べたものに

とどまった。意識・実態調査においては、上記の項目以外にも、IR の役割、位置づけなど

に関する詳細な回答を得ており、それらのデータの分析を通じての国立大学法人における

IR の役割・位置づけ等の意識・実態の把握は、今後の課題である。また、IR の取組が始

まってから日が浅いことから、まだ各大学における IR の課題はあまり具体化していない

状況と推測される。今後、各大学の IR の取組について、これらの課題に関する継続的な

状況の把握が必要と思われる。  
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第 3 節 国立大学法人における IR の機能・データベース・組織のあり方について－IR 担

当理事に対するアンケート調査結果を中心に－  
 
１．はじめに  

近年、大学関係者からの大学経営の改善における IR への期待は非常に大きい。この点、

IR に関する研究は多数あるが、多くが理論的な研究や諸外国の取組の紹介等であり、大学

経営の実践に活用することが難しいのが現状である。  
しかし、特に、国立大学法人に対しては、現在、「大学改革実行プラン」に代表される社

会からの大学改革の進展への圧力が増大している。また、運営費交付金への法人評価の評

価結果の反映分が増加するなど、大学の経営面でのデータの重要性が増加する中で、IR の

取組は急務と言えるが、その全体的な取組の状況は明らかではない。 
このため、本稿では、国立大学法人の IR 担当理事に対して実施したアンケート調査を

通じて把握した国立大学法人の経営実務の課題と IR の取組を踏まえ、IR の機能・データ

ベース・組織のあり方に関する実証的な検討を行い、「統合・調整型 IR」という選択肢を

提案する。また、これまでに議論されてきた 2 つの IR の形態「集中型 IR」および「分散

型 IR」との比較を試み、国内における「統合・調整型 IR」の有意性を論ずる。  
 
２．先行研究の確認  
 IR について、現在最も広く受け入れられている定義は、「機関（大学）の計画策定 , 政
策策定, 意思決定を支援するような情報を提供すること」(Saupe 1990：p.1)である。以下、

本稿では、Saupe の定義を用いて IR を検討する。  
 日本の IR のモデルとされる米国では、1924 年にミネソタ大学（University of Minnesota）
に設置された、カリキュラム、学生の在籍率等を調査・研究する組織（The University 
Committee on Educational Research）が、現在の IR 部門の原型と言われている（山田  
2011：p.2）。米国ではその後、60 年代に急速に拡大し、90 年代以降、高等教育への財政

的資源配分の縮小とアカウンタビリティに対応するために必要不可欠なものとなった。  
 一方、我が国においても、近年 IR は、大学評価や教育情報の公開、質保証−とりわけ内

部質保証システム構築−の必要性の観点から注目を集めている。  
 国内における IR 研究は、IR の意義やあり方、IR 組織、機能、担当者に関する研究等多

岐に渡っているが、その多くは米国等諸外国を事例にしたものである（例えば、青山  2006
等）。これらの研究が重要であることは論を俟たないが、我が国の高等教育の文脈に合わせ

た IR を構築するためには、国内の状況を実証的に把握する必要がある。  
 日本における IR への認識に関する研究には、国公私立大学の学部を対象に IR に関する

意識を調査した研究（岡田  2011）や IR 担当理事に対する、IR への意識・実態調査（高

田他 2012）があるが、機能、データベース等のあり方に関する検討は十分に行われてい

ない。 
 また、大学の情報という観点では、計画立案の方法とそれらに関連する大学情報の取扱

についてニューヨーク州の事例を検討した研究（本田・井田  2007）があるが、国外の事

例研究であり、限定的である。現在、管見の限り、IR に関する機能、データベース、組織

に関して我が国の国立大学法人の現状を踏まえた上で行われた先行研究は見当たらない。

そこで、本稿では、国立大学法人の IR 担当理事に対して行ったアンケート調査（平成 23
年 12 月及び平成 24 年 7 月の 2 回実施）を基に、IR に関する機能、データベース、組織

のあり方に関する検討を行う。  
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３．本稿の分析枠組み  
 本稿は、国立大学法人の IR 担当理事を対象とする 2 度のアンケート調査の結果を踏ま

えて、IR に関する組織、データベース、機能のあり方に関する検討を行うものである。  
第 1 回調査は、平成 23 年 12 月～平成 24 年 1 月の間に実施し、86 法人中 50 から回答

があった（回収率 58.1％）。また、2 法人から各 2 名の IR 担当理事の回答があり、総計 52
回答を得た。また、第 2 回調査は、平成 24 年 7 月～8 月の間に実施し、86 法人中 51 から

51 回答を得た（回収率 59.3％）（表１）。 
なお、国立大学の属性に関しては、吉田（2002）、島（2006）等の収容定員、予算規模、

部局数等の規模を基礎とする類型化の議論があるが、現時点では、IR に関係する属性につ

いての先行研究は見当たらなかった。このため、本アンケート調査では、第 1 回調査の際、

基本的な属性である単科大学・総合大学の別に関する設問を設け、回答者の属する国立大

学法人についての回答を得た（本研究では、単科大学以外を総合大学と位置づけた。）。以

下、第 1 回調査の設問については、単科大学・総合大学の属性別の回答の傾向も見る。  

 
アンケート調査の際は、国立大学法人の IR の環境を図 1 のように整理した。具体的に

は、国立大学法人に対する種々の外圧（認証評価、法人評価、情報公開等）・内圧（教育・

研究の改善活動）を背景として、執行部（学長・理事等）からの IR に対して「期待され

る機能」がある。そして、IR を機能させる要素として、IR を担当する「人・組織」と「デ

ータベース」があるとした。  

 
また、アンケート調査は、IR 単体の機能ではなく、大学の活動分野及び情報の流通過程

に着目し、その中で、IR 担当理事が IR にどのような期待を有し、現状はどうかを把握す

る、という観点から行った。 
 以下、本稿では、上記の整理を踏まえつつ、日本の国立大学法人において、IR が期待さ

回答法人

数
割合 単科大学 総合大学

回答法人

数
割合

回答あり 50 58.1% 15 37 51 59.3%

回答なし 36 41.9% 35 40.7%

総計 86 100.0% 86 100.0%

第1回調査 第2回調査

（表1）回答の有無

注：第1回調査は、2法人から各2名の回答があったため、回答数は52とな

り、回答法人数50と一致しない。

属性別（回答数）
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れる機能、IR に関するデータベース、IR を担当する人・組織についての検討を行うこと

とする。 
 
４．IR に期待される機能について  
（1）IR 機能を重視する分野（表 2） 
 「重視する」・「やや重視する」（以下、「「重視する」等」）の合計が多い分野は、大学経

営（94.1％）、研究分野（94.1％）、教育分野（92.2％）、大学評価（90.2％）、内部質保証

（90.2％）であった。他方、「重視する」等が比較的少ない分野は、施設・設備（68.6％）、

教職員数等組織（72.5％）であった。  
 これに対して、施設・設備、教職員数等組織という分野は、IR 機能を「重視する」等が

比較的少ない。事務局が担当する業務として確立しており、IR ではなく、既存の事務組織

での対応が可能と考えているため、と思われる。  

 
ちなみに、財務分野（86.2％）は、主に事務局で担当する業務にも関わらず、内部質保

証に次いで IR 機能を「重視する」等が多かった。法人化に伴う財務面での裁量の拡大の

反面、運営費交付金の削減など厳しさを増す財務面への対応を模索している姿が伺える。  
 
（2）IR 機能を重視する情報流通過程について（表 3） 
 IR 機能を重視する情報流通過程については、「重視する」・「やや重視する」が多く、「あ

まり重視しない」、「重視しない」という回答はなかった。  
特に、「情報の収集」98.0％、「情報の整理・統合」96.1％が多かったが、これらは、「IR

における必須のプロセス」（沖 2011a）であって、ある意味当然と言える。  
 ただし、「重視する」のみを比較すると、「情報の分析」66.0％が最も多かった。IR とし

て専門的な技能が必要な「情報の分析」にニーズを強く感じている大学が一定数存在する

ことが伺える。  

重視する
やや重視す

る

どちらとも

いえない

あまり重視

しない
重視しない 回答数合計

5 4 3 2 1
34 13 4 0 0 51

66.7% 25.5% 7.8% 0.0% 0.0% 100.0%

27 21 3 0 0 51

52.9% 41.2% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%

15 24 12 0 0 51

29.4% 47.1% 23.5% 0.0% 0.0% 100.0%

18 23 10 0 0 51

35.3% 45.1% 19.6% 0.0% 0.0% 100.0%

27 17 5 1 0 50

54.0% 34.0% 10.0% 2.0% 0.0% 100.0%

13 24 12 2 0 51

25.5% 47.1% 23.5% 3.9% 0.0% 100.0%

8 27 13 3 0 51

15.7% 52.9% 25.5% 5.9% 0.0% 100.0%

33 13 3 1 0 50

66.0% 26.0% 6.0% 2.0% 0.0% 100.0%

27 19 5 0 0 51

52.9% 37.3% 9.8% 0.0% 0.0% 100.0%

37 11 3 0 0 51

72.5% 21.6% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%

施設・設

備

大学評価

内部質保

証

大学経営

（表2）IR機能を重視する分野

教育分野

研究分野

国際交流

分野

社会連携

分野

教職員数

等組織

財務分野
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 この点に関連して、6．1 で後述する IR の担当者・担当組織を既に有している国立大学

法人 16 のうち本項目に回答した 13 の傾向を見た（表 4）。全体と比較して全体的に「重

視する」が多く、特に、「情報の分析」については、「重視する」が 84.6％と多かった。他

方で、「意思決定への反映」は 46.2％と少なかった。この原因としては、実際の取組を通

じて、「情報の分析」を意思決定に反映させることの困難さを実感しているため、と思われ

る。 

 
 
（3）情報の流通過程における IR 機能の実態について（表 5） 

以下では、IR 機能が「うまくいっていない」情報の流通過程について調査した結果につ

いて検討する。  
①全体の傾向  
まず、分野全体において回答が最も多い、すなわち、「うまくいって」いないのは、「情

報の分析」（48.5％）、次いで、「情報の提供」（28.3％）、「情報の整理・統合」（25.5％）で

あった。これに対して、回答が最も少ない（「うまくいって」いる）のは、「情報の収集」

（11.2％）、「情報の蓄積」（11.2％）であった。 
後述するように、約 7 割の国立大学法人に IR の担当者・担当組織が設置されていない

現状を踏まえると、事務組織が対応できる「情報の収集」、「情報の蓄積」等の段階は、「う

まくいって」いるが、専門的な技能を要する「情報の分析」、大学経営全体への視点が必要

な「情報の整理・統合」、意思決定への配慮を必要とする「情報の提供」は、「うまくいっ

て」いない状況が伺える。  

重視する
やや重視す

る

どちらとも

いえない

あまり重視

しない
重視しない 回答数合計

5 4 3 2 1
24 22 5 0 0 51

47.1% 43.1% 9.8% 0.0% 0.0% 100.0%

21 29 1 0 0 51

41.2% 56.9% 2.0% 0.0% 0.0% 100.0%

22 27 2 0 0 51

43.1% 52.9% 3.9% 0.0% 0.0% 100.0%

19 29 3 0 0 51

37.3% 56.9% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%

33 15 2 0 0 50

66.0% 30.0% 4.0% 0.0% 0.0% 100.0%

18 28 4 0 0 50

36.0% 56.0% 8.0% 0.0% 0.0% 100.0%

29 17 5 0 0 51

56.9% 33.3% 9.8% 0.0% 0.0% 100.0%
意思決定への反映

（表3）IR機能を重視する情報流通過程について

意思決定に必要な

情報の同定

情報の収集

情報の整理・統合

情報の蓄積

情報の分析

情報の提供

重視する
やや重視す

る

どちらともい

えない

あまり重視し

ない
重視しない 回答数合計

5 4 3 2 1

6 6 1 0 0 13

46.2% 46.2% 7.7% 0.0% 0.0% 100.0%

6 7 0 0 0 13

46.2% 53.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

6 7 0 0 0 13

46.2% 53.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

8 5 0 0 0 13

61.5% 38.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

11 2 0 0 0 13

84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

6 7 0 0 0 13

46.2% 53.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

6 7 0 0 0 13

46.2% 53.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

情報の提供

意思決定への反映

（注）IRを担当する人・組織を有する大学のみ。

（表4）IR機能を重視する情報流通過程について

意思決定に必要な

情報の同定

情報の収集

情報の整理・統合

情報の蓄積

情報の分析
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②分野ごとの傾向  
分野ごとの傾向も、全体の傾向とほぼ一致しているが、教育・研究・国際交流・社会連

携では、「情報の整理・統合」が「うまくいっていない」とする回答が多い。特に、教育・

研究は、IR 機能を重視する回答が多いが、「うまくいっていない」。この原因としては、こ

れらの分野の活動が行われる部局に情報が分散していること、が考えられる。これに対し

て、財務や施設・設備等は、「うまくいって」いる。この原因としては、事務局において一

括して実施している業務であること、が考えられる。  
 
（4）IR が必要と感じる具体的な役割について 
 以下では、沖（2011）の日本における IR 議論の背景に関する指摘、及び、上記で見た

IR 機能を重視する分野を踏まえて、特に、大学経営、教育、大学評価の 3 つの分野につい

て、IR が必要と感じる具体的な役割について検討する。  
①教育分野における IR の役割 

 最も多いのが、「学生の履修・成績状況等のデータの教育改善への活用」（64.0％）、次に、

「学生の学習成果の検証」（52.0％）、「授業評価の教育改善への活用」（38.0％）であった

（表 6）。 
 これらは、学士課程答申や大学評価における学習成果の重視の方向や、大学評価におけ

る内部質保証システム構築の要請を踏まえたものと思われるが、上記で見た「情報の分析」

の過程における課題と一致している。  

 
②大学評価分野における IR の役割 

 最も多いのが、「自己点検・評価報告への対応」（70.0％）、次に、「法人評価への対応」

（64.0％）、「内部質保証システム構築への対応」（58.0％）が続き、最も少ない「認証評価

への対応」（54.0％）でも、50％以上であり、全体的に、IR の役割に期待する割合が高い

（表 7）。 

情報の収集
情報の整

理・統合
情報の蓄積 情報の分析 情報の提供 回答数

6 17 5 25 16 51

11.8% 33.3% 9.8% 49.0% 31.4% 100.0%

10 17 10 28 16 51

19.6% 33.3% 19.6% 54.9% 31.4% 100.0%

4 18 10 33 18 51

7.8% 35.3% 19.6% 64.7% 35.3% 100.0%

6 17 6 26 12 51

11.8% 33.3% 11.8% 51.0% 23.5% 100.0%

4 8 2 18 13 51

7.8% 15.7% 3.9% 35.3% 25.5% 100.0%

2 6 1 24 11 51

3.9% 11.8% 2.0% 47.1% 21.6% 100.0%

8 8 6 19 15 51

15.7% 15.7% 11.8% 37.3% 29.4% 100.0%

5.7 13.0 5.7 24.7 14.4 51.0

11.2% 25.5% 11.2% 48.5% 28.3% 100.0%

注）数値は「うまくいっていない」段階として回答した大学数（複数回答）。

（表5）情報の流通過程におけるIR機能の実態

国際交流分野の情

報

分野全体の平均

施設・設備の情報

教職員数等組織の

情報

財務分野の情報

社会連携分野の情

報

教育分野の情報

研究分野の情報

回答数 割合

学生の履修・成績状況等のデータの教育改善への活用 32 64.0%

学生の学習成果の検証 26 52.0%

授業評価の教育改善への活用 19 38.0%

入試政策の改善 12 24.0%

学生の生活調査のデータの教育改善への活用 8 16.0%

学生のキャリア開発の検証 8 16.0%

FDの改善 8 16.0%

卒業生の追跡調査 7 14.0%

学生への財政的支援の検討 6 12.0%

学生募集方法の改善 5 10.0%

意識調査（50）

（表6）教育分野におけるIRの役割
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 これらから、大学評価という「外圧」に対して、IR の必要性が強く感じられている状況

が伺える。 

 
③大学経営の分野における IR の役割 
最も多いのが、「中期目標・中期計画の策定に関する情報収集」（80.0％）、次に、「学内

情報の一元的な管理」（54.0％）、「学内に散在した情報の統括・調整」（44.0％）となった

（表 8）。 
「中期目標・中期計画の策定に関する情報収集」への期待が高いのは、国立大学法人の

基礎的な経営計画であるため、ある意味当然であろう。また、「学内情報の一元的な管理」、

「学内に散在した情報の統括・調整」への期待が高いのは、上記で見た「情報の整理・統

合」過程における課題と共通している。  

 
④IR の具体的な役割に関するまとめ  
全体として見ると、大学経営分野における「中期目標・中期計画の策定に関する情報収

集」（80.0％）が最も高く、大学評価分野の「自己点検・評価報告への対応」（70.0％）が

続き、IR の役割を「外圧」への対応に関して、強く期待している状況が伺える。この点、

認証評価は、本来は教育改善が目的であるが、「外圧」と捉えられていることが伺える。  
これに対して、教育分野では、「学生の履修・成績状況等のデータの教育改善への活用」

（64.0％）、「学生の学習成果の検証」（52.0％）は高いが、他は低かった。この点、教育分

野でも、内部質保証を求める大学評価や学習成果を重視する学士課程答申等の「外圧」へ

の対応の期待が大きいことが伺える。  
⑤IR の機能に関する課題（表 9） 
全体の傾向を見ると、「学内に分散している情報を調整・統合することが困難」29（55.8％）

が、他の項目と比較して非常に多い。この点、上記で見た傾向と共通している。  

 

回答数 割合

自己点検・評価報告への対応 35 70.0%

法人評価への対応 32 64.0%

内部質保証システム構築への対応 29 58.0%

認証評価への対応 27 54.0%

意識調査（50）

（表7）評価分野におけるIRの役割

回答数 割合

中期目標・中期計画の策定に関する情報収集 40 80.0%

学内情報の一元的な管理 27 54.0%

学内に散在した情報の統括・調整 22 44.0%

収入・支出の改善に関する検討 12 24.0%

財務分析 11 22.0%

外部向けの統計レポートの作成 8 16.0%

競争的資金獲得に関する情報収集 6 12.0%

産学連携に関する情報収集 4 8.0%

職員組織との緊密な連携 3 6.0%

同窓会の機能強化 1 2.0%

SDの改善 1 2.0%

広報 0 0.0%

意識調査（50）

(表8）大学経営分野におけるIRの役割

（表9）データ面の課題

回答数 割合

大学内に分散している情報を調整・統合することが困難である 29 55.8%

個別の課題に関する定性的なデータが不足している 6 11.5%

具体的な予算獲得の情報が不足している 4 7.7%

大学内に必要なデータが存在しない 2 3.8%

教育改善に役に立つデータが提供されない 2 3.8%

経営改善に役立つデータが提供されない 2 3.8%

提供されるデータが基礎的であり、改善の役に立たない 2 3.8%

提供されるデータが定量的であり、改善の役に立たない 2 3.8%

具体的な共同研究のニーズが不足している 1 1.9%

具体的な入試関係のデータが不足している 0 0.0%

実態調査（52）
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⑥IR に「期待される機能」に関するまとめ  
国立大学は、近年まで、国の機関として事務局を中心に「管理運営」を行ってきた。し

かし、現在、管理運営では対応できない「外圧」に直面している。  
このため、上記で検討した IR に「期待される機能」は、大学評価等の「外圧」への対

応、もしくは、現在の事務局の抱える「管理運営」業務の課題の解決にとどまっているよ

うに思われる。ただ、IR は、意思決定支援という機能を本質し、管理運営業務とは、質的

に異なっている。今後の IR に「期待される機能」の検討に当たっては、事務局の管理運

営業務における改善事項と区別して、検討する必要がある。 
 
５．IR に関するデータベースについて  
（1）第 1 回アンケート調査  

①IR の役割を果たすための情報処理設備等について  

 
 意識調査では、「個人のパソコンで対応」ではなく、「大学独自のデータベースを構築」、

すなわち、学内で独自のデータベースを開発構築（例：神戸大学の KUID 等）することに

期待しているが、現実には、「個人のパソコンで対応」もしくは「既存の業務システムで対

応」で対応している状況が伺える。  
NIAD による大学情報データベースのような「大学間共通データベースの構築を期待」

について、意識調査では新しいシステムへの期待が伺える。他方、実態調査では活用はほ

とんどない。現存する大学間共通データベースが十分に活用されていない状況が伺える。  
②IR に関する情報処理設備等に関する負担（年間）について  

 この質問では、開発費・維持費を区別せず質問した。意識調査では、多くが 500 万円以

下を適切と評価している。他方、実態調査では、無回答が多いが、最も多いものが 500 万

円以下であった。ただし、意識調査では 1 に過ぎなかった 1001 万円以上が 4 大学も見ら

れ、適切と考える以上のコストを負担している状況が伺える。  

 
 
（2）追加アンケート調査「IR 機能に関係する設備等」  
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①IR 機能のためのデータベース（以下「DB」）の状況  
 IR 機能のための DB、すなわち大学情報の分析と蓄積を行う DB について、調査対象の

大学での状況を質問した。次はその回答結果である。  

 
 表から、IR 機能以外を目的とする DB を IR に活用している大学が約 55％を占めている。

大学内における IR 機能以外の DB とは、業務システムを指しており、教育であれば学籍

や成績を管理する教務 DB、研究であれば論文業績を公開する研究者総覧といったものが

考えられる。このケースでは、様々な理由から「一元的に IR 情報を蓄積する DB」を持ち

得ないため、業務システムから直接データを取り出して利用していると考えられる。一般

に、情報分析を行う場合、対象となるデータがいつの時点でのものであるかという基準日

への注意が必要である。業務上の情報の追加や更新などにより、業務システムは刻々と非

同期的に変化するため、一元的に情報を管理しない利用形態には注意が必要である。  
 また、業務システムから必要に応じてデータを切り出すとすれば、それは個人が業務で

使用する個別の PC で行われると考えられる。データ処理は個別 PC で行うのではなく、

共用する DB でシステム化しておく方が業務継承も円滑に進む。４．（4）で言及した「情

報分析がうまくいかない」といった状況を避けることができるだろう。  
②DB の構築主体と管理主体について  

 DB の構築主体についての回答では、次の様な結果となった。  

 
 最も多くが「学外の業者」であり、次に、「学内の情報システム管理組織」、「学内の職員」

となっている。「学外の業者」に対して IR に関する知見を期待することは難しいものと思

われるが、それでも現実のシステム構築では大きな役割を果たしているといえる。  
 次に、DB の管理主体について見てみる。  

（表12）IRと目的としたDB

項目 回答数 割合

1. 一元的にIR情報を蓄積するDBがある 5 9.8%
2. 目的別にIR情報を蓄積する複数のDBがある 16 31.4%
3. IR機能以外を目的にするDBを利用している。 28 54.8%
4. ない 8 15.7%
5. その他 2 3.9%
回答数（回答は複数回答） 51

（表13）DBの構築主体

項目 回答数 割合

1.   学内の教員（個人） 15 29.4%
2.   学内の情報システム管理組織 26 51.0%
3.   学内の職員 21 41.2%
4.   学外の業者 28 54.9%
5.   学外の大学から提供を受けた 1 2.0%
6.   その他 1 2.0%
回答数（複数回答） 51
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 管理主体の回答を見てみると、「専任の管理者（職員）がいる」、「学内の情報システム管

理組織が管理」が高い。学内の教職員によるシステム構築については、例が少ないものの

管理運営は教職員が行い、分析に必要な情報は彼らが抽出していると考えられる。  
 業務負担とシステム運営の継続性の観点から、教員や職員をシステム構築の主体とする

のは避けられがちであるが、他方でシステムの運営や管理は教職員が担っていることがわ

かった。 
 データベースの構築については、調査や分析おける目的と課題の明確化が必要であり、

さらに、未だ顕現化していない課題の分析を想定し、それらに柔軟に対応できる情報シス

テムを設計する必要がある。ゆえに、大学の文脈をよく理解した学内関係者の関与は、IR
の情報システム構築に不可欠である。学内関係者による「企画」と、学外業者による「外

注」とのバランスをどう取るかの難しさが課題といえる。  
③DB の機能の状況とその課題  

 DB の機能の状況についての質問では以下の様な回答となった。  

 
 ４．（4）における、「情報収集に関してはうまくいっている」という調査結果を踏まえ

ると、DB が機能しているとは「どちらとも言えない」以下が、約 60％である。これは、

DB を活用する機会はあるものの、情報収集については未だ人力に頼るところが大きいの

ではないかという推論ができる。このことについては、次の DB が抱える課題に関する回

答結果を見て、さらに考察する。  

（表14）DBの管理主体

項目 回答数 割合

1.   専任の管理者（教員）がいる 9 17.6%
2.   専任の管理者（職員）がいる 23 45.1%
3.   学内の情報システム管理組織が管理 24 47.1%
4.   IR機能の担当者が個人で管理 2 3.9%
5.   学外の業者に管理を委託 8 15.7%
6.   その他 7 15.7%

（表15）DBの機能の状況

項目 回答数 割合

1.    うまく機能している 1 2.3%
2.    どちらかと言えばうまく機能している 16 37.2%
3.    どちらとも言えない 19 44.2%
4.    あまりうまく機能していない 6 14.0%
5.    うまく機能していない 1 2.3%
回答数 43 100.0%
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 教職員に DB 管理を担当する人材がいないという課題に集中して回答されている。一般

に、DB を管理する担当者は DB の構造の理解があると見なされるため、IR の情報分析に

必要な「生データ」を切り出す役割も担う場合が多い。さらに、人材の希少な状況では、

DB 管理担当者は所管の DB 管理だけでなく、その他の情報サービスを担うことが多い。

そのため、IR へのデータ提供にまで手が回らないといったことも考えられる。こうした考

察と回答結果を踏まえると、情報の専門性を持たない IR スタッフが人力で情報を収集し

ているといった状況が推察できよう。  
 
（3）IR に関するデータベースのまとめ  
 ５．におけるアンケート結果から、次のようなことが言える。  
 IR における情報分析では、専用 DB の導入が期待されるが、実際は通常業務における情

報システムから必要に応じてデータを切り出すといったケースが多いように見受けられた。 
 例えば、成績に関するデータ更新は、前後期で年に２回であるように、IR のデータ分析

の頻度はそれほど高いものではない。このためシステム化の動機付けとなりにくく、デー

タウェアハウスなどの専用 DB の導入が遅れていることが推測される。IR 人材に関する質

問でも見るように、現在のところ、専任の IR 職員はまだ少ないため、異動を伴う作業の

継承が重要である。データ分析の手法を引き継ぎ資料として残しておくために、文章で記

述するような方法では、データ分析技能の正確な継承を保証する事は難しい。IR 人材が不

足している状況から見ても、データ分析をシステム化することは不可欠である。  
 大学情報は多様性・多面性に富んでおり（高田・森・高森（2011）、Mori(2011)）、情報

分析では多数の観点とその組合が想定される。情報の蓄積と生データの抽出に重心を置き、

過去に作成した分析プログラムを組合せ再利用できるような柔軟さが、大学 IR を支える

情報システムには不可欠であろう。  
 
６．IR を担当する人・組織のあり方について 
（1）IR を担当する「人」・「組織」について  

①IR を担当する「人」・「組織」の必要性  
 IR を担当する「人」は、必要性を認める回答（「必要である」、「どちらかといえば必要

である」の合計。以下同じ。）は 94.2％である。また、IR を担当する「組織」は、必要性

を認める回答は 92.3％であった。「人」の必要性と比較してやや低いが、大多数の IR 担当

理事には、IR を担当する「人」・「組織」が必要と認識されていることが伺える（表 17）。 
この点、単科・総合大学別の傾向をみると、「人」の必要性を認める回答は、総合大学

36（97.3％）に対して、単科大学 13（86.6％）とやや低い。また、「組織」の必要性を認
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める回答は、総合大学 36（97.3％）に対して、単科大学 12（80.0％）と低い。以上から、

総合大学の方が広範囲の情報の収集等が必要なため、IR を担当する「人」・「組織」の必要

性を強く感じている状況が伺える（高田他（2012）と同旨。）。  
 ②IR を担当する「人」・「組織」の実態  
 IR を担当する「人」は、「「人」がいる」、「今後置く予定」を合わせても、30.7％にとど

まり、上記の必要性を認める回答を大きく下回った（無回答 1 大学）（表 17）。以上から、

多くの IR 担当理事が「人」の必要性を感じつつも、対応できていない状況が伺える。  
この点、単科・総合大学別の傾向をみると、総合大学では、「「人」がいる」11（26.9％）、

「今後置く予定」2（3.8％）を合わせて 13（35.1％）になるが、単科大学では「「人」が

いる」3（20.0％）にとどまっている。ただ、この数値を上記 1．（1）の「人」の必要性を

認める回答と比較すると、総合大学 97.3％から－62.2％、単科大学 86.6％から－66.6％と、

ほぼ同程度の低下となる。この点からは、単科大学に「人」が配置されている割合が低い

背景には、経営資源の少なさに加えて、必要性の認識の低さも関係していると思われる（高

田他（2012）と同旨。）。 
 ただ、「人」が配置されていない場合（35）でも、「問題がない」とする回答が 12 あっ

た。これらの回答をした IR 担当理事は、IR を担当する教職員は特定していない状況で「問

題ない」状況と捉えていることが伺える。  

 
③IR の人材に関する課題（表 18） 
全体の傾向を見ると、「職員の専門能力の育成が困難である」（21.2％）、「高等教育の専

門的人材がいない」（19.2％）、「大学のマネジメントを担う人材がいない」（17.3％）、「統

計処理の専門的人材がいない」（15.4％）が高い。 
この点、単科・総合大学別の傾向を見ると、両者は「高等教育の専門的人材がいない」、

「大学のマネジメントを担う人材がいない」が高い点など概ね一致する。ただ、単科大学

では、組織が小規模であって、大学のマネジメントという新しい分野を担う人材に乏しい

ためか、「大学のマネジメントを担う人材がいない」5（33.3％）が全体と比較して特に高

い。他方、総合大学では、職員が多様な業務をローテーションしながら担当するため、専

門性を維持しにくいためか、「職員の専門能力の育成が困難である」9（24.3％）が特に高

い（高田他（2012）と同旨。）。  

全体
単科大学

（回答15）

総合大学

（回答37）
全体

単科大学

（回答15）

総合大学

（回答37）

必要 49 13 36 必要 48 12 36

不要 1 1 0 不要 2 2 0

無回答 2 1 1 無回答 2 1 1

いる

（予定を

含む。）
16 3 13

いない 35 12 23 問題がある 20

問題ない 12

その他 3

無回答 1 0 1

IRを担当する「人」

意識調査

（回答52）

実態調査

（回答52）

IRを担当する「組織」

 

（表17）IRに関する意識及び実態に関するまとめ

（注）数値は回答人数。
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以上からは、執行部の課題であるマネジメントを除くと、IR の人材に関する課題として、

高等教育や統計処理等の専門的技能を備えた人材が不足している状況にあることが伺える。 

 
 
（2）IR を担当する人・組織のあり方に関する考察  

①考え方の整理  
 まず、IR の機能の担当に関しては、大きく集中型と分散型が考えられる。集中型は、学内

に 1 つの IR を担当する人・組織が存在するタイプであり、後者は、学内に複数の IR を担当

する人・組織が存在するタイプである。  
 さらに、本稿では、分散型を、不特定・分散型と特定・分散型に分ける（表 19）。前者は、

特に IR 担当の人・組織が特定されていないタイプであり、後者は、IR 担当の人・組織を特

定するタイプである。以下では、それぞれのタイプについて検討する。  

 
なお、本稿で「特定」とは、「大学組織内で IR 機能の担当者・担当組織が明確」という意

味であり、「IR の名を冠した専任の人・組織」という意味ではない。したがって、通常の事

務組織が所掌業務の一つとして IR を担当する場合も「特定」に該当する。  
②不特定・分散型の IR に関する検討  

 鳥居（2005）は、米国・豪州の州立大学の事例について、IR 組織の集権・分権の別は、

大学内部のマネジメントシステムに対応していると指摘している。この意味で、集中型・

分散型のいずれが正解かを抽象的に議論する意義はあまりない。 
 ただ、いくつかの先行研究では、個々の職員における IR 的な活動の存在を指摘している。

例えば、加藤・鵜川（2010：p.242－243）は、日本独自の形態として「高い意欲を持った

勤勉な現場担当者によるボトムアップ型の IR 活動」の存在を指摘している。これらの指摘

は、大学職員による業務改善の取組を発見するものであり、大学職員の資質向上の観点から

重要な指摘である。また、日本独自の IR を示唆するという意味からも、意義が大きい。  
ただし、国立大学法人における意思決定支援という観点からは、いくつかの課題がある。

第一に、大学経営の意思決定の支援という目的からは、職員「個人」ではなく、まずは、

大学「組織」に着目して、そのあり方を示す必要がある。第二に、これらの指摘に係る IR
は、「不特定」・分散型に該当する（注１）が、不特定の教職員が IR を担当する場合、意思決

課題 回答数 割合 単科大学 割合 総合大学 割合

高等教育の専門的人材がいない 10 19.2% 3 20.0% 7 18.9%

情報処理の専門的人材がいない 4 7.7% 1 6.7% 3 8.1%

統計の専門的人材がいない 8 15.4% 2 13.3% 6 16.2%

大学のマネジメントを担う人材がいない 9 17.3% 5 33.3% 4 10.8%

担当者が任期付雇用の教員のため、業務の継続性の維持が困難である 4 7.7% 0 0.0% 4 10.8%

担当者が職員のため、異動により、業務の継続性の維持が困難である 5 9.6% 2 13.3% 3 8.1%

職員の専門能力の育成が困難である 11 21.2% 2 13.3% 9 24.3%

外部人材の登用が困難である 1 1.9% 0 0.0% 1 2.7%

総数 52 15 100.0% 37 100.0%

（表18）人材面の課題

特定している 特定型 単独 集中型

　 複数 分散型

特定していない 不特定型 不明 分散型

組織上の位置付け 担当者の数

（表19）IRを担当する人・組織のあり方について
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定上の位置付けや責任の所在が不明確になるとともに、異動等により IR の持続性・専門

性・客観性の維持が困難となるおそれがある。第三に、上記のアンケート結果で見たよう

に、多くの大学で「職員の専門能力の育成が困難」な状況にある。 
これらの点から考えると、一般の国立大学法人では、IR 機能の担い手は、不特定の教職

員ではなく、特定されている必要があろう。この点、森（2009：p.9）も「学内で求められ

るのは、どの部署が、どのように IR の機能を果たすのかを明らかにすること」と指摘して

いる。このため、以下では、集中型と「特定」・分散型を対象として検討を行う。  
③集中型 IR と特定・分散型 IR に関する検討  
上記のアンケート結果では IR 機能を重視する分野として、「大学経営」、「大学評価」等、

IR 機能を重視する情報流通過程として「情報の整理・統合」があげられたが、これらのニ

ーズには、特定・分散型では十分に対応できない。また、特に、国立大学法人については、

社会に対する説明責任がより強く求められており、認証評価・法人評価という大学評価、「大

学ポートレート」等を通じた情報公開など、情報を統合・調整する必要が強い。この点、米

国でも、公立大学は、「私立機関よりも公立機関に報告義務がより要求されて」おり、規模

の大きな IR 組織が存在すると指摘されている（スウィング他 2005：p.26）。これらの点か

ら考えると、一般の国立大学法人では、集中型が適切と思われる。  
ただし、集中型にも課題がある。まず、個別分野の分析ニーズに、集中型 IR が単独で対

応することは困難と思われる。また、「情報の整理・統合」に関する期待に対しても、単に

集中型の組織を設置しただけでは十分でない。  
上記の集中型の利点と課題を踏まえて、本稿では、新たな IR 組織のあり方の一つとして、

分野別の分散型 IR と統合・調整する機能を有する IR を併用する手法（以下、「統合・調整

型」）を提案したい。  
統合・調整型 IR では、以下の仕組みを採用する。まず、組織内情報の統合・調整のため

「基盤データベース」（学内で情報の共用ができるデータベースや分析ツール等を示す。）の

構築を行い、教育・研究等の分野ごとの IR に対して、情報の蓄積のためのインフラとして

提供する。分野ごとの IR は、これらを活用して分野ごとの IR 活動、すなわち、教育・研

究等の分野ごとの「計画策定 , 政策策定, 意思決定を支援」するための情報を提供する。ま

た、統合・調整型 IR は、これら分野ごとの IR 活動のデータを、基盤データベースを介し

て、大学全体として「統合・調整」し、大学評価や情報公開等への活用等、全学としての「計

画策定, 政策策定, 意思決定を支援」するための情報を提供する。  

 
 ただ、この統合・調整型 IR にも、組織が重層構造になること、情報の流通過程が複雑化



- 39 - 
 

することなどの課題もある。この意味で、統合・調整型 IR は、単科大学のような比較的小

規模な大学よりも、広範囲の情報の収集等が必要な総合大学、特に、比較的大規模で部局自

治の傾向が強い国立大学法人に向いているであろう（注 2）。各大学では、これらの点に留意

しつつ、IR の人・組織のあり方に関する検討を進めるべきである。  
 
７．おわりに 

以上、国立大学法人の IR 担当理事に対するアンケート調査から見える国立大学法人の

実態を踏まえて、IR の機能・データベース・組織のあり方に関する検討を行い、「統合・

調整型 IR」の提案を行った。  
 ただし、本稿での考察は、アンケート調査の結果から導かれる内容にとどまった。アン

ケート調査の結果をふまえて、IR 担当理事へのインタビュー等を行うことで、考察の実証

性を高めることは、今後の課題である。また、大学の属性ごとの分析は、本稿では、第 1
回調査における単科大学・総合大学の別にとどまった。第 1 回調査、第 2 回調査を通じて、

回答の傾向と、大学の収容定員、予算規模、部局数等の詳細な属性との関係の分析を進め

ることは、今後の課題である。  
 
【注釈】 
（注 1）加藤・鵜川（2009）は、個々の職員が行っている萌芽段階にある IR 活動について、

大学が発掘・支援することを求めている。大学として発掘・支援を行う段階に至った場合、

当該 IR 活動は、「特定」・分散型に変化するため、不特定・分散型という形態自体の意義を

積極的に主張されてはいないと思われる。  
（注 2）統合・調整型に該当する取組としては、九州大学の事例があげられる。九州大学

の場合、統合・調整型 IR として、大学評価情報室があり、各分野ごとの IR として、教育

改革企画支援室、研究戦略企画室などがある。また、基盤データベースとして、「大学評価

ウェアハウス」を構築している。現時点では、分野ごとの IR 組織が組織改革の段階であ

り、部分的な試行段階にとどまっているため、今後、その実践を通じてのメリット、デメ

リットの検討をおこなうことが課題である。  
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第４節 IR の取組に関する課題のまとめ  
 
１．アンケート調査により明らかとなった課題  
 第２節、第３節で検討した国立大学法人の IR 担当理事に対するアンケート調査の結果、

人材、データベース、機能の３つの要素に関して、以下の課題が明らかとなった。  
（１）人材・組織  

○職員の専門能力の向上 
○高等教育・統計等の専門的知見を備えた「IR 人材」の不足  

（２）データベース  
○IR 機能のための専門 DB の整備 
○情報の整理・統合の促進  
○中期目標・中期計画の策定、大学評価のための DB 

（３）機能 
○分析機能の強化  
○学習成果の検証  
○意思決定への反映  
○大学評価への対応  

 
２．その他の課題  

大学評価情報室では、九州大学内で IR・評価・IR 業務に従事するとともに、九州地域

の９国立大学（九州工業大学、福岡教育大学、長崎大学、熊本大学、宮崎大学、鹿児島大

学、鹿屋体育大学、琉球大学、及び、九州大学）における IR・評価担当者と連携して、IR・

評価に関する知見の共有を図る「九州地区大学 IR 機構」の運営に従事している。  
この九州地区大学 IR 機構における IR・評価の取組の課題に関する意見聴取において、

実務の観点からの課題として、以下が指摘された。  
（１）人材・組織  

○統計・高等教育等の能力を備えた「IR 人材」の育成  
（２）データベース  

○ベンチマークや作業の効率化のためのデータの標準化  
 
３．IR の取組に関する課題の研究方針  
 以上で指摘された課題に関して、以下では、IR の取組の要素ごとに、第２章では人材・

組織の課題、第３章ではデータベースの課題、第４章では機能の課題について、それぞれ

解決策に関する研究を行う。  
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第２章 IR に関する人材・組織の課題の解決策 
 
第１節 第２章の構成 
 
 第２章では、第１章で明らかになった IR に関する人材に関する課題の解決策の研究を

行う。 
 課題の中でも、第２節では、職員の専門能力の向上という課題に関して、特に IR 人材

のニーズが高い大学評価の分野において、職員が業務を行う上で必要な技能に関する実証

的な研究を行う。 
 また、第３節では、高等教育・統計等の専門的知見を備えた「IR 人材」の育成のあり方

について、具体的に検討を行い、カリキュラム案をまとめる。なお、第３節の研究成果を

基に、平成 25 年度後期より、九州大学における「大学院共通教育科目」として 2 科目を

開講した。 
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第２節 大学評価における教職協働と職員の能力に関する現状と課題  
 
１．はじめに  

現在，わが国の大学では，近年の大きな経営環境の変化に対応して戦略的な経営を

実現するために，教職協働の推進と，そのための大学職員の能力向上の必要性が叫ば

れている． 
ただ，大学には，多様な教職員が担当する多様な業務があり，その業務ごとに必要

な能力は異なっている．この点について，現時点では，具体的な業務を踏まえた上で

の議論は，ほとんど行われていないのが現状である．  
本稿で取り上げる大学評価の作業には，大学の活動に関する情報の収集・分析・活

用が不可欠であるが，このような業務は，これまで大学内ではほとんど行われてこな

かった業務であり，教員・職員の役割分担が未だ確立していない新しい業務である．

また，大学評価は，大量の情報・データとそれを収集・管理する作業のマネジメント

が必要な業務であって，教員のみで対応することは困難であり，教職協働と職員の能

力向上の必要性が高い業務である．  
以上の意味で，大学評価に関する業務は，教職協働と大学職員の能力のあり方を検

討する素材として適切と考えられるが，大学評価には，認証評価，法人評価，自己点

検・評価などがある．この中で，特に，法人評価は，運営費交付金への影響力が増す

中で，国立大学にとっては対応の充実が急務の課題となっていることから，本稿では，

大学評価の中でも法人評価に関する業務を具体的な検討対象として取り上げることと

する． 
なお，本稿での見解は，筆者が評価担当の教員としての業務を通してみた事例を基

とした考察であり，所属組織の公式の見解を反映するものではない．  
 
２．先行研究について  
（1）まず，教職協働に関する先行研究として，大場 (2005）は，諸外国の状況を含め，

大学職員の位置づけを明確化し，その現状を明らかにした．さらに，山本（2008）は，

大学職員への意識調査を通じて，教職協働に関する課題を明らかにした．また，孫福

（2001），篠田（2011）は，大学職員としてのあるべき姿を提言した．これら先行研

究からは，教職協働の状況の俯瞰とともに，そのあるべき全体像が示されている．ま

た，具体的な業務における教職協働に関する研究としては，乾（2008），大嶋（2008）
のように，入試業務やアドミッションセンター等の教育支援に関する事例研究がある．

しかし，管見の限り，大学評価における教育評価に関係する業務を事例として取り上

げた研究は見当たらなかった．  
（2）次に，大学評価の作業に関する先行研究として，渋井・面高 (2009）は鹿児島大

学の事例を基に，法人評価に関する作業の課題を指摘している．また，佐藤他（2009）
は，大学評価担当者集会の参加者に対するアンケート調査を基に，大学評価作業にお

ける教職協働体制の不備を指摘している．しかし，いずれも，評価作業全体の課題で

あり，管見の限り，具体的な評価作業の個別の段階や教員・職員ごとの課題までは踏

み込んだ研究は見当たらなかった．  
以上の状況を踏まえ，本稿では，「法人評価」における教育評価に関係する業務を取

り上げ，その業務における教職協働の現状と職員の能力向上のあり方を検討する着想

に至ったところである． 
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３．分析の対象  
（1）「法人評価」について  

法人評価は，文部科学省に設置された国立大学法人評価委員会が行う各国立大学法

人等の中期目標・中期計画の達成度の評価である．そのうち，教育・研究面に関する

評価に当たっては，同委員会の要請を受けて，大学評価・学位授与機構が実施してい

る． 
教育・研究面に関する評価は，全学単位の評価と部局単位の評価に分かれる（表 1）． 

 
前者の全学単位の評価は，各国立大学法人全体の中期目標・中期計画の達成状況を

評価対象としており，評価作業は，その達成度を説明した「達成状況報告書」の作成

が中心となる．他方，後者の部局単位の評価は，各学部・研究科における教育・研究

の活動実績を評価対象としており，評価作業は，各部局ごとの活動の状況を説明した

「現況調査表」の作成が中心となる．  
本稿では，検討の対象を，大学経営により関係の深い前者の全学単位の評価におけ

る達成状況報告書の作成作業とする．また，大学評価では，文部科学省「大学改革実

行プラン」（平成 24 年 6 月 5 日）において学習成果を重視した評価への改革が掲げら

れていること等から，新しく教育成果に関するデータが要求されるようになってきた

状況を踏まえて，検討の対象を，教育分野における活動実績の評価作業に絞ることと

する． 
（2）達成状況報告書の作成作業  
①達成状況報告書の構成 

「達成状況報告書」とは，法人評価の際に，国立大学法人自らが中期目標・中期計

画の達成度を自己点検・評価した資料である．  
 大学評価・学位授与機構(2008）によると，各国立大学法人は，「学部・研究科等の

構成が異なり，独自の歴史，立地条件や社会の要請等を踏まえた教育研究を展開」し

ていることから，達成状況報告書には，まず，「各法人に対する理解を深めるために，

中期目標に記載している大学の基本的な目標を補完する観点から，必要と考えられる

法人の特徴や特色を記述」する必要がある．  

作成する評価書 評価書の内容

全学単位の評価 達成状況報告書
全学の中期目標・

中期計画の達成度

部局単位の評価 現況調査表
部局ごとの教育・

研究活動の実績

（表1）法人評価に関する評価業務について
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その上で，「中期目標を以下の３階層（「大項目」，「中項目」，「小項目」）に区分し，

小項目から順次評価を積み上げて最終的に中項目の評価を導くという手順」（表 2 には，

教育分野の項目を掲げた．）で，中期目標の達成状況を記述する必要があるため，達成

状況報告書の構成は，非常に複雑なものとなっている。 
また、「当該中期計画の実施状況（達成状況）が明確に理解できるよう、根拠となる

資料・データを示」す必要があり（大学評価・学位授与機構 2008）．その準備のため

に、大量の根拠資料・データの収集・整理を行う必要がある．  
さらに、第 1 期の中期目標・中期計画期間における中期計画の項目数は、1 大学当

たり平均 190 以上にも達する（注 1）が、達成状況報告書は、全体の記述量に制限が

ある．このため、限られた分量の中で調整しつつ、第三者である評価者に対して説得

的な評価文を記述する必要がある．  
このように、達成状況報告書の作成には、達成状況報告書の構成等を理解しつつ、

多量の資料・データを収集・整理し、限られた範囲の評価文において調整しつつ、有

効に活用するという膨大で複雑な作業が必要となる．  
以下では、教職協働の現状と課題の分析の前提として、このような達成状況報告書

の作成作業の手順について概観する（注 2）． 
②達成状況報告書の作成作業について  

現在、達成状況報告書の作成作業として確立した手順は存在しない．このため、関

口（2004）、渋井・面高（2009）及び、筆者の所属する九州大学における手順を基に、

達成状況報告書の作成に不可欠な作業として、(ａ)全体の作業方針・体制の決定、(ｂ)
中期目標・中期計画の教育分野の項目ごとの作業方針の決定、(c)根拠資料・データの

収集、(ｄ)根拠資料・データの蓄積・管理、(ｅ)中期目標・中期計画の教育分野の項目

ごとの評価文の作成、(f)達成状況報告書の取りまとめといった 6 つの段階の作業を抽

出した． 
この中で、(c)根拠資料・データの収集は、関与する教職員の組織階層の違い等によ

り、(ｃ)-ⅰ、本部による部局の根拠資料・データの収集、及び、(ｃ)-ⅱ、部局内の根

拠資料・データの収集に分けた．  
以下の表 3 では、上記で述べた達成状況報告書の 6 つの作成作業の段階ごとに、作

業を協働して行う教職員を示した．  

大項目 中項目 小項目

教育に関する

目標

(1)教育の成果に

関する目標

(2)教育内容等に

関する目標

(3)教育の実施体

制等に関する目標

(4)学生への支援

に関する目標

各中項目の下に

定められている

個々の目標

中期目標の各

小項目に関係

する中期計画

の実施状況

中期目標に関する論証

中期計画に関

する論証

（表2）達成状況報告書の項目（教育分野のみ）

注：大学評価学位授与機構2008をもとに筆者作成。
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また、それぞれの作業の段階ごとに、教職協働の状況を大学の本部・部局組織のど

の階層において、どのような担当者間で行われているかを図示したのが、図 1 である． 
表 3 及び図 1 からは、一口に、達成状況報告書の作成といっても、作業の段階ごと

に、多様な組織の多様な教職員が協働している状況が伺える．まさに、「これらを大学

職員と一括するのは、企業の役員と平社員を総称して会社員と定義するようなもの」

（羽田 2010）であり、適切ではない．  
このため、以下では、表 3 及び図 1 に示した基本的な評価作業の段階ごとに、教職

協働の現状と課題について分析を行う．  

 
 なお、教職協働のあり方、特に教員と職員の業務の分担のあり方には、様々な議論

があるが、そのあり方は、対象業務や各大学の状況によって異なると思われる．この

点、本稿で検討対象としている教育分野の達成状況報告書は、3．（2）①で見たように、

教育活動の自己点検・評価を内容とする．教育活動を実施するのは教員ということか

ら考えると、基本的には、教員が作業方針の決定、評価文の作成など根本的な業務を

担当し、職員はその支援業務を担当することが適切と考えられる．以下では、この教

員と職員の業務分担の観点に立って、検討することとする．  
 
4．分析の枠組みについて 

評価担当
理事を中心
とする関係
委員会

評価担当
課

教育分野
の担当理
事を中心と
する関係委
員会

教育分野
の担当課

部局長
評価担当

者

○ ○

○ ○

(c)-ⅰ本部による
部局の根拠資
料・データの収集

　 　 ○ ○ 　

(c)-ⅱ部局内の
根拠資料・データ
の収集

○ ○

　 　 ○ ○

　 　 ○ ○

○ ○ 　 　

本部レベル 部局レベル

（表3）達成状況報告書の作成における作業の内容と担当者

(a)全体の作業方針・体制の決定

(b)中期目標・中期計画の教育分
野の項目ごとの作業方針の決定

(d)根拠資料・データの蓄積・管理

(e)中期目標・中期計画の教育分
野の項目ごとの評価文の作成

(f)達成状況報告書の取りまとめ

(c)根拠資料・
データの収集

教職協働の当事者

達成状況報告書の

作成作業
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上述のように、大学評価に必要な能力に関する先行研究は存在しない．  
 この点、テレンジーニ(1993) は、大学情報の収集・分析・活用やアクレディテーシ

ョン等の大学評価に類似する業務に従事している米国の IR（注 3）の担当者に求めら

れる能力に関して、「一般的知識技能・分析能力」、「問題解決・分析能力」、「高等教育

の文脈・自大学の文脈に沿った分析能力」の 3 階層の知識と技術を指摘している(表 4）． 
第 1 層の「一般的知識技能・分析能力」とは、データの収集と解析のための基本的

な能力であり、具体的には、大学の実態に関する一般的な知識、調査を設計する技術、

コミュニケーション能力、各種統計ソフトを使用する能力等である．第 2 層の「問題

解決・分析能力」とは、高等教育機関が直面する具体的な意思決定、具体的には、学

生数の決定、資源の分配、課程レベルおよび機関レベルの将来計画、教員評価等に関

する知識と分析能力である．第 3 層の「高等教育の文脈・自大学の文脈に沿った分析

能力」とは、自大学の運営方法に関する知識、学外の高等教育全体の様々なレベルに

おける自大学を取り巻く環境に関する知識とそれらに関する分析能力である．  
テレンジーニは、これら 3 階層の能力は「等しく重要」とするとともに、下層の能

力を持つことが、上層の能力の獲得の前提となると述べている．  
上記で見た米国の IR の担当業務は、大学情報の収集・分析・活用や日本の認証評価

に相当するアクレディテーション等の大学評価に類似していることから、以下では、

上記のテレンジーニの枠組みを用いて、達成状況報告書の作成業務における教職協働

の現状と職員の能力のあり方を検討する．  

 
 
５．評価作業の段階ごとの教職協働の分析  
（1）(ａ)全体の作業方針・体制の決定（表 3、図 1）における教職協働  
 ①教職協働の当事者  
 担当者は、教員に関しては評価担当理事を中心とする関係委員会（以下、「評価担当

理事等」．）であり、職員に関しては評価担当課の職員である．所属する組織階層はい

ずれも本部である．  
 ②担当する業務内容  

階層 能力 具体例

第3層
高等教育の文脈・自大
学の文脈に沿った分析
能力

自大学運営方法に関する知識と、学外
の高等教育全体の様々なレベルにおけ
る自大学を取り巻く環境に関する知識と
分析能力

第2層 問題解決・分析能力

高等教育機関が直面する具体的な意思
決定（学生数の決定、資源の分配および
再分配、将来計画、教員評価など）に関
する知識と分析能力

第1層
一般的知識技能・分析
能力

データの収集と解析のための基本的な
能力（大学の実態に関する一般的な知
識（学生、教員、会計、施設設備など）、
調査を設計する技術、定性的調査データ
の解釈と利用の能力、コミュニケーション
能力、SPSSやSASなどの統計ソフトを使
用する能力　等）

（表4）IR担当者に求められる能力

注：テレンジーニ（1993）より作成。
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この業務は、達成状況報告書において、全学に関係する達成状況報告書の作成作業

（図 2 参照）の全体のマネジメントを行うことである（関口 2004）． 
具体的な業務としては、評価担当理事等は、全学的な評価体制の構築、達成状況報

告書作成の基本方針の策定や作業スケジュール等の設計を担当する．  
他方、評価担当課の職員は、評価担当理事等の支援のため、評価の専門的・技術的

な知識の提供、学内への評価作業の依頼、作業スケジュールの調整など事務的な手続

きを担当する．  

 
 ③職員の能力のあり方と課題  

この業務段階の遂行に当たっては、まず、職員には、ア）評価制度に関する専門的

知識・能力が求められる．具体的には、評価制度の目的・仕組、評価基準、達成状況

報告書の構成等に関する知識があげられる．これらの能力は、上記テレンジーニの枠

組みにおける第 2 層の能力に該当しよう（以下「第 2 層の能力」）．しかし、現在、職

員には 3 年程度の周期での定期的な人事異動がある．また、特に、大学評価は、未だ

専門的な分野として確立していない段階にあるため、様々な専門的分野をバックに持

つ職員が交互に業務を担当してはそれぞれの専門分野に戻るという状況にあり、評価

担当課の職員であっても、専門性の蓄積が困難な状況にある．  
また、イ）全学における作業のスケジュール管理など事務的な能力が求められる．

達成状況報告書は、教育のみならず、研究・社会連携・国際交流等も含んでいる．こ

のため、全学の各分野の担当課や部局と連携・協働しながら作業を進める必要がある．

また、評価作業の頻度は中期目標期間の 6 年間に一回であるものの、大量の根拠資料・

データの蓄積や数百ページに及ぶ達成状況報告書を作成する必要がある．このため、

綿密な準備と長期的な進捗管理が求められる．これらの能力は、上記テレンジーニの

枠組みにおける第 1 層の能力に該当しよう（以下「第 1 層の能力」） 
さらに、上記の能力の前提として、ウ）大学全体としての活動状況に関する幅広い

知見も求められる．達成状況報告書全体の作成作業を適切にマネジメントするために

は、全学の担当課・部局と連携・協力する必要があり、そのためには、これら全学の

活動の状況を把握している必要があるからである．具体的には、寺﨑（2010）が「大

学リテラシー」として指摘している大学という組織自体の特性の理解、勤務する大学

そのものへの理解、政策理解等が該当する(注 4)．これらの能力は、上記テレンジーニ

の枠組みにおける第 3 層の能力に該当しよう（以下「第 3 層の能力」）．しかし、現在、

国立大学職員の人事異動は、「人事系、会計（経理）系、教務系、施設系などそれぞれ
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の専門的な分野を軸に異動が行われ、専門的な知識・経験を身に付けていく仕組み」

（村田 2002）となっているため、職員の意識、能力が縦割りになりがちな状況にある．  
（2）(ｂ)中期目標・中期計画の教育分野の項目ごとの作業方針の決定（表 3、図 1）
における教職協働  
 ①教職協働の当事者  
 担当者は、教員に関しては教育分野の担当理事を中心とする関係委員会（以下、「教

育分野の担当理事等」．）であり、職員に関しては本部の教育分野の担当課の職員（以

下、「教育分野の担当課の職員」）である．いずれも所属する組織階層は本部である．  
 ②担当する業務内容  

この業務は、達成状況報告書において、教育分野の項目における達成度の説明に必

要な根拠資料・データの収集・蓄積、評価文の作成等に関する作業のマネジメントを

行うことである．  
具体的な業務としては、教育分野の担当理事等は、（1）の大学全体の作成の基本方

針を踏まえつつ、個々の中期目標・中期計画の項目ごとに、作業スケジュールの策定、

作業分担の決定等を担当する．  
 他方、教育分野の担当課の職員は、教育分野の担当理事等の支援のため、教育分野

の中期目標・中期計画の項目ごとに、評価作業の依頼、作業スケジュールの調整など

事務的な手続きを担当する．  
 ③職員の能力のあり方と課題  

この業務の遂行に当たっては、まず、職員には、ア）評価制度に関する専門的知識・

能力が求められる．特に、この業務段階では、中期目標・中期計画の各項目の策定趣

旨を理解するとともに、達成状況報告書における論証に必要な根拠資料等の同定を行

う能力が求められる（第 2 層の能力に該当．）．しかし、上述の定期的な人事異動に加

えて、教育分野の担当課の職員は、固有の教育分野に関する業務（学生支援、入試な

ど）も担当しているため、（1）で見た評価担当課の職員よりも、評価制度に関する専

門性の獲得は困難な状況にある．  
また、イ）教育分野における作業の役割分担やスケジュール管理など事務的な能力

が求められる．教育分野の中期目標・中期計画の項目は、通常、数十にも及び、部局・

センター系の組織で行われている多様な教育活動が関係している．達成状況報告書の

作成には、これら組織の 6 年分の活動実績を示す根拠資料・データが必要であり、適

切な役割分担と長期的な進捗管理が求められる（第 1 層の能力に該当．）．  
さらに、上記の能力の基礎として、ウ）大学内における教育分野の活動状況全体に

関する知見も求められる．多様な組織にわたる教育分野の活動の横串を通して、達成

状況報告書に整理するための教育分野に関する評価作業のマネジメントを円滑に進め

るためには、教育分野における活動の全体の状況を把握している必要があるからであ

る（第 3 層の能力に該当）．しかし、上述のとおり、人事異動上の課題がある．これに

加えて、特に国立総合大学では、教育活動は部局の教員が行い、本部の職員はその支

援業務を行うという旧来の役割分担意識や、本部・部局の対立構造が残存しており、

部局における教育活動の実態に関する情報収集に本部の職員が積極的でない状況にあ

る． 
（3）(ｃ)根拠資料・データの収集（表 3、図 1）における教職協働  

表 3、図 1 に示すように、この業務には 2 つの段階の作業があり、かつ、本部と部

局の異なった組織階層にまたがる作業も含まれている .このため、以下では、2 つに分



- 49 - 
 

けて検討する．  
①表 3、図 1 の(ｃ)－ⅰの協働について  

 担当者は、教員に関しては部局長であり、職員に関しては教育分野の担当課の職員

である．所属する組織階層は、前者は部局、後者は本部と異なった組織階層にまたが

る． 
この業務は、部局から、各中期目標・中期計画の項目ごとに達成状況を説得的に示

すために必要な根拠資料・データを収集することである．  
このため、具体的な業務としては、部局長は、全学と部局内の評価作業の調整、部

局内の評価作業のマネジメントを担当する．他方、本部の教育分野の担当課の職員は、

教育分野の担当理事等の定めた方針に従い、部局に対する根拠資料・データの収集作

業の企画と作業の依頼等を担当する．  
このレベルの業務の遂行に当たっては、まず、職員には、ア）評価制度に関する専

門的知識・能力が求められる．具体的には、評価に必要な情報・データを同定する能

力が必要である．また、評価作業では、必要なデータは、その多くが「大学の生産現

場」である部局に未整理の状態で留まっており、その収集は部局にとって大きな負担

となる．このため、情報の収集作業の効率化・合理化に関する企画力も求められる（第

2 層の能力に該当．）．  
また、イ）本部・部局間の調整を図る能力が求められる．評価作業に必要なデータ

の収集には、部局との連携・協力が不可欠である．しかし、特に、国立総合大学では、

部局自治の伝統が強く、本部と部局との対立構造が残っている．このような状況の中

で、本部と部局間のスケジュール、作業方針等に関する調整を適切に行う能力が求め

られる（第 1 層の能力に該当．）．  
さらに、上記の能力の基礎として、ウ）各部局における教育活動の実態とその情報

の所在に関する知見も求められる．筆者の経験では、部局の状況を理解しないまま、

一方的に根拠資料等の提供等の作業を依頼し、部局の協力を得られなかった事例や、

逆に、部局に遠慮した結果、根拠資料等が十分に収集できなかった事例もあった．こ

のような状況を防止し、各部局の協力を得て、情報収集を円滑に進めるためには、各

部局の教育活動の実態の把握が必要である．（第 3 層の能力に該当．）．しかし、上述の

とおり、人事異動等の課題がある．  
②表 3、図 1 の(ｃ)－ⅱの協働について  

担当者は、教員に関しては部局長であり、職員に関しては部局の評価担当職員であ

る．所属する組織階層は、いずれも部局である．  
この業務は、部局の教員から、各中期目標・中期計画の項目ごとに達成状況を説得

的に示すために必要な根拠資料・データを収集することである．  
このため、具体的な業務としては、部局長は、部局内の評価作業の方針の決定、部

局内の情報マネジメントを担当する．他方、部局の評価担当職員は、部局長の支援の

ため、個々の教員への作業依頼など部局内の事務的な作業を担当する．  
この段階の業務の遂行に当たっては、まず、職員には、ア）評価制度に関する専門

的知識・能力が求められる．具体的には、評価に必要な情報・データを同定する能力

が必要である．また、特に、教育活動の実態に関する情報の収集には、その発生源で

ある個々の教員の協力が不可欠となる．このため、教員の負担軽減を図るための作業

方法等の効率化に関する企画能力が求められる（第 2 層の能力に該当．）．しかし、上

述の定期的な人事異動に加えて、さらに、部局は、本部以上に人員削減の影響を受け
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ており、過大な業務負担の状況にあるため、専門性の獲得は非常に困難な状況にある．  
また、イ）教員に対して評価作業への理解と協力を求めるコミュニケーション能力

が求められる（第 1 層の能力に該当．）．多くの教員が大学評価の趣旨を理解していな

い現状において、一方的に評価作業を依頼することは、教員の負担感や反感を招き、

評価作業に支障をきたす可能性があるからである． 
さらに、上記の能力の基礎として、ウ）個々の教員における教育活動の実態に関す

る知見も求められる．現在、教員は、本来の業務である教育・研究活動や管理運営業

務の増加に加えて、評価作業によって「評価疲れ」の状況にある．教員の協力を得て、

評価業務を円滑に進めるためには、個々の教員の教育活動の実態に関する知見が必要

である（第 3 層の能力に該当．）．しかし、上述のとおり、人事異動上の課題がある．  
（4）(ｄ)根拠資料・データの蓄積・管理（表 3、図 1）における教職協働 
 ①教職協働の当事者  
 担当者は、教員に関しては教育分野の担当理事等であり、職員に関しては教育分野

の担当課の職員である．いずれも所属する組織階層は本部である．  
 ②担当する業務内容  

この業務は、部局・教員個人から収集した根拠資料・データを適切に蓄積・管理す

ることである．  
このため、具体的な業務としては、教育分野の担当理事等は、中期目標・中期計画

の教育分野の項目ごとに必要な根拠資料・データの蓄積・管理の作業方針の決定等を

担当する． 
他方、教育分野の担当課の職員は、教育分野の担当理事等の支援のため、根拠資料・

データの蓄積・管理のためのデータベースの構築と管理を担当する． 
 ③職員の能力のあり方と課題  

この業務段階の遂行に当たっては、まず、職員には、ア）評価制度に関する専門的

な知識・能力が求められる．特に、収集した根拠資料・データを効率的に活用のため

には、評価作業に活用しやすい形式による蓄積・管理を行う必要があることから、達

成状況報告書の構成、評価基準等に関する知識が求められる（第 2 層の能力に該当．）．  
また、イ）データベースの管理・運営に関する IT 技能が求められる．収集した膨大

な根拠資料・データの効率的・効果的な蓄積・管理のためにはデータベースが必要に

なるが、その構築と運用のための IT 技能が求められる（第 1 層の能力に該当．）．しか

し、現実には、IT 技能を有する職員がいる大学はほとんどない．また、仮に IT 技能

を有する職員がいる場合でも、人事異動の結果、データの蓄積・管理が困難になる可

能性がある．  
（5）(ｅ)中期目標・中期計画の教育分野の項目ごとの評価文の作成（表 3、図 1）に

おける教職協働  
 ①教職協働の当事者  
 担当者は、教員に関しては教育分野の担当理事等であり、職員に関しては教育分野

の担当課の職員である．いずれも所属する組織階層は本部である．  
 ②担当する業務内容  

この業務は、蓄積・管理されている膨大な根拠資料・データの中から適切な根拠資

料等を選別し、集計・分析・グラフ化等の作業を行うとともに、達成状況報告書にお

いて、中期目標・中期計画の教育分野の各項目ごとに、説得的な評価文を作成するこ

とである． 
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このため、具体的な業務としては、教育分野の担当理事等は、各中期目標・中期計

画の項目ごとに評価文の作成を担当する．  
他方、本部の教育分野の担当課の職員は、教育分野の担当理事等の支援のため、必

要な根拠資料・データの分析と作成に当たっての提供などの支援を担当する．  
 ③職員の能力のあり方と課題  

この業務段階の遂行に当たっては、まず、職員には、ア）評価制度に関する専門的

知識・能力が求められる．特に、評価文の作成支援のためには、評価基準や、中期目

標・中期計画の各項目の策定趣旨を理解し、蓄積された膨大な根拠資料・データから

適切な根拠資料・データを抽出・分析し、提供する能力が求められる（第 2 層の能力

に該当．）．しかし、上述のとおり、人事異動等の課題がある．  
また、イ）根拠資料・データの分析技能も求められる．中期目標・中期計画の項目

ごとに適切な根拠資料・データを示すためには、データの集計・分析・グラフ化等の

作業が必要であり、表計算や統計ソフト、プレゼンテーションソフトの活用などのス

キルが求められるからである（第 1 層の能力に該当．）．また、特に、現在の大学評価

では、上記「大学改革実行プラン」のように学生の学習成果に関するデータの提示が

強く求められており、定性的のみならず、定量的な分析も求められる（第 1 層の能力

に該当．）．しかし、多くの国立大学においては、これらのデータ分析に関する知見の

ある職員はほとんどいないのが現状である．  
また、教育分野内における記述の調整の能力も求められる（第 1 層の能力に該当．）．

大学では、各部局・センター等の組織において多様な教育活動が行われている．しか

し、達成状況報告書は、全体の分量が規定されており、その制約の中で、多様な活動

実績について、大学の特性を踏まえつつ、説得的に示すためには、どの教育活動を大

学としてアピールすべきかなど、教育分野内での記述の調整を行う必要があるからで

ある． 
さらに、上記の能力の基礎として、ウ）教育分野の全学的な活動状況に関する知見

も求められる．教育分野内における調整のために、大学における教育活動の全体像を

把握している必要があるからである（以上、第 3 層の能力に該当．）． 
（6）(ｆ)達成状況報告書の取りまとめ（表 3、図 1）における教職協働  
 ①教職協働の当事者  
 担当者は、教員に関しては評価担当理事等であり、職員に関しては評価担当課の職

員である．いずれも所属する組織階層は本部である．  
 ②担当する業務内容  
この業務は、達成状況報告書の全体において、大学の特色等を踏まえつつ、教育のみ

ならず、研究・社会貢献・国際交流等の各分野の評価文及び根拠資料等の取りまとめ

を行うことである．  
このため、具体的な業務としては、評価担当理事等は、達成状況報告書の全体として

のとりまとめを担当する．他方、評価担当課の職員は、評価担当理事等の支援のため、

評価書の資料・データの取りまとめなどの事務的な作業を担当する．  
 ③職員の能力のあり方と課題  

この業務段階の遂行に当たっては、まず、職員には、ア）評価制度に関する専門的

知識・能力が求められる．評価担当理事等の行う評価書の取りまとめを支援するため

に、評価基準や評価書の構成等に関する知識が必要となるからである（第 2 層の能力

に該当．）．しかし、上述のとおり、人事異動上の課題がある．  
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また、イ）大学全体の観点から評価文の記述を調整するための事務処理能力が求め

られる（第 1 層の能力に該当．）．特に、達成状況報告書は、一定の分量の範囲内で、

教育だけでなく、研究・国際交流・社会連携など大学全体の活動実績について、根拠

資料・データを示して、説得的に記述する必要がある．そのためには．大学の特徴を

踏まえつつ、どの分野・活動を重点的にアピールすべきか等、全学としての観点から、

各分野の担当理事等との間で、記述の分量・内容等の調整を行う必要があるからであ

る． 
さらに、上記の能力の基礎として、

ウ）大学全体としての活動状況に関す

る幅広い知見も求められる．全体の記

述の調整のために、大学全体の活動状

況を知っていることが必要だからであ

る．加えて、より広く、高等教育全体

に関する政策分析の技能も求められる．

学習成果の把握や国際化への対応など、

現在対応が求められている重要な政策

課題に関しては、自大学が適切に対応

していることの説明が強く求められる

からである（以上、第 3 層の能力に該

当．）． 
 
６．考察 
（1）職員に求められる能力について  

これまで検討した職員に求められる

能力について、先に示したテレンジー

ニ（1993）の 3 階層の能力の枠組みを

用いて整理したのが、以下の表 5 であ

る． 
上記の表 5 からは、単に、抽象的に、

職員の能力と言うだけでは十分ではな

く、評価作業の段階によって、個別に

異なる能力が必要であることが分かる． 
さらに、その能力も、特定の専門的能力・技能だけでは十分ではなく、重層的な能

力が求められることが分かる .例えば、「(e)中期目標・中期計画の教育分野の項目ごと

の評価文の作成」では、評価に関する専門的知見（第 2 層）に加えて、根拠資料・デ

ータの統計分析の技能（第 1 層）や、各分野ごとの全学的な活動状況に関する知識（第

3 層）が求められる．  
個別に指摘した職員に求められる能力については、従来、各大学等において一定の

向上のための取組が行われてきた．しかし、上記の重層的な能力の育成は、これまで

具体的にはほとんど検討されてこなかった観点であり、今後の評価関係の職員の能力

向上の取組の際には留意されるべき点である．  
（2）職員における重層的な能力の向上のための方策について  
 職員に求められる能力に関する課題の背景には、短期間で専門的な能力の育成の観

第3層 第2層 第1層

高等教育の文脈・自
大学の文脈に沿っ
た分析能力

問題解決・分析能力
一般的知識技能・分

析能力

本
部
評価担当
課

○大学全体としての
活動に関する幅広
い知見

○評価制度の目的・
仕組，評価基準，達
成状況報告書の構
成等に関する知識

○全学における作
業のスケジュール管
理など

本
部
教育分野
の担当課

○教育分野の全学
的な活動に関する
知見

○中期目標・中期計
画の各項目の策定
趣旨の理解
○論証に必要な根
拠資料・データの同
定

○教育分野におけ
る作業の役割分担
やスケジュール管理
など事務的な能力

本
部
教育分野
の担当課

(C)-ⅰ本部
による部局
の根拠資
料・データ
の収集

○各部局における
教育活動の実態と
その情報の所在に
関する知見

○評価に必要な情
報・データを同定す
る能力
○情報の収集作業
の効率化・合理化に
関する企画力

○本部・部局間の調
整を図る能力

部
局
評価担当
係

(C)-ⅱ部局
内の根拠
資料・デー
タの収集

○個々の教員にお
ける教育活動の実
態に関する知見

○評価に必要な情
報・データを同定す
る能力
○教員の負担軽減
のための作業方法
等の効率化に関す
る企画力

○教員に対して評
価作業への理解と
協力を求めるコミュ
ニケーション能力

本
部
教育分野
の担当課

○達成状況報告書
の構成、評価基準
等に関する知識

○データベースの管
理・運営に関するIT
技能

本
部
教育分野
の担当課

○教育分野の全学
的な活動に関する
知見

○各項目の策定趣
旨を理解する能力
○適切な根拠資料・
データを抽出・分析
し，提供する能力

○根拠資料・データ
の統計処理等の分
析技能
○教育分野におけ
る記述の調整の能
力

本
部
評価担当
課

○大学全体としての
活動状況に関する
幅広い知見
○高等教育全体に
関する政策分析の
技能

○評価基準・評価書
の構成等に関する
知識

○大学全体の観点
から評価文の記述
を調整するための事
務処理能力

(e)中期目標・中期計
画の教育分野の項目
ごとの評価文の作成

職員

IR担当者に求められ
る能力（テレンジーニ
1993）

評価担当職員に求められる能力

(f)達成状況報告書の
取りまとめ

(c)根拠
資料・
データの
収集

（表5）達成状況報告書の作成作業において職員に求められる能力

注：テレンジーニ（1993）を元に筆者作成。

（a）全体の作業方針・
体制の決定

（b）中期目標・中期計
画の教育分野の項目
ごと作業方針の決定

(d)根拠資料・データ
の蓄積・管理
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点を欠いた人事異動をはじめとして、教員と職員の業務分担に関する意識、本部と部

局との対立構造等があった．これらは、いずれも一朝一夕で解決できない課題であり、

特に意識に関する課題は解消が困難であろうが、以下では、改善のための方策をいく

つか検討したい．  
職員の能力向上のための方策として、寺﨑（2010）は「SD 活動のステージ」とし

て、①人事異動、②職階別研修、③外部委託あるいは専門団体による講習・研修、④

大学院進学、⑤専門団体あるいは他大学への出向、を指摘している．しかし、①の人

事異動は、現時点では評価業務への対応は十分でなく、改善が必要であることは、上

述のとおりである．また、②、③、④は、評価の専門家が乏しく、評価に関する技能

が確立していない現在では、実施は難しい．⑤も、評価機関が、評価機関としての評

価はともかく、評価書の作成や情報の収集等に関する十分な技能を確立していない現

状では、実施は難しいであろう．  
 上記以外に、業務自体を学外へのアウトソーシングすることも考えられる．しかし、

評価作業に必要な重層的な知識・能力を備えたアウトソーシング先は、ほとんど存在

しないのが現状である．例えば、一般には外部化が容易と思われるデータベース構築

も、筆者が数大学から聴取した限りでは、ほとんどの IT 業者は、大学評価に関する専

門知識や大学内部に関する知見を備えておらず、大学という組織の特殊性や個別大学

の状況に対応できないため、構築したデータベースの多くが十分に機能していない状

況にある（注 5）． 
また、評価担当職員の「専門職化」も考えられるが、いくつかの課題もある．第 1

に、専門職化によって、専門的知識・技能は高度化するものの、過度に専門職化が進

むと、大学全体の活動状況に関する知見など重層的な能力の裏付けを欠く、縦割りの

傾向の強い「専門官僚制」（羽田 2010）の弊害が生じる可能性がある．第 2 に、評価

業務の経験は、職員にとって、全学的な知見を身に付ける貴重な OJT の機会ともなる

が、専門職化はこのような機会を失わせる結果につながる．  
以上のように、いずれの方法にも課題がある．筆者としては、重層的な能力の育成

の観点から、基本的には、人事異動で対応しつつ、大学間連携を併用する方法を提案

したい．具体的には、人事異動に関しては、画一的ではなく、キャリアの段階に応じ

て、初期の段階では、評価担当を必須の異動ポストとして位置づけ、広い範囲の職員

に評価業務を経験させつつ、キャリアの一定の段階以降は、評価業務の中心となる人

材を専門的人材として特定して育成する方策が考えられる．また、専門的能力の育成

に関しては、個別の大学では実施が困難な研修は、先進的な取組をしている国立大学

や国立大学協会が中心となって複数の大学で連携して実施する方法が考えられる．さ

らに、同様に、個別大学内では対応が難しい専門的人材のキャリアパスも、複数の大

学間で連携して構築し、専門的知見を持った人材を共有する仕組の構築が考えられる．

これまでにない厳しい経営環境下において、職員の能力向上が緊急の課題である現在、

従来の取組の枠を超えた対応が求められている．  
 
７．おわりに  
 本稿では、法人評価における達成状況報告書の作成作業を素材として、その教職協

働の現状と職員の能力向上のあり方を検討した．  
 教職協働のあり方は、各大学の固有の文化などよって異なるものの．教員の本来の

職務は教育・研究業務であり、大学評価の目的は教育・研究活動の改善であることは
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全ての大学に共通している．この観点を踏まえると、評価作業の負担によって、教育・

研究活動の質が低下することは本末転倒も甚だしい．このため、今後、評価作業に関

する教職協働のあり方の検討に際しては、教員の負担を軽減することを優先するべき

であろう． 
この点、評価書の記述など根本的な作業は、教員が対応すべき業務であろうが、そ

れ以外の情報・データの収集、蓄積、管理等の作業に関するマネジメント、さらに進

んで、評価書のフォーマット作成等については、これまで以上に、職員が積極的に分

担する方向も考えられる．それに伴い、職員の能力の向上のための方策の充実も検討

する必要があろう．  
なお、一口に、評価担当課・各担当課の「職員」と言っても、課長から課長補佐、

専門職員、係長、係員の職階があり、それぞれ必要な能力は異なっている．この点の

詳細な分析は今後の課題である．  
また、大学としての「生産現場」であり、かつ、大学情報の源である「部局」の職

員について、教員や学生への直接のサポートなど重要な業務を担っているにも関わら

ず、その人事異動や職務環境の在り方について、これまであまり議論の対象となって

いない．それらのあり方の検討も、今後の重要な課題である．  
 
【注】 
注 1）「国立大学法人化後の現状と課題」（中間まとめ（案）平成 22 年 5 月 27 日 文

部科学省）より．  
注 2)達成状況報告書は、作成後、大学執行部のオーソライズの手続きを経た上で、学

長名で評価機関に提出されるが、本稿は、実質的な作成作業における教職協働

に焦点を当てているため、検討の対象とはしない．  
注 3）Institutional Research の略．一般に、｢機関（大学）の計画策定、  政策策定、 

意思決定を支援するような情報を提供すること｣(Saupe1990）と定義される．  
注 4)「大学リテラシー」のような能力は、評価担当理事等も備えているべき能力であ

る．しかし、通例、理事の任期が、中期目標・中期計画期間(6 年間）よりも短

期間であることを踏まえると、評価作業の継続性の維持の観点から、職員も具

備しているべきである． 
注 5)大学評価に関するデータベースの管理・運営は、教育の担当課など、個別分野の

担当課ごとではなく、全学的に一括して対応する方向が効率的ではある．但し、

データベースの構築・運営を、全学の情報処理センター等へ委ねる場合は、学

外へのアウトソーシングと同様の課題が生じる可能性が高いことに留意する必

要がある．  
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第 3 節 我が国における「IR 人材」の育成プログラムのあり方について 
 
１．はじめに  

現在、日本の大学では、経営環境の大きな変化に直面して、意思決定を情報面から支援

するツールとして、IR（Institutional Research）に注目が集まっている。  
さらに、大学外のステークホルダーからも、大学の IR 機能の充実が求められている。

例えば、経済同友会（2013、14 頁）は、「IR の充実については、大学による対外的な情報

公開の面、大学内の教育改善の実践と調査結果の実践へのフィードバックを通じた改革サ

イクル（PDCA）への活用面、また、データに基づいた具体性のある中長期的なビジョン

（将来像）策定の面からも極めて重要である」と指摘し、大学・文部科学省に対して、そ

の充実を求めている。  
ただ、現時点では、日本の大学では、IR 研究は進みつつあるものの、大学経営の現場に

は IR 組織や IR を担当する専門的技能を有する人材（以下、「IR 人材」）は、ほとんど存

在しておらず、また、IR 人材を育成するためのプログラムも存在しない。このため、各大

学における IR に関する取組は、なかなか進展していない状況にある。  
このような状況を踏まえ、本稿では、日本の大学における IR 機能の充実・強化を目的

として、わが国における IR 人材の育成プログラムのあり方に関する検討を行う。  
 
２．IR 組織の現状について  
 まず、IR 組織の現状について、IR 先進国である米国と日本の状況を比較する。  
（1）米国の大学における IR 組織について  

米国の大学では、日本に先んじた入学者動向の変化への対応や、評価制度や予算制度に

由来するデータ提出、さらには、全米レベルのデータセット IPEDS へのデータ入力の義

務等、経営面におけるデータの重要性が高い。このため、1920 年代以降、IR の整備が進

んできた。 
現在では、IR 研究が盛んに行われるとともに、ほとんどの大学に IR 組織が設置されて

いる。ただ、各大学の現実の IR の活動・機能は、各大学のニーズに合わせて、様々な規

模・態様がある（山田 2009）。例えば、IR 組織の規模は、一般に小規模だが、公立大学は、

連邦・州政府等への報告義務がより要求されているため、比較的大規模である。また、IR
の機能は、南部諸州の公立大学では、パフォーマンス・ファンディングの影響から、その

指標（リテンション率等）に関する学生のアセスメント機能が強化されているが、カリフ

ォルニア州の公立大学では、戦略計画・財務計画の策定が中心（学生の編入学は、マスタ

ープランにより規制されている。）となっている。また、IR のインフラである大学情報に

関する IT インフラも整備されている。  
さらに、米国では、IR は専門職化の段階にあり、「IR 活動の継続的な改善にむけて努力

を重ねるメンバーを支援」、「IR 活動を担う専門職のさらなる発展・進行を図ること」をミ

ッションとする IR 担当者の専門職団体（Association for Institutional Research、以下

「AIR」)が存在している。AIR は、1965 年に設立され、現在では、1500 以上の機関から

4200 人以上の会員を有している。  
 
（2）日本の大学における IR 組織について  

①はじめに 
他方、日本の大学には、近年まで評価制度等がなく、経営も比較的安定していたため、
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経営面におけるデータの重要性はあまり認

識されてこなかった。このため、一部先進

的な取組があるものの、全体としては、IR
に関する取組は進んでいない。また、IR の

基礎と言うべき IT インフラも十分に整備

されておらず、また、専門職団体も存在し

ていない状況にある。 
②IR に関する意識・実態に関するアンケ

ート調査結果について  
以下では、日本の国立大学における IR

の現状把握を目的として、筆者らが国立大

学の IR 担当理事に対して行ったアンケー

ト調査（高田他（2012）等、平成 23 年 12
月及び平成 25 年 7 月実施）の結果を示す。  

まず、第 1 に、IR の担当者・担当組織の

設置状況に関しては、IR（担当する個人・

組織）が設置（設置予定を含む）されてい

る国立大学は、28.8％（回答数 52）にと

どまっていた。ちなみに、私立大学を対

象とした岡田（2011）の調査結果でも、

IR が設置されている私立大学は、23.7％
（回答数 1567）にとどまっており、日本

の多くの大学では、IR は未整備もしくは

整備中の段階にあることが伺える。  
第 2 に、IR 機能を重視する分野に関し

ては、「重視する」（「重視する」・「やや重

視する」の合計。以下同じ）が 90％以上

の分野は、国際交流分野、教職員数等組

織、施設・設備以外であり、大学の諸活

動のほぼ全般に及んでいた（表 1）。この

要因としては、国立大学の活動分野それ

自体が広範で多様であることに加えて、

現時点では、各大学の IR が未整備もし

くは整備中の段階であって、IR への期待

が高いものの、必ずしも焦点化されてい

ない状況が伺える。この点、今後、IR の

整備が進む中で、各大学の個性・特色を

反映して、重視する分野が焦点化されて

くると予想される。  
ちなみに、私立大学を対象とした岡田（2011）の調査結果でも、IR 機能を重視する分

野は広範囲に及んでいる。ただ、比較的教育分野、大学評価、財務分野を重視する傾向が

見られる。この背景としては、国立大学と同様、IR が未整備もしくは整備中の段階にある

大学が多く、IR への期待が焦点化されていない一方で、設置者・経営形態・活動分野の違

該当数 割合

□執行部のリーダーシップが不足している 4 7.7%

□執行部の情報に関するリクアイアメントが不明確である 11 21.2%

□執行部の意思決定に反映されない 11 21.2%

□本部の職員組織の理解・協力が得られない 3 5.8%

□部局長の理解・協力が得られない 1 1.9%

□部局の職員組織の理解・協力が得られない 5 9.6%

□高等教育の専門的人材がいない 10 19.2%

□情報処理の専門的人材がいない 4 7.7%

□統計の専門的人材がいない 8 15.4%

□大学のマネジメントを担う人材がいない 9 17.3%

□担当者が任期付雇用の教員のため、業務の継続性の維

持が困難
4 7.7%

□担当者が職員のため、異動により、業務の継続性の維

持が困難
5 9.6%

□職員の専門能力の育成が困難である 11 21.2%

□外部人材の登用が困難である 1 1.9%

□情報処理システムを開発する能力がない 5 9.6%

□情報処理システムの管理コストがかかる 13 25.0%

□管理人材がいない 13 25.0%

□大学内に必要なデータが存在しない 2 3.8%

□大学内に分散している情報を調整・統合することが困難

である
29 55.8%

□教育改善に役に立つデータが提供されない 2 3.8%

□経営改善に役立つデータが提供されない 2 3.8%

□提供されるデータが基礎的であり、改善の役に立たない 2 3.8%

□提供されるデータが定量的であり、改善の役に立たない 2 3.8%

□個別の課題に関する定性的なデータが不足している 6 11.5%

□具体的な入試関係のデータが不足している 0 0.0%

□具体的な共同研究のニーズが不足している 1 1.9%

□具体的な予算獲得の情報が不足している 4 7.7%

□教員で対応したいが、ポストがない 13 25.0%

□教員で対応したいが、人件費がかかる 7 13.5%

□職員で対応したいが、異動の関係で難しい 12 23.1%

□情報機器・システムのコストがかかる 9 17.3%

□政府の政策的な支援が必要 20 38.5%

□大学団体の支援が必要 8 15.4%

□大学間の連携が必要 15 28.8%

□大学での専門課程教育の充実が必要 6 11.5%

□専門職団体の支援が必要 2 3.8%

表2．IRに関する課題

外部環境面

（回答数52）

組織面

（回答数52）

人材面

（回答数52）

情報処理施

設等（回答

数52）

データ面

（回答数52）

コスト面

（回答数52）

重視する
やや重視

する

どちらと

もいえな

い

あまり重

視しない

重視しな

い

5 4 3 2 1
34 13 4 0 0 51

66.7% 25.5% 7.8% 0.0% 0.0% 100.0%

27 21 3 0 0 51

52.9% 41.2% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%

15 24 12 0 0 51

29.4% 47.1% 23.5% 0.0% 0.0% 100.0%

18 23 10 0 0 51

35.3% 45.1% 19.6% 0.0% 0.0% 100.0%

27 17 5 1 0 50

54.0% 34.0% 10.0% 2.0% 0.0% 100.0%

13 24 12 2 0 51

25.5% 47.1% 23.5% 3.9% 0.0% 100.0%

8 27 13 3 0 51

15.7% 52.9% 25.5% 5.9% 0.0% 100.0%

33 13 3 1 0 50

66.0% 26.0% 6.0% 2.0% 0.0% 100.0%

27 19 5 0 0 51

52.9% 37.3% 9.8% 0.0% 0.0% 100.0%

37 11 3 0 0 51

72.5% 21.6% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%

教職員数

等組織

施設・設

備

大学評価

内部質保

証

大学経営

回答数合

計

（表1）IR機能を重視する分野

教育分野

研究分野

国際交流

分野

社会連携

分野

財務分野
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いから、教育や財務面を重視する傾向にあることが指摘できる。  
第 3 に、IR に関する課題に関しては、回答は、上記と同様、多岐にわたっているが、以

下に、比較的回答数が多い課題を示す（表 2）。 
組織面の課題では、「執行部の情報に関するリクアイアメントが不明確である」（19.2％）、

「執行部の意思決定に反映されない」（17.3％）が高く、執行部の IR に対するニーズの把

握に課題があることが分かる。  
人材面の課題では、「職員の専門能力の育成が困難である」（21.2％）、「高等教育の専門

的人材がいない」（19.2％）、「大学のマネジメントを担う人材がいない」（17.3％）、「統計

の専門的人材がいない」（15.4%）が高い。 
情報処理施設等の課題では、「情報処理システムの管理コストがかかる」（25.0％）、「管

理人材がいない」（23.1％）が高い。  
データ面の課題では、「学内に分散している情報を調整・統合することが困難」（51.9％）

が、非常に高い。  
コスト面の課題では、「教員で対応したいが、ポストがない」（25.0％）が最も高い。IR

の業務の専門性を踏まえて、教員による対応を希望するものの、近年の教員ポストの削減

によって対応に苦慮している状況が伺える。  
 
（3）まとめ 

米国の IR は、早期から発達し、現在は、既に業務が確立した段階にあり、ほとんどの

大学に設置されているが、各大学のデータのニーズに焦点を合わせて様々な規模・形態を

取っている。  
他方、日本の場合、国立大学をはじめとして殆どの大学では、IR は未整備もしくは整備

中の状況にある。このため、IR への期待は高いものの、必ずしも焦点化されておらず、そ

の関心分野は、大学の諸活動全般に及んでいる。また、IR に関する課題も多岐に渡ってい

るが、現時点では、執行部の IR に対するニーズの把握、大学データを収集・蓄積する IT
環境の整備、分析技能等が主な課題として指摘できる。これらの点は、今後の検討の際に

留意する必要がある。  
 
３．IR 人材の育成の状況について  
 以下では、日米における IR 人材の育成の状況について、検討する。  
（1）米国における IR 人材育成の状況  

米国では、主に大学と AIR が IR 人材の育成に携わっている。大学には、IR を専門領域

とする学位プログラムがある（2 大学）が、カリキュラムは、アカデミック育成の大学院

課程とほぼ同様である。また、非学位プログラムは、ポスト修士レベルの修了証プログラ

ムが 5 大学にあり、AIR と連携し、米国教育省教育統計センター（NCES)の協力を得て実

施されている。プログラムの目標は、高度な統計技術、高等教育の評価、報告書の作成・

提出技能の習得だが、アカデミック育成の大学院課程（高等教育）に付属し、カリキュラ

ムもほぼ同じである（以上、高野 2012）。 
AIR は、上記のように大学と連携するだけでなく、Online Learning やワークショップ

等を通じた研修を提供している。AIR は、「IR 活動を担う専門職のさらなる発展・進行」

をミッションとした団体であるが、「IR に高度のデータ分析が求められるという主張は、

実態からやや遊離した理想論に近い」（加藤・鵜川 2009、242－243 頁）との指摘も踏ま

えると、AIR の提供するカリキュラムには、大学経営の現場のニーズだけでなく、IR とい
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う職域の専門職化の促進へのバイアスが作用している可能性もある。  
 
（2）日本における IR 人材の育成の状況  

他方、日本には、現時点では、スペシャリストである IR 人材に特化した人材育成プロ

グラムはない。ただ、大学には、「大学経営人材」等のゼネラリスト育成を目的としたプロ

グラムが存在する。学位プログラムは、東京大学、名古屋大学、桜美林大学等にあり、非

学位プログラムは、筑波大学（履修認定制度）等にある。これらプログラムは、これまで

大学経営に携わる多くの教職員を育成しており、近年の高等教育マネジメント分野の研究

や実務の高度化の一因となっている。その他にも、各種団体において大学経営人材に関す

る研修等が提供されているが、やはり、IR 人材に特化した人材育成プログラムは存在しな

い。 
 
（3）まとめ 
 米国では、IR は専門職化の段階にあり、大学・AIR により、高度な専門職人材としての

育成が行われている。  
他方、日本では、IR の専門職化は進んでおらず、人材育成も行われていない。ただ、現

在では、経営環境の悪化に伴い、ゼネラリストでは十分な対応が難しい IR に対する多様

なニーズが生じつつある。米国との違いや日本や各大学の独自の状況・ニーズを踏まえつ

つ、スペシャリストとしての「IR 人材」の育成方策を早急に検討する必要がある。 
 
４．日本の大学における IR 人材育成のあり方について  

以下では、上記２．３．の検討結果を踏まえて、我が国の大学（特に、国立大学）にお

ける「IR 人材」の育成プログラムのあり方について、検討を行う。  
（1）まず、人材育成の主体については、現時点では、日本には専門職団体が存在しない

ため、IR に対するニーズの主体である大学（もしくは、大学団体）が主体となることが適

切と思われる。 
 
（2）育成する人材像としては、多くの大学では IR 業務は未整備または整備中の状況にあ

るため、「既存の IR 業務の遂行」でなく、「大学独自の IR に対するニーズを把握し、新た

に IR 業務を構築していく」人材、とすべきである。  
 
（3）対象とする分野については、上記アンケート調査を踏まえて、大学の諸活動全般を

対象とすべきである。  
ちなみに、平成 20 年の中教審「学士課程答申」等の影響もあり、現時点の IR の先進的

な取組の大部分は、教育分野に関する IR（いわゆる「教学 IR」）である。それら教学 IR
の取組に教育改善の点で多大な意義があることは言うまでもない。ただし、IR の目的は大

学経営の意思決定支援である。視点を大学経営全体に広げると、その対象となる大学の機

能は，教育だけではないことに気付こう。例えば、平成 17 年の中教審「将来像答申」で

は、大学が有する機能を、①世界的研究・教育拠点、②高度専門職業人養成、③幅広い職

業人養成、④総合的教養教育、⑤特定の専門的分野（芸術，体育等）の教育・研究、⑥地

域の生涯学習機会の拠点、⑦社会貢献機能（地域貢献，産学官連携，国際交流等）、の 7
つに大別し、各大学はこれらの機能の全てではなく，その個性・特色に応じて、一部を保

有するのが通例、と指摘している。この点、一般には、国立大学は、研究や社会貢献等の
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比重が高く、他方、私立大は教育の比重が高いが、実際には、各大学の個性・特色に応じ

て、重視する機能は異なり、それに応じて、IR を重視する分野も異なってくると予想され

る。したがって、人材育成の段階では、育成した IR 人材がどのようなニーズを持つ大学

で活動しても対応できるよう、教育分野等一定の分野に特化すべきでなく、大学の諸活動

全般を対象とすべきである。  
なお、現在、教育・福祉等の社会的サービスの面において、非営利セクターが重要性を

増しているが、一方で、非営利セクターは経営の効率化・高度化が求められている。ただ、

企業等営利組織と異なり、その手法は確立していない。非営利セクターの経営は大学と共

通する点も多いことから、IR の対象分野として、大学以外の非営利セクターへの拡大も視

野に入れることは、大学の社会貢献の観点からも望ましいと思われる。 
 
（4）育成する能力のレベルについては、教職員の資質向上論と関連して議論となろう。

この点、上記アンケート調査で見たように、現時点の国立大学では、IR を重視する分野や

IR に関する課題は多様であるものの、IR は未整備もしくは発達途上の段階にある。今後、

IR の整備が進むに伴い、各大学のニーズに合わせて、重視する分野や課題の焦点化や、求

める機能の高度化が進むと思われるが、その方向は、現時点では明確ではない。また、先

に対象分野を大学の諸活動の全般としたことも踏まえると、現時点で、高度な専門職した

レベルを育成目標とすることは現実的ではない。このため、IR の実務担当者に求められる

基礎的な能力とすることが適切と思われる。 
 
（5）プログラムのあり方としては、IR に対するニーズへの対応が急務であることから、

短期が適切である。また、人材育成の促進の観点から、受講者に一定のインセンティブを

付与する仕組みが望ましいことから、短期の非学位プログラム（例えば、学生を対象とす

る副専攻・科目群制度や、職員を対象とする履修証明制度と適用したプログラム）が適切

と思われる。  
 
（6）想定される受講者としては、まず、大学職員を志望する大学院生・学部生、スキル

アップを望む教職員・NPO 職員があげられる。これらを対象とすることは、カリキュラム

を実施する大学にとっても、母校の大学職員となる卒業生が増加している現下の状況では、

直接的な経営改善の効果が期待できる。また、研究者を志望する大学院生・学部生にとっ

ても、IR の知識・技能は、研究者として活動する上

で必要な研究評価・分析の手法や大学経営に関する

基礎知識・技能を身につける上で有意義と考えられ

ることから、対象として想定されよう。  
 
（7）具体的なカリキュラム案は、以下に示す 5 科

目 10 単位である（表 3）。 
 カリキュラム案の構成は、上記のアンケート調査

等の実務のニーズを踏まえつつ、McLaughlin, G.W, 
& Howard, R. D. (2004)の指摘する IR の「情報支援

サークル」（図 1）と Volkwein（1999）の指摘する

IR の「機能様式」（表 4）を踏まえて作成した。 

科目名（単位数） 目的

大学経営とIR

（2単位）

・大学経営におけるIRの意義

・IRのニーズの基礎にある内外環

境・ガバナンス・課題の理解

IRデータ収集・管

理論（2単位）

・大学におけるデータ収集・管理技

能の習得

IRデータ分析論

（2単位）

・大学における意思決定に必要な

データ分析技能の習得

大学評価とIR

（2単位）

・IR業務のうち、特にニーズが具体

的な評価業務の基礎技能を習得

IRインターンシップ

（2単位）
・基礎知識の実務への応用

（表3）カリキュラム構成
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 IR の「情報支援サークル」及び IR の「機能様式」と、カリキュラムの各科目の関係を

以下に示す（図 2）。 

 
 以下、各科目の目的・内容を詳述する。  
①「大学経営と IR」 

この科目は、IR の情報支援サークルの「課題・ニーズの特定」に対応する。また、IR
の機能様式では、「政策分析」に該当する。  

この科目の目的は、大学経営における IR の意義の理解、IR に対するニーズの基礎にあ

る内外環境等の理解の促進である。アンケート調査の「執行部の情報に関するリクアイア

メントが不明確である」、「高等教育の専門的人材がいない」という課題に対応したもので

あり、②以降のカリキュラムを通じて、その背景となる基礎的な知識・意識の醸成を目的

としている。  
この科目の内容は、IR に対するニーズの基礎となる大学の組織・意思決定・ガバナンス

の特色や大学の内外環境（国際動向、高等教育行政）の理解、IR に関する先行研究・先行

事例の理解である。また、対象とする範囲は、教育・研究等の大学の諸活動全般を対象と

する（以下、②～⑤とも同じ）。  

執行
部

情報

管理

政策

分析

情報

発信

研究

活動

①大

学経

営とIR

②IR

デー

タ収

集・管

理論

③IR

デー

タ分

析論

②IR

デー

タ収

集・

管理

論

①大

学経

営と

IR

④大

学評

価と

IR

③IR

デー

タ分

析論

科

目

⑤IRインターンシップ

（図2）情報支援サークル及び機能様式とカリキュラム

IR担当者

IRの機能様式

活

動

データの報告

課題・

ニー

ズの

特定

デー

タの

収集・

蓄積

デー

タの

再構

築・分

析

意思

決定

への

活用

情報支援サークルの流れ

形成的・学内的 総括的・学外的

経営的

制度的
情報管理 情報発信

学術的

専門的
政策分析 研究活動

組織的

役割と

文化

目的

（表4）IRの機能様式

（出典）Volkwein（1999）、青山（2006）を基に筆者作成。
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②「IR データ収集・管理論」  
この科目は、IR の情報支援サークルの「データの収集・蓄積」に対応する。また、IR

の機能様式では、「情報管理」に該当する。  
この科目の目的は、大学におけるデータ収集・管理技能の習得である。アンケート調査

の「情報処理システムの管理コストがかかる」、「管理人材がいない」、「学内に分散してい

る情報を調整・統合することが困難」という課題に対応したものである。IT インフラは IR
の基礎であるが、米国と比較して日本の大学では整備が遅れていることから、カリキュラ

ムに盛り込んだ科目であり、本カリキュラムの特徴の一つである。  
 この科目の内容は、データ収集に関する基礎知識とともに、収集したデータの調整・統

合のためのデータベース関連業務の基礎知識である。  
③「IR データ分析論」  

この科目は、IR の情報支援サークルの「データの再構築・分析」に対応する。また、IR
の機能様式では、「研究活動」に該当する。  
 この科目の目的は、大学における意思決定支援に必要なデータの分析技能の習得である。

アンケート調査の「統計の専門的人材がいない」という課題に対応したものである。  
 この科目の内容は、データの分析技能の講習であり、基礎的な水準を想定している。た

だ、特に、統計分析の技能に関しては、現場の教職員の方々から、高度な専門職レベルの

技能の習得を期待する声も聴いている。しかし、IR の目的は、調査研究自体ではなく、大

学の意思決定の支援である。このため、意思決定者である大学執行部の IR に対するニー

ズを踏まえる必要があるが、現実の意思決定の際の高度な統計分析に基づくデータが求め

られているかは、必ずしも明確でない。この点、多くの IR が未整備もしくは整備中の段

階にあること、さらに、上記のように、専門職化の段階にある米国ですら、統計分析の技

能に関して、「IR に高度のデータ分析が求められるという主張は、実態からやや遊離した

理想論に近い」（加藤・鵜川 2009、242－243 頁）との指摘があることを踏まえると、現

時点で、高度な専門職レベルを目指すことは課題がある、と思われる。  
④「大学評価と IR」 

この科目は、IR の情報支援サークルの「データの報告」に対応する。また、IR の機能

様式では、「情報発信」に該当する。  
 この科目の目的は、IR 人材が担当することが想定される大学内部の業務のうち、法的に

義務付けられた業務であって、特にニーズが具体的な大学評価に関する業務の基礎技能の

習得である。 
 この科目の内容は、大学評価に関する業務の基礎技能であり、評価制度の趣旨・内容、

評価書の構成・内容等の外形的・抽象的な知見のみならず、評価を担当する実務者に求め

られる評価書の作成に必要な根拠資料・データの分析技能、ベンチマーキング、説得的な

評価書の記述手法等の実務に要求される具体的手法の修得である。  
⑤「IR インターンシップ」  

この科目は、IR の情報支援サークルの全課程に対応する。  
 この科目の目的は、基礎知識の実務への応用能力の修得である。  
 この科目の内容は、IR に関する関心課題を設定した上で、2 週間程度の実務経験を基に、

研究報告書を取りまとめ、報告することを想定している。また、報告は、評価・IR の実務

担当者との交流を促進するために、学会（もしくは実務担当者の会合等）において発表し、

情報・技能の交換を行う。  
 



- 62 - 
 

５．おわりに  
 今回提言したカリキュラムには、既に IR の先進的な取組を行っている方々からは、人

材育成の方向が明確でない、より高度な専門職レベルの技能が必要、等のご不満もあろう

かと思う。 
 ただ、繰り返しになるが、IR の目的は調査研究ではなく、大学の意思決定支援である。

そのため、IR は、各大学の置かれた環境によって異なる様々なニーズに対応する必要があ

る。加えて、現在、日本の多くの大学では IR に対するニーズは必ずしも焦点化されてい

ない。この段階で、人材育成を特定の方向に高度化・専門職化することは、適切とは考え

にくい。現時点では、IR 人材に共通して要求される必要最低限の基礎的技能（これを備え

た人材すら十分に存在しないのが現状ではあるが。）を養成することが適切と思われる。  
また、現在、大学が厳しい経営環境に置かれ、経営の意思決定の質の向上を迫られてい

る状況を踏まえると、ベストなカリキュラムを探求している時間的な余裕は乏しい。この

ため、早期に IR 人材育成カリキュラムを実施するとともに、終了後の受講生から実践経

験や OJT 等を通じたカリキュラムの評価を踏まえて、カリキュラムの改善を図ることがベ

ターではなかろうか。  
その上で、今後は、いくつかの特化教育コース（例えば、IR に特化した高度統計技術を

習得するコース、設置者別・大学の機能別・IR の整備段階別のコース等）を将来、オプシ

ョンで用意する２段階カリキュラム等へ発展することが期待される。 
ちなみに、現在、筆者らが所属する九州大学大学評価情報室においては、上記のカリキ

ュラム案の実施に向けた準備を進めている。その際は、大学評価・IR の実務担当者である

利点を生かして、カリキュラムには、実務の状況を踏まえた課題や、現実のデータを用い

た調査・分析を盛り込む方針である。  
ただ、対象分野を大学の諸活動全般としたこともあり、関係者のみでは必ずしも十分に

対応できない分野も想定される。今後、広く評価・IR に知見のある学内外の専門家のご協

力もお願いしつつ、早期（平成 25 年度中）の実施にこぎつけたい。また、将来的には、

IR 人材の育成を目的とした FD・SD プログラムを開発し、評価・IR に関する大学間連携

（例えば、「九州地区大学 IR 機構」）を通じて、他大学にも提供したいと考えている。  
 
 
  



- 63 - 
 

第３章 IR に関するデータベースの課題の解決策  
 
 第１節 第３章の構成 
 

 第３章では、第１章で明らかになった IR に関するデータベースに関する課題の解決

策の研究を行う。  
課題の中でも、第２節では、IR のためのデータベースが未整備という課題に関して、

一般的には、個別大学によるデータベースの構築には限界があり、政府等の支援が求め

られている状況を踏まえて、日・米・オランダのデータベースの比較と評価実務の状況

を踏まえ、大学情報の共用データベースのあり方についての調査研究を行う。 
また、第３節では、データの標準化という課題に関して、社会に広く受け入れられ、

強い影響力のある「市場型大学評価」の評価指標を素材として、データの標準化を進め

る上で必要な社会のニーズの状況について調査研究を行う。 
さらに、第４節では、データの統合・調整の困難さという課題に関して、中期目標・

中期計画の進捗管理の観点から、必要な根拠資料・データを統合・調整するシステム（中

期目標・中期計画進捗管理システム）の構築と成果に関する研究を行い、根拠資料・デ

ータの収集・蓄積における一定の成果を示すとともに、データが意思決定へ反映されな

いという課題も視野に入れて、システムのコミュニケーションの「プラットフォーム」

としての活用という方向性を示す。なお、第４節の英文論文は、国際的に共通する行財

政危機や新自由主義、アカウンタビリティの高まり等の状況下で、大学評価への対応が

世界の大学に共通する課題となっていることを踏まえて、九州大学大学評価情報室にお

いて開発・構築して一定の成果を上げたシステムについて、国際的な普及を通じて、世

界の大学の大学評価への対応の効率化や経営改善の実現を意図として、国際会議におい

て発表したものである。 
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第 2 節 情報インフラとしての大学情報データベースのあり方について－大学および社会

の視点から  
 
１．はじめに  
（1）着想の背景としての現状  
 現在、大学は、情報の収集・管理等に係る多大なコスト負担に苦しんでいる。すなわち、

外部からは、大学評価、情報公開、ランキング等の観点、内部からは、IR 等の観点から、

大学の活動状況に関する情報（以下、「大学情報」。）を要求されている。他方で、国民から

見ると、大学は情報公開の要求に十分応えているとは言えない。  
 大学がこれら情報の要求に効率的に対応するには、データベースを構築して大学情報を

一元的に収集・管理するとともに、その情報を多元的に活用することが望ましい。しかし、

データベースの構築には大きな人的・物的コストが必要であるため、個別の大学ごとでの

対応には課題が多い。  
 このため、多くの大学が利用できる「インフラ」としての共用データベースを構築し、

大学情報の一元的収集管理と多元的活用を実現すべきである。  
 
（2）本稿の構成 

本稿では、まず、大学および社会・国民の視点から、「インフラ」としての共用データ

ベースを構築する際の基本的な視点について整理する。その上で、大学情報を扱った主な

データベースの現状について調査・分析を行い、課題を明らかにするとともに、九州大学

における取組からの知見を基に、共用データベースのあり方を提言する。  
なお、本稿は、筆者の個人的な見解であって、九州大学および大学評価情報室の公的な

見解ではないことを申し添える。  
 
２．共用データベース構築の際の基本的な視点  
 この節では、共用データベース構築の際の基本的な視点を、大学および社会の視点から、

情報の流通過程（①情報の収集、②情報の管理運営、③情報の活用）に沿って整理する。 
（1）大学からの視点  
 大学評価の現場からの実践経験から、以下の視点が指摘できる。  

①情報の収集  
「評価疲れ」という言葉に象徴されるように、現在、大学には情報収集作業への倦怠感

が漂っている。その要因の最たるものが、大学内に情報が散在しており、膨大な情報収集

のコストが必要な点である。このため、基本的な視点として、情報収集の効率化、省力化

の視点が必要である。  
②情報の管理運営  
上記の大学内の情報の散在を改善するには、一定のデータベースを構築して、大学情報

の一元的な管理運営を行うとともに、管理コストの削減の視点が必要である。  
③情報の活用  
現在、評価の実務者として学内から受ける最も大きい要請は、大学情報の多方面への活

用の促進である。膨大なコストをかけた情報が、評価にしか用いられないことへの不満は

非常に大きい。また、学内外の重複調査への抵抗感も強い。このため、収集した大学情報

を多元的に活用するという視点が必要である。  
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（2）社会からの視点  
社会・国民の観点からは、③情報の活用、特に、情報の公開の充実の視点が重要となる。

既に教育情報の一部は公開が義務付けられているが、十分ではない。  
 
（3）以上をまとめると、以下の表１になる。 

表１．基本的な視点  
 大学の視点  社会・国民の視点  

情報の収集  効率化、省力化   
情報の管理  一元的管理、管理コストの削減   
情報の活用  多元的な活用  情報公開の充実  

 
３．現在の大学情報のデータベースの現状と課題  

本節では、２．（3）に示した基本的な視点を基に、大学情報に関する既存の主なデータ

ベースについて、現状と課題を検討する。  
（1）我が国の事例  
 ①大学評価・学位授与機構の事例  
 ア）現状 

評価事業を主な目的とする団体である大学評価・学位授与機構は、「大学情報データベ

ース」を構築している。当該データベースは、各大学が、大学の基礎データを共通定義・

様式で入力することで構築しており、国立大学法人評価への活用を念頭に、2007 年度から

運用が開始されている。 
 当該データベースは、以下の表２に示すとおり、全大学が共通して入力する「共通調査

票」と、大学自身の判断で任意に入力する「任意調査票」で構成されている。基本的には、

調査票は学部・研究科ごとに作成されており、学生数、教職員数等の員数データは 5 月 1
日現在、卒業生数、科研費獲得件数等の実績データは前年度末における 1 年間のデータを

入力することになっている。  
表２．「大学情報データベース」の入力項目  

 
*注：大学情報データベース データ項目・定義一覧より作成  
（http://www.niad.ac.jp/ICSFiles/afieldfile/2010/08/12/1_no6_12_teigi.pdf）  

 
 イ）課題 
 当該データベースでは、国立大学法人評価を背景に、必要な大学情報が包括的に収集さ

共通調査票 任意調査票

組織 組織登録（大学等、学部・研究科等、学科・専攻等）

施設 附属図書館 学校用地、保健センター、博物館、寄宿舎

教職員
専任教員数、本務教員数（職位別、年齢別、取得学位
別、専門分野別）、兼務教員数、職員数、研究員数

本務教員数（在勤年数別、学外経験別、前歴別）

学生
学生数（年次別）、入試状況（入試区分別、出身都道
府県別）、科目等履修生数

学生数（年齢別）、入試状況（前歴別）、編入学者数

教育活動
休学・退学・留年等数、卒業・終了者数、学位授与数、
取得資格数、就職者数（職業別、産業別）、TA・RA

単位修得、単位互換実績、修士・博士論文題目一覧

学生支援 入学科・授業料、奨学金採用

研究（外部資金・産学連携）
科学研究費補助金、競争的外部資金、共同研究・受
託研究・受託研究員、寄付金・寄付講座、産業財産
権・特許

国際交流 学生海外派遣数
外国人学生数、外国籍研究員、教員・職員海外出張
数、協定校等交流状況

社会貢献 公開講座、講演会展示会、オープンキャンパス

評価改善活動 自己点検・評価、第三者評価
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れ、一元的に管理運営されている。  
しかし、情報の収集の過程は、各大学の判断に委ねられており、収集の効率化・省力化

の視点は踏まえられていない。また、情報の活用の段階では、当該データベースの目的外

であるため、大学間でのデータ共有や公開は行われていない。  
 

②大学基準協会の事例  
ア） 現状  
大学基準協会は、機関別認証評価を実施する第三者評価機関のひとつである。大学基準

協会が実施する認証評価に際しては、自己点検・評価報告書及び、「大学基礎データ」の提

出が必要となる。「大学基礎データ」の入力項目は以下の表３の通りである。また、各大学

が任意に入力する「大学データ集（参考）（様式）」も用意されており、7 領域 36 項目につ

いて、当該様式を活用してデータの入力ができる。  
表３．「大学基礎データ」の入力項目  

 
*注：大学基礎データより作成  
（http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/handbook/university/2011/youshiki_07.xls）  

 
イ） 課題  
当該データ集は、あくまでも大学基準協会が実施する認証評価に必要な提出資料であり、

所謂データベースではない。そのため、様式に沿った項目の入力負担は個別の大学にあり、

データ収集の効率化・省力化の視点は踏まえられていない。また、情報の活用の段階では、

大学間でのデータ共有や一般公開は行われていない。  
 

③私立学校・振興共済事業団の事例  
ア）現状 

 私立学校・振興共済事業団は、業務の基礎・参考資料、予算要求等の資料、学校法人等

の運営の参考とすることを目的として、私立大学の経営状況に関する情報を収集している。 
 調査方法は、同事業団が、毎年度 1 回、「学校法人等基礎調査」を都道府県の協力のも

とに配布し、学校法人は、「基礎調査表 e-マネージャ」を用いて、インターネット上で送

信する。事業団は、その回答内容を「私学情報データベース」としてデータベース化して

いる。 
 当該データベースのデータ項目は、以下の表４のとおりである。  

表４．「私学情報データベース」のデータ項目  

教育研究組織 （表１）全学の設置学部・学科・大学院研究科等（2012年４月１日現在）

教員組織 （表２）全学の教員組織

（表３）学部・学科、大学院研究科、専門職大学院の志願者・合格者・入学者の推移

（表４）学部・学科、大学院研究科、専門職大学院等の学生定員及び在籍学生数

施設・設備等 （表５）校地、校舎、講義室・演習室等の面積

（表６）消費収支計算書関係比率（法人全体のもの）　※私立大学のみ

（表７）消費収支計算書関係比率（大学単独のもの）　※私立大学のみ

（表８）貸借対照表関係比率　※私立大学のみ

学生の受け入れ

財務
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注：日本私立学校振興・共済事業団ウェブページより作成（http://www.shigaku.go.jp/s_joho5.htm）  

 
 イ）課題 
 当該データベースの項目は、私立大学の大学経営に関する広範囲な情報に及び、その管

理運営は、同事業団が一元的に行っている。  
しかし、情報の収集の過程は、各大学の判断に委ねられており、収集の効率化・省力化

の視点は踏まえられていない。また、情報の活用の段階では、同事業団の事業である経営

コンサルタント等には広く活用されているが、データの性格上、総合的に集計・分析したデ

ータのみが公開されている。 
 
（2）諸外国の事例  

諸外国の事例として、米国の IPEDS と CDS、およびオランダの NARCIS データベース

を見てみる。  
米国において、連邦奨学金制度に参加する全ての高等教育機関は、IPEDS（Integrated 

Postsecondary Education Data System、高等教育統合データシステム）へのデータ提供

が義務づけられている。ここでは、大学の教育や財務に関する情報項目が定められている。

米国の大学は自身で情報を収集し、IPDES を取りまとめている全国教育統計センター

（National Center for Education Statistics）へ報告する。公開されている情報項目は高

等教育機関として基本的なものに限られているので、大学間での比較が可能である。  
IPEDS は、奨学金制度と連動して、学内のデータを集約して管理するための重要な圧力

となりうるものであるが、実際に学内でのデータ収集と管理については、各大学に任せら

れている。規模の大きな州立大学や私立大学では、データウェアハウスを導入して IR 組

織がデータの管理を行うが、規模の小さな単科大学では、システム化せずに担当者が逐次

必要になったときに学内調査を行って報告しているという。  
一方、CDS（Common Data Set、高等教育機関の共通質問集）は、大学が出版社や格付

け会社、ランキングなど、学外からの情報提供へ整合的に対応するために作られた共通質

問集である。CDS の運営は、大学等の教育機関から構成されている非営利団体 College 
Board と、調査会社 Peterson’s および大学ランキングを行っている U.S. News & World 
Report の３者共同で行われている。  

IPEDS や CDS は、情報項目の標準化という意味で、大学情報の活用の事例としてみる

ことはでき、また、公開に関しては一定の示唆を得ることができる。しかし、実際に学内

でのデータ収集と管理については、各大学に任せられており、情報の収集の効率化・省力

化に関する視点については、実務的な示唆を得るのは難しい。  
この点で、教育情報ではないが研究者情報を取り扱っているオランダの NARCIS を紹介

しておきたい。NARCIS（National Academic Research and Collaborations Information 
System）は、オランダにおける研究者と研究課題検索を目的にしたデータベースである。

これは、王立科学アカデミー（KNAW）に置かれた Data Archiving and Networked Service

①管理運営
法人概況、設置学校等一覧、法人組織構成図等

②教育条件 学生数、教・職員数、教員個人票（大学・短大・高専対象）、職員個人票（大学・

短大・高専対象）、土地・建物面積等、学生納付金

③財務状況
資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表、人件費内訳表、寄付金内訳

表、借入金等残高内訳表等
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が、全ての大学と研究機関を対象にして、開発と管理運営を一括して行っているところに

特徴がある。情報項目は、大学や研究機関の特徴によって様々である。しかし、米国と対

照的に、データの収集とデータベースの開発運営を一括して行っており、この点、情報の

収集の効率化・省力化に関する実務的な示唆を得ることができよう。  
 
４．課題に対する提言  

前節で検討したように、既存のデータベースは、２．（3）の視点に対応していない。こ

のため、本節では、共用データベースのあり方について、九州大学における取組からの知

見を基に検討する。  
（1）情報の収集 
 ①個別大学における情報の収集の際には、大学組織の特性を踏まえて、情報の個別・組

織の分類と構造化の観点を踏まえることが重要である。  
すなわち、大学という組織は、自律分散する学部大学院の集合体である。このような組

織で、包括的な組織情報を管理する場合、まず大学情報を効率的収集の観点から分類し、

収集方法を確立することが重要である。例えば、九州大学では、大学情報を次の表５のよ

うに分類して評価情報の効率的な収集を行っている。  
表５．大学情報の分類  

 未構造化情報  構造化済み情報  

個
別
情
報 

・ 教育概要、研究概要  
・ 教育計画、研究計画  
・ 自己点検報告書など  
【各学部】  

・ シラバス  
・ 教育業績、研究業績  
・ 教育成果など  
【教務周辺】  

組
織
情
報 

・ 憲章、学則、内規  
・ 会議資料  
・ ウェブ公開情報など  
【各学部事務、事務局】  

・ 学籍等の教育情報  
・ アンケート  
・ 人事、財務情報など  
【事務局本部周辺】  

大括弧内は情報の発生源を示している。また、横軸である構造化の観点は、関係データ

ベース化できるものとそうでないものを分類し、縦軸である個別・組織の分類は、収集経

路を示している。  
「個別情報」は、個々の教員や職員から直接収集する必要がある。他方で、「組織情報」

は、大学業務の中に位置づけられている情報を意味しており、情報の収集と検証が日々の

業務の中で行われている可能性が高い。このため、後者の「組織情報」は、可能な限り、

既存の業務システムと連携して、自動的に収集できるシステムとすることが、収集の効率

化に資する。  
 このような収集方式は、情報の多元的な活用の観点から見ても望ましい。すなわち、業

務システムから直接収集する情報は、加工されていない、いわゆる「生データ」となるが、

このようなデータは、用途に応じた柔軟な加工、多元的な活用が可能だからである。  
 ②共用データベースにおける情報の収集の際には、省力化のために、データ項目の精選

と、既存データの活用を進めるべきである。  
すなわち、第一に、大学に対して、むやみなデータ提供を要求すべきではない。目的を

明確にした上で、その達成に不可欠なデータ項目を設定すべきである。第二に、不可欠な

データ項目も、大学にゼロからの提出を要求すべきではない。共用データベースの管理主

体が既に持っているデータ、また、公的機関が収集・蓄積しているデータ（例えば、個別
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大学ごとの学校基本調査のデータ。）等の既存データは、極力、管理主体が自ら収集・入力

することで、情報の収集の省力化を支援すべきである。  
ちなみに、大学の特性により収集・管理が必要な情報には違いがある。このため、各大

学毎の判断により、柔軟に情報項目を追加できるようすべきである。  
 
（2）情報の管理運営  
 管理運営の段階では、一元的管理と管理コストの削減が求められるが、特に必要なのは

後者の視点である。  
すなわち、個別大学のレベルにおける管理体制で重要な要素は、人材とハードウェアで

ある。しかし、データベースを、個々の大学で管理運営することは両者にかかるコスト面

でかなり難しい。例えば、総合大学と単科大学では規模が異なるものの、教育に関する情

報項目は同じであり、同じデータベースを導入しても、小規模大学にはかなりの負担とな

る。この問題については、クラウドコンピューティングを導入することが、一つの解決策

としてあげられる。これにより、人材とハードウェアにかかるコストをかなり軽減できる。  
他方、共用データベースのレベルでは、オランダの例が参考になる。オープンソースの

ソフトウェアを導入し、大学間で共同してデータベースの開発にあたることで、情報項目

の標準化をなしつつ開発コストを抑えることができ、小規模大学のデータベース導入への

敷居を低くすることが可能である。  
 
（3）情報の活用 
 ①大学運営における多元的な活用  
 広範囲の情報の一元管理が可能になれば、大学運営における多元的な活用が可能となる。

そのためには、上に述べた収集の観点とは異なる、出力の観点からの情報分類が必要であ

るが、この課題は、特に学外からの情報提供の要請が多様であることから、出力項目を特

定し最適化することは難しい。例えば、政府統計の学校基本調査は、調査基準日が５月１

日であるのに対して、民間の出版社がおこなう大学ランキングは基準日が学年暦の最終日

である。このように、情報出力については、調査基準日を一つとっても多様性をはらんで

いる。 
この情報項目の多様性の問題については、情報公開を積極的に促進することが一つの解

決策である。大学情報の出力先については、学校基本調査のような政府統計調査と、そう

でないものとに分けて考える。前者は、情報項目も確定しており、定期的な正規業務とし

て位置付けられている。一方、後者は、大学ランキングやマスコミに提供する情報などが

例に挙げられる。米国における IPEDS や CDS に習い、共有データベースの管理主体と参

加大学が連携して情報公開を進めることで、情報を提供する大学側から公開項目の標準化

を確立していく可能性が考えられる。  
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図１．データベースシステムの関係  

ちなみに、この情報項目の多様性の問題への具体策として、九州大学では平成 22 年よ

り、大学情報データウェアハウスと大学評価ウェアハウスという二つのデータベースシス

テムを構築し、運用を開始した（図１）。前者は、学内に散在する大学情報のうち、事務局

の業務システムに保管されている構造化されたデータ（量的データ）を定期的に蓄積し、

分析済みデータを自動的に提供できるようにしたものである。後者は、大学情報データウ

ェアハウスの分析データを自動的に取得して、評価書（特に、国立大学法人評価における

現況調査票）の作成を支援する文書管理システムである。  
これらのシステムの特長は次の３点である。第一の特長は、大学評価に関する量的な根

拠データの管理と、文書作成を切り分けることで、自己点検・評価作業の効率化を実現し

た。量的データの管理は、情報処理専門担当者が行うことで、データ処理になれない評価

書作成者への負担を軽くしている。第二に、大学評価ウェアハウスには、質的な根拠資料

（電子ファイル）を蓄積することができるアーカイブ機能が搭載されていることである。

これにより、根拠資料の長期にわたる蓄積管理の継続性が保障されている。さらに、大学

評価ウェアハウスでは評価の観点毎に、データと根拠資料と記述を１つのデータ構造とし

てまとめており、報告書を作成し、公開するはこれらのデータ構造を組み合わせるだけで

良い。複数の報告書を作成するのに整合的に作業ができる。これが第三の特長である。  
 ②IR における活用  

収集と管理運営が恒常的になれば、経年変化をデータでとらえる等の大学情報の活用が

可能となる。これが、高等教育の分野で昨今注目されている Institutional Research（略

称 IR、訳「機関調査」、「機関研究」）といえる。  
現在、我が国では、2 つの観点からの IR、第一に、学生の成績や学籍などの客観的情報

と、学生アンケートの調査結果などの主観的情報を組み合わせて教育成果を測る教学 IR、

第二に、大学評価や教育情報の公開を支援する IR が注目されている。いずれを重視すべ

きかは、大学毎の状況によって異なるが、大学の活動は、教育研究はもちろんのこと、国

際交流や社会貢献等、多岐に渡る。個々の教員や研究者の活動から、機関が組織的に行う

活動に至るまで、膨大な種類の情報を管理し、活用できる体制を整えておく必要がある。  
 また、個別の大学では、IR 人材の確保・育成は困難である。共用データベースの管理主

体として、情報の活用の支援として、IR 人材育成のための研修やデータ分析に関するアド

バイザーの設置も考えられる。この点、「大学評価担当者集会」における SD セミナー、IT
スキルに関する研修が参考になろう。  
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 ③情報公開における活用  
 まず、大学の視点からは、自律性の尊重のため、公開を義務付ける事項と大学の判断に

よって公開・非公開の別が可能な事項に分けるべきである。他方で、各大学の特色のアピ

ールの観点から、公開情報の追加も可能とすべきである。  
 次に、国民の視点からは、国民が大学を比較・選択する際に必要なデータが公開されて

いる必要がある。また、前述のとおり、大学情報は大学内に散在しているため、情報公開

の量的・質的な拡大とともに、情報の所在の明確化を図るべきである。さらに、専門家で

なくてもベンチマーク等への活用を容易とする工夫が必要である。  
最後に、上記で検討した要件を、プロセスとして図式化したものを次の図２で示す。 

 
図２．プロセス  

 
（4）管理主体 
 共用データベースの管理主体は、大学運営に密接に関係する情報を扱うため、公的な団

体、あるいは、大学団体が望ましい。公的な団体としては、大学評価の文脈が公開になじ

みやすいことから、大学評価関係の団体が候補として考えられる。  
 また、共用データベースの利用は、大学の自主的な判断に委ねられるべきである。この

点で、情報の管理運営を最も負担に感じている小規模大学も、抵抗なく利用できるような

工夫（分析ツールを装備、活用のための研修、最低限の経費など）が重要である。  
 
５．終わりに  

大学の本務は教育研究活動であり、データはその改善のツールである。ツールを揃える

ために、本務が疎かになるのは本末転倒であるが、筆者は、大学評価の現場で、いかに情

報の収集・管理が大学教職員の重荷になっているかを、日々実感している。本稿の提言は、

この実感に基づくものである。  
ただ、本稿の提言は、大学情報の分類、収集、管理運営、活用のあり方を大きく変革す

る内容であり、実現には多くの課題がある。九州大学大学評価情報室も、未だ取組に着手

した段階に過ぎない。  
ただ、大学の置かれた経営環境の厳しさ、次期の大学評価の影響などを考慮すると、手

をこまねいているわけにはいかない。今後、「大学評価担当者集会」など他大学の実務担当

者との連携を通じて、上記ウェアハウス・システムの学外提供など、少しずつでも改善に

努めていく所存である。 
  

調査と収集

• 個別と組織

• 構造化

• 項目の精選

• 既存データの活用

管理運営

• 人材の確保

• ハードウェアの管理

活用

• 教学IR・評価IR
• 出力情報の項目分類

• 情報公開
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第 3 節 大学の教育情報に対する社会のニーズの現状と課題 －「市場型大学評価」

の教育に関する評価指標の分析を中心に－  
 
１．はじめに 

近年、大学は、中央教育審議会の答申「学士課程教育の構築に向けて」（平成 20 年

12 月 24 日）に代表されるように、教育力の強化が求められており、それに伴い、社

会の大学の教育活動や学生の学習成果に関する情報（以下、「教育情報」）に対するニ

ーズが高まっている。 
本来、教育情報は、大学自らが収集・分析し、改善に活用するとともに、社会に向

けて発信すべきである。しかし、現在のところ、大学のみならず、文部科学省、評価

機関等における情報公開や広報活動は、十分に社会のニーズに対応できていない状況

にある（表 1）。 

 
このような状況を背景に、近年、「大学ランキング」に代表される「市場型大学評価」

（間淵他 2002）[1]が広く社会で受け入れられている。市場型大学評価には、後述のい

くつかの課題があるものの、社会の教育情報に対するニーズに対応する形で、多様な

教育情報を広く発信しており、現在では、政策的な根拠資料としても用いられている。 
このような状況を踏まえて、社会の教育情報に対するニーズを把握する観点から、

市場型大学評価における教育に関する評価指標（以下、「教育指標」）の状況を分析し、

その課題を探るものである。 
なお、本稿での見解は、筆者らの個人としての研究成果であり、所属組織の公式の

見解を反映するものではない。 
 
２．先行研究の確認  
（1）市場型大学評価に関する先行研究  

市場型大学評価には、日本国内の大学を対象とするものと、世界の大学を対象とす

るものがあるが、先行研究では、主に前者を対象とした研究が行われてきた。間淵他

（2002） [1]は、大学ランキング等の新しいタイプの大学評価を、既存の大学評価（制

度型大学評価）と対比して「市場型大学評価」と定義し、その特徴として、①民間情

報誌など複数の評価主体により行われ、市場にその評価が委ねられること、②大学に

対する消費者の期待や要求を反映していること、③ランキングによる場合が多いこと、

の 3 点を指摘するとともに、市場型評価が社会において威信を獲得して、自己を正当

化する戦略として、それまでの制度型大学評価には見られなかった大学を序列化し、

受益者の利益を優先するという「センセーショナルな＜比較するまなざし＞」と、サ

ンプル数の増加や手法の変化など正当性を強化するプロセスを指摘している。また、

市場型大学評価が重視する評判に関する指標を分析し、スコアの高い安定性から、市

場型大学評価の「評判が評判を生む」セルフ・フィーディングな性格を指摘している。 
また、小林他（2005） [2]、小林他（2007） [3]は、市場型大学評価への批判として、

発信の内容 発信の状況

情報公開、広報 個別の大学毎にまちまち

財務状況（私学団体）　等 発信対象が限定

文部科学省 学校基本調査、GP採択結果　等 分かりにくい、活用困難

評価機関 大学ポートレート、評価結果　等 分かりにくい、活用困難

市場型大学評価 多数作成

（表1）教育情報の社会への発信の状況

大

学

第

三

者

個別の大学

団体

公的

機関

発信の主体

民間
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①数値化されないものが一切無視されること、②スコアと順位のかい離や評価項目の

ウェイト付けによる順位変動、③重視する評判の主観性、④総合スコアやランキング

の手法への批判等を指摘するとともに、市場型大学評価が社会で広く受け入れられて

いる背景として、受験生や親にとって、高額な投資である大学の選択のための大学情

報や評価がわかりやすく、安価に手に入ること、大学関係者自身が市場型大学評価を

宣伝に利用していること、を指摘している。また、タイムズ紙等の 2 つの世界大学ラ

ンキングの各指標、順位の相関関係等を分析し、その特徴と課題を実証的に指摘して

いる。さらに、市場型大学評価の可能性として、大学と受験生や親との間の情報の非

対称性が存在する状況ではその有用性は否定できないこと、大学や制度型大学評価に

も改善点の示唆があること、市場型大学評価としても評価の質の向上や透明性を高め

る必要があること、を指摘している。 
その他にも、「ベルリン原則」の手続きに沿って国内の大学ランキングの妥当性と信

頼性を検討した岩本（2010） [4]、欧州教育協会の世界大学ランキングの調査報告書を

基に、世界の大学ランキングを研究型大学リーグテーブル、研究力ランキング、多面

的な大学ランキング、学習成果評価、ウェブ上の情報供給量ランキングの 5 つに分類

して、それぞれの動向と課題を検討した渡部（2012） [5]等の研究がある。 
以上の研究者の視点からの検討以外には、ランキング作成者の視点から、小林哲夫

（2006） [6]、中村（2012） [7]は、多様な視点からの大学選びが可能になることを大学

ランキングの意義として指摘している。 
以上のように、多様な視点から多数の研究が行われているが、いずれも市場型大学

評価における教育指標の具体的な状況について検討したものではない。 
 
（2）大学教育の評価に関する先行研究  
 大学教育の評価に関する研究は、大学評価の文脈で行われている。まず、串本（2005）
[8]は、自己点検評価において、教育の成果を示すためにどのような情報が採用されて

いるかを検証した。また、渋井他（2012） [9]は、法人評価における評価書に記載され

たデータ・資料から、学習成果に関する評価指標を抽出し、カテゴリ化するとともに、

その出現頻度と評価結果との関係を分析した。また、高田他（2012）[10]は、法人評価

における現況調査表と現況分析結果に記載されたデータ・資料を基に、全体・分野別、

学部・大学院別に学習成果に関する評価指標を抽出し、その出現頻度と評価結果の関

係を分析した。しかし、いずれも市場型大学評価に関する検討は行っていない。 
 
（3）教育情報の公開に関する先行研究  

教育情報の公開に関する研究としては、黒田（2012） [11]、川嶋（2012） [12]は、大

学の教育情報の公開の義務化への対応状況の課題を指摘している。 
また、社会からの情報公開へのニーズに関する研究としては、齋藤（2008） [13]は、

重視する大学情報に関して、大学関係者と高校関係者の認識にギャップがあり、大学

が発信する情報がニーズに合致していないことを指摘している。また、Benesse 教育

研究開発センター（2012）[14]は、高校生・保護者の求める情報ニーズを検討している。 
さらに、平成 26 年度に本格稼働が予定されている「大学ポートレート」に関する研

究としては、佐久間（2012）[15]は、一律の指標でなく、大学の特色・強みを公表すべ

きことを指摘している。また、三浦（2013） [16]、水上（2013） [17]は、大学関係者以

外の視点から、「大学ポートレート」の課題を指摘している。 
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しかし、いずれも大学からの情報に関する研究であって、大学以外を発信主体とす

る市場型大学評価からの情報に関する分析は行っていない。 
 
（4）まとめ 

以上のように、管見の限り、「市場型大学評価」における教育指標を分析した先行研

究はなかった。このような状況を踏まえて、社会の教育情報に対するニーズを把握す

る観点から、「大学に対する消費者の期待や要求を反映している」(間淵他 2002） [1]市

場型大学評価の教育指標を分析し、その現状と課題を探る本研究の着想に至ったとこ

ろである。 
 
３．本稿の研究対象  
（1）市場型大学評価は、多種多様である。多様な主体から、多数公表されている。ま

た、公表も単発のものもあれば、継続的なものもある。継続的なものでも、サンプル

数や指標が大きく変化するものもある。 
ただ、本稿の目的は、市場型大学評価の教育指標の分析を通じて、社会の教育情報

に対するニーズを探ることである。このため、本稿の調査対象は、一定期間継続して

（2012 年時点で過去 3 年間）、かつ、内容がほぼ一定した内容で公表されていて、そ

の継続性と安定性から市場に受け入れられている、言い換えるならば、社会の教育情

報に対するニーズに合致していると考えられる評価に限ることとした。 
 
（2）なお、上記のように、「市場型大学評価」には、日本国内の大学を対象とするも

のと、世界の大学まで対象とするものがある。上記の基準からは、ARWU 世界大学学

術ランキング、THE 世界大学ランキング、QS 世界大学ランキングが該当する。ただ

し、渡部（2012） [5]は、これらの「研究型大学リーグテーブル」に該当する 3 つの評

価は、研究面の評価に大きく偏り、教育面の評価は、1 ないし 2 の指標に限定されて

いるという課題を指摘している。また、これらは海外の教育コンサルタント、大学等

によって作成され、世界の大学関係者、留学希望者を対象としている。これらの点は、

わが国の社会の教育情報に対するニーズを探るという本稿の目的には適合しないため、

本稿の調査対象は、前者に限定することとした。 
 
（3）以上の条件に該当する「市場型大学評価」

の 具 体 例 は 、 以 下 の と お り で あ る ( 表 2) 。
[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]  なお、作成主体の

属性は、 筆者において、 それぞれの市場型大学

評価の公表媒体、  主な事業を基準として区分し

た。 
 
４．本稿の分析枠組み  
（1）本稿は、市場型大学評価の教育指標を検討     

対象とするが、上記のように、大学（ 機関 ）の

教育の評価に関する先行研究は少ない。 このた

め、学生（ 個人 ）の学習成果に関する先行研究

を確認し、その成果を活用することとする。 

作成主体 属性 市場型大学評価の名称

プレジデント社 出版社 学歴と就職・給料・幸せ度

東洋経済新報社 出版社 本当に強い大学2012

読売新聞社 新聞社 大学の実力2012

毎日新聞社 新聞社 就職ランキング

朝日新聞社 新聞社 大学ランキング

河合塾 予備校 入試難易予想ランキング

代々木ゼミ 予備校 学部別入試難易ランキング表

駿台予備校 予備校 合格目標ライン

リクルート社
その他(コンサ

ルタント等)

高校生に聞いた大学ブランド

ランキング2012

日経BPコンサル

ティング

その他(コンサ

ルタント等)

大学ブランド・イメージ調査

2011－2012

（表2）本稿が検討対象とする市場型大学評価
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（2）学生（個人）の学習成果に関する先行研究には、多様な成果があるものの、現在

のところ、唯一の正解は存在しない。 
例えば、丸山（1980） [28]は、Meyer（1977） [29]が主張するチャーター効果に基づ

き、日本の大学では、入学難易度が高い大学ほど学生の職業アスピレーションが高く、

学習に対するモチベーションが高いことを指摘しているが、この考えは、大学の外部

効果に焦点をあてたものと言える。 
他方、近年では、大学の内部効果に着目するカレッジ・インパクト理論を背景に、

学生の成長に焦点を当てた、 I-E-O モデル（Astin1993  [30]）や I-P-O モデル

（Watson1998[31]）が広く認知されてきている。例えば、山田（2010）[32]は、学生を

対象とする直接調査と間接調査、機関（大学）を対象とする機関調査の三者の組み合

わせによって精緻な学習成果の測定が可能になると指摘し、大規模な学生調査（間接

調査）を実施・検証している。また、吉本（2007）[33]は、「学習成果の遅行性」から、

卒業生を対象とする調査の意義を主張している。さらに、大学教育と職務遂行能力と

の関係の観点からのレリバンス研究（小方 2002） [34]等がある。 
 
（3）本稿における分析方法の設定  

上記のように、先行研究は多岐に渡

るが、本稿の目的は、市場型大学評価

の教育指標の分析を通じて、社会の教

育情報に対するニーズを探ることであ

る。また、現在、社会の大学に対する

関心は、中教審の学士課程答申で指摘

されるように、大学の教育活動から、

学生の学習成果にシフトしつつある。

この点を踏まえて、本稿では、学生の

成長に焦点を当てた I-E-O モデル

（Astin1993） [30]に準拠して、市場型

大学評価の指標が、I-E-O のどの要因

に該当するかを分析する。また、E(環境）に該当する指標については、評価対象の領

域を大学と学生に分類する（図 1）。以下、上記の分析枠組みに沿って、検討を行う。 
 
５．市場型大学評価の教育指標の全体の状況  
（1）全体の状況 
 まず、市場型大学評価の教育指標の全体について、

I-E-O のどの要因に該当するかを見る（表 3）。最も多い

のが、E（環境）に該当する指標（49.1％）であり、次

に O（成果）に該当する指標（36.2％）が多い。他方、I
（入力）に該当する指標（1.3％）は少ない。また、I-E-O
のいずれかに区分されず、大学教育の全体像を示す指標

（13.4％）も一定数見られる。 
 なお、E（環境）に該当する指標（49.1％）が最も多

いが、後述するように、新聞社が作成主体の評価に、E 

指標数

該当数 31

割合 13.4%

該当数 3

割合 1.3%

該当数 114

割合 49.1%

該当数 84

割合 36.2%

該当数 232

割合 100.0%

主体の数 10

平均の指標数 23.2
作成主体

（表3）教育指標（全体、I‐E‐O別）

全体像

I

E

O

合計
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に該当する指標が非常に多く採用されている（114 中 82）ことを踏まえると、全体と

しては、E 及び O に該当する指標が重視されていると言えよう。 
ちなみに、本稿が検討対象とする 10 の市場型大学評価の平均の教育指標の数は 23.2

であり、渡部（2012） [5]が指摘する世界の大学を対象とする評価と比較して、多くの

教育指標で評価している状況が伺える。 
 
（2）指標の対象について 
 以下では、教育指標の対象を、大学と学生に分けて、

その傾向を分析する（表 4）。 
全体では、大学を対象とする指標（57.3％）がやや多

い。ただし、I-E-O 別にみると、I 及び O に該当する指

標では、大学生が多いが、E に該当する指標では、大学

が大部分である（94.7％）。 
この原因としては、社会一般にとっては大学生の活動

がどのように学習成果に結びつくかをイメージし難く、

ニーズが少ないことが考えられる。また、市場型大学評

価の作成者にとって、大学生の大学教育の経験という大

学内部の情報は非常に収集しにくい点も指摘できる。 
ただ、学生（個人）の学習成果に関して、Astin らが

提唱する大学生自身の大学教育への関与の量と質を重視する関与理論（山田 2010）[27]

を踏まえるならば、大学生に関する教育指標に乏しい現在の教育指標によって、学生

の学習成果を反映できるか疑問もある。 
 
（3）大学からの情報発信との比較  

以下では、以上で見た市場型大学評価の教育指標について、大学からの主な情報発

信である情報発信及び「大学ポートレート」の項目と比較する。 
①情報公開の項目との比較  

まず、全大学に情報発信が義務付けられ

ている情報公開の項目と比較する（表 5)。 
 情報公開の項目（学校教育法施行規則第

172条の２ 第 1 項）を I-E-O 別に見ると、

E に該当する項目が大部分（9）であって、

O に該当する項目は 4 号のみであった。E
のみならず O に該当する指標も重視する

市場型大学評価の傾向とは異なっており、

社会の教育情報に対するニーズと合致して

いない可能性がある。また、E に大学生に

関する指標がない点で、市場型大学評価と

同様の課題が指摘できる。 
これに加えて、具体的なデータ・根拠資

料に関する具体的な基準はなく、各大学の

判断に委ねられているため、個々の大学の

（表4）教育指標（対象別、I‐E‐O別）

大学 大学生

該当数 31 20 11

割合 100.0% 64.5% 35.5%

該当数 3 0 3

割合 100.0% 0.0% 100.0%

該当数 114 108 6

割合 100.0% 94.7% 5.3%

該当数 84 5 79

割合 100.0% 6.0% 94.0%

該当数 232 133 99

割合 100.0% 57.3% 42.7%
合計

指標
指標の対象

全体像

I

E

O

項目
I-E‐O

の別
対象

大学の教育研究上の目的に関すること（1号） E 大学

教育研究上の基本組織に関すること（2号） E 大学

教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位

及び業績に関すること（3号）
E 大学

入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容

定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した

者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学

及び就職等の状況に関すること数（4号）

E及び

O

大学

及び

大学

生

授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授

業の計画に関すること（5号）
E 大学

学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定

に当たっての基準に関すること（6号）
E 大学

校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教

育研究環境に関すること（7号）
E 大学

授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に

関すること（8号）
E 大学

大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健

康等に係る支援に関すること（9号）
E 大学

（表5）情報公開の項目

（学校教育法施行規則第172条の２　第1項）



- 77 - 
 

公開データ・資料が充実した場合でも、他大学との比較は難しい状況にある。 
また、形式面でも、情報公開は、各大学のホームページにおいて行われるが、その

掲載箇所等は各大学に委ねられており、その所在が分かりにくい状況にある。 
②「大学ポートレート」の項目との比較  
 次に、「大学ポートレート」の項目と比較する（表

6）。 
第 3 回大学ポートレート（仮称）準備委員会の

配布資料 2 の別添 2「国公私立共通に公表する教

育情報（案）」 [35]に掲載された 74 項目（その内、

13 項目が任意公開。）について I-E-O 別に見ると、

情報公開と同様、E に該当する項目が 64 で大部

分（86.5％）であって、O に該当する項目が 6 で、

市場型大学評価の 4 分の 1 弱の 8.1％にとどまっ

ていた（さらに、その内、4 項目が任意公開。）。

この点、情報公開と同様に、社会の教育情報に対

するニーズと合致していない可能性がある。また、

E に大学生に関する指標はあるものの、2 項目(クラブ活動の状況、ボランティア活動

の状況）にとどまっており、市場型大学評価、情報公開と同様の課題が指摘できる。 
 データに関する基準は、情報公開と異なって、学校基本調査の形式により、大部分、

統一が図られている。また、データは「大学ポートレート」に一括して掲載されるな

ど、情報公開と比較すると情報の収集は容易になっている。ただし、大学、学部・学

科ごとの情報は、一画面ずつ表示され、大学間でデータを比較するためには、各大学

等の画面を開き、プリントアウト等をする必要がある。 
③大学からの情報発信のまとめ  

以上から、市場型大学評価と比較すると、内容面では、O に該当する項目が少ない。

また、形式面では、情報公開は情報の収集の段階から、「大学ポートレート」は情報の

活用（比較）の段階から、多大なコストが必要となっている。このように、「大学の選

択のための大学情報や評価がわかりやすく、安価に手に入る」（小林他 2007） [3]市場

型大学評価とは対照的な状況にある。 
 
（4）まとめ 

上記で見たように、大学の情報発信に対する社会のニーズには、情報公開への対応

や、「大学ポートレート」への参加だけでは、内容面でも形式面でも対応できない可能

性がある。 
このため、個々の大学としては、内容面では、市場型大学評価の教育指標を参考に、

自大学の個性・特徴を踏まえて、O に該当する教育指標の情報発信を主体的に検討す

べきである。 
他方、形式面の課題については、個々の大学での対応は困難である。このため、特

に、「大学ポートレート」については、大学間の比較を可能とするなど、社会の利用可

能性を高めるよう、国や大学団体が取り組む必要があろう。 
大学間の比較が難しい点に関しては、三浦（2013） [16]、水上（2013） [17]は、画一

的なランキングの防止、国公立大学と私立大学の比較の防止、がその理由と指摘して

いる。 

大学 大学生

該当数 1 1 0

割合 1.4% 100.0% 0.0%

該当数 3 0 3

割合 4.1% 0.0% 100.0%

該当数 64 62 2

割合 86.5% 96.9% 3.1%

該当数 6 0 6

割合 8.1% 0.0% 100.0%

該当数 74 63 11

割合 100.0% 85.1% 14.9%
合計

指標の対象
指標数

（表6）「大学ポートレート」の項目

（全体、I‐E‐O別）

全体像

I

E

O
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 前者の理由については、大学関係者では理解されるものの、高校生・保護者等の大

学外のユーザーの理解を得ることは実際には難しいと思われる。また、仮に理解を得

られたとしても、不便を押してまで利用するものは、三浦（2013）[16]、水上（2013）
[17]が指摘するように、現実には少数にとどまるであろう。この点、例えば、米国の

IPEDS などの統一的なデータシステムでは、類似大学との比較が容易になっている。

「大学ポートレート」においても、ユーザーに大学の規模・設置主体・目的・進路等

を選択させて、比較対象大学を一定程度絞った上で、定量データを基に比較を可能す

る仕組みを導入することも考えられる。 
また、後者の理由については、大学外のユーザーの主な関心は、国公私立の別では

なく、大学の教育内容とその公開の程度である。また、私立大学も公費を投入されて

いることを踏まえると、私立大学としては、財政面の制約をアピールしつつ、コスト

パフォーマンスの観点など、その公費投入の効果を説明すべきであろう。 
 
６．作成主体別の市場型大学評価に関する検討  
（1）全体について  
 次に、作成主体別に、市場型大学評価の

教育指標の状況を見る（表 7）。 
①まず、教育指標の数をみると、作成主

体によって、大きく異なっている。最も多

いのが新聞社（平均 46.3）であり、次に多

い出版社（24.0）の倍近い。この点、新聞

社の想定する読者は、出版社と比較して、

より社会一般に広く、その広い読者のニー

ズに対応するため、多数の指標を採用して

いると思われる。 
②次に、I-E-O 別に該当する指標をみる

と、こちらも作成主体によって大きく異な

っている。 
最も多いのは、出版社が主体の場合は O

に該当する指標（75.0％）、新聞社の場合は

E に該当する指標（59.0％）、その他の場合

は全体像と E に該当する指標（いずれも

45.2％）、予備校の場合は E に該当する教育指標（100.0％）が最も多かった。この点、

一口に「市場型大学評価」といっても、作成主体ごとに、その想定する受け手のニー

ズに応じて、教育指標が大きく異なっている状況が伺える。 
以上を踏まえて、以下では、作成主体ごとに、I-E-O との関係を検討することとす

る。 
なお、以下の検討では、予備校が作成主体の評価は省略する。予備校は、顧客であ

る受験生やその父兄の関心事項として、大学の入学難易度を想定しており、教育指標

も、E に該当する入試の偏差値に限られるからである。 
 

全体
出版

社

新聞

社

予備

校

その

他

該当数 31 2 10 0 19

割合 13.4% 4.2% 7.2% 0.0% 45.2%

該当数 3 0 3 0 0

割合 1.3% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0%

該当数 114 10 82 3 19

割合 49.1% 20.8% 59.0% 100.0% 45.2%

該当数 84 36 44 0 4

割合 36.2% 75.0% 31.7% 0.0% 9.5%

該当数 232 48 139 3 42

割合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

10 2 3 3 2

23.2 24.0 46.3 1.0 21.0

主体の数

平均指標数

（表7）教育指標の内訳（作成主体別）

全体像

I

E

O

合計



- 79 - 
 

（2）出版社が作成主体の場合  
 ①全体の状況（表 8） 
 全体の傾向とは異なり、O に該当する指標が最も

多く、E に該当する指標は少ない。また、O に該当

する指標の中では、後述するように、特に就職・資

格等の学生を対象とする指標が多い。 
この原因としては、出版社として、 評価の公表媒

体である  ビジネス雑誌の読者である成年のビジネ

スマンについて、近年の厳しい経済情勢や雇用情勢

から、自分や自分の子供の就職・資格等の学習成果

に対する関心が高まっている状況を反映したもの、

と考えられる。 
②特徴の分析  

 以下では、O に該当する指標について、吉本（2007）
[28]の指摘を踏まえて、成果を短期の成果を示す「卒

業時」と中長期の成果を示す「卒後（中長期）」に分

けて、検討する（表 9）。 
 調査結果からは、卒業時に該当する指標が大部分

（81.3％）であり、その内訳では、資格（75.0％）

が最も多かった。ただ、具体的な内容を見ると、多

様な資格が見られる。例えば、司法試験、公認会計

士試験、弁理士試験、医師国家試験をはじめとして、

地方公務員、警察官、消防官、自衛官、精神保健福

祉士、社会福祉士、理学療法士、言語聴覚士、視能

訓練士、技師装具士、獣医師、看護師、保健師等の

21 種類の資格があげられている。この点からは、社

会の資格に対する関心は、画一的なものでなく、多

様なレベル・内容に広がっている状況が伺える。 
他方、卒後（中長期）に該当する指標は、少数

（13.9％）にとどまった。具体的には、「OB/OG の

平均年収」、「今も幸せそうな人の出身大学」、「社長

になりやすい大学」、「役員になりやすい大学」、「上

場企業役員数」が該当する。この原因としては、社

会からは、大学教育と卒後（中長期）の学習成果と

の関係は認識しにくいことや、現在のところ、中長

期的な「出世」よりも目下の資格・関心が高いと思われることが考えられる。 
 
（3）新聞社が作成主体の場合  
①全体の状況  
 全体の傾向と同様に、O 及び E に該当する指標の割合が高い。特に E に該当する指

標の割合が高い（表 9）。 
また、E に該当する指標の数も 82、１社平均でも 27。3 であり、出版社（１社平均 5）、
その他コンサル等（１社平均 9.5）と比較しても、非常に多い（表 10）。 

大学 大学生

該当数 2 2 0

割合 4.2% 4.2% 0.0%

該当数 0 0 0

割合 0.0% 0.0% 0.0%

該当数 10 10 0

割合 20.8% 20.8% 0.0%

該当数 36 1 35

割合 75.0% 2.1% 72.9%

該当数 48 13 35

割合 100.0% 27.1% 72.9%

O

合計

（表8）教育指標の内訳（出版社作成）

出版社
指標の対象

全体像

I

E

卒業

時

卒後

（中長

期）

合計

該当数 31 5 36

割合 86.1% 13.9% 100.0%

該当数 3 0 3

割合 8.3% 0.0% 8.3%

該当数 27 0 27

割合 75.0% 0.0% 75.0%

該当数 0 3 3

割合 0.0% 8.3% 8.3%

該当数 0 1 1

割合 0.0% 2.8% 2.8%

該当数 0 0 0

割合 0.0% 0.0% 0.0%

該当数 1 1 2

割合 2.8% 2.8% 5.6%

(表9）Oに該当する指標（出版社作成）

学力・

能力

幸福度

総数

就職

資格

出世

収入
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この原因としては、まず、大学の選択に当た

って偏差値以外の多角的な視点を提供するとい

う作成の目的（小林哲夫 2006[6]、中村 2012[7]）

が指摘できる。また、出版社と比較して、社会

一般に広い新聞の読者層のニーズを踏まえてい

ることが考えられる。 
ちなみに、偏差値に関係する教育指標は、予

備校が作成主体の評価以外では、入試難易度（新

聞社作成）、入学難易度（出版社作成）、「お値打

ち大学（就職偏差値と入学偏差値の差）」 (出版

社作成)の 3 つにとどまった。他の E や O に該

当する指標が多数ある状況を踏まえると、社会

全体としての教育情報に対するニーズは、大学

の「入口」から、大学の「内容」や「出口」に

移行しつつある状況が伺える。 
以下、E 及び O に該当する指標について検討する。 

②特徴の分析  
ア）まず、E に該当する指標について検討する。 

指標の対象で見ると、大学が大部分であって、大学生はほとんど見られない（80 中

2）（表 10）。この点、学習成果の把握において学生の学習成果を反映できているか疑

問もある点は上記のとおりである。 
 次に、定量指標・定性指標の別でみると、定性指標が 4 割弱度見られる（表 11）。
定性指標とは、イメージ等の数値ができな

い指標である。定性指標は、その内容があ

いまいであるため大学にとって具体的な経

営改善に活用できないこと、「「評判が評判

を生む」セルフ・フィーディングな性格」

（間淵他 2002） [1]という課題がある。 
 次に、定性指標の調査対象を見ると、ほ

とんどが当該大学による自己評価(30 中 24）
であった。この原因としては、大学教育に

関する専門家であること、大学という組織

体であるため情報を収集しやすいことが考

えられる。 
また、定性指標の調査対象には、他大学

の教員や高校教員も一定数（いずれも 3）
あったが、これらはいわば大学教育の関係

者である。これらを対象とした調査結果に

基づく評価は、社会一般の評価とは言い難

いであろう。他方で、調査対象には、大学

生が全く見られない。大学生は、教育の受益者であり、学習の主体であり、その状況

を把握しうるにも関わらず、である。この原因としては、学外者である新聞社にとっ

ては、不特定多数の大学生から情報を収集することが困難であることが考えられる。

大学 大学生

該当数 10 10 0

割合 7.2% 7.2% 0.0%

該当数 3 0 3

割合 2.2% 0.0% 2.2%

該当数 82 80 2

割合 59.0% 57.6% 1.4%

該当数 44 2 42

割合 31.7% 1.4% 30.2%

該当数 139 92 47

割合 100.0% 66.2% 33.8%

O

合計

（表10）教育指標の内訳（新聞社作成）

新聞社
指標の対象

全体像

I

E

小計 小計
高校

生

高校

教員

社会

人

大学

生

他大

学教

員

自己

評価

該

当

数

82 52 30 0 3 0 0 3 24

割

合
100.0% 63.4% 36.6% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 3.7% 29.3%

該

当

数

15 11 4 0 0 0 0 2 2

割

合
17.4% 12.8% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3%

該

当

数

61 35 26 0 3 0 0 1 22

割

合
74.4% 42.7% 31.7% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 1.2% 26.8%

該

当

数

3 3 0 0 0 0 0 0 0

割

合
3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

該

当

数

3 3 0 0 0 0 0 0 0

割

合
3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

学生

の活

動

E全体

定量 定性

(表11）Eに該当する指標（新聞社作成）

E全

体

入学

教育

課程

卒業

調査対象
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とはいえ、この点、大学教育の実態の十分に把握できているか疑問もある。 
 定性指標の具体的な内容としては、高校教員の「生徒に勧めたい」、「進学して伸び

た」、「伸び悩んだ」などの大学のイメージに関する指標もあるが、大学の具体的な取

組として、基礎学力づくり、学習支援、発達障害対策、国際化対応、経済的支援のた

めの施策の有無など、より具体的な教育の実施状況も示されている。 
 定性指標には、大学にとって改善に活用しにくいという課題がある一方で、数値化

し難い大学の個性・特色を表現できる点で意義もある。大学としては、単に順位のみ

に着目するのではなく、自らのイメージ戦略等を踏まえて、その対応を検討する必要

がある。 
なお、標準修業年限内卒業率は、O に該当する指標中の大学側の指標を入学、教育

課程、卒業に分けると、卒業に該当する指標であり、情報公開の項目にも盛り込まれ、

政策的に重視されている。しかし、市場型大学評価においては指標数は 3 にとどまっ

た。具体的には、卒業率（新聞社）、標準修業年限卒業率（新聞）、退学率（新聞社）

が該当するが、社会のニーズは低いと言わざるを得ない状況にある。この原因として

は、社会一般にとっての分かりにくさや、社会の関心は単に大学を出たか、ではなく、

その先の就職・資格に向いていることが考えられる。 
イ）次に、O に該当する指標について検討する。 

卒業時に該当する指標が多いが、卒後（中長期）に該当する指標も一定数見られる

（表 12）。 
 卒業時に該当する指標では、資格に該当する指標

（72.7％）が最も多い。近年の厳しい経済情勢や雇

用情勢から、就職・資格等に対する関心が高まって

いる状況を踏まえたものと思われる。 
ただし、資格の内容を具体的に見ると、出版社以

上に、多様な種類が見られる。具体的には、出版社

があげた資格以外に、教員、管理栄養士、作業療法

士、臨床工学技士、はり師、きゅう師、診療放射線

技師、臨床検査技師、歯科衛生士、柔道整復師、あ

ん摩マッサージ指圧師、救命救急士の 12 種の資格

があげられていた。E に該当する指標だけでなく、

O に該当する指標でも、多様な視点から大学を評価

する姿勢が伺える。 
卒後（中長期）に該当する指標に関しては、出版

社と同様に、「出世」に該当する指標が最も多い。  

ただし、「出世」の具体的な内容を見ると、「学長の

出身大学」、「理事長の出身大学」、「著名人 OB・OG」、「政治家 OB・OG」、「社長 OB・

OG」、「スポーツ選手 OB・OG」が該当する。これを（1）で見た出版社が主体の評価

と比較すると、企業での「出世」以外を取り上げている点で、やはり、多様な視点で

大学を評価する姿勢が伺える。 
 
（4）その他（コンサルタント等）が作成主体の「市場型大学評価」の指標と I-E-O と

の関係 
①全体の状況  

卒業

時

卒後

（中長

期）

合計

該当数 37 7 44

割合 84.1% 15.9% 100.0%

該当数 3 0 3

割合 6.8% 0.0% 6.8%

該当数 32 0 32

割合 72.7% 0.0% 72.7%

該当数 0 6 6

割合 0.0% 13.6% 13.6%

該当数 0 0 0

割合 0.0% 0.0% 0.0%

該当数 2 0 2

割合 4.5% 0.0% 4.5%

該当数 0 1 1

割合 0.0% 2.3% 2.3%

学力・能力

幸福度

(表12）Oに該当する教育指標（新聞社作成）

総数

就職

資格

出世

収入
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 全体の傾向とは異なり、全体像に該当する指標と E に該当する指標が多い（表 13）。  
 また、指標の対象を見ると、全体に該当する指標

では学生、E に該当する指標では大学を対象とする

指標が多い。ただし、新聞社が作成主体の評価とは

異なり、大学生も一定程度見られた（15 中 4）。こ

の点は、コンサルタントの顧客である受験生の大学

生の実態に対する関心を反映したものと思われる。 
②特徴の分析  
まず、全体像に該当する指標について見ると、出

版社と異なり、すべて定性評価であった（表 14）。   

コンサルタントの顧客である大学等の教育業界関係

者や受験生について、前者はイメージ戦略の観点、

後者は大学選択の資料の観点から、いずれも大学の

イメージに対するニーズが想定されていることが伺

える。この点、上記（3）で指摘した定性指標の課

題がより当てはまるであろう。 
具体例としては、大学（組織）に対するイメージ

として、「教育機関としてのビジョンがある」、「ロ

ゴ・カラーなどが思い浮かぶ」、「伝統や歴史を重ん

じている」、「他大学にはない魅力がある」等があり、

学生に対するイメージとして、「個性的である」、「意

見を言える・自己主張できる」、「リーダーシップが

ある」、「集中力がある」、「精神的にタフである」、「礼

儀正しい・上品である」、「存在感がある」、「創造力

がある」、「問題解決能力が高い」、「面白みがある」

等がある。 
次に、定性指標に関する調査対象を見ると、定性

指標に関するイメージ調査のため、自己評価はなく、

他大学の教員というによるピア評価が大部分

（84.2％）であった。この原因としては、大学教員は大学教育の専門家であること、

大学という組織に所属しており、情報収集しやすいことが考えられる。他方で、高校

生（10.5％）が若干あった。高校生は受験の対象として関心が高く、また、組織化さ

れていない高校生と直接コンタクトできるルートを有するコンサルタント会社の強み

を生かしたためと思われる。 
 次に、E に該当する指標については、新聞社と同様、教育課程が中心だが、新聞社

と異なり、すべて定性評価であった（表 15）。この点、課題は上記（3）のとおりであ

る。 
また、調査対象は、新聞社と同様に、自己評価（73.7％）が最も多いが、高校生も

一定数見られた。コンサルタント会社の強みを生かしたためと思われる。これに対し

て、大学生は、新聞社と同様、見られなかった。先に述べたように、大学教育の実態

を十分に把握できているか疑問もある。 

大学 大学生

該当数 19 8 11

割合 45.2% 19.0% 26.2%

該当数 0 0 0

割合 0.0% 0.0% 0.0%

該当数 19 15 4

割合 45.2% 35.7% 9.5%

該当数 4 2 2

割合 9.5% 4.8% 4.8%

該当数 42 25 17

割合 100.0% 59.5% 40.5%

（表13）教育指標の内訳（その他作成）

O

合計

その他
指標の対象

全体像

I

E

該当数 割合

19 100.0%

小計 0 0.0%

小計 19 100.0%

高校生 2 10.5%

高校教員 0 0.0%

社会人 1 5.3%

大学生 0 0.0%

大学教員 16 84.2%

自己評価 0 0.0%

全体像

(表14）全体像に該当する指標（その他作成）

調査対象

定量

定性

総数
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具体的な指標の内容としては、大学のイ

メージとして、「学生の面倒見がよい」、「学

長・教授陣に魅力がある」、「キャンパスに

活気がある」、「グローバル・国際交流が活

発」、「スポーツ活動に熱心に取り組む」、「立

地が良い」、「キャンパスのデジタル化が進

んでいる」があり、学生のイメージとして、

「勉強・研究に熱心である」、「基礎学力が

高い」、「語学に長けている」、「高い専門性・

専門知識を有する」等があった。新聞社と

比較しても、イメージが中心であって、よ

り抽象的であるため、改善への活用はより

困難という課題が指摘できる。 
 
６。社会の教育情報に対するニーズに関す

る考察 
(1）以上の市場型大学評価の教育指標に関

する検討を基に、社会の教育情報に対する

ニーズを考察すると、以下の 2 点となろう。 
①E 及び O に該当する教育指標に対するニ

ーズが高く、また、多様化、具体化していること。 
これまで、わが国では、「学歴社会」という言葉に象徴されるように、大学の教育指

標は、偏差値に代表される入学難易度が主であった。 
しかし、現在の市場型大学評価では、指標数が多いだけでなく、入学難易度以外に、

E に該当する指標であるカリキュラム、施設・設備等、O に該当する指標である資格、

就職等に関する指標が採用されていた。また、O に該当する指標では、特に就職や資

格に関係する教育指標が多いが、その内容を見ると、就職率等の形式的な指標だけで

なく、「一部上場企業への就職率」など具体的な内容を盛り込んだ指標も見られる。こ

のことは、社会の教育情報に対するニーズが多様化、具体化している状況を伺わせる。  
この点からは、従来の教育指標による評価では、あまり評価されてこなかった小規

模もしくは地方大学にとっては、その個性・特色をアピールする新しい教育指標を発

見する機会ともなろう。例えば、若者の離職率の増加が問題となっている状況を受け

て、就職後 3 年以内の離職率などの教育指標をしめし、地方企業への定着率をアピー

ルすること等が考えられる。 
②社会の構成員によって教育情報に対するニーズに多様性があること。 

市場型大学評価は、一律に論じられることが多いが、その教育指標を具体的に見る

と、作成者によって、大きな違いがある。このことは、作成者が想定する顧客の違い

によって、教育情報に対するニーズが異なり、社会の構成員によって、教育情報に対

するニーズが多様な状況にあることを伺わせる。 
この点からは、（1）で述べたように、大学としては、社会の教育情報に対するニー

ズを把握する上で、市場型大学評価を参考にする際には、一律に論じるべきではなく、

自大学の想定する顧客や、その個性・特色を踏まえて、それに適合する市場型大学評

価を参考とすべきことが指摘できる。 

小計 小計
高校

生

高校

教員

社会

人

大学

生

他大

学教

員

自己

評価

該

当

数

19 0 19 4 0 0 0 1 14

割

合
100.0% 0.0% 100.0% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 73.7%

該

当

数

0 0 0 0 0 0 0 0 0

割

合
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

該

当

数

18 0 18 4 0 0 0 0 14

割

合
94.7% 0.0% 94.7% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.7%

該

当

数

0 0 0 0 0 0 0 0 0

割

合
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

該

当

数

1 0 1 0 0 0 0 1 0

割

合
5.3% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0%

学生

の活

動

E全体

定量 定性

(表15）Eに該当する指標（その他作成）

E全

体

入学

教育

過程

卒業

調査対象
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また、大学生に関する教育情報に対するニーズについては、その存在が予想される

ものの、現在の市場型大学評価では、コンサルタントが作成主体の評価以外では、ほ

とんど指標として取り上げられていなかった。この点は、市場型大学評価のニーズ把

握の不十分さと思われ、大学が参考とする際に留意する必要がある。 
 
（2）以上の点から、情報公開及び「大学ポートレート」の課題を検討する。 
まず、「①E 及び O に該当する教育指標に対するニーズが高く、また、多様化、具体

化していること。」については、両者とも、O に関する項目がほとんどない。また、あ

っても、例えば、「大学ポートレート」では、卒業者数・修了者数、卒業者・修了者の

構成（職業分類・男女別）等の抽象的な定量データにとどまっており、進学先、進学

後の状況など、具体的な内容を示すデータは示されていない。また、「②社会の構成員

によって教育情報に対するニーズに多様性があること。」については、いずれも画一的

な項目を提示するにとどまっており、個別の社会の構成員のニーズには対応できてい

ない。このように、情報公開、「大学ポートレート」とも、社会の教育情報に対するニ

ーズに十分に対応できているとは評価できない。 
確かに、情報公開及び「大学ポートレート」は、市場型大学評価と異なり、すべて

の大学を対象とする制度に基づく仕組みであるため、大学関係者の同意が得られる最

大公約数的な内容という制度的な制約がある。 
この点、個々の大学としては、この制度的な制約を踏まえて、これら制度的な仕組

みのみに頼るのではなく、個別・具体的な特徴、強みを打ち出すべく、「大学ポートレ

ート」を活用しつつ、自ら積極的な情報発信に努める必要がある。 
この点、日本私立大学連盟の教育研究委員会 大学の質向上検討分科会（2013、

pp12-13）[36]も、「大学ポートレート」を「私立大学としては情報公開に対し消極的な

対応をとることはそもそも選択肢としてありえない。私立大学としては『大学ポート

レート』を機に私立大学としての主張を積極的に展開する情報戦略をとるべき」と指

摘し、「進学希望者を各大学のホームページへと導く入口として活用すべき」と提言し

ている。この提言のように、「大学ポートレート」において比較対象大学を一定程度絞

った上で、利用者の比較が容易なように、各大学の個性・強みに関する定量データを

共通の書式で示した各大学の Web ページにリンクさせることも考えられよう。 
 
７．おわりに 

大学の教育は、各大学の教育目的・目標の実現を目指して行われるものである。こ

のため、教育指標は、一律ではなく、教育目的・目標に対応して多様であるべきだが、

この点は、従来の情報公開や制度型大学評価では、十分に対応できなかった点である。  
他方で、多様な指標を提供する市場型大学評価の側にも、大学生に関する指標の不

足や定性指標の調査対象の偏りなど、課題がある。 
大学における情報発信や情報公開・制度型大学評価のあり方の検討においては、上

記の課題を認識しつつも、市場型大学評価を参考として、社会の教育情報に対するニ

ーズの動向を踏まえて、その改善を図るべきであろう。 
特に「大学ポートレート」については、課題の指摘を踏まえた早期の改善が必要と

思われる。すなわち、現在の時点では、新しい取組ということで社会の各方面からの

関心が集まっている。また、水上（2013、pp9）[17]が指摘する「2014 年の本格稼働で

画期的な大学ポートレートができるとは、恐らく大学も文部科学省も思っていない。



- 85 - 
 

私も、当初は極めて不完全なものとなるだろうと予想している」点には、うなずける

面もある。とはいうものの、一定期間以上、社会の教育情報に対するニーズに対応で

きない状況が続いたならば、受験生やその親など社会の関心は、再び市場型大学評価

に向かい、「大学ポートレート」の主な活用は、市場型大学評価の作成者による信頼性

の高いデータの収集、という結果ともなりかねない。そのような段階になった後に改

善を図っても、一度離れた関心を再び集めることは至難であろう。「大学ポートレート」

は、「継続的な改善によっていかに進化させていくかが重要」(水上 2013、pp9）[17]で

あって、国、大学関係者は、内向きの議論に拘泥することなく、大学が社会から支え

られた存在であることを自覚して、速やかに、社会に向けた利便性の向上に努めるべ

きである。 
 なお、社会の教育情報に対するニーズは、社会の構成員ごとに異なっている。今回

は、市場型大学評価の作成者が想定するニーズしか検討できなかったが、この点の具

体的な調査研究は、今後の課題である。また、大学からの情報発信に関しても、制度

的な情報公開の枠組についての検討にとどまり、具体的な状況については、検討でき

なかった。この点についても、今後研究を進めていきたい。 
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第４節 大学経営におけるプランニングとコミュニケーションのツールとしてのシステム

の構築 
－九州大学における経営計画の進捗管理支援システムの現状と課題－  

 
１．はじめに  

現在、九州大学は、18 歳人口の減少、グローバル化、国の支援の削減など、厳しい経営

環境に置かれている。  
このような厳しい経営環境において、大学が使命を達成するためには、将来ビジョンを

決定し、経営計画を策定し、大学としての目標に戦略的に取り組む必要がある。しかし、

企業とは異なり、大学には、多様な関係者、広範囲の活動、多様な組織と組織文化、さら

には、合意を重視する文化などの特徴があるため、経営計画の策定には困難が伴う。  
本稿では、上記の状況を踏まえて、九州大学の大学評価情報室によって、経営計画の進

捗管理を支援するために構築されたシステムの現状と課題に焦点を当てている。なお、本

稿は、筆者が IR と経営計画の評価を担当する中で、経営計画の進捗管理の評価と改善に

関する経験から得た知見を踏まえたものである。  
 
２．先行研究のレビュー 
（1）先行研究では、大学組織の組織面と文化面の特徴に焦点を当てた研究がある。  

組織面に関する先行研究では、Clark（1983）は、大学組織における講座‐学科‐学部

という階層構造を指摘している。また、Becher＆Kogan（1992）は、大学組織には、個人、

基礎単位（部局）、機関（大学）という多層構造があり、それぞれの層において、多様なア

クターと組織文化（規範様式と運営形態）をもっていること、を指摘している。  
文化面に関する先行研究では、多くの先行研究は、大学は、「同僚制」いう伝統的な文

化が存在することを指摘してきた。同僚制の特徴について、Deem（1998）は、教授自治

を基盤とした最小限の階層と最大限の信用を指摘している。また、Clark (1983)は、近年

の大学組織の規模拡大によって、合意に最高の価値があるとする伝統的な同僚制では、大

学の経営は困難になったと指摘している。さらに、Kerr (1963)は、近年の大学に関して、

多数のコミュニティで構成され、調和に欠ける状況を「マルチバーシティ（multiversity）」
と表現した。そして、Clark（1983）は、大学組織の経営の非合理性を、「組織化された無

秩序」や「ごみ箱状態」と表現した。  
（2）以上のような特性のため、大学組織では、近年まで経営計画はほとんど策定されて

いなかったが、日本では、2004 年の国立大学の法人化に伴い、全ての国立大学に対して、

経営計画（中期計画）の策定が義務付けられた。しかし、現在のところ、羽田 (2005)など

組織制度に関する研究はあるが、管見の限り、経営計画の進捗管理に関する研究はない。  
英国では、HECFE（英国高等教育助成会議）が、英国の大学に関して、戦略計画のあ

り方や要件、手続き等を述べた報告（HECFE, 2000）はあるが、具体的な進捗管理の手法

は述べられていない。  
上記のように、大学における経営計画の策定は取組が端緒についた段階にある。このた

め、管見の限りでは、大学における経営計画の進捗管理に関する研究は行われていない。

また、計画の進捗管理へのデータベースの利用に関する研究は行われていない。  
（3）IR と経営計画の関係に関する先行研究としては、Thorpe(1999)は、IR の役割を計画

策定支援を含む 9 類型に分け、どの役割を重視するかは各大学の状況によって異なると指

摘した。また、Porter, J. D., Fenske, R. H., & Keller, J.E（2001）は、IR が計画に関与
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する場合に考慮すべき要素としてガバナンス構造や政策課題を指摘している。しかし、計

画の進捗管理の具体的な手法に触れた研究はない。  
（4）以上のように、先行研究では、大学組織の特徴として、組織面では、階層ごとに異

なる様々なアクターと組織文化を持つ階層構造があること、文化面では、同僚制などが指

摘されているが、管見の限り、経営計画の進捗管理に関する先行研究や IR としての経営

計画の進捗管理の支援のあり方に関する先行研究はない。  
 
３．日本の国立大学法人制度  

2004 年に国立大学が法人化されたため、すべての国立大学は法人格を有している。それ

ぞれの国立大学は、「中期計画」（6 年間）を作成することが義務付けられ、達成度につい

て評価を受ける（国立大学法人評価）。この評価結果は、次の 6 年間の予算（運営費交付

金）に反映されるため、国立大学法人にとって、年度計画の達成度評価と改善を通じての

経営計画の進捗管理は、非常に重要な意味を持っている。加えて、九州大学の中期計画

（2010～2015 年の第 2 期中期目標・中期計画期間）には、およそ 100 項目があるため、

達成度評価において大学が説明するために、大量のデータの蓄積と管理が必要となる。 
年度計画と中期目標、中期計画の関係は、図１で示す。  

 
なお、２．で述べたように大学の組織には階層構造があるが、本稿の対象とする年度計

画、中期目標、中期計画は、大学（機関）のレベルの経営計画である。大学組織の階層構

造と中期目標、中期計画の関係は、図２に示す。  
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４．九州大学における経営計画の進捗管理の課題について  

大学における経営計画の進捗管理は、年度計画の評価と改善によって行われる。このた

め、以下では、評価の段階と改善の段階に分けて検討する。図３に中期計画・年度計画の

進捗管理のプロセスを示す。評価の段階は、図３中の A、B、C のプロセスであり、改善

の段階は、図３中の D のプロセスに該当する。 

 
 
（1）評価の段階の課題  

年度計画の達成度の評価を行うためには、教育研究活動に関する情報の収集・管理・分

析を行う必要があるが、これら段階ごとに課題がある。これらの課題は、階層ごとに、ア

クター、運営形態、活動内容が異なる多層構造という組織面の特徴に由来する。特に、多

様な活動内容を含むため、評価には、多様なデータと評価基準が必要となる。  
 ①収集の段階では、約 100 項目の中期計画のそれぞれの年度計画について、根拠資料・

データが必要となるなど、膨大なデータの収集が必要となる。加えて、これらの根拠資料・

データは、大学内に分散して存在するため、収集にはコストがかかる。  
②管理の段階では、長期間（少なくとも中期目標期間の 6 年）にわたる根拠資料・デー

タの蓄積が求められる。現在は、データが教職員の個人のパソコンで管理されている場合

も多く、担当者の交代によってデータが所在不明になることもある。また、進捗状況を評

価できるように、資料やデータ間の関係性にも配慮して管理する必要がある。  
 第１期中期目標期間（2004～2009 年）においては、九州大学では、情報の収集・管理・

分析作業に関わる連絡は電子メール、ファイル共有は単純なウェブサーバで行っていたが、

この方法では 2 つの課題があった。第 1 に、計画の担当課職員や大学評価情報室など、複

数のメンバーがそれぞれの役割を持って関与するため、メールによる取りまとめには作業

効率の点で限界があったこと、第 2 に、単純なウェブサーバを使ったデータの共有は検索

機能が乏しいため、根拠資料のチェック作業が煩雑であったことである。  
③分析の段階では、大学組織の多様な活動を踏まえた多様な評価基準によって、年度計

画の評価ができるように、担当者のスキル向上や人材育成が課題となる。  
（2）改善の段階の課題  
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改善の段階では、現在のところ、十分に評価結果を踏まえた改善が行われていない。例

えば、数年間にわたり同一内容の年度計画を策定した事例や、単年度の年度計画の達成の

みに注目していた事例などがあった。  
この課題は、多様なアクターによる合意形成が重視される同僚性を基礎として、非合理

な意思決定が行われることが多いという特徴に由来している。  
さらに、日本の国立大学においては、２つの原因が指摘できる。第一に、意思決定にデ

ータを反映する意識の乏しさが指摘できる。特に、日本の大学におけるガバナンスの特徴

として、教員出身の管理職の市場が未分化・未発達という点が指摘されている（両角 2013）。
このため、理事レベルの多くは、専門的な管理職でなく、経営計画に関する意思決定の多

くは、十分に評価結果やデータを踏まえていない状況にある。第二に、国立大学には、法

人化以前には経営計画という概念がなかったこともあり、現在も、中期計画や年度計画の

重要性に関する認識や知識が不足していることが指摘できる。また、年度計画の目的が中

期目標・中期計画の達成のための進捗管理のツール、という点の理解も十分でない。  
 
５．九州大学における評価と改善を支援する情報システムについて  
（1）システムの概要  

以上の課題に対応するために、九州大学の大学評価情報室では、中期目標・中期計画進

捗管理システム(以下、「システム」。)というウェブ・データベースを開発した。システム

の開発の目的は、年度計画の進捗管理をすること、及び、中期計画の評価に必要な証拠デ

ータを関係者間で共有すること、の 2 点である。 
（2）システムの特徴  

システムの特徴は、次の 3 つである。第一に、ユーザの役割ごとに必要で十分な情報を

示すことである。ユーザは、実施主体（被評価者）、評価委員（評価者）、作業管理者など

の役割が明確に与えられており、システムによって、ユーザの役割に応じて様々な様式の

情報が提示される。  
第二に、根拠データの保存を目的として、年間計画のデータ毎に、検索エンジンを備え

たファイル・アップロード機能を備えていることである。この機能によって、余剰な根拠

データの蓄積を回避し、複数の計画間での自己点検・評価の一貫性を維持できる。  
第三に、オープンソースのソフトウェアを使って開発したことである。これにより、開

発コストの削減だけでなく、最新情報技術の導入が可能となる。また、オープンソースは、

ソフトウェアの内部が「一般に開放されている」ため、開発担当者が交代しても継続した

運営や開発が可能となる。  
システムを導入することで、期待される効果を 3 つ述べる。第 1 に、システムによって、

評価の過程において、関係者間で情報を効率的に共有できる。この点は、メールと単純な

ウェブによる情報の共有だけでは、十分ではない点であった。  
第二に、システムによって、評価作業やスケジュールの明確化が促される。システムの

開発の際に、関係者の役割と手順の精緻な定義が行われており、これにより、関係者の作

業を効率的に誘導することが可能となる。 
第三に、システムによって、根拠資料、データ、情報の蓄積と統合が促進される。評価

担当者としては、個人のパソコンにデータを蓄積することを避けることで、評価担当者の

交代の際、前任者から後継者へのデータの引継ぎが可能となる。また、サーバー・コンピ

ュータにデータを蓄積することによって、データの効率的な検索閲覧が可能となる。  
上記の効果に加えて、中期目的の達成と中期計画の遂行の支援が期待できる。すなわち、
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システムの導入以前は、年度評価は、中期計画の達成のための進捗管理を目的とするにも

関わらず、事実上、各年度の進捗状況の確認にとどまっていた。しかし、システムの活用

により、現在まで継続的に蓄積された証拠データの参照が容易になったことで、中期目標・

中期計画の期間を通じた継続的な評価の視点の維持が期待できる。  
九州大学では、このシステムを、図 3 に示した中期目標・中期計画の進捗管理の評価プ

ロセスへ組込むことにより、上記課題の克服を図っている。 
 
６．得られた成果  
（1）評価の段階の課題の解決について  
 ①収集の段階では、担当課職員に対して、年度計画の評価の際に、システムの利用を前

提として、根拠資料・データを具体的に提示することを義務付けている。また、システム

のファイル保存機能を活用して、各種報告書・議事録等の定性的な資料そのものを積極的

に蓄積するよう求めている。これにより、毎年度、必要な根拠資料・データの収集が着実

に実施されており、6 年間を通してみると、収集のコストの削減につながる。  
②管理の段階では、情報の一元的な保存場所をシステム上に提供することで、担当課職

員による根拠資料の管理負担が軽減されるとともに、根拠資料・データの所在が明確とな

った。なお、システムは、常時アクセス可能としており、年 1 回の年度計画の評価以外の

時点でも、日常的な情報の蓄積が可能となっている。システムに蓄積された根拠資料・デ

ータは、担当課職員、大学評価情報室において、適宜アクセスすることができ、学内情報

の共有化を図っている。この点に関して、担当課職員に対するヒアリング調査（2012 年 8
月、中期計画の担当課（16 課）の担当職員に対して実施。）でも、「過去のデータや現在の

進捗状況を適宜 Web 上で確認できる」（5 課）等の意見があった。  
③分析の段階では、大学評価情報室において、年度計画の進捗状況の評価と助言や、担

当課職員に対するヒアリングという、双方向のコミュニケーションを実施している。その

際には、システムを活用しており、コミュニケーション自体の効率化や、根拠資料・デー

タの蓄積が進んでいる。また、システムには、意見交換・助言等の記録も保存しており、

作業の透明化も図られている。この点に関して、上記のヒアリング調査でも、「年度末評価

の際、中間評価で入力した記述内容やコメントを活用し、修正・追加入力も紙資料を介さ

ず、各課で即時的、自由にできる」（5 課）等の意見があった。  
さらに、双方向のコミュニケーションの効果として、大学評価情報室では、年度計画の

重要事項の明確化、必要な根拠資料・データの同定などの技能の育成と共有が進んでいる。

さらに、担当課の状況の把握が進み、より現場の実態を踏まえた進捗状況の管理と助言等

が可能になっている。他方、担当課職員にとって、中期目標・中期計画、年度計画に関す

る理解の促進が図られた。この点に関して、上記のヒアリング調査でも、双方向のコミュ

ニケーションによって、「大学評価という先の見えにくい作業に付随する心理的な負担が軽

減されている」との意見があった。  
（2）改善の段階の課題の解決について  

システムを通じて、現在までの年度計画の内容と、蓄積した根拠資料・データへのアク

セスが容易になったことから、現時点の進捗状況を容易に確認できるようになった。これ

により、技術的には、中期計画の達成まで見据えた継続的・長期的な視点での年度計画の

評価と進捗管理が可能となった。  
 
7．残された課題  
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上記で述べたように、関係者の間で、経営計画の進捗管理を効果的に共通するシステム

を利用する準備はできた。しかしながら、幾つかの課題が存在する  
（1）.評価の段階の課題 

①収集の段階では、計画担当課からのデータ収集は進んだが、部局からのデータ収集は

進んでいない。近年、部局のデータは、部局単位の評価報告書（現況調査表）の作成を目

的として構築したデータベース「大学評価ウェアハウス」に入力を進めている。このため、

将来的には、システムと「大学評価ウェアハウス」の連携によって、重複調査の防止等、

効率化を図る必要がある。  
②管理の段階では、システムに蓄積されたデータは、データフォーマットの組み合わせ

が柔軟であるため、再調整が可能である。このため、途中で改正された中期計画や、異な

った評価基準に基づく他の評価においても、データを利用できる。将来的には、他の評価

制度への適用のためのデータの変換を促進し、より効率化を図る必要がある。  
③分析の段階では、IR オフィスと計画の担当課において、必要な専門的技能の育成と共

有が行われている。しかし、教職員とも定期的な交替があるため、専門的技能の承継は大

きな課題である。特に、システム等の開発技能のある人材の確保は大きな課題である。専

門的技能のある人材を継続的に確保できる雇用システムの改善が求められる。  
（2）改善ステージの課題 

改善の段階では、依然、十分に評価結果に基づいた改善は行われていない。現在でも、

理事クラスでは、同僚制を基礎として合意を強調する文化が維持されていることが原因で

ある。加えて、日本の国立大学における 2 つの課題は解決されていない。年度計画と中期

計画に関する認識不足は、システムを通じた双方向のコミュニケーションを通じて徐々に

改善しているが、理事レベルには十分に効果が及んでいない。また、経営の専門家ではな

い理事の多くには、意思決定におけるデータの利用に関する意識は依然不足している。  
（3）まとめ 

以上のように、システムによって、組織面の特徴に由来する評価の段階の課題はある程

度解決されているが、文化面の特徴に由来する改善の段階の課題は多く残されている。  
文化面の特徴に由来する改善の段階の課題の解決には、理事レベルの意識改革が必要で

あり、そのためには、評価担当者と理事とのコミュニケーションを促進することが重要で

ある。しかし、大学は、広範囲の活動と多様な組織文化を有する多様なメンバーで構成さ

れているため、そのメンバーの間でのコミュニケーションの促進には困難が伴う。  
この点を解決するため、著者は、システムについて、プランニングやデータ蓄積のツー

ルのみならず、理事レベルとのコミュニケーションの「プラットフォーム」としての活用

を提案したい。  
この「プラットフォーム」とは、「第三者間の相互作用を促す基盤を提供するような財・

サービス」（Kokuryo2006)を示す概念であり、ネットワーク社会におけるコミュニケーシ

ョンの不可欠の基礎である、共通の文法、コンテキストおよび規準を提示するものである。

筆者は、大学組織が、ネットワーク社会のように、様々な活動や文化を有する多数のメン

バーが参加している場であることから、この概念に注目したものである。  
具体的には、システムの活用について、以下の 3 つの改善を提案する。  
第一に、システムを、理事と IR オフィスの間のコミュニケーションのチャンネルとし

て設定することである。現在、システムへのアクセスは、事実上、計画の担当課職員に限

られている。なぜなら、年度計画の評価は、事実上、理事レベルではなく、担当課職員の

メンバーが行っているからである。このため、双方向コミュニケーションによる意識改革
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の影響は、担当課職員にしか及んでいない。このため、年度計画の評価・改善に当たって

は、理事にシステムにアクセスするよう義務付けるべきである。他方、システム側でも、

必要なデータに容易にアクセスでき、また、経営の専門家でない理事にもデータを理解で

きるように、データの「可視化」等の改善を図る必要がある。  
第二に、システムを通じた理事とのコミュニケーションのルールの設定である。現在、

システムには、年度計画の評価に必要なデータが可能な限り大量に収集・蓄積されている

が、そのデータの多くは、整理・統合されていない。また、システムには、進捗管理およ

び達成度の評価に使用するデータ・評価標準に関する共通の認識は示されていない。この

状況において、様々な活動や文化を有する関係者間でのコミュニケーションを促進するこ

とは困難である。このため、コミュニケーションの共通のルールとして、重要なデータ項

目と評価基準で構成されるデータセットを設定すべきである。これにより、異なる組織文

化を持つ部局から選ばれた理事たちに大学経営に関するコミュニケーションの共通のベー

スの提供が可能となる。また、このデータセットに基づいてコミュニケートすることによ

り、経営専門家でない理事から不合理なデータや評価基準を排除することが可能となる。  
なお、このデータセットの設定の際には、理事との十分なコミュニケーションが必要で

ある。また、他の大学との客観的なベンチマークのために、「大学ポートレート」あるいは

アメリカの IPEDS のような大学間の共通データベースとの互換性を図るべきである。さ

らに、データセットを通じたコミュニケーションによって惹起される新しいデータニーズ

に対応するために、理事との継続的なコミュニケーションによって改善を図る必要がある。 
第三に、システムを FD や SD に活用することである。理事レベルの意識改革や経営計

画の共通認識の形成には、毎年 1 回の年度計画の評価の際のコミュニケーションだけでは

十分ではない。これに加えて、FD と SD を、理事と経営計画について議論する重要な機

会として実施すべきである。その際は、システムの利用によって、実際のデータから進捗

管理および経営計画の問題をチェックするワークショップなどを実施すべきである。また、

現在から過去における大学状況の視覚化および将来の状況のシミュレートも、理事の意識

改革に有効と思われる。 
 
７．結論 

九州大学では、評価の段階の課題の多くは、システムの利用によって解決された。シス

テムは、日本の国立大学法人の評価制度を前提としているが、現在では、ほとんど全ての

大学は、何らかの形で経営計画を策定し、何らかの評価を受けなければならない。本稿で

紹介したシステムは、これらの大学にとって計画と評価の効率化の面で有用と思われる。  
他方で、大学特有の文化に原因のある改善の段階の課題は十分に解決されなかった。今

後、システムを、プランニングのためだけでなく、意識改革のためのコミュニケーション

のプラットフォームとして開発する予定である。  
なお、システムは、既に他大学に提供して、高い評価を得ているが、今後、さらに他の

大学への提供を進めることを計画している。これにより、他の大学の実務経験も踏まえて、

多様な状況にある大学の経営計画の進捗管理を効果的にサポートできるように、システム

の開発を進めることを目指している。  
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第 4 章 IR の「機能」に関する課題の解決策  
 
第 1 節 第 4 章の構成 
 
 第４章では、第１章で明らかになった IR の「機能」に関する課題の解決策の研究を行

う。 
 課題の中でも、第２節では、データ分析の充実という課題に関して、現在、IR・大学評

価の分野において、特にニーズの高い学習成果・教育成果に関するデータ分析のあり方に

ついて、法人評価における現況調査表・現況分析結果の記述を基に研究を行う。  
 また、第３節、第 4 節では、現在、IR・大学評価の分野において、特にニーズの高い学

習成果・教育成果に関する情報収集の促進の観点から、大学と同窓会との連携のあり方に

関する調査研究を行う。なお、現在のところ、大学の同窓会に関する先行研究はほとんど

行われていない状況にある。このため、本稿では、第 3 節において、同窓会の規約の分析

を基として、同窓会の活動実態の把握のための研究を行うとともに、第４節において、国

立大学の中期計画の記述の分析を基として、大学経営における同窓会との連携の実態の把

握のための研究を行う。また、現在、上記の超結果を踏まえて実施した国立大学法人の同

窓会担当理事に対するアンケート調査を実施し、その結果を取りまとめている段階である。 
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第 2 節 国立大学法人評価における教育成果に関する記述の現状と課題について－ 現況

調査表・現況分析結果の記述の分析を中心に － 
 
１．はじめに  
 法人評価の主な目的は、国立大学法人の教育研究活動の改善を促進することと、社会に

対する説明責任を果たすことである。しかし、大学評価・学位授与機構の実施したアンケ

ート調査『「国立大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究の状況についての評

価」に関する検証結果報告書』（2009）の結果にもあるように、現在の評価書及び評価結

果には、それらの目的を達成する上での課題も見られる。  
 特に、教育の成果に関して、学士課程答申にあるように、今後の大学評価の際、その提

示が強く求められることが予想されるが、未だそのあり方は確立していない。とはいえ、

既に第 2 期中期目標・中期計画期間の 2 年目も終盤であり、必要な情報の収集・分析作業

を考慮すると、検討のための時間的な余裕はあまりない。このため、どのように教育成果

を示すのか、そのあり方の検討を早急に進める必要がある。  
 また、今後、法人評価が運営費交付金の配分に影響する度合いが拡大することが予想さ

れる。その意味で、大学の目的・目標を踏まえつつ、法人評価における評価書にどのよう

な情報項目を盛り込むべきかを検討することは、今後、大学評価に関する研究としてだけ

でなく、個別の国立大学における機関調査（IR）の面でも、意義が大きくなると思われる。  
以上のような背景から、本研究では、第 1 期の法人評価の際の現況調査表・現況分析結

果における教育の成果に関する記述を対象として、法人評価の目的である改善への反映・

社会への説明責任の実現の観点から、その現状を分析し、課題を探ることとする。  
 
２．先行研究の整理と本稿の位置づけ  
 教育の成果は、アウトカムという概念として把握されるが、その定義を一意に決定する

のは困難であり、関連する研究は、大学教育と職務遂行能力との関係にアプローチするレ

リバンス研究（小方 2002、本田 2004）、大学卒業者の職業生活を中心に教育の収益率に焦

点を当てたキャリア形成研究（Shultz1963、矢野 1991）、学生の学習経験に焦点をあてた

研究（広島大学高等教育研究開発センター2006）、教育の成果の検証に関する方法論とし

ての卒業生調査に関する研究（吉本 2007）などがあり、その研究蓄積や文脈は多岐に渡っ

ている。 
 近年では、米国のスペリング委員会（U.S. Department of Education2006）や欧州のボ

ローニャ・プロセスにおける欧州高等教育資格枠組1、わが国の学士課程答申に見られるよ

うに、質保証の観点から教育の成果に関する研究の深化が求められている。  
 高等教育における質保証の国際的な趨勢は、第三者評価とそれを支える個別大学内部の

仕組みにある（羽田・米澤・杉本 2009）。近年わが国では、第三者評価は認証評価及び法

人評価として、個別大学内部の仕組みは、内部質保証という概念として注目を集めている。  
 このような文脈にあって、教育の成果に関連する研究としては、カレッジ・インパクト

理論を背景に、学生の成長に焦点を当てた、I-E-O モデル（Astin1993）や I-P-O モデル

（Watson1998）が広く認知されている2。また、把握した教育成果の大学改革や教育改善

などへ活用を視野に入れた研究として、いかに効率よく教育効果の高いシステムを構築す

るかに焦点を当てた、インストラクショナル・デザイン研究（大森 2010）や、教育成果を

                                                   
1当該取組については、川嶋（2008）に詳しい。 
2 I-E-O モデルについては山田（2009）、I-P-O モデルについては野田（2009）に詳しい。 
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測定し、把握したデータを大学のマネジメントや改善に反映させる「アルバニー教育効果

測定モデル」に着目した、教育改善システムの特質に関する研究（鳥居 2007）がある。こ

のような研究は、個別大学内部の仕組みの中でも特に Institutional Research（IR）とし

て近年注目を集めている。  
 大学評価の文脈では、自己点検評価において、教育の成果を把握するために、どのよう

な情報が採用されているかを検証した研究（串本 2005）がある他、大学評価・学位授与機

構が行う認証評価・法人評価の検証の中でも教育の成果が扱われている。  
 質保証の文脈で教育の成果を扱っている研究は、大まかに①教育の成果を把握するため

のフレームワーク、②教育の成果を提示するための情報内容、③把握した、教育の成果を

示す情報の活用を、外部の制度の側面から捉えるか、内部の仕組みの側面から捉えるかに

よって分類できる。しかしながら、大学評価に関する研究は、常に現実に進行する制度や

具体的な実践と不可分に結びついて論じられるため（米澤 2006）、法人評価という、まだ

歴史の浅い、個別具体の対象に対する検証は十分とは言えない。  
 本稿は、法人評価を対象に、その評価実施過程において産出される『現況調査表』及び

『現況分析結果』を１次資料として、どのような情報をもって教育の成果を提示しようと

しているかを、実証的に検証しようとするものである。  
なお、「国立大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究の状況についての評

価」に関する検証結果報告書（平成 21 年 12 月）は、法人評価に関わった法人・評価者の

主観的な意見をもとに法人評価の課題を探るものであるが、本稿は、現況調査表・現況分

析結果における記述の分析という客観的なデータを対象として法人評価の課題を探るもの

であり、手法を異にしている。  
 法人評価は、認証評価と伴に質保証の中核をなす重要な制度である。今後、当該制度に

基づいて質保証が行われることに鑑みれば、理念的な制度設計のみならず、具体的かつ客

観的なデータに基づく検証が重要となろう。次節では、本稿の研究対象及び、資料と分析

方法について詳述する。 
 
３．資料と分析方法  
3.1 法人評価について  
3.1.1 法人評価の実施過程の概要について  
 法人評価は、文部科学省が国立大学法人の活動実績を評価するものであるが、全学単位

の評価と学部・研究科単位の評価に分かれる。  
前者の全学単位の評価は、各国立大学法人の中期目標・中期計画の達成状況を評価対象

としているため、評価項目は大学ごとに異なっており、統一的な分析は困難である。他方、

後者の学部・研究科単位の評価は、各学部・研究科における教育・研究の活動実績を評価

対象としており、評価項目が「分析項目」およびそれを構成する「観点」として設定され

ている。このため、本稿では、後者の学部・研究科単位の評価を対象として分析を行う。  
学部・研究科単位の評価の実施過程の概要は、以下のとおりである。  
①国立大学法人は、あらかじめ設定された分析項目等に従って、教育・研究活動の実績

に関する「現況調査表」を学部・研究科単位で作成・提出する。  
②文部科学省に設置された国立大学法人評価委員会からの要請を受け、評価機関（大学

評価・学位授与機構）は、国立大学法人の中期目標期間における業務の実績のうち、教育

研究の状況についての評価を「現況調査表」の記述を元に、学部・研究科単位での教育・

研究活動の状況について評価を実施し、「現況分析結果」を作成する。  
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③国立大学法人評価委員会は、評価機関の評価を尊重して、法人評価を実施する。  
3.1.2 第 1 期の中期目標・中期計画期間における法人評価について  

第 1 期の中期目標・中期計画期間（平成 16～21 年）における法人評価は、①平成 16 年

から 19 年度までの 4 年間の教育研究の状況の評価（平成 20 年実施）及び②評価結果の確

定（平成 22 年実施）の 2 度実施された。  
学部・研究科単位の評価に関しては、上記①の評価の際には、全ての国立大学法人が平

成 16～19 年の間の教育・研究活動の実績に関する「現況調査表」を提出したが、上記②

の評価の際には、評価作業の負担軽減の観点から、平成 20 年度及び 21 年度の実績によっ

て、平成 16～19 年度の評価結果を変え得るような顕著な変化があった場合のみ、「現況分

析における顕著な変化についての説明書」を提出することとされた（大学評価・学位授与

機構 2009b）。 
 
3.2 資料について 

以上を踏まえて、本稿では、第 1 期中期目標・中期計画期間に関する法人評価の際に、

国立大学法人が学部・研究科単位で作成した現況調査表及び評価機関が作成した現況分析

結果を一次資料として分析を行う。  
 これら資料の作成単位である学部・研究科のうち、名称に、「法」、「文」、「工」、「理」、

「医」の文字を用いている学部・研究科に関するものを資料として採用しており、それぞ

れ「法学系」、「文学系」、「工学系」、「理学系」、「医学系」に整理している。  
分析対象とした記述は、現況調査表及び現況分析結果における「Ⅱ分析項目ごとの水準

の判断」の「分析項目Ⅳ学業の成果」における「観点学生が身に付けた学力や資質・能力」

に関する「観点に係る状況」の記述である。  
現況調査表は、原則として、平成 20 年実施の平成 16 年から 19 年度までの 4 年間の教

育研究の状況の評価の際の現況調査表としたが、評価結果の確定（平成 22 年実施）の際、

現況分析における顕著な変化についての説明書の提出があった場合は、上記の観点に関す

る「顕著な変化の状

況及びその理由」に

関する記述を分析対

象に追加した。  
現況分析結果につ

いては、評価結果の

確定（平成 22 年実

施）の際に、評価機

関から提示された

「学部・研究科等の

教育に関する現況分

析結果」における上

記観点に関する「分

析項目ごとの水準及

び判断理由」の記述

を分析対象とした。  
 
3.3 分析方法につい

大学院に関する情報項目 学部に関する情報項目 備考

修了者数・率 卒業者数・率 ・大学評価・学授与機構の例示項目

単位取得状況 単位取得状況 ・大学評価・学授与機構の例示項目

進級状況 進級状況 ・大学評価・学授与機構の例示項目

受賞歴 受賞歴 ・大学評価・学授与機構の例示項目

主な資格試験（司法試験、医師国家試験等教育

課程に密接に関係する資格）

主な資格試験（司法試験、医師国家試験等教育

課程に密接に関係する資格）
・大学評価・学授与機構の例示項目

教員資格 教員資格 ・大学評価・学授与機構の例示項目

その他資格 その他資格 ・大学評価・学授与機構の例示項目

指導上の取組（体制・制度等） 指導上の取組（体制・制度等） ・プロセスに関する項目

特色ある科目等（インターンシップ、留学制度等） 特色ある科目等（インターンシップ、留学制度 ・プロセスに関する項目

独自の学習支援（表彰・授業料免除等） 独自の学習支援（表彰・授業料免除等） ・プロセスに関する項目

JABEE認定 JABEE認定 ・プロセスに関する項目

成績評価方法・基準 成績評価方法・基準 ・プロセスに関する項目

学位審査基準・方法 ― ・プロセスに関する項目

短期修了者 ―

標準修業年限 修業年限

退学者 退学者

留年者 留年者

休学者 休学者

成績の状況 成績の状況

GPA GPA

学位取得者数・率 ―

論文・学会発表 論文・学会発表

研究費獲得 ―

知的財産 ―

学生の活動事例（社会貢献、企業など） 学生の活動事例（社会貢献、企業など）

地方公務員試験 地方公務員試験

国家公務員試験 国家公務員試験 　

TOEFL等英語試験 TOEFL等英語試験

学術振興会特別研究員 ―

就職者数・率 就職者数・率

大学院への進学者数・率 大学院への進学者数・率

学生アンケート 学生アンケート

修了生アンケート 卒業生アンケート

雇用者アンケート 雇用者アンケート

マスコミ報道 マスコミ報道

（表1）項目一覧
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て 
 対象とした教育成果に関する記述について、以下の情報項目に該当する記述の有無に関

する調査を行った（表 1）。 
 情報項目の設定は、現況調査表及び現況部関結果の記述を調査の上、一定程度以上の頻

度で見られる記述を抽出して行った。  
また、「Ⅳ 教育成果」は、成果の記述が想定された個所であるが、現況調査表及び現況分

析結果には、「指導上の取組」、「特色ある科目」、「学位審査基準」など成果に該当しない記

述も見られた。このため、本稿では、それらの記述を、I-E-O モデルや I-P-O モデルを踏

まえて、特に「プロセス(Process)に関する項目」として整理し、それ以外の成果 (Output）
に関する項目とは分けて、その記載の傾向を分析することとした。  

さらに、大学評価・学位授与機構による資料・データの例示（単位修得状況、進級状況、

卒業・修了状況、学位取得状況、資格取得状況、学生が受けた様々な賞の状況）の記載に

ついても、その傾向を分析することとした。  
なお、本稿では、例示の「資格取得状況」については、主な資格試験・教員資格・その

他資格の 3 項目を該当する項目とみなした。また、例示の「進級状況」・「卒業・修了状況」

は、用語の意味の範囲が広く、内容が不明確になるおそれがあることから、本稿では、進

級及び卒業・修了自体に関するデータに限定し、「修業年限」・「退学」・「留年」・「休学」は、

例示項目でない項目とみなした。  
記述の有無の判断は、単に該当する単語の有無だけでなく、具体的な根拠データを提示

していることをもって、記述有りとみなした。  
 以下では、具体的に、教育の成果に関する記述の状況について、分析を行う。  
 
４．学部段階における教育成果に関する記述について  
4.1 現況調査表の記述について  
4.1.1 全体の傾向 
 最も割合の高い項目は、「卒業者数・率」（78.8%）

であり、次が「単位取得状況」、「その他資格」であっ

た（表 2）。 
 現況調査表において記述が多かった項目の大部分は、

大学評価・学位授与機構の例示した項目であり、多く

の大学は、例示項目を踏まえて、現況調査表を作成し

たことが伺える。  
 しかし、例示項目でない項目に関する記述も見られ

る。特に、「留年者」・「修業年限」・「退学者」は割合が

高い。また、プロセスに関する項目である「指導上の

取組」（39.4%）、「成績評価方法・基準」（21.8%）の

割合は高い。 
これらの項目について、大学評価・学位授与機構と

大学との間に認識の差があることが伺える。  
 
4.1.2 分野別の傾向 
 全体の傾向と同様に、例示項目の割合が高い。  

医学系は、特に「主な資格試験」（医師国家試験）（92.9%）の割合が高い。  

実数 割合 備考

総数 193
卒業者数・率 152 78.8% 例示項目

単位取得状況 96 49.7% 例示項目

その他資格 94 48.7% 例示項目

留年者 89 46.1%
教員資格 86 44.6% 例示項目

修業年限 84 43.5%
指導上の取組 76 39.4% プロセス

受賞歴 67 34.7% 例示項目

進級状況 58 30.1% 例示項目

退学者 53 27.5%
主な資格試験 44 22.8% 例示項目

成績評価方法・基準 42 21.8% プロセス

休学者 41 21.2%
成績の状況 38 19.7%
JABEE認定 35 18.1% プロセス

大学院への進学者数・率 33 17.1%
論文・学会発表 28 14.5%
就職者数・率 21 10.9%
独自の学習支援 19 9.8% プロセス

TOEFL等英語試験 16 8.3%
学生の活動事例 15 7.8%
特色ある科目等 14 7.3% プロセス

GPA 10 5.2%
国家公務員試験 8 4.1%
雇用者アンケート 7 3.6%
マスコミ報道 6 3.1%
地方公務員試験 4 2.1%
学生アンケート 4 2.1%
卒業生アンケート 4 2.1%

（表2）現況調査表（学部・全体）
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 例示項目でない項目では、「留年」、「修業年限」が共通して高い。法学系・理学系では、

「大学院進学」が多くみられる。さらに、理学系は、「論文・学会発表」が多くみられる。 
プロセスに関する項目では、「指導上の取組」が、文系にも一定数見られるが、特に工

学・理学系で割合が高い。工学では、「JABEE」も割合が高いことも考慮すると、これら

の分野では、プロセス評価の意識が強いことが伺える。  

 
 
4.2 現況分析結果における記述  
 以下では、評価者の作成した現況分析結果におけ

る該当項目に関する記述を分析する。  
4.2.1 全体の傾向（表 4） 
 全体的な傾向では、現況調査表と同様の傾向がみ

られるが、全体的な割合は、ほとんど低下している。  
最も割合が高い項目は「卒業者数・率」（49.2%）

であり、以下、「単位取得状況」、「その他資格」、「教

員資格」、「主な資格」など例示項目が続く。特に、

「主な資格」（20.7%）は現況調査表（22.8%）と比

較して、割合がほとんど低下しておらず、評価者は、

例示項目を現況分析の記述として重視していること

が伺える。 
他方、例示項目でない項目もある。現況調査表の

記載割合よりも低いものの、「修業年限」、「留年者」、

「退学者」、「大学院への進学者数・率」が一定数見

られる。 
また、プロセスに関する項目では、「指導上の取組」

（16.1%）が一定数見られる。  
 
4.2.2 分野別の傾向（表 5） 

多くの部局で「卒業者数・率」をはじめ、例示項目の採用の割合が高い。また、資格関

係の割合が高く、文学系・理学系では「教員資格」、文学系・法学系・理学系・医学系は「そ

　 　 　 　 　

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

総数 36 100.0% 総数 20 100.0% 総数 60 100.0% 総数 35 100.0% 総数 42 100.0%

卒業者数・率 31 86.1% 卒業者数・率 17 85.0% 卒業者数・率 49 81.7% 卒業者数・率 31 88.6% 主な資格試験 39 92.9%

教員資格 30 83.3% 単位取得状況 14 70.0% 指導上の取組 30 50.0% 教員資格 25 71.4% その他資格 28 66.7%

単位取得状況 26 72.2% 留年者 11 55.0% JABEE認定 30 50.0% 修業年限 24 68.6% 卒業者数・率 24 57.1%

その他資格 24 66.7% 受賞歴 8 40.0% 単位取得状況 26 43.3% 単位取得状況 20 57.1% 進級状況 19 45.2%

修業年限 19 52.8% 成績の状況 8 40.0% 修業年限 25 41.7% その他資格 18 51.4% 留年者 17 40.5%

留年者 19 52.8% その他資格 7 35.0% 留年者 25 41.7% 留年者 17 48.6% 指導上の取組 14 33.3%

退学者 17 47.2% 指導上の取組 7 35.0% 受賞歴 24 40.0% 指導上の取組 16 45.7% 受賞歴 12 28.6%

受賞歴 13 36.1% 教員資格 6 30.0% 教員資格 22 36.7% 進級状況 11 31.4% 成績評価方法・基準 11 26.2%

成績の状況 11 30.6% 修業年限 6 30.0% 進級状況 19 31.7% 受賞歴 10 28.6% 単位取得状況 10 23.8%

休学者 10 27.8% 主な資格試験 5 25.0% その他資格 17 28.3% 退学者 9 25.7% 修業年限 10 23.8%

指導上の取組 9 25.0% 休学者 5 25.0% 退学者 16 26.7% 成績評価方法・基準 8 22.9% 退学者 8 19.0%

進級状況 6 16.7% 国家公務員試験 5 25.0% 成績評価方法・基準 14 23.3% 休学者 8 22.9% 休学者 7 16.7%

成績評価方法・基準 6 16.7% 大学院への進学者数・率 5 25.0% 大学院への進学者数・率 14 23.3% 論文・学会発表 8 22.9% 論文・学会発表 6 14.3%

学生の活動事例 5 13.9% 進級状況 3 15.0% 休学者 11 18.3% 大学院への進学者数・率 8 22.9% 独自の学習支援 4 9.5%

論文・学会発表 4 11.1% 独自の学習支援 3 15.0% 成績の状況 11 18.3% 成績の状況 6 17.1% 教員資格 3 7.1%

TOEFL等英語試験 4 11.1% 成績評価方法・基準 3 15.0% 論文・学会発表 10 16.7% JABEE認定 5 14.3% 特色ある科目等 3 7.1%

特色ある科目等 3 8.3% 退学者 3 15.0% 就職者数・率 8 13.3% 就職者数・率 4 11.4% 就職者数・率 3 7.1%

独自の学習支援 3 8.3% 就職者数・率 3 15.0% TOEFL等英語試験 7 11.7% 独自の学習支援 3 8.6% 大学院への進学者数・率 3 7.1%

就職者数・率 3 8.3% 地方公務員試験 2 10.0% 特色ある科目等 6 10.0% GPA 2 5.7% 雇用者アンケート 3 7.1%

大学院への進学者数・率 3 8.3% 特色ある科目等 1 5.0% 独自の学習支援 6 10.0% 学生の活動事例 2 5.7% 成績の状況 2 4.8%

GPA 2 5.6% 学生の活動事例 1 5.0% 学生の活動事例 6 10.0% TOEFL等英語試験 2 5.7% TOEFL等英語試験 2 4.8%

卒業生アンケート 2 5.6% TOEFL等英語試験 1 5.0% GPA 5 8.3% 学生アンケート 2 5.7% GPA 1 2.4%

マスコミ報道 2 5.6% 卒業生アンケート 1 5.0% 雇用者アンケート 3 5.0% 特色ある科目等 1 2.9% 学生の活動事例 1 2.4%

地方公務員試験 1 2.8% マスコミ報道 1 5.0% 国家公務員試験 2 3.3% 地方公務員試験 1 2.9% JABEE認定 0 0.0%

国家公務員試験 1 2.8% JABEE認定 0 0.0% 学生アンケート 2 3.3% マスコミ報道 1 2.9% 地方公務員試験 0 0.0%

雇用者アンケート 1 2.8% GPA 0 0.0% マスコミ報道 2 3.3% 主な資格試験 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0%

主な資格試験 0 0.0% 論文・学会発表 0 0.0% 卒業生アンケート 1 1.7% 国家公務員試験 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0%

JABEE認定 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0%

学生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0%

文学系学部 法学系学部 工学系学部 理学系学部 医学系学部

（表3）現況調査表（学部・部局別）

実数 割合 備考

総数 193 100.0%

卒業者数・率 95 49.2% 例示項目

単位取得状況 53 27.5% 例示項目

その他資格 52 26.9% 例示項目

教員資格 48 24.9% 例示項目

修業年限 45 23.3%

主な資格試験 40 20.7% 例示項目

指導上の取組 31 16.1% プロセス

留年者 28 14.5%

受賞歴 27 14.0% 例示項目

退学者 27 14.0%

進級状況 21 10.9% 例示項目

大学院への進学者 21 10.9%

JABEE認定 17 8.8% プロセス

成績の状況 16 8.3%

論文・学会発表 15 7.8%

休学者 13 6.7%

成績評価方法・基 12 6.2% プロセス

就職者数・率 8 4.1%

TOEFL等英語試験 7 3.6%

雇用者アンケート 7 3.6%

GPA 6 3.1%

独自の学習支援 5 2.6% プロセス

特色ある科目等 4 2.1% プロセス

卒業生アンケート 4 2.1%

学生の活動事例 2 1.0%

地方公務員試験 2 1.0%

国家公務員試験 2 1.0%

学生アンケート 1 0.5%

マスコミ報道 0 0.0%

（表4）現況分析結果（学部・全体）
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の他資格」の採用の割合が高い。また、医学系では、特に「主な資格」（医師国家試験）が

非常に高い（88.1%）。プロセスに関する項目は全体的には低いが、工学系・理学系では高

い。例示項目でない項目では、「留年者」が全てで多く、「修業年限」は、法学系以外で高

い。「大学院への進学者数・率」は、法学系・工学系・理学系で多い。  

 
4.3 現況調査表・現況分析結果の記述に関するまと

め 
現況調査表と現況分析結果の記述と比較すると、

集中傾向が見られる。20%以上の割合を示した項目

数は、現況調査表 13 に対して、現況分析結果 6 と

なり、全体的に割合も低い。このことから、現況分

析結果からは課題が分かりにくく、改善に役立て難

いと言える。  
また、現況分析結果では、例示項目でない項目も

一定程度採用されている。このことは、大学および

社会にとって評価の基準・資料が明確に示されてお

らず、透明性・公平性の確保の点で課題があると言

える。 
 
５．研究科段階における教育成果に関する記述につ

いて 
5.1 現況調査表の記述について  
5.1.1 全体の傾向（表 6） 
 最も割合が高いのは、例示項目である「学位取得

者数・率」（77.0%）である。  
しかし、2 番目に高いのは、例示項目でない「論

文・学会発表」（77.6%）であり、同様に例示項目で

ない「標準修業年限」も記述の割合が多い。  
また、プロセスに関する項目では、学部同様「指

導上の取組」（32.2%）の割合が高いことに加え、研

究科は、「学位審査基準・方法」も一定割合みられる。  

     

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

総数 36 100.0% 総数 20 100.0% 総数 60 100.0% 総数 35 100.0% 総数 42 100.0%

卒業者数・率 20 55.6% 卒業者数・率 9 45.0% 卒業者数・率 34 56.7% 卒業者数・率 20 57.1% 主な資格試験 37 88.1%

教員資格 20 55.6% 単位取得状況 8 40.0% 修業年限 17 28.3% 教員資格 13 37.1% 卒業者数・率 12 28.6%

その他資格 18 50.0% その他資格 7 35.0% JABEE認定 15 25.0% 単位取得状況 12 34.3% その他資格 10 23.8%

単位取得状況 15 41.7% 大学院への進学者 4 20.0% 単位取得状況 13 21.7% 修業年限 10 28.6% 進級状況 7 16.7%

修業年限 12 33.3% 主な資格試験 3 15.0% 受賞歴 13 21.7% その他資格 9 25.7% 単位取得状況 5 11.9%

退学者 12 33.3% 教員資格 3 15.0% 教員資格 12 20.0% 指導上の取組 9 25.7% 修業年限 5 11.9%

留年者 7 19.4% 指導上の取組 3 15.0% 指導上の取組 12 20.0% 進級状況 7 20.0% 留年者 5 11.9%

成績の状況 7 19.4% 成績の状況 3 15.0% 論文・学会発表 12 20.0% 留年者 6 17.1% 受賞歴 4 9.5%

休学者 6 16.7% 国家公務員試験 2 10.0% 退学者 10 16.7% 大学院への進学者 5 14.3% 成績評価方法・基準 4 9.5%

受賞歴 5 13.9% 就職者数・率 2 10.0% 大学院への進学者 10 16.7% 受賞歴 4 11.4% 指導上の取組 2 4.8%

指導上の取組 5 13.9% 受賞歴 1 5.0% 留年者 9 15.0% 退学者 4 11.4% 独自の学習支援 2 4.8%

雇用者アンケート 4 11.1% 独自の学習支援 1 5.0% その他資格 8 13.3% 論文・学会発表 3 8.6% GPA 2 4.8%

卒業生アンケート 3 8.3% 成績評価方法・基準 1 5.0% 進級状況 6 10.0% JABEE認定 2 5.7% 雇用者アンケート 2 4.8%

就職者数・率 2 5.6% 修業年限 1 5.0% 成績の状況 5 8.3% 成績評価方法・基準 2 5.7% 特色ある科目等 1 2.4%

進級状況 1 2.8% 留年者 1 5.0% 成績評価方法・基準 4 6.7% TOEFL等英語試験 2 5.7% 退学者 1 2.4%

独自の学習支援 1 2.8% 休学者 1 5.0% 休学者 4 6.7% 休学者 1 2.9% 休学者 1 2.4%

成績評価方法・基準 1 2.8% 地方公務員試験 1 5.0% 特色ある科目等 3 5.0% 成績の状況 1 2.9% TOEFL等英語試験 1 2.4%

GPA 1 2.8% 学生アンケート 1 5.0% TOEFL等英語試験 3 5.0% GPA 1 2.9% 就職者数・率 1 2.4%

学生の活動事例 1 2.8% 進級状況 0 0.0% GPA 2 3.3% 地方公務員試験 1 2.9% 大学院への進学者 1 2.4%

TOEFL等英語試験 1 2.8% 特色ある科目等 0 0.0% 就職者数・率 2 3.3% 就職者数・率 1 2.9% 教員資格 0 0.0%

大学院への進学者 1 2.8% JABEE認定 0 0.0% 独自の学習支援 1 1.7% 主な資格試験 0 0.0% JABEE認定 0 0.0%

主な資格試験 0 0.0% 退学者 0 0.0% 学生の活動事例 1 1.7% 特色ある科目等 0 0.0% 成績の状況 0 0.0%

特色ある科目等 0 0.0% GPA 0 0.0% 卒業生アンケート 1 1.7% 独自の学習支援 0 0.0% 論文・学会発表 0 0.0%

JABEE認定 0 0.0% 論文・学会発表 0 0.0% 雇用者アンケート 1 1.7% 学生の活動事例 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0%

論文・学会発表 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0%

地方公務員試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0%

国家公務員試験 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0%

学生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0%

マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0%

（表5）現況分析結果（学部・部局別）

文学系学部 法学系学部 工学系学部 理学系学部 医学系学部

実数 割合 備考

総計 174 100.0%

学位取得者数・率 134 77.0% 例示項目

論文・学会発表 133 76.4%

修了者数・率 115 66.1% 例示項目

受賞歴 104 59.8% 例示項目

標準修業年限 75 43.1%

指導上の取組 56 32.2% プロセス

単位取得状況 54 31.0% 例示項目

学位審査基準・方法 48 27.6% プロセス

留年者 43 24.7%

教員資格 37 21.3% 例示項目

休学者 34 19.5%

退学者 29 16.7%

成績評価方法・基準 21 12.1% プロセス

その他資格 19 10.9% 例示項目

成績の状況 18 10.3%

研究費獲得 18 10.3%

短期修了者 17 9.8%

大学院への進学者 17 9.8%

独自の学習支援 15 8.6% プロセス

学術振興会特別研究 15 8.6%

就職者数・率 15 8.6%

特色ある科目等 11 6.3% プロセス

知的財産 9 5.2%

TOEFL等英語試験 8 4.6%

学生の活動事例 7 4.0%

修了生アンケート 7 4.0%

主な資格試験 5 2.9% 例示項目

進級状況 4 2.3% 例示項目

国家公務員試験 4 2.3%

雇用者アンケート 4 2.3%

マスコミ報道 3 1.7%

学生アンケート 2 1.1%

JABEE認定 1 0.6% プロセス

GPA 1 0.6%

地方公務員試験 1 0.6%

（表6）現況調査表（研究科・全体）



- 100 - 
 

さらに、学部と比較すると、「受賞歴」（59.8%）の割合が高く、研究科では、学生の教

育の成果として一定以上の水準が重視されていることが伺える。  
 なお、研究科は、学部と比較して、上位の項目にやや集中傾向がある。学部よりも、教

育の成果を示す指標に関して、認識の差が少ないことが伺える。  

 
5.1.2 分野別の傾向（表 7） 

全体として、例示項目の記述の割合が高く、特に

学部と比較すると、法学系以外で、「受賞歴」が高い。  
例示項目でない項目については、「論文・学会発表」

の割合が非常に高い。また、法学系では「大学院へ

の進学者数・率」が高く、理学系では「学術振興会

特別研究員」が高い。  
プロセスに関する項目については、学部よりも低

いものの、「指導上の取り組み」は一定割合あり、工

学系・理学系・医学系で高い。  
 
5.2 現況分析結果における記述について  
5.2.1 全体の傾向（表 8） 

上位には、例示項目である「学位取得者数・率」

（47.1%）などが多数あり、評価者が基本的に例示

項目を現況分析結果に記述していることが伺える。  
しかし、最も多いのは、現況調査表と同様、例示

項目ではない「論文・学会発表」（55.2％）であった。 
また、「受賞歴」（37.4%）が高く、一定以上の水

準を重視していることが伺える。  
プロセスに関する項目は、現況調査表と同様、学

部より低いが、「指導上の取組」（9.8%）・「学位審査

基準・方法」（9.2%）が一定割合見られる。ただし、

「指導上の取組」の割合は、学部（16.1％）と比較

　 　 　 　 　

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合
総数 35 100.0% 総数 11 100.0% 総数 59 100.0% 総数 34 100.0% 総数 35 100.0%

学位取得者数・率 29 82.9% 修了者数・率 10 90.9% 受賞歴 45 76.3% 学位取得者数・率 27 79.4% 論文・学会発表 35 100.0%

論文・学会発表 26 74.3% 学位取得者数・率 8 72.7% 学位取得者数・率 42 71.2% 論文・学会発表 27 79.4% 学位取得者数・率 28 80.0%

修了者数・率 22 62.9% 論文・学会発表 6 54.5% 論文・学会発表 39 66.1% 受賞歴 24 70.6% 修了者数・率 27 77.1%

教員資格 16 45.7% 単位取得状況 4 36.4% 修了者数・率 36 61.0% 修了者数・率 20 58.8% 受賞歴 22 62.9%

標準修業年限 15 42.9% 学位審査基準・方法 4 36.4% 標準修業年限 28 47.5% 標準修業年限 14 41.2% 学位審査基準・方法 18 51.4%

単位取得状況 11 31.4% 主な資格試験 3 27.3% 単位取得状況 21 35.6% 指導上の取組 12 35.3% 標準修業年限 15 42.9%

受賞歴 11 31.4% 指導上の取組 3 27.3% 指導上の取組 19 32.2% 単位取得状況 11 32.4% 指導上の取組 13 37.1%

留年者 11 31.4% 標準修業年限 3 27.3% 留年者 18 30.5% 学位審査基準・方法 10 29.4% 短期修了者 10 28.6%

指導上の取組 9 25.7% 受賞歴 2 18.2% 退学者 14 23.7% 教員資格 8 23.5% 単位取得状況 7 20.0%

学位審査基準・方法 9 25.7% 成績評価方法・基準 2 18.2% 教員資格 13 22.0% 学術振興会特別研 8 23.5% 留年者 6 17.1%

休学者 9 25.7% 大学院への進学者 2 18.2% 休学者 13 22.0% 留年者 7 20.6% 研究費獲得 6 17.1%

その他資格 8 22.9% 独自の学習支援 1 9.1% 成績評価方法・基準 9 15.3% 休学者 6 17.6% 休学者 5 14.3%

退学者 7 20.0% 退学者 1 9.1% 成績の状況 9 15.3% 短期修了者 4 11.8% 成績評価方法・基準 4 11.4%

研究費獲得 5 14.3% 留年者 1 9.1% その他資格 7 11.9% 成績評価方法・基準 3 8.8% 退学者 4 11.4%

特色ある科目等 4 11.4% 休学者 1 9.1% 独自の学習支援 7 11.9% 退学者 3 8.8% 就職者数・率 4 11.4%

成績の状況 4 11.4% 成績の状況 1 9.1% 学位審査基準・方法 7 11.9% 研究費獲得 3 8.8% その他資格 3 8.6%

独自の学習支援 3 8.6% 就職者数・率 1 9.1% 大学院への進学者数・ 6 10.2% 知的財産 3 8.8% 知的財産 3 8.6%

成績評価方法・基準 3 8.6% 修了生アンケート 1 9.1% TOEFL等英語試験 5 8.5% 学生の活動事例 3 8.8% 学術振興会特別研究 3 8.6%

就職者数・率 3 8.6% 進級状況 0 0.0% 特色ある科目等 4 6.8% 就職者数・率 3 8.8% 大学院への進学者 3 8.6%

大学院への進学者 3 8.6% 教員資格 0 0.0% 研究費獲得 4 6.8% 大学院への進学者 3 8.8% 独自の学習支援 2 5.7%

学術振興会特別研究 2 5.7% その他資格 0 0.0% 就職者数・率 4 6.8% 進級状況 2 5.9% 成績の状況 2 5.7%

マスコミ報道 2 5.7% 特色ある科目等 0 0.0% 短期修了者 3 5.1% 特色ある科目等 2 5.9% 修了生アンケート 2 5.7%

進級状況 1 2.9% JABEE認定 0 0.0% 知的財産 3 5.1% 独自の学習支援 2 5.9% 主な資格試験 1 2.9%

主な資格試験 1 2.9% 短期修了者 0 0.0% 学生の活動事例 3 5.1% 成績の状況 2 5.9% 特色ある科目等 1 2.9%

学生の活動事例 1 2.9% GPA 0 0.0% 国家公務員試験 2 3.4% 修了生アンケート 2 5.9% 国家公務員試験 1 2.9%

TOEFL等英語試験 1 2.9% 研究費獲得 0 0.0% 学術振興会特別研究 2 3.4% その他資格 1 2.9% TOEFL等英語試験 1 2.9%

雇用者アンケート 1 2.9% 知的財産 0 0.0% 修了生アンケート 2 3.4% 地方公務員試験 1 2.9% 学生アンケート 1 2.9%

JABEE認定 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0% 雇用者アンケート 2 3.4% 国家公務員試験 1 2.9% 進級状況 0 0.0%

短期修了者 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 進級状況 1 1.7% TOEFL等英語試験 1 2.9% 教員資格 0 0.0%

GPA 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% JABEE認定 1 1.7% 雇用者アンケート 1 2.9% JABEE認定 0 0.0%

知的財産 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% GPA 1 1.7% 主な資格試験 0 0.0% GPA 0 0.0%

地方公務員試験 0 0.0% 学術振興会特別研究 0 0.0% 学生アンケート 1 1.7% JABEE認定 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0%

国家公務員試験 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% マスコミ報道 1 1.7% GPA 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0%

学生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0%

修了生アンケート 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0%

（表7）現況調査表（研究科・部局別）

文学系研究科 法学系研究科 工学系研究科 理学系研究科 医学系研究科

実数 割合 備考

総数 174 100.0%
論文・学会発表 96 55.2%
学位取得者数・率 82 47.1% 例示項目

受賞歴 65 37.4% 例示項目

修了者数・率 60 34.5% 例示項目

標準修業年限 35 20.1%
単位取得状況 23 13.2% 例示項目

指導上の取組 17 9.8% プロセス

留年者 17 9.8%
学位審査基準・方 16 9.2% プロセス

休学者 15 8.6%
教員資格 11 6.3% 例示項目

その他資格 9 5.2% 例示項目

学術振興会特別研 9 5.2%
退学者 8 4.6%
大学院への進学者 8 4.6%
短期修了者 6 3.4%
就職者数・率 6 3.4%
研究費獲得 5 2.9%
学生アンケート 4 2.3%
独自の学習支援 3 1.7% プロセス

成績の状況 3 1.7%
特色ある科目等 2 1.1% プロセス

知的財産 2 1.1%
成績評価方法・基 1 0.6% プロセス

進級状況 1 0.6% 例示項目

主な資格試験 1 0.6% 例示項目

学生の活動事例 1 0.6%
国家公務員試験 1 0.6%
TOEFL等英語試験 1 0.6%
修了生アンケート 1 0.6%
雇用者アンケート 1 0.6%
JABEE認定 0 0.0% プロセス

GPA 0 0.0%
地方公務員試験 0 0.0%
マスコミ報道 0 0.0%

（表8）現況分析結果（研究科・全体）
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すると、約半分であった。  
 
5.2.2 分野別の傾向（表 9） 
 例示項目については、「受賞歴」が、特に理系で高い。  

例示項目ではない項目については、「論文・学会発表」が多く採用されており、特に、

理学系、医学系では、一番の採用割合であった。また、プロセスに関する項目では、「指導

上の取り組み」は、学部より少ないものの、工学系・理学系で一定程度見られる。例示項

目でない項目では、「学術振興会特別研究員」が理学系・工学系で多い。  

 
 
5.3 現況調査表・現況分析結果の記述に関するまとめ  

学部と同様に、現況分析結果は、現況調査表と比較して、項目に集中傾向がみられる。

現況調査表と現況分析結果の記述と比較すると、20%以上の割合の項目数は、現況調査表

10 に対して、現況分析結果 5 となり、また、全体的に割合も低い。現況分析結果からは、

課題が分かりにくく、改善に役立て難いと言える。  
項目の内容面では、学部と同様に、傾向はほぼ一致している。しかし、個別の項目ごと

に見ると、現況分析結果において最も割合が高いのは、現況調査表では 2 番目に割合が高

く、例示項目でない「論文・学会発表」であった。この点、大学と大学評価・学位授与機

構の認識の差は少ないものの、評価の透明性・公平性の確保の観点からは課題がある。  
また、「受賞歴」、「学術振興会特別研究員」の割合が高く、学部よりも、一定以上の水

準を重視していることが指摘できる。  
 
６．「期待される水準を上回る」以上の評価を得た大学について  
6.1 分析の意義 
 学部・研究科単位での法人評価は、各学部・研究科に対する「関係者の期待」が評価

基準とされており、分析項目及びそれを構成する観点ごとに、上から「期待される水準

を大きく上回る」、「期待される水準を上回る」、「期待される水準にある」、「期待される

水準を下回る」の 4 段階で評価される。「期待される水準にある」が標準であり、「期待

される水準を上回る」以上が高い評価とされる。  

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

総数 35 100.0% 総数 11 100.0% 総数 59 100.0% 総数 34 100.0% 総数 35 100.0%

学位取得者数・率 20 57.1% 修了者数・率 8 72.7% 受賞歴 35 59.3% 論文・学会発表 23 67.6% 論文・学会発表 26 74.3%

修了者数・率 13 37.1% 単位取得状況 3 27.3% 論文・学会発表 31 52.5% 学位取得者数・率 18 52.9% 学位取得者数・率 17 48.6%

論文・学会発表 13 37.1% 学位取得者数・率 3 27.3% 学位取得者数・率 24 40.7% 受賞歴 15 44.1% 修了者数・率 12 34.3%

単位取得状況 7 20.0% 論文・学会発表 3 27.3% 修了者数・率 22 37.3% 修了者数・率 5 14.7% 受賞歴 9 25.7%

教員資格 7 20.0% 主な資格試験 1 9.1% 標準修業年限 16 27.1% 標準修業年限 5 14.7% 標準修業年限 7 20.0%

休学者 7 20.0% 指導上の取組 1 9.1% 留年者 9 15.3% 単位取得状況 4 11.8% 学位審査基準・方法 6 17.1%

受賞歴 6 17.1% 学位審査基準・方法 1 9.1% 指導上の取組 7 11.9% 指導上の取組 4 11.8% 単位取得状況 4 11.4%

標準修業年限 6 17.1% 標準修業年限 1 9.1% 単位取得状況 5 8.5% 留年者 4 11.8% 短期修了者 3 8.6%

留年者 4 11.4% 就職者数・率 1 9.1% その他資格 5 8.5% 学術振興会特別研究 4 11.8% 学術振興会特別研究 3 8.6%

その他資格 3 8.6% 大学院への進学者数・ 1 9.1% 休学者 5 8.5% 休学者 3 8.8% 指導上の取組 2 5.7%

指導上の取組 3 8.6% 進級状況 0 0.0% 学位審査基準・方法 4 6.8% 教員資格 2 5.9% 就職者数・率 2 5.7%

学位審査基準・方法 3 8.6% 受賞歴 0 0.0% 短期修了者 3 5.1% 学位審査基準・方法 2 5.9% 特色ある科目等 1 2.9%

退学者 3 8.6% 教員資格 0 0.0% 退学者 3 5.1% 退学者 2 5.9% 独自の学習支援 1 2.9%

研究費獲得 3 8.6% その他資格 0 0.0% 成績の状況 3 5.1% その他資格 1 2.9% 研究費獲得 1 2.9%

大学院への進学者 3 8.6% 特色ある科目等 0 0.0% 学生アンケート 3 5.1% 特色ある科目等 1 2.9% 知的財産 1 2.9%

独自の学習支援 1 2.9% 独自の学習支援 0 0.0% 教員資格 2 3.4% 国家公務員試験 1 2.9% TOEFL等英語試験 1 2.9%

就職者数・率 1 2.9% JABEE認定 0 0.0% 学術振興会特別研究 2 3.4% 大学院への進学者 1 2.9% 大学院への進学者 1 2.9%

修了生アンケート 1 2.9% 成績評価方法・基準 0 0.0% 就職者数・率 2 3.4% 学生アンケート 1 2.9% 進級状況 0 0.0%

雇用者アンケート 1 2.9% 短期修了者 0 0.0% 大学院への進学者 2 3.4% 進級状況 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0%

進級状況 0 0.0% 退学者 0 0.0% 進級状況 1 1.7% 主な資格試験 0 0.0% 教員資格 0 0.0%

主な資格試験 0 0.0% 留年者 0 0.0% 独自の学習支援 1 1.7% 独自の学習支援 0 0.0% その他資格 0 0.0%

特色ある科目等 0 0.0% 休学者 0 0.0% 成績評価方法・基準 1 1.7% JABEE認定 0 0.0% JABEE認定 0 0.0%

JABEE認定 0 0.0% 成績の状況 0 0.0% 研究費獲得 1 1.7% 成績評価方法・基準 0 0.0% 成績評価方法・基準 0 0.0%

成績評価方法・基準 0 0.0% GPA 0 0.0% 知的財産 1 1.7% 短期修了者 0 0.0% 退学者 0 0.0%

短期修了者 0 0.0% 研究費獲得 0 0.0% 学生の活動事例 1 1.7% 成績の状況 0 0.0% 留年者 0 0.0%

成績の状況 0 0.0% 知的財産 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0% GPA 0 0.0% 休学者 0 0.0%

GPA 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0% 特色ある科目等 0 0.0% 研究費獲得 0 0.0% 成績の状況 0 0.0%

知的財産 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% JABEE認定 0 0.0% 知的財産 0 0.0% GPA 0 0.0%

学生の活動事例 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% GPA 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0%

地方公務員試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0%

国家公務員試験 0 0.0% 学術振興会特別研究 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0%

TOEFL等英語試験 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0%

学術振興会特別研究 0 0.0% 修了生アンケート 0 0.0% 修了生アンケート 0 0.0% 修了生アンケート 0 0.0% 修了生アンケート 0 0.0%

学生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0%

マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0%

理学系研究科 医学系研究科

（表9）現況分析結果（研究科・部局別）

文学系研究科 法学系研究科 工学系研究科
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 では、分析対象とした「Ⅱ分析項目ごとの水準の判断」の「分析項目Ⅳ学業の成果」

における「観点学生が身に付けた学力や資質・能力」において、「期待される水準を上回

る」以上の高い評価を得た国立大学の「現況調査表」の記述にはどのような特徴が見ら

れるか、また、大学評価・学位授与が「期待される水準を上回る」以上の高い評価をし

た「現況分析結果」の記述にはどのような特徴が見られるのであろうか。  
以下では、「期待する水準を上回る」以上の高い評価を得た大学について、これまでみ

てきた全体の傾向との比較を行う。  
6.2 学部の現況調査表及び現況分析結果の記述について  
6.2.1 全体の傾向 

現況調査表（表 10）及び現況分析結果（表 11）とも、例示項目の割合は、全体の傾向

はほぼ一致する。  
しかし、プロセスに関する項目は、やや高い。例えば、「指導上の取組」は、現況調査

表では、全体 39.4%に対して 42.9％、現況分析結果では、全体 16.1%に対して 18.4%とな

っている。また、「特色ある科目等」、「独自の学習支援」が、割合は低いものの、全体の傾

向と比較すると高い。  
例示項目でない項目では、「大学院への進学」が、現況調査表では全体（17.1%）よりも

低い（20.4%）ものの、現況分析結果では、全体（10.9%）よりも 16.3%と高くなってい

る。 

 
 
6.2.2 分野別の傾向 
 プロセスに関する項目である「指導上の取組」は、現況調査表では、いずれの部局も一

定割合の記述があった。他方、現況分析結果では割合は低いものの、法学系学部（33.3%）・

実数 割合 備考

総数 49 100.0%

卒業者数・率 38 77.6% 例示項目

単位取得状況 27 55.1% 例示項目

指導上の取組 21 42.9% プロセス

修業年限 21 42.9%

教員資格 19 38.8% 例示項目

留年者 19 38.8%

その他資格 18 36.7% 例示項目

受賞歴 17 34.7% 例示項目

進級状況 16 32.7% 例示項目

成績の状況 16 32.7%

退学者 15 30.6%

主な資格試験 11 22.4% 例示項目

成績評価方法・基準 10 20.4% プロセス

休学者 10 20.4%

大学院への進学者 10 20.4%

独自の学習支援 9 18.4% プロセス

論文・学会発表 9 18.4%

特色ある科目等 8 16.3% プロセス

JABEE認定 8 16.3% プロセス

就職者数・率 8 16.3%

GPA 5 10.2%

TOEFL等英語試験 5 10.2%

学生の活動事例 4 8.2%

国家公務員試験 4 8.2%

雇用者アンケート 4 8.2%

地方公務員試験 2 4.1%

学生アンケート 2 4.1%

卒業生アンケート 2 4.1%

マスコミ報道 2 4.1%

（表10）現況調査表（良い評価・学部・全体） （表11）現況分析結果（良い評価・学部・全体）

実数 割合 備考

総数 49 100.0%

卒業者数・率 20 40.8% 例示項目

修業年限 16 32.7%

単位取得状況 13 26.5% 例示項目

指導上の取組 9 18.4% プロセス

主な資格試験 9 18.4% 例示項目

その他資格 9 18.4% 例示項目

退学者 8 16.3%

留年者 8 16.3%

大学院への進学者 8 16.3%

教員資格 6 12.2% 例示項目

受賞歴 5 10.2% 例示項目

雇用者アンケート 5 10.2%

JABEE認定 4 8.2% プロセス

成績の状況 4 8.2%

特色ある科目等 3 6.1% プロセス

独自の学習支援 3 6.1% プロセス

休学者 3 6.1%

GPA 3 6.1%

TOEFL等英語試験 3 6.1%

卒業生アンケート 3 6.1%

成績評価方法・基準 2 4.1% プロセス

論文・学会発表 2 4.1%

国家公務員試験 2 4.1%

就職者数・率 2 4.1%

進級状況 1 2.0% 例示項目

学生の活動事例 1 2.0%

地方公務員試験 1 2.0%

学生アンケート 1 2.0%

マスコミ報道 0 0.0%
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工学系学部（33.3%）では、全体の傾向と比較して割合が高かった。なお、医学系学部で

は記述はなかった。  
 現況分析結果について、個別の分野別において特徴的な項目としては、文学系学部では

「教員資格」（50.0%）、法学系学部では「国家公務員試験」（33.3%）、「地方公務員試験」

（16.7%）、工学系学部では「JABEE 認定」（26.7%）、医学系学部では「主な資格試験（医

師国家試験）」（80.0%）、「その他の資格」（80.0%）の割合が高かった。  

 
 
6.2.3 まとめ 

以上からは、「期待される水準を上回る」以上の評価を得た大学は、「卒業者数・割合」

などの例示項目によって基本的なデータを提示しつつも、プロセスに関する項目により、

自らの特色に関する説明も追加していることが伺える。  
 
6.3 研究科の現況調査表及び現況分析結果の記述について  
6.3.1 全体の傾向 
 現況調査表では、上位の傾向は、全体とほぼ同じであった。ただ、全体では 2 位（76.4%）

であった「論文・学会発表」が 1 位（85.4%）となり、その割合も高かった。また、「受賞

（表12）現況調査表（良い評価・学部・分野別）

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

総数 8 100.0% 総数 6 100.0% 総数 15 100.0% 総数 10 100.0% 総数 10 100.0%

卒業者数・率 6 75.0% 卒業者数・率 5 83.3% 卒業者数・率 13 86.7% 卒業者数・率 10 100.0% 主な資格試験 8 80.0%

単位取得状況 6 75.0% 単位取得状況 5 83.3% 指導上の取組 9 60.0% 教員資格 8 80.0% その他資格 8 80.0%

教員資格 6 75.0% 指導上の取組 4 66.7% 単位取得状況 8 53.3% 修業年限 8 80.0% 卒業者数・率 4 40.0%

退学者 6 75.0% 留年者 4 66.7% JABEE認定 8 53.3% 単位取得状況 7 70.0% 進級状況 3 30.0%

留年者 4 50.0% 受賞歴 3 50.0% 修業年限 8 53.3% 進級状況 4 40.0% 受賞歴 3 30.0%

受賞歴 3 37.5% 主な資格試験 3 50.0% 進級状況 7 46.7% その他資格 4 40.0% 留年者 3 30.0%

その他資格 3 37.5% 成績の状況 3 50.0% 受賞歴 5 33.3% 指導上の取組 4 40.0% 特色ある科目等 2 20.0%

指導上の取組 3 37.5% 進級状況 2 33.3% 成績評価方法・基準 5 33.3% 成績の状況 4 40.0% 独自の学習支援 2 20.0%

修業年限 3 37.5% 国家公務員試験 2 33.3% 留年者 5 33.3% 論文・学会発表 4 40.0% 成績評価方法・基準 2 20.0%

休学者 3 37.5% 大学院への進学者 2 33.3% 成績の状況 5 33.3% 受賞歴 3 30.0% 退学者 2 20.0%

成績の状況 3 37.5% 教員資格 1 16.7% 特色ある科目等 4 26.7% 退学者 3 30.0% 単位取得状況 1 10.0%

論文・学会発表 3 37.5% その他資格 1 16.7% 就職者数・率 4 26.7% 留年者 3 30.0% 教員資格 1 10.0%

独自の学習支援 2 25.0% 特色ある科目等 1 16.7% 大学院への進学者 4 26.7% 休学者 3 30.0% 指導上の取組 1 10.0%

学生の活動事例 2 25.0% 独自の学習支援 1 16.7% 教員資格 3 20.0% 大学院への進学者 3 30.0% 修業年限 1 10.0%

就職者数・率 2 25.0% 成績評価方法・基準 1 16.7% 独自の学習支援 3 20.0% 成績評価方法・基準 2 20.0% 休学者 1 10.0%

GPA 1 12.5% 修業年限 1 16.7% 退学者 3 20.0% 就職者数・率 2 20.0% 成績の状況 1 10.0%

地方公務員試験 1 12.5% 退学者 1 16.7% GPA 3 20.0% 特色ある科目等 1 10.0% 論文・学会発表 1 10.0%

国家公務員試験 1 12.5% 休学者 1 16.7% TOEFL等英語試験 3 20.0% 独自の学習支援 1 10.0% TOEFL等英語試験 1 10.0%

TOEFL等英語試験 1 12.5% 地方公務員試験 1 16.7% その他資格 2 13.3% GPA 1 10.0% 雇用者アンケート 1 10.0%

大学院への進学者 1 12.5% JABEE認定 0 0.0% 休学者 2 13.3% 学生アンケート 1 10.0% JABEE認定 0 0.0%

卒業生アンケート 1 12.5% GPA 0 0.0% 学生の活動事例 2 13.3% 主な資格試験 0 0.0% GPA 0 0.0%

雇用者アンケート 1 12.5% 論文・学会発表 0 0.0% 雇用者アンケート 2 13.3% JABEE認定 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0%

マスコミ報道 1 12.5% 学生の活動事例 0 0.0% 論文・学会発表 1 6.7% 学生の活動事例 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0%

進級状況 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% 国家公務員試験 1 6.7% 地方公務員試験 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0%

主な資格試験 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0% 学生アンケート 1 6.7% 国家公務員試験 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0%

特色ある科目等 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 卒業生アンケート 1 6.7% TOEFL等英語試験 0 0.0% 大学院への進学者 0 0.0%

JABEE認定 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0% マスコミ報道 1 6.7% 卒業生アンケート 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0%

成績評価方法・基準 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0%

学生アンケート 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0%

（表13）現況分析結果（良い評価・学部・分野別）

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

総数 8 100.0% 総数 6 100.0% 総数 15 100.0% 総数 10 100.0% 総数 10 100.0%

単位取得状況 5 62.5% 単位取得状況 2 33.3% 卒業者数・率 7 46.7% 卒業者数・率 8 80.0% 主な資格試験 8 80.0%

教員資格 4 50.0% その他資格 2 33.3% 修業年限 7 46.7% 修業年限 6 60.0% その他資格 3 30.0%

退学者 4 50.0% 指導上の取組 2 33.3% 指導上の取組 5 33.3% 単位取得状況 3 30.0% 留年者 2 20.0%

卒業者数・率 3 37.5% 国家公務員試験 2 33.3% JABEE認定 4 26.7% 教員資格 2 20.0% 卒業者数・率 1 10.0%

留年者 3 37.5% 大学院への進学者 2 33.3% 大学院への進学者 4 26.7% その他資格 2 20.0% 単位取得状況 1 10.0%

雇用者アンケート 3 37.5% 卒業者数・率 1 16.7% 留年者 3 20.0% 退学者 2 20.0% 受賞歴 1 10.0%

受賞歴 2 25.0% 主な資格試験 1 16.7% 単位取得状況 2 13.3% 大学院への進学者 2 20.0% 特色ある科目等 1 10.0%

その他資格 2 25.0% 成績の状況 1 16.7% 受賞歴 2 13.3% 進級状況 1 10.0% 独自の学習支援 1 10.0%

修業年限 2 25.0% 地方公務員試験 1 16.7% 特色ある科目等 2 13.3% 指導上の取組 1 10.0% 修業年限 1 10.0%

成績の状況 2 25.0% 学生アンケート 1 16.7% TOEFL等英語試験 2 13.3% 成績評価方法・基準 1 10.0% 退学者 1 10.0%

卒業生アンケート 2 25.0% 進級状況 0 0.0% 独自の学習支援 1 6.7% 休学者 1 10.0% 雇用者アンケート 1 10.0%

指導上の取組 1 12.5% 受賞歴 0 0.0% 成績評価方法・基準 1 6.7% GPA 1 10.0% 進級状況 0 0.0%

独自の学習支援 1 12.5% 教員資格 0 0.0% 退学者 1 6.7% 論文・学会発表 1 10.0% 教員資格 0 0.0%

休学者 1 12.5% 特色ある科目等 0 0.0% 休学者 1 6.7% 受賞歴 0 0.0% 指導上の取組 0 0.0%

GPA 1 12.5% 独自の学習支援 0 0.0% 成績の状況 1 6.7% 主な資格試験 0 0.0% JABEE認定 0 0.0%

TOEFL等英語試験 1 12.5% JABEE認定 0 0.0% GPA 1 6.7% 特色ある科目等 0 0.0% 成績評価方法・基準 0 0.0%

就職者数・率 1 12.5% 成績評価方法・基準 0 0.0% 論文・学会発表 1 6.7% 独自の学習支援 0 0.0% 休学者 0 0.0%

進級状況 0 0.0% 修業年限 0 0.0% 学生の活動事例 1 6.7% JABEE認定 0 0.0% 成績の状況 0 0.0%

主な資格試験 0 0.0% 退学者 0 0.0% 就職者数・率 1 6.7% 留年者 0 0.0% GPA 0 0.0%

特色ある科目等 0 0.0% 留年者 0 0.0% 卒業生アンケート 1 6.7% 成績の状況 0 0.0% 論文・学会発表 0 0.0%

JABEE認定 0 0.0% 休学者 0 0.0% 雇用者アンケート 1 6.7% 学生の活動事例 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0%

成績評価方法・基準 0 0.0% GPA 0 0.0% 進級状況 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0%

論文・学会発表 0 0.0% 論文・学会発表 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0%

学生の活動事例 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0% 教員資格 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0%

地方公務員試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% その他資格 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0%

国家公務員試験 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 大学院への進学者 0 0.0%

大学院への進学者 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0%

学生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 卒業生アンケート 0 0.0%

マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0%

理学系学部 医学系学部

文学系学部 法学系学部 工学系学部 理学系学部 医学系学部

文学系学部 法学系学部 工学系学部
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歴」（68.3%）も全体（59.8%）と比較して割合が高い。さらに、例示項目でない「学術振

興会特別研究員」も割合が高く、大学としては、教育の成果の水準の高さと特色をより強

調していることが伺える。  
現況分析結果では、「受賞歴」（51.2%）は、全体（37.4%）と比較して高い。 
例示項目でない「論文・学会発表」（82.9%）は、全体（55.2%）と比較して非常に高い。

また、「学術振興会特別研究員」（17.1%）も、全体（9.2%）よりも高い。  
他方、プロセスに関する項目では、「指導上の取組」（4.9%）は、全体（9.8%）と比較し

て低いが、「学位取得基準・方法」（12.2%）は、全体（9.2%）よりも高い。  
なお、「修了者数・率」は、現況調査表と比較して割合が低かった。上記の「論文・学

会発表」、「受賞歴」、「学術振興会特別研究員」を一定以上の水準の資料とすると、基本的

な項目としての位置づけと思われる。  

 
 
6.3.2 分野別の傾向 

現況調査表及び現況分析結果に共通して、「論文・学会発表」は、いずれの部局でも採

用の割合が高い。「論文・学会発表」に、「学位取得者数・率」、「受賞歴」を加えた 3 項目

が、すべての分野に共通した記述の 3 本柱と言える。  
理学系・医学系では、現況調査表及び現況分析結果に共通して、「学術振興会特別研究

員」の記述の割合が高い。  

実数 割合 備考

総数 41 100.0%

論文・学会発表 35 85.4%

学位取得者数・率 32 78.0% 例示項目

受賞歴 28 68.3% 例示項目

標準修業年限 25 61.0%

修了者数・率 22 53.7% 例示項目

指導上の取組 11 26.8% プロセス

学位審査基準・方法 11 26.8% プロセス

研究費獲得 9 22.0%

単位取得状況 8 19.5% 例示項目

教員資格 6 14.6% 例示項目

留年者 6 14.6%

学術振興会特別研究 6 14.6%

その他資格 5 12.2% 例示項目

TOEFL等英語試験 5 12.2%

大学院への進学者数・ 5 12.2%

特色ある科目等 4 9.8% プロセス

短期修了者 4 9.8%

退学者 3 7.3%

成績の状況 3 7.3%

学生の活動事例 3 7.3%

休学者 2 4.9%

国家公務員試験 2 4.9%

就職者数・率 2 4.9%

雇用者アンケート 2 4.9%

独自の学習支援 1 2.4% プロセス

成績評価方法・基準 1 2.4% プロセス

知的財産 1 2.4%

学生アンケート 1 2.4%

修了生アンケート 1 2.4%

マスコミ報道 1 2.4%

進級状況 0 0.0% 例示項目

主な資格試験 0 0.0% 例示項目

JABEE認定 0 0.0% プロセス

GPA 0 0.0%

地方公務員試験 0 0.0%

（表14）現況調査表（良い評価・研究科・全体） （表15）現況分析結果（良い評価・研究科・全体）

実数 割合 備考
総数 41 100.0%

論文・学会発表 34 82.9%

学位取得者数・率 21 51.2% 例示項目

受賞歴 21 51.2% 例示項目

標準修業年限 13 31.7%

修了者数・率 9 22.0% 例示項目

学術振興会特別研究 7 17.1%

学位審査基準・方法 5 12.2% プロセス

教員資格 3 7.3% 例示項目

その他資格 3 7.3% 例示項目

指導上の取組 2 4.9% プロセス

短期修了者 2 4.9%

留年者 2 4.9%

研究費獲得 2 4.9%

大学院への進学者数・ 2 4.9%

学生アンケート 2 4.9%

単位取得状況 1 2.4% 例示項目

特色ある科目等 1 2.4% プロセス

独自の学習支援 1 2.4% プロセス

成績評価方法・基準 1 2.4% プロセス

退学者 1 2.4%

休学者 1 2.4%

成績の状況 1 2.4%

TOEFL等英語試験 1 2.4%

進級状況 0 0.0% 例示項目

主な資格試験 0 0.0% 例示項目

JABEE認定 0 0.0% プロセス

GPA 0 0.0%

知的財産 0 0.0%

学生の活動事例 0 0.0%

地方公務員試験 0 0.0%

国家公務員試験 0 0.0%

就職者数・率 0 0.0%

修了生アンケート 0 0.0%

雇用者アンケート 0 0.0%

マスコミ報道 0 0.0%
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 なお、法学系には、「期待される水準を上回る」以上の評価に該当する研究科はなかった。  

 

 
6.3.3 まとめ 
 現況調査表については、「期待される水準を上回る」以上の評価を得た大学は、共通して

必要な教育の成果を示す例示項目を提示した上で、「論文・学会発表」、「受賞歴」等の一定

上の水準を示す項目を提示していることが伺える。  
現況分析結果では、学部と比較しても、プロセスに関する項目は割合が低い。大学院レ

ベルの教育では、プロセスに関する項目は評価の根拠として採用されにくかったことが伺

える。この点、今後の現況調査表及び現況分析結果の見直しにも影響を受けるが、基本デ

ータとして共通して必要な教育の成果をきちんと提示しつつも、教育の成果の高い水準及

び特色を示す項目を提示することが重要と言える。  
 

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合

総数 8 100.0% 総数 0 総数 13 100.0% 総数 10 100.0% 総数 10 100.0%

学位取得者数・率 7 87.5% 修了者数・率 0 受賞歴 12 92.3% 学位取得者数・率 8 80.0% 論文・学会発表 10 100.0%

標準修業年限 7 87.5% 単位取得状況 0 学位取得者数・率 10 76.9% 論文・学会発表 8 80.0% 学位取得者数・率 7 70.0%

論文・学会発表 7 87.5% 進級状況 0 標準修業年限 10 76.9% 受賞歴 6 60.0% 修了者数・率 5 50.0%

受賞歴 5 62.5% 学位取得者数・率 0 論文・学会発表 10 76.9% 修了者数・率 4 40.0% 受賞歴 5 50.0%

教員資格 5 62.5% 受賞歴 0 修了者数・率 9 69.2% 学位審査基準・方法 4 40.0% 学位審査基準・方法 4 40.0%

修了者数・率 4 50.0% 主な資格試験 0 単位取得状況 3 23.1% 標準修業年限 4 40.0% 標準修業年限 4 40.0%

単位取得状況 4 50.0% 教員資格 0 指導上の取組 2 15.4% 学術振興会特別研究 4 40.0% 指導上の取組 3 30.0%

指導上の取組 4 50.0% その他資格 0 特色ある科目等 2 15.4% 指導上の取組 2 20.0% 短期修了者 2 20.0%

研究費獲得 3 37.5% 指導上の取組 0 学位審査基準・方法 2 15.4% 研究費獲得 2 20.0% 留年者 2 20.0%

その他資格 2 25.0% 特色ある科目等 0 留年者 2 15.4% 単位取得状況 1 10.0% 研究費獲得 2 20.0%

退学者 2 25.0% 独自の学習支援 0 成績の状況 2 15.4% 教員資格 1 10.0% 大学院への進学者 2 20.0%

留年者 2 25.0% JABEE認定 0 研究費獲得 2 15.4% その他資格 1 10.0% その他資格 1 10.0%

特色ある科目等 1 12.5% 成績評価方法・基準 0 TOEFL等英語試験 2 15.4% 短期修了者 1 10.0% 特色ある科目等 1 10.0%

学位審査基準・方法 1 12.5% 学位審査基準・方法 0 雇用者アンケート 2 15.4% 知的財産 1 10.0% 独自の学習支援 1 10.0%

休学者 1 12.5% 短期修了者 0 その他資格 1 7.7% 学生の活動事例 1 10.0% 退学者 1 10.0%

成績の状況 1 12.5% 標準修業年限 0 成績評価方法・基準 1 7.7% TOEFL等英語試験 1 10.0% 国家公務員試験 1 10.0%

学生の活動事例 1 12.5% 退学者 0 短期修了者 1 7.7% 就職者数・率 1 10.0% TOEFL等英語試験 1 10.0%

TOEFL等英語試験 1 12.5% 留年者 0 休学者 1 7.7% 大学院への進学者 1 10.0% 学術振興会特別研究 1 10.0%

大学院への進学者数・ 1 12.5% 休学者 0 学生の活動事例 1 7.7% 進級状況 0 0.0% 単位取得状況 0 0.0%

進級状況 0 0.0% 成績の状況 0 国家公務員試験 1 7.7% 主な資格試験 0 0.0% 進級状況 0 0.0%

主な資格試験 0 0.0% GPA 0 学術振興会特別研究 1 7.7% 特色ある科目等 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0%

独自の学習支援 0 0.0% 論文・学会発表 0 就職者数・率 1 7.7% 独自の学習支援 0 0.0% 教員資格 0 0.0%

JABEE認定 0 0.0% 研究費獲得 0 大学院への進学者 1 7.7% JABEE認定 0 0.0% JABEE認定 0 0.0%

成績評価方法・基準 0 0.0% 知的財産 0 学生アンケート 1 7.7% 成績評価方法・基準 0 0.0% 成績評価方法・基準 0 0.0%

短期修了者 0 0.0% 学生の活動事例 0 修了生アンケート 1 7.7% 退学者 0 0.0% 休学者 0 0.0%

GPA 0 0.0% 地方公務員試験 0 マスコミ報道 1 7.7% 留年者 0 0.0% 成績の状況 0 0.0%

知的財産 0 0.0% 国家公務員試験 0 進級状況 0 0.0% 休学者 0 0.0% GPA 0 0.0%

地方公務員試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 主な資格試験 0 0.0% 成績の状況 0 0.0% 知的財産 0 0.0%

国家公務員試験 0 0.0% 学術振興会特別研究 0 教員資格 0 0.0% GPA 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0%

学術振興会特別研究 0 0.0% 就職者数・率 0 独自の学習支援 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0%

就職者数・率 0 0.0% 大学院への進学者 0 JABEE認定 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0%

学生アンケート 0 0.0% 学生アンケート 0 退学者 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0%

修了生アンケート 0 0.0% 修了生アンケート 0 GPA 0 0.0% 修了生アンケート 0 0.0% 修了生アンケート 0 0.0%

雇用者アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 知的財産 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0%

マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 地方公務員試験 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0%

（表17）現況分析結果（良い評価・研究科・分野別）

実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合 実数 割合
総数 8 100.0% 総数 0 総数 13 100.0% 総数 10 100.0% 総数 10 100.0%

 修了者数・率 0 受賞歴 10 76.9% 論文・学会発表 8 80.0% 論文・学会発表 9 90.0%

論文・学会発表 7 87.5% 単位取得状況 0 論文・学会発表 10 76.9% 学位取得者数・率 6 60.0% 学位取得者数・率 5 50.0%

受賞歴 4 50.0% 進級状況 0 学位取得者数・率 7 53.8% 受賞歴 4 40.0% 受賞歴 3 30.0%

修了者数・率 3 37.5% 学位取得者数・率 0 標準修業年限 6 46.2% 学術振興会特別研究 4 40.0% 学位審査基準・方法 3 30.0%

学位取得者数・率 3 37.5% 受賞歴 0 修了者数・率 4 30.8% 標準修業年限 2 20.0% 標準修業年限 2 20.0%

教員資格 3 37.5% 主な資格試験 0 学生アンケート 2 15.4% 修了者数・率 1 10.0% 学術振興会特別研究 2 20.0%

標準修業年限 3 37.5% 教員資格 0 その他資格 1 7.7% その他資格 1 10.0% 修了者数・率 1 10.0%

指導上の取組 2 25.0% その他資格 0 成績評価方法・基準 1 7.7% 学位審査基準・方法 1 10.0% 特色ある科目等 1 10.0%

研究費獲得 2 25.0% 指導上の取組 0 学位審査基準・方法 1 7.7% 単位取得状況 0 0.0% 独自の学習支援 1 10.0%

単位取得状況 1 12.5% 特色ある科目等 0 短期修了者 1 7.7% 進級状況 0 0.0% 短期修了者 1 10.0%

その他資格 1 12.5% 独自の学習支援 0 留年者 1 7.7% 主な資格試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 1 10.0%

退学者 1 12.5% JABEE認定 0 休学者 1 7.7% 教員資格 0 0.0% 単位取得状況 0 0.0%

留年者 1 12.5% 成績評価方法・基準 0 成績の状況 1 7.7% 指導上の取組 0 0.0% 進級状況 0 0.0%

大学院への進学者数・ 1 12.5% 学位審査基準・方法 0 学術振興会特別研究 1 7.7% 特色ある科目等 0 0.0% 主な資格試験 0 0.0%

進級状況 0 0.0% 短期修了者 0 大学院への進学者 1 7.7% 独自の学習支援 0 0.0% 教員資格 0 0.0%

主な資格試験 0 0.0% 標準修業年限 0 単位取得状況 0 0.0% JABEE認定 0 0.0% その他資格 0 0.0%

特色ある科目等 0 0.0% 退学者 0 進級状況 0 0.0% 成績評価方法・基準 0 0.0% 指導上の取組 0 0.0%

独自の学習支援 0 0.0% 留年者 0 主な資格試験 0 0.0% 短期修了者 0 0.0% JABEE認定 0 0.0%

JABEE認定 0 0.0% 休学者 0 教員資格 0 0.0% 退学者 0 0.0% 成績評価方法・基準 0 0.0%

成績評価方法・基準 0 0.0% 成績の状況 0 指導上の取組 0 0.0% 留年者 0 0.0% 退学者 0 0.0%

学位審査基準・方法 0 0.0% GPA 0 特色ある科目等 0 0.0% 休学者 0 0.0% 留年者 0 0.0%

短期修了者 0 0.0% 論文・学会発表 0 独自の学習支援 0 0.0% 成績の状況 0 0.0% 休学者 0 0.0%

休学者 0 0.0% 研究費獲得 0 JABEE認定 0 0.0% GPA 0 0.0% 成績の状況 0 0.0%

成績の状況 0 0.0% 知的財産 0 退学者 0 0.0% 研究費獲得 0 0.0% GPA 0 0.0%

GPA 0 0.0% 学生の活動事例 0 GPA 0 0.0% 知的財産 0 0.0% 研究費獲得 0 0.0%

知的財産 0 0.0% 地方公務員試験 0 研究費獲得 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0% 知的財産 0 0.0%

学生の活動事例 0 0.0% 国家公務員試験 0 知的財産 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0% 学生の活動事例 0 0.0%

地方公務員試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 学生の活動事例 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0% 地方公務員試験 0 0.0%

国家公務員試験 0 0.0% 学術振興会特別研究 0 地方公務員試験 0 0.0% TOEFL等英語試験 0 0.0% 国家公務員試験 0 0.0%

TOEFL等英語試験 0 0.0% 就職者数・率 0 国家公務員試験 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0% 就職者数・率 0 0.0%

学術振興会特別研究 0 0.0% 大学院への進学者 0 TOEFL等英語試験 0 0.0% 大学院への進学者 0 0.0% 大学院への進学者 0 0.0%

就職者数・率 0 0.0% 学生アンケート 0 就職者数・率 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0% 学生アンケート 0 0.0%

学生アンケート 0 0.0% 修了生アンケート 0 修了生アンケート 0 0.0% 修了生アンケート 0 0.0% 修了生アンケート 0 0.0%

修了生アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 雇用者アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0% 雇用者アンケート 0 0.0%

雇用者アンケート 0 0.0% マスコミ報道 0 マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0% マスコミ報道 0 0.0%

法学系研究科 工学系研究科

（表16）現況調査表（良い評価・研究科・分野別）

医学系研究科

理学系研究科 医学系研究科

文学系研究科 法学系研究科 理学系研究科工学系研究科

文学系研究科
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７．教育の成果を示すための記述項目数と評価結果  
 本節では、法人評価実施過程において、各大学が現況調査表において把握・提示する教

育の成果に関する記述項目と、大学評価学位授与機構が現況分析結果において採用する記

述項目及び、それに基づく評定との関係を、量的な側面から分析する。  
 法人評価では、各大学が作成する現況調査表に基づいて現況分析が行われ、それぞれの

取組について評定が付される。現況調査表は、当該項目についての記述及び、その記述を

根拠づける資料（根拠資料）によって構成されているが、全ての記述について根拠資料が

添付されているわけではない。本稿では、教育の成果についての現況を示す記述の件数を、

根拠資料が添付されているものに限定してカウントしている。すなわち、単に「教育の成

果が上がっている」という記述のみならず、それを何らかのデータをもって示している場

合のみを記述項目として扱っている。このような記述や根拠資料は各大学が作成した現況

調査表においてどの程度提出され、大学評価・学位授与機構の作成する現況分析結果にお

いてどの程度評価の基礎資料として採用され、評定にはどのように関係しているのだろう

か。 
 まず、各大学が現況調査表において提出する記述項目数及び大学評価・学位授与機構が

現況分析結果における評価の基礎資料として採用する記述項目数を見てみよう。表 18 は、

提出・採用される記述項目数の平均値を、表 19 は提出項目数と採用項目数の相関を示し

たものである。  
表 18. 記述項目数の平均値  

 

 
 

表 19. 提出項目数と採用項目数の相関  

 
 学部段階では、提出数については医学系学部と文学系学部、理学系学部のあいだに有意

な差が見られた（一元配置の多重比較：p<0.05）。医学系の学部は教育の目的が比較的明

確な分、他の学部よりも焦点を絞って記述を限定的にしている可能性が考えられる。  
 大学院段階では、提出数については理学系研究科及び工学系研究科が最も高く、法学系

研究科が最も低い値となっているが、平均値に有意な差（p<0.05）は見られなかった。医

学系研究科が他の研究科に比して低い値であるのは、上記と同様の可能性が考えられるが、

法学系研究科の値の低さについて、当該データから解釈することには限界がある。  
 また、採用項目数は提出項目数の約半分の値であることが、全体的な傾向として見られ

る。評価実施過程において根拠資料の取捨選択が生じる、または、紙幅の都合上、全ての

記述に触れる事が出来ないのは当然のことではあるが、個別大学の負担軽減や、効率性の

医学系学部 理学系学部 工学系学部 文学系学部 法学系学部

提出項目数 5.5 6.9 6.5 7.1 6.3

採用項目数 2.4 3.1 3.1 3.8 2.4

医学系研究科 理学系研究科 工学系研究科 文学系研究科 法学系研究科

提出項目数 5.4 6.3 6.3 6.2 4.9

採用項目数 2.2 2.7 3.1 2.9 2.1

相関係数

**.�� 相関係数は�� 1%�� 水準で有意�� (両側)�� 。

学部 研究科

0.436** 0.458**
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観点からすれば、有効な根拠資料や取捨選択の基準の明確化が今後重要な課題となろう。  
 次に、これらの現況調査表における記述項目数が評定に与える影響を分析する。上記で

は、提出・採用について、記述項目の平均数を示したが、項目数という量的な変数は、評

定に影響を与えるだろうか。  
 表 20 は、学部及び研究科の現況調査表における記述項目数、大学評価・学位授与機構

が現況分析において採用した項目数、及び評定（期待される水準を大きく上回る=4、期待

される水準を上回る=3、期待される水準にある=2、期待される水準を下回る=1 とした）

の相関係数を示している。  
表 20. 記述項目数と評定の関係  

 
 

 学部の全体的な状況では、提出項目数及び採用項目数の両方で、評定との有意な相関は

見られなかったが、研究科の全体的な状況では採用項目数と評定との間に有意な相関

（p<0.05）が見られた。 
 上記では、全体的な状況について概観したが、次に、記述項目数と評定の関係について、

学部別・研究科別の状況について見てみよう。表 21 及び表 22 は学部別・研究科別の記述

項目数と評定との関係について示した相関係数である。  
表 21. 学部毎の記述項目数と評定の関係  

 
 

表 22. 研究科毎の記述項目数と評定の関係  

 
 学部段階においては、全ての学部において、提出項目数及び採用項目数の両方で、評定

との有意な相関は見られなかった。提出項目数と採用項目数との関係については、医学系

学部と工学系学部において有意な相関（医学系 p<0.01）が見られたが、その他の学部では

見られなかった。  
 大学院段階においては、医学系研究科と文学系研究科において、採用項目数と評定との

間に有意な相関（医学系：p<0.05、文学系：p<0.01）が見られたが、その他の研究科につ

いては見られなかった。提出項目と、採用項目の間には、法学系研究科以外の研究科で有

意な相関（医・理・工学系：p<0.01、文学系：p<0.05）が見られた。 
 以上のように、提出項目数−評定、採用項目数−評定、提出項目数−採用項目数の間には

有意な相関が見られる場合と見られない場合が散在しており、必ずしも資料を多く提出す

れば採用可能性が上がるというわけではない。上記の分析結果は、仮に記述する項目数が

多かったとしても、そもそも当該項目の状態が高い水準になければ、良い評定が得られる

提出項目数 採用項目数 提出項目数 採用項目数

評定 0.115 0.004 -0.054 0.178*

*.�� 相関係数は�� 5%�� 水準で有意�� (両側)�� 。

学部 研究科

提出項目数 採用項目数 提出項目数 採用項目数 提出項目数 採用項目数 提出項目数 採用項目数 提出項目数 採用項目数

評定 -0.241 -0.129 0.198 -0.018 0.247 0.039 0.237 0.192 0.177 -0.034

文学系 法学系医学系 理学系 工学系

提出資料数 採用資料数 提出資料数 採用資料数 提出資料数 採用資料数 提出資料数 採用資料数 提出資料数 採用資料数

評定 -0.015 0.350* -0.286 0.011 -0.015 0.233 0.273 0.466** .a .a

**.�� 相関係数は�� 1%�� 水準で有意�� (両側)�� 。*.�� 相関係数は�� 5%�� 水準で有意�� (両側)�� 。

法学系医学系 理学系 工学系 文学系
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わけではなく、記述項目数が少なくとも、高い評定を得られる可能性を示唆している。事

実、本稿では分析の対象から除外しているが、記述に対する根拠資料が極端に少ない、あ

るいは全くない場合でも「期待される水準を上回る」との評定を付されているケースが散

見された。少ない根拠資料で高評価を得ている場合は、内容面での卓越性や効率的な記述

がなされている可能性が考えられる。しかし、根拠資料不在にも関わらず、高評価を得て

いる場合、当該大学の威信が評価の根拠として想定される。社会へ対する説明責任の履行

という制度趣旨に鑑みれば、今後、この点についての詳細な検証、研究の深化が求められ

よう。 
 上記では、記述項目数という量的な側面から現状を分析した。各大学が提出する記述項

目を起点にすると、記述数を増加させることが、必ずしも良い評定に結びつくわけではな

い事がわかる。そのため、提出する資料が示す大学の現況が高い水準にあることが重要で

ある。一方で、効率性や負担を考えれば、各大学が現況調査表において提出する項目と、

大学評価・学位授与機構が現況分析結果における評価の基礎資料として採用する項目が課

題となろう。そこで、次節では連関規則分析を行い、提出項目と採用項目の内容的な関連

性を分析する。  
 
８．提出項目と採用項目の関係  
 多くの第三者評価が、自己点検・評価と外部評価の二重構造をとっているように、国立

大学法人評価も、各大学の自己点検・評価に加えて、大学評価・学位授与機構による評価

が行われる。制度全体の分析としては、個別大学の取組である自己点検・評価活動に加え

て、評価側への検証も必要である。そこで、ここでは、提出した根拠資料の内容と採用さ

れる根拠資料の内容的な合致度、—すなわち、例えば個別大学が「卒業・修了状況」を記述

項目として提出した場合、「卒業・修了状況」に基づいて評定が付されたか否か—について

連関規則を援用して分析を行う。  
 連関規則とは、ある事象 X と Y の連関（association）を分析するための手法であり、

通常 X⇒Y のように表記される。本稿では X を各大学が現況調査表において提出する記述

項目の集合、Y を大学評価・学位授与機構が現況分析結果における評価の基礎資料として

採用する記述項目の集合とした。 
 表 23、24 は連関規則分析の結果を示したものである。support は X と Y が同時に出現

する割合、confidence は、X を条件とした時 Y が出現する割合である。lift とは改善率と

呼ばれ、連関規則分析においては、通常 lift>1.0 の場合、X と Y に連関があるとする i。 
表 23. 学部における提出−採用の合致度  

 
 

表 24. 研究科における提出−採用の合致度  

X Y support confidence lift

{院進学} => {院進学} 0.098 0.576 5.556

{資格試験} => {資格試験} 0.202 0.886 4.386

{教員資格} => {教員資格} 0.249 0.558 2.244

{卒業状況} => {卒業状況} 0.482 0.612 1.270
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 学部においては、4 つの項目が、大学が記述する現況調査表と大学評価・学位授与機構

の現況分析結果の両方に出現した。各大学が現況調査表において提示する項目と大学評価

学位授与機構の現況分析結果において採用された項目が同時に出現する割合は、4 項目と

も 50％以下である。一方、各大学が提出する項目を条件とした時、当該項目が採用される

割合は資格試験を除いて約 60％となっており、高い割合にあると言える。  
 研究科においては、3 つの項目が、両方で出現している。項目が同時に出現する割合は、

論文学会が 50％程度で、それ以外の項目は 50％以下となっている。Confidence は 60％〜

70％と高い割合にあると言える。  
 しかしながら、そもそも、学部において 4 項目、研究科において 3 項目と少数の項目が

低い割合で同時に出現しており、個別大学が提示する記述と、大学評価・学位授与機構が

現況分析結果において記述する項目が合致するケースは少ないと言える。また、

confidence60〜70％は、30〜40％の割合で各大学が提出した項目が採用されていないこと

を示している。さらに、大学側が提示していない記述に基づいて評定が付されている場合

も存在しており、根拠資料・データに基づいて評価が行われているとは言い難い状況にあ

る。 
 評価の効率性・実質性や社会へ対する説明責任の観点から、根拠資料・データに基づい

て、透明性の高い評価を目指すのであれば、自己点検・評価と外部評価の整合性が、今後

一層検討されなければならないだろう。  
 
９．おわりに  
 本稿では、国立大学法人評価における現況調査表及び現況分析における記述の分析を通

じて、教育の成果の記述に関する評価者と大学側の現状と課題を探ってきた。  
9.1 評価者側の課題について  
 現況分析結果の目的は、①中期目標の達成状況評価を実施する際に参照する、②次期の

中期目標・中期計画の検討に資する、③社会への説明責任を果たす、である（大学評価・

学位授与機構 2009a）。 
 ②の目的からは、課題の明確化が求められるが、現況分析結果の記述は、現況調査表と

比較して少なく、具体的な課題まで記載されていない。制度等の制約はあろうが、改善に

資する評価の実現のために、大学の課題及び段階判断の理由などを具体的に明記すること

を検討すべきである。  
 ③の目的からは、評価の透明性・公平性が確保されていることが要請されるが、本稿の

現況調査表・現況分析結果の記述の分析からは、学部・研究科または分野ごとによる法人

評価の項目の採用や評価の基準は、大まかにしか読み取ることはできなかった。  
また、このことは、前記のアンケート調査でも指摘されているが、大学にとって何が必

要な情報か不明なことが、多くの情報を収集させ、結果的に評価に係るコストを増加させ

る可能性もある。  
大学ごとの特色の尊重の観点から、評価の項目の選定に関する大学の裁量も必要である。

X Y support confidence lift

{受賞歴} => {受賞歴} 0.354 0.615 1.740

{学位状況} => {学位状況} 0.436 0.590 1.334

{論文学会} => {論文学会} 0.519 0.707 1.333
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しかし、法人評価の目的を達成する上では一定の工夫が必要である。現況調査表の作成に

関して、教育の成果を示すために、共通して必要な項目とともに、学部・研究科ごとに、

その水準・特色を反映できる項目を提示することが必要である。また、分野ごとの特性か

ら、教育のプロセスを持って教育の成果を説明したいというニーズを踏まえて、教育のプ

ロセスに関する項目の例示、現況調査表の教育のプロセスに関する他の分析項目の引用方

法の提示など、対応を検討すべきである。  
 
9.2 大学側の課題について 
 本稿の分析から、評価結果と現況調査票に記述した項目数とは関連していないことが明

らかになった。  
 大学側としては、教育の成果を示す際には、やみくもに大量のデータを収集し、現況調

査票に記述するという姿勢ではなく、その水準の高さと特色をどのような項目をもって示

すのか、を明確にしたうえで、項目の関連性を意識しつつ、を記述することが重要である。  
 
9.3 まとめ 
 本稿における指摘の多くは、大学評価・学位授与機構の実施したアンケート調査（「国立

大学法人及び大学共同利用機関法人における教育研究の状況についての評価」に関する検

証結果報告書（平成 21 年 12 月））の分析と共通する点が多く、大学・評価者の主観的な

認識を、現況調査表及び現況分析結果の記述の分析を通じて客観的なデータで裏付ける形

となった。 
本稿が、大学にとっては現況調査表の作成等の評価作業の参考に、また、評価に対する

徒労感を払拭し、大学および社会にとって意義のある評価を実現する観点からの評価制度

の改善の一助になれば幸いである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 lift とは、項目 X（例えば院進学）の出現を条件としない時の項目 Y（院進学）の出現割合

に対する confidence の割合であり、次式で表される。  
 

𝑙𝑖𝑓𝑡(𝑋 ⇒ 𝑌) =
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑋 ⇒ 𝑌)

𝑌の出現割合
 

 
lift 値が 1.0 ということは、X を付しても付さなくても Y の出現割合は変わらないことを意味

し、X と Y は統計的に独立であることを意味する。  
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第３節 わが国の大学における全学単位での同窓会の現状について－全学同窓会の規約の

分析を中心に－ 

 

１．はじめに 

 現在、わが国の大学は、18 歳人口の減少、グローバル化の進展などの大きな環境変化に

加えて、国等による支援も削減の方向にあり、厳しい経営環境に置かれている。このよう

な状況において、国公私立を問わず、大学を支える存在としての同窓会への期待が高まっ

ている。 

大学の同窓会は、構成員の帰属単位から、全学単位の同窓会(以下、「全学同窓会」。)と、

部局等の単位の同窓会(以下、「部局等同窓会」。)に分けられる。後者は、一般に小規模で

活動の方向も様々なため、現在、大学側から期待されているのは、主に前者の全学同窓会

である。このため、大学としては、今後、全学同窓会との連携・協力のあり方の検討を進

めるべきだが、現時点では、前提とすべき全学同窓会の状況が明らかになっていない。こ

のため、本稿では、全学同窓会の規約・規定等を素材として、その有無、活動方針、会員

等の全体的な状況を明らかにすることとする。本稿が全学同窓会に関する検討の一助とな

れば幸いである。 

 

２．先行研究について 

 まず、天野(2000)は、日本の大学における同窓会の創生期から現在までの歴史的経緯を

分析しているが、2004 年の国立大学の法人化以後の状況は検討の対象となっていない。ま

た、石(2000)、長島(2000)、山崎(2000)など有力な大学同窓会の事例研究はあるものの、

全体的な状況を調査したものはない。また、高田(2011)は、全学同窓会の規約等を対象と

する調査を行っているが、調査対象は国立大学法人に限られている。さらに、山田(2008)、

江原(2009)など米国の同窓会の研究から得られた知見を基にわが国の同窓会のあり方を論

ずる研究が見られるものの、国公私立大学を視野に入れた全学同窓会の現状に焦点を当て

た先行研究は、管見の限り見あたらなかった。 

 

３．調査の枠組み 

以上を踏まえ、本稿では、わが国の国公私立大学を対象として、全学同窓会の有無、活

動状況、会員等に関する調査を行った。 

分析の対象は、高田(2011)の手法を踏まえて、全学同窓会の規約・規定(社団法人は定

款。以下、「規約等」。)とし、各大学の全学同窓会の HP から収集を行った(収集日 国立大

学：平成 23 月８月１日～同月 10 日。公立大学：平成 23 年７月 22 日～同年８月１日 私

立大学：平成 23 年６月１日～同年８月１日。)。 
なお、各大学の全学同窓会の HP から規約等を収集という手法については限界はあるが、

大多和（2000）、古田（2007）、高杉・河内（2007）等の指摘のように、現在では、同窓会

にとって、インターネットが情報提供・ネットワーク形成等に極めて重要な役割を果たし

ており、データの信頼性が一定程度確保されていると判断して採用した。 

分析は、「同じ学校の出身者が集まった組織」という同窓会の一般的な性格(広辞苑第５

版)、及び、天野(2000)の分析を踏まえて、全学同窓会の目的・事業・会員の資格など基本

的な性格について行った。 

 

４．全体の概況 
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（1）全学同窓会に関する全体的な状況 

全学同窓会の存在が確認できた大学は、国立大学 86 中 66(76.6%)、公立大学 77 中

57(74.0%)、私立大学 600 中 458(76.3%)であり、国公私立大学とも、70%以上であった(表

１)。 

 

また、上記の大学中、全学同窓会の規約等が把握できた全学同窓会は、国立大学 53、公

立大学 40、私立大学 216 であった。このため、以下の全学同窓会の目的等の分析では、規

約等の存在・内容を把握できた上記全学同窓会を対象とする。 

 

（2）法人格の取得の状況 

法人格の取得には、登記が可能になること等、組織としての活動を継続する上で大きな

メリットがある。しかし、規約等が把握できた全学同窓会中のうち、法人格を取得してい

る全学同窓会は、国立大学 10(18.9%)、公立大学 0(0.0%)、私立大学 16(7.4%)にとどまっ

た(表２)。 

 

この原因としては、法人格を取得している同窓会は、その 92.3%(26 中 24)が 1960 年以

前の設立であったことから考えると、従来の公益法人の設立の際、公益性、活動実績、財

産的・組織的な基礎等の厳しい要件が求められていたことが原因と思われる。ただ、近年、

一般社団法人・一般財団法人の設立が比較的容易に認められるようになったことから、今

後、法人格を取得する全学同窓会の増加が予想される。 

 

５．全学同窓会の設立時期 

 全学同窓会の設立数を設立時期別に示したものが、以下の表３及びグラフ１である。な

お、グラフ１では、中長期的な傾向を把握する観点から、2010～2011 年の２年間のデータ

は割愛している(以下、本稿のグラフについて、同じ取り扱いとする。)。 

また、全学同窓会の設立時期は、原則として規約等により確認したが、法人の場合は、

法人格取得以前の活動実績があると推測されることから、同窓会として活動を開始した年

次を HP で確認した。 

数 割合 数 割合 数 割合

総数 86 100.0% 77 100.0% 600 100.0%

全学同窓会のある大学 66 76.7% 57 74.0% 458 76.3%

（内数）規約等が把握でき

た全学同窓会
53 61.6% 40 51.9% 216 36.0%

（表1）全学同窓会に関する全体的な状況
公立大学 私立大学国立大学

数 割合 数 割合 数 割合

規約等が把握できた全学

同窓会総数
53 100.0% 40 100.0% 216 100.0%

法人格の取得数 11 20.8% 0 0.0% 11 5.1%

（表2）法人格を取得している全学同窓会

国立大学 公立大学 私立大学
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（グラフ 1 全学同窓会の設置数） 

（１）国立大学の場合 

国立大学では、1873 年以降、53 の全学同窓会が設立されている。そのうち、2000 年以

降に約半数の 26(49.1％)、特に、2004年の法人化以降には 22(41.5％)が設立されている(表

３)。 

設立年代別にみると、当初の 100 年間で設立された全学同窓会 14 中 13(92.9%）が単科

大学もしくは女子大学であった(他 1 は筑波大学だが、1973 年以前は、単科大である東京

教育大学であった。)。元来、同窓会は卒業生の親睦のための組織であり、構成員に大学へ

の帰属意識が求められることを踏まえると、帰属意識を比較的形成しやすい単科大学・女

子大学で当初全学同窓会が結成された状況が伺える。 

他方、法人化以降に全学同窓会が設立された 22 大学では、21(95.5%)が総合大学であっ

た。総合大学では、帰属意識を形成しやすい部局同窓会が先行して結成されたこと等によ

り、法人化前は、「学部単位の壁をこえることができずにいる国立大学が、ほとんど」(天

野 2000)であったが、近年、法人化への対応のため、変化している状況が伺える。 

 

（２）私立大学の場合 

私立大学では、1885 年以降、216 の全学同窓会が設立されている。設立年代別にみると、

1950 年代に増加し始め、1970 年代に急激に増加した結果、1950 年以降 192 大学(88.8%)が

設立されている(表３)。 

 ただ、私立大学は、国立大学とは異なり、大学自体の設立時期が様々であり、単純に比

較できない。このため、多くの大学の同窓会に関する Web ページにおいて、同窓会結成の

契機として、大学設立後最初の卒業生を出す時期、および、経営環境の変化への対応、が

掲げられている点に着目して、本稿では、①「大学設立５年目以内の設立」を大学設立後

最初の卒業生を出す時期の設立、②「大学設立６年目以降の設立」を経営環境の変化への

対応のための設立とみなして、分けて示したのがグラフ２である。 

設立数 割合 設立数 割合 設立数 割合

1870～1879年 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0%
1880～1889年 0 0.0% 0 0.0% 3 1.4%
1890～1899年 1 1.9% 0 0.0% 3 1.4%
1900～1909年 2 3.8% 0 0.0% 2 0.9%
1910～1919年 4 7.5% 0 0.0% 1 0.5%
1920～1929年 1 1.9% 1 2.5% 5 2.3%
1930～1939年 1 1.9% 0 0.0% 7 3.2%
1940～1949年 0 0.0% 1 2.5% 2 0.9%
1950～1959年 2 3.8% 4 10.0% 17 7.9%
1960～1969年 2 3.8% 1 2.5% 20 9.3%
1970～1979年 2 3.8% 3 7.5% 35 16.2%
1980～1989年 5 9.4% 2 5.0% 28 13.0%
1990～1999年 6 11.3% 8 20.0% 29 13.4%
2000～2009年 26 49.1% 20 50.0% 56 25.9%
2010～2011年 0 0.0% 0 0.0% 7 3.2%

不明 0 0.0% 0 0.0% 1 0.5%
合計 53 100.0% 40 100.0% 216 100.0%

法人化以後 22 41.5% － － － －

国立大学 公立大学

（表3）全学同窓会の設立時期
私立大学
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（グラフ２ 大学設置年と同窓会設置年（私立大学）） 

グラフ２を見ると、設立数が 1960 年代以降増加し始めるとともに、1970 年代に「大学

設立後６年目以降」の設立、すなわち、経営環境の変化への対応を目的とすると思われる

設立数が増加している。この時期は、多くの私立大学が大学進学者の急増に対応するため、

施設設備の拡充を行っていた時期であり（両角 2005）、財務面での支援を期待したためと

推測される。また、2000 年以降、再び大きく増加しているが、これは、この時期に顕在化

した冒頭で述べた 18 歳人口の減少等の環境変化に対応するため、と推測される。 

 

（３）公立大学の場合 

公立大学では、1927 年以降現在までに 40 の同窓会が設立されている。設立年代別にみ

ると、1990 年以降増加し始め、2000 年代以降に急激に増加している(表３)。但し、公立大

学は、私立大学と同様、設立時期にばらつきがあるため、私立大学と同様、①大学設立５

年目以内の設立、②大学設立６年目以降の設立、を分けて示した(グラフ３)。 

 

（グラフ３ 大学設置年と同窓会設置年（公立大学）） 

 

グラフ３では、設立数が、1990 年代以降増加し始めるとともに、2000 年代以降は「大

学設立後６年目以降」の設立、すなわち、経営環境の変化への対応を目的とすると思われ

る設立数が増加している。この時期は、公立大学の法人化が行われ始めた時期であり、国

立大学と同様、法人化への対応のために、同窓会が設立されたと推測される。 

 

６．全学同窓会の目的 

（１）分析の視点 

 天野(2000)は、法人化以前の時点であるが、同窓会の役割として、①親睦団体、②大学
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の支援団体、③大学の事実上の設置運営主体、④専門家・同業者団体、⑤啓蒙団体・学術

団体の５つを指摘している。 

この点を踏まえつつ、本稿では、規約等に規定された目的について、上記①親睦団体の

性格を示す目的として「会員の親睦」、上記②大学の支援団体の性格を示す目的として「大

学の発展」、上記⑤啓蒙・学術団体の性格を示す目的として「社会貢献」の３つに整理した

上で、法人化後の全学同窓会の役割の変化を把握する観点から、適宜、経年変化に関する

分析を行った(表４)。 

 

なお、目的規定の具体例としては、親睦団体の性格を示す目的は、「会員相互並びに同

窓会相互の親睦・情報交換」等、大学の支援団体の性格を示す目的は、「大学の発展に寄与」

等、啓蒙・学術団体の性格を示す目的は、「社会に貢献」等である。また、大学の事実上の

設置運営主体、専門家・同業者団体を示す目的は、規約等の規定にはなかった。この点、

慶應義塾大学「三田会」（長島 2000)等、企業や職域単位で構成された同窓会を構成員や連

携団体とする事例はあるものの、全学同窓会自体の規約には、専門家・同業者団体を示す

目的はなかった。 

 

（２）「会員の親睦」について 

 「会員の親睦」に関する目的は、国立・公立大学では 100.0%、私立大学も 97.7%で規定

されており、共通した目的と言える。 

 

（３）「大学の発展」について 

 「大学の発展」に関する目的は、国公私立大学の大部分で規定されているが、国立大学

はやや低い 86.8％(53 中 46)であった。ただ、設立年代別にみると、国立大学にも、近年

増加傾向がみられる。特に、法人化以降では、22 中 22(100.0％)で規定されている (表５)。 

 

規定数 割合 規定数 割合 規定数 割合

親睦団体の性格
会員の
親睦

53 100.0% 40 100.0% 211 97.7%

大学の支援団体の
性格

大学の
発展

46 86.8% 39 97.5% 211 97.7%

啓蒙・学術団体の性
格

社会貢
献

31 58.5% 14 35.0% 55 25.5%

（表4）全学同窓会の目的

公立大学

（総数40）

私立大学

（総数216）
　 目的

国立大学

（総数53）

設立数

(a)

該当数

(b)

割合

(b/a)

設立数

(a)

該当数

(b)

割合

(b/a)

設立数

(a)

該当数

(b)

割合

(b/a)

1870～1879年 1 1 100.0% 0 0 － 0 0 －
1880～1889年 0 0 － 0 0 － 3 3 100.0%
1890～1899年 1 0 0.0% 0 0 － 3 3 100.0%
1900～1909年 2 1 50.0% 0 0 － 2 2 100.0%
1910～1919年 4 4 100.0% 0 0 － 1 0 0.0%
1920～1929年 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 4 80.0%
1930～1939年 1 0 0.0% 0 0 － 7 7 100.0%
1940～1949年 0 0 － 1 1 100.0% 2 2 100.0%
1950～1959年 2 0 0.0% 4 4 100.0% 17 17 100.0%
1960～1969年 2 2 100.0% 1 0 0.0% 20 20 100.0%
1970～1979年 2 2 100.0% 3 3 100.0% 35 34 97.1%
1980～1989年 5 4 80.0% 2 2 100.0% 28 28 100.0%
1990～1999年 6 6 100.0% 8 8 100.0% 29 29 100.0%
2000～2009年 26 25 96.2% 20 20 100.0% 56 54 96.4%
2010～2011年 0 0 － 0 0 － 7 7 100.0%

不明 0 0 － 0 0 － 1 1 100.0%
合計 53 46 86.8% 40 39 97.5% 216 211 97.7%

法人化以後 22 22 100.0% － － － － － －

（表5）「大学の発展」を規定している事例（設立時期別）

私立大学国立大学 公立大学
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（４）「社会貢献」について 

「社会貢献」に関する目的は、国立大学では 58.5％(53 中 33)で規定されている。他方、

公立・私立大学では、ほぼ一貫して国立大学より低い割合であった。ただ、国立大学も、

1959年以前に設立された同窓会では 12中 12(100.0％)であったが、その後減少傾向にある。

特に、法人化以降に設立された同窓会では、22 中 11(50.0％)にとどまっていた (表６)。 

 

 

（５）目的に関する考察 

 「会員の親睦」に関する目的は、国立・公立大学で共通している。また、「大学の発展」

に関する目的は、国立大学にも、近年増加傾向がみられる反面、「社会貢献」に関する目的

は、比較的高かった国立大学でも減少傾向にあることから、国立大学において、法人化以

降設立された同窓会では、法人化への対応が優先課題である状況が伺える。 

 
７．全学同窓会の事業 

（１）分析の視点 

 全学同窓会の規則等には、様々な事業が規定されている。本稿では、規約等に規定され

た事業について、表７に「事業」として示した９類型に整理するとともに、６．の目的と

同様、①親睦団体の性格を示す事業、②大学の支援団体の性格を示す事業、③啓蒙・学術

団体の性格を示す事業の３つに分類して分析した(表７)。 

 

 

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

1870～1879年 1 1 100.0% 0 0 － 0 －
1880～1889年 0 0 0 0 － 1 3 33.3%
1890～1899年 1 1 100.0% 0 0 － 1 3 33.3%
1900～1909年 2 2 100.0% 0 0 － 1 2 50.0%
1910～1919年 4 4 100.0% 0 0 － 1 0.0%
1920～1929年 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 5 40.0%
1930～1939年 1 1 100.0% 0 0 － 1 7 14.3%
1940～1949年 0 0  1 1 100.0% 2 0.0%
1950～1959年 2 2 100.0% 4 3 75.0% 4 17 23.5%
1960～1969年 2 0 0.0% 1 0 0.0% 3 20 15.0%
1970～1979年 2 1 50.0% 3 0 0.0% 15 35 42.9%
1980～1989年 5 2 40.0% 2 0 0.0% 6 28 21.4%
1990～1999年 6 2 33.3% 8 1 12.5% 4 29 13.8%
2000～2009年 26 14 53.8% 20 8 40.0% 14 56 25.0%
2010～2011年 0 0 － 0 0 － 2 7 28.6%

不明 0 0 － 0 0 － 1 1 100.0%
合計 53 31 58.5% 40 14 35.0% 55 216 25.5%

法人化以後 22 11 50.0% － － － － － －

国立大学 公立大学 私立大学

（表6）「社会貢献」を規定している事例の割合（設立時期別）

規定数 割合 規定数 割合 総数 割合

会員の親睦 23 43.4% 20 50.0% 119 55.1%

同窓会への支援 19 35.8% 2 5.0% 8 3.7%

名簿の作成 14 26.4% 28 70.0% 150 69.4%

会報の発行 22 41.5% 31 77.5% 179 82.9%

大学への支援 23 43.4% 18 45.0% 125 57.9%

大学との連携 20 37.7% 8 20.0% 16 7.4%

在学生への支援 7 13.2% 8 20.0% 52 24.1%

講演会・イベント 20 37.7% 11 27.5% 86 39.8%

振興助成 12 22.6% 1 2.5% 25 11.6%

国立大学

（総数53）

公立大学

（総数40）

私立大学

（総数216）
事業

親睦団体の

性格を示す

事業

事業の性格

大学の支援

団体の性格

を示す事業

啓蒙・学術

団体の性格

を示す事業

（表7）全学同窓会の事業に関する規定
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（２）親睦団体の性格を示す事業について 

特に、国立大学では、Ⅶの会員の資格の分析の際に触れるが、部局同窓会等の組織を会

員とするため、「同窓会への支援」の割合が高い。また、公立・私立大学では、「名簿の作

成」、「会報の発行」が高い。 

 

（３）啓蒙・学術団体の性格を示す事業について 

国公私立大学とも、「講演会・イベント」の割合が高い。 

 

（４）大学の支援団体の性格を示す事業について 

①全体について 

国公私立大学とも、「大学への支援」が最も高い。国立大学は、「大学への支援」では一

番低いが、「大学との連携」との合計では、一番高くなる。また、私立では、「在学生への

支援」が比較的高い。 

なお、本稿では、「大学への支援」とは、「大学における教育研究活動を支援」、「本学に

対する各種助成」等、全学同窓会が主体的に行う支援を示している。他方、「大学との連携」

とは、「（同窓会と）本学との連絡」等、大学を主体とする事業への参加・協力等を示して

いる。 

以下では、「大学への支援」、「大学との連携」について分析を行う。 

②「大学への支援」について 

 設立年代別にみると、国立大学の場合、近年若干の減少傾向がみられ、特に、法人化以

降に設立された同窓会 22 中８(36.4％)となっている。これに対して、公立大学は 2000 年

代以降増加傾向、私立大学は、1970 年代以降高い水準で横ばい傾向にある(表８)。 

 
③「大学との連携」について 

 設立年代別にみると、国公私立大学とも、近年増加傾向がみられる。特に、国立大学の

場合、法人化以降に設立された同窓会 22 中 13(59.1％)と急激に増加している(表９)。 

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

1870～1879年 1 1 100.0% 0 0 － 0 0 －
1880～1889年 0 0 － 0 0 － 3 0 0.0%
1890～1899年 1 0 0.0% 0 0 － 3 3 100.0%
1900～1909年 2 1 50.0% 0 0 － 2 2 100.0%
1910～1919年 4 3 75.0% 0 0 － 1 1 100.0%
1920～1929年 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 4 80.0%
1930～1939年 1 0 0.0% 0 0 － 7 4 57.1%
1940～1949年 0 0 － 1 0 0.0% 2 1 50.0%
1950～1959年 2 0 0.0% 4 2 50.0% 17 7 41.2%
1960～1969年 2 1 50.0% 1 0 0.0% 20 11 55.0%
1970～1979年 2 1 50.0% 3 0 0.0% 35 23 65.7%
1980～1989年 5 2 40.0% 2 1 50.0% 28 17 60.7%
1990～1999年 6 3 50.0% 8 2 25.0% 29 16 55.2%
2000～2009年 26 10 38.5% 20 12 60.0% 56 34 60.7%
2010～2011年 0 0 － 0 0 － 7 2 28.6%

不明 0 0 － 0 0 － 1 0 0.0%
合計 53 23 43.4% 40 18 45.0% 216 125 57.9%

法人化後 22 8 36.4% － － － － － －

（表8）「大学への支援」を規定する事例（設立時期別）

国立大学 公立大学 私立大学
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（５）事業に関する考察 

 公私立大学は、「大学に対する支援」、「大学との連携」とも増加傾向、もしくは、高い水

準で横ばい傾向にある。これは、近年の経営危機に際して、同窓会への期待が増加してい

ることが原因と思われる。 

これに対して、国立大学は、「大学との連携」は、法人化以後増加傾向がみられる反面、

「大学に対する支援」は減少傾向にある。この点、のちに会員の資格の分析の際に触れる

が、法人化後の設立の際に、その多く(22 中 15、68.2%)が既存の部局同窓会を会員として

取り込んでいること、また、山崎(2000)等の先行研究では、全学同窓会の設立の際、既存

の部局同窓会との調整に時間と手間を要している事例が指摘されていることを踏まえると、

既存の部局同窓会の負担増加への抵抗への配慮のために、「大学への支援」という直接的な

規定を避けたため、と推測される。 

 

８．全学同窓会の会員の資格 

（１）全体の状況 

 一般的に、同窓会は、「同じ学校の出身者が集まった組織」(広辞苑第５版)であり、卒業

生・修了生(個人)を構成員とする。これに対して、山崎(2000)等の事例研究では、部局同

窓会等の組織の連合体として設立された全学同窓会も指摘されている。このため、本稿で

は、規約等の会員の資格を分析した(表 10)。 

 

なお、本稿では、「正規の会員」とは、同窓会の運営組織において議決権を有する会員

とし、正規以外の会員とは、それ以外の会員とした。また、複数の会員の資格を認めてい

る同窓会があるため、合計は総数と一致しない。 

①正規の会員について 

正規の会員は、公立・私立大学では、卒業生・修了生が大部分であり、他の事例はほと

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

1870～1879年 1 0 0.0% 0 0 － 0 0 －
1880～1889年 0 0 － 0 0 － 3 1 33.3%
1890～1899年 1 1 100.0% 0 0 － 3 0 0.0%
1900～1909年 2 0 0.0% 0 0 － 2 0 0.0%
1910～1919年 4 0 0.0% 0 0 － 1 0 0.0%
1920～1929年 1 1 100.0% 1 0 0.0% 5 0 0.0%
1930～1939年 1 0 0.0% 0 0 － 7 0 0.0%
1940～1949年 0 0 － 1 0 0.0% 2 0 0.0%
1950～1959年 2 0 0.0% 4 0 0.0% 17 1 5.9%
1960～1969年 2 0 0.0% 1 0 0.0% 20 1 5.0%
1970～1979年 2 1 50.0% 3 1 33.3% 35 4 11.4%
1980～1989年 5 2 40.0% 2 0 0.0% 28 2 7.1%
1990～1999年 6 1 16.7% 8 1 12.5% 29 4 13.8%
2000～2009年 26 14 53.8% 20 6 30.0% 56 2 3.6%
2010～2011年 0 0 － 0 0 － 7 1 14.3%
不明 0 0 － 0 0 － 1 0 0.0%
合計 53 20 37.7% 40 8 20.0% 216 16 7.4%
法人化以後 22 13 59.1% － － － － － －

（表9）「大学との連携」を規定する事例（設立時期別）
国立大学 公立大学 私立大学

正規 割合
正規

以外
割合 正規 割合

正規

以外
割合 正規 割合

正規

以外
割合

卒業生・修了生 30 56.6% 0 0.0% 40 100.0% 0 0.0% 210 97.2% 0 0.0%

同窓会組織 21 39.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.4% 0 0.0%

同窓会の会員 9 17.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 1.9% 0 0.0%

在校生 7 13.2% 11 20.8% 4 10.0% 31 77.5% 6 2.8% 114 52.8%

教職員 15 28.3% 17 32.1% 4 10.0% 30 75.0% 7 3.2% 165 76.4%

国立大学（総数53） 公立大学（総数40） 私立大学（総数216）

（表10）全学同窓会の会員（正規、正規以外を含む。）の状況
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んど見られなかった。他方、国立大学では、卒業生・修了生を正規の会員とする割合は 56.6%

と最も低い。その代わり、部局同窓会などの組織、部局同窓会の会員、教職員、在校生を

正規の会員とするものが相当数みられた。 

②正規以外の会員について 

 正規以外の会員は、国公私立大学とも、在校生・教職員に限られた。 

 

（２）卒業生・修了生を会員とする事例について 

 公立・私立大学は、大多数が卒業生・修了生を会員としていた。他方、国立大学は、設

立年代別にみると、1969 年以前は 14 中 14(100.0％)に対して、1970 年代以降は 39 中

16(41.0％)、法人化以降は 22 中６(27.3％)に減少傾向にある(表 11)。 

 

 

（３）同窓会組織を会員とする事例について 

 部局同窓会等の同窓会「組織」を会員とする事例である。公立・私立大学では、このよ

うな事例はほとんどない。他方、国立大学は、設立年代別にみると、1989 年以前は 21 中

２(9.5％)に対して、1990 年代以降は 32 中 19(59.4％)、法人化以降は 22 中 15(68.2％)と

増加傾向にある(表 12)。 

 

 

（４）同窓会の会員を会員とする事例について 

 部局同窓会等の同窓会の会員である「個人」を会員とする事例である。公立・私立大学

では、このような事例はほとんどない。他方、国立大学は、設立年代別にみると、1989 年

まで０であったが、1990 年以降９が設立され、同時期設立の 32 中 28.1％、法人化以降は、

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

1870～1879年 1 1 100.0% 0 0 － 0 0 －
1880～1889年 0 0 - 0 0 － 3 3 100.0%
1890～1899年 1 1 100.0% 0 0 － 3 3 100.0%
1900～1909年 2 2 100.0% 0 0 － 2 2 100.0%
1910～1919年 4 4 100.0% 0 0 － 1 1 100.0%
1920～1929年 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 5 100.0%
1930～1939年 1 1 100.0% 0 0 － 7 6 85.7%
1940～1949年 0 0 - 1 1 100.0% 2 2 100.0%
1950～1959年 2 2 100.0% 4 4 100.0% 17 17 100.0%
1960～1969年 2 2 100.0% 1 1 100.0% 20 20 100.0%
1970～1979年 2 1 50.0% 3 3 100.0% 35 33 94.3%
1980～1989年 5 5 100.0% 2 2 100.0% 28 27 96.4%
1990～1999年 6 3 50.0% 8 8 100.0% 29 28 96.6%
2000～2009年 26 7 26.9% 20 20 100.0% 56 56 100.0%
2010～2011年 0 0 － 0 0 － 7 6 85.7%

不明 0 0 － 0 0 － 1 1 100.0%
合計 53 30 56.6% 40 40 100.0% 216 210 97.2%

法人化以後 22 6 27.3% － － － － － －

公立大学 私立大学

（表11）卒業生・修了生を会員とする事例（設立時期別）

国立大学

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

1870～1879年 1 0 0.0% 0 0 － 0 0 －
1880～1889年 0 0 － 0 0 － 3 0 0.0%
1890～1899年 1 0 0.0% 0 0 － 3 0 0.0%
1900～1909年 2 0 0.0% 0 0 － 2 0 0.0%
1910～1919年 4 0 0.0% 0 0 － 1 0 0.0%
1920～1929年 1 0 0.0% 1 0 0.0% 5 0 0.0%
1930～1939年 1 0 0.0% 0 0 － 7 0 0.0%
1940～1949年 0 0 － 1 0 0.0% 2 0 0.0%
1950～1959年 2 1 50.0% 4 0 0.0% 17 1 5.9%
1960～1969年 2 0 0.0% 1 0 0.0% 20 0 0.0%
1970～1979年 2 1 50.0% 3 0 0.0% 35 1 2.9%
1980～1989年 5 0 0.0% 2 0 0.0% 28 0 0.0%
1990～1999年 6 2 33.3% 8 0 0.0% 29 0 0.0%
2000～2009年 26 17 65.4% 20 0 0.0% 56 0 0.0%
2010～2011年 0 0 － 0 0 － 7 1 14.3%

不明 0 0 － 0 0 － 1 0 0.0%
合計 53 21 39.6% 40 0 0.0% 216 3 1.4%

法人化以後 22 15 68.2% － － － － － －

公立大学 私立大学

（表12）同窓会（組織）を会員とする事例（設立時期別）
国立大学
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22 中６(27.3％)と増加している(表 13)。 

 

 

（５）在学生を会員とする事例について 

 在学生は、本来の意味での同窓会の構成員ではない。しかし、在学生を「正規の会員」

とする同窓会は相当数存在し、国立大学 13.2％(53 中７)が、公立大学 10.0%(40 中４、私

立大学 2.3%(216 中６)を上回った。但し、「正規以外」の会員と正規の会員を合わせた割合

では、公立大学 87.5%(35)、私立大学 56.5%(122)が、国立大学 34.0%(18)を上回っており、

公立・私立大学の方が、在学生を積極的に取り込んでいることが伺える(表 14)。 

 

設立年代別にみると、私立大学は、正規以外の会員とする同窓会数が 1950 年代に増加

し始め、1970 年代以降急激に増加している。また、国立・公立大学は、2000 年以降に正規

以外の会員とする同窓会が増加している(表 15)。 

 

これらの傾向は、５．で見た同窓会の設立数の増加時期、特に、公立・私立の場合、「大

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

設立数
(a)

該当数
(b)

割合
(b/a)

1870～1879年 1 0 0.0% 0 0 － 0 0 －
1880～1889年 0 0 － 0 0 － 3 0 0.0%
1890～1899年 1 0 0.0% 0 0 － 3 0 0.0%
1900～1909年 2 0 0.0% 0 0 － 2 0 0.0%
1910～1919年 4 0 0.0% 0 0 － 1 0 0.0%
1920～1929年 1 0 0.0% 1 0 0.0% 5 0 0.0%
1930～1939年 1 0 0.0% 0 0 － 7 1 14.3%
1940～1949年 0 0 － 1 0 0.0% 2 0 0.0%
1950～1959年 2 0 0.0% 4 0 0.0% 17 0 0.0%
1960～1969年 2 0 0.0% 1 0 0.0% 20 0 0.0%
1970～1979年 2 0 0.0% 3 0 0.0% 35 1 2.9%
1980～1989年 5 0 0.0% 2 0 0.0% 28 0 0.0%
1990～1999年 6 1 16.7% 8 0 0.0% 29 1 3.4%
2000～2009年 26 8 30.8% 20 0 0.0% 56 1 1.8%
2010～2011年 0 0 － 0 0 － 7 0 0.0%

不明 0 0 － 0 0 － 1 0 0.0%
合計 53 9 17.0% 40 0 0.0% 216 4 1.9%
法人化以後 22 6 27.3% － － － － － －

公立大学 私立大学

（表13）同窓会の会員を会員とする事例（設立時期別）
国立大学

数 割合 数 割合 数 割合

正規 7 13.2% 4 10.0% 6 2.8%

正規以外 11 20.8% 31 77.5% 114 52.8%

合計 18 34.0% 35 87.5% 120 55.6%

国立大学

（総数53）

公立大学

（総数40）

私立大学

（総数216）

（表14）在学生を会員とする事例

（表15）在学生を会員とする事例（正規・正規以外別）

正規 正規以外 正規 正規以外 正規 正規以外

1870～1879年 0 0 0 0 0 0
1880～1889年 0 0 0 0 0 2
1890～1899年 0 0 0 0 0 2
1900～1909年 0 0 0 0 0 2
1910～1919年 0 1 0 0 0 0
1920～1929年 0 0 0 1 0 4
1930～1939年 0 1 0 0 0 1
1940～1949年 0 0 0 1 0 0
1950～1959年 0 0 0 2 0 10
1960～1969年 0 1 0 0 1 14
1970～1979年 0 1 0 3 0 18
1980～1989年 3 2 0 2 1 19
1990～1999年 1 0 1 7 2 16
2000～2009年 3 5 3 15 1 23
2010～2011年 0 0 0 0 1 3

不明 0 0 0 0 0 0

合計 7 11 4 31 6 114

　
国立 公立 私立
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学設立６年目以降の設立」の増加時期とほぼ一致しており、経営危機に対応するために、

全学同窓会は、正規以外の会員という制限付きながら、在学生を積極的に取り込んでいる

状況が伺える。 

 

（６）教職員を会員とする事例について 

 教職員は、本来の意味での同窓会の構成員ではない。しかし、教職員を「正規の会員」

とする同窓会も一定数存在し、国立大学 28.3％(53 中 15)が、公立大学 10.0%(40 中４)、

私立大学 3.2%(216 中７)を大きく上回った。但し、在学生と同様、「正規以外」の会員とす

る事例も多く見られ、「正規以外」の会員と正規の会員を合わせた割合では、国立大学

60.4%(32)を、公立大学 85.0%(34)、私立大学 79.6%(172)が上回っており、公立・私立大学

の方が、在学生と同様、正規以外の会員という制限付きながら、教職員を積極的に取り込

んでいることが伺える(表 16)。 

 

なお、教職員は在学生よりも高く、また、国立大学が正規の会員とする高かったが、こ

れらの原因は、今後の調査の課題である。 

設立年代別にみると、在学生の場合と同様に、設立数の増加時期、特に、公立・私立の

場合、「大学設立６年目以降の設立」の増加時期とほぼ一致(表 17)しており、教職員も、「正

規以外」の会員として積極的に取り込んでいる状況が伺える。 

 

 

（７）会員の資格に関する考察 

わが国の全学同窓会は、国立大学の場合、法人化への対応のため、法人化以後に増加し

たが、その多くが既存の部局同窓会を取り込む形で設立されていた。この点、山崎(2000)

等の先行研究を踏まえると、全学同窓会の設立の際、全学同窓会に先行して存在する部局

数 割合 数 割合 数 割合

正規 15 28.3% 4 10.0% 7 3.2%

正規以外 17 32.1% 30 75.0% 165 76.4%

合計 32 60.4% 34 85.0% 172 79.6%

国立大学

（総数53）

公立大学

（総数40）

私立大学

（総数216）

（表16）教職員を会員とする事例

（表17）教職員を会員とする事例（正規・正規以外別）

正規 正規以外 正規 正規以外 正規 正規以外

1870～1879年 0 1 0 0 0 0
1880～1889年 0 0 0 0 2 1
1890～1899年 1 0 0 0 0 0
1900～1909年 0 0 0 0 0 1
1910～1919年 0 3 0 0 0 1
1920～1929年 0 1 0 1 0 5
1930～1939年 1 0 0 0 0 5
1940～1949年 0 0 0 1 0 1
1950～1959年 1 1 0 4 0 13
1960～1969年 0 2 0 1 0 14
1970～1979年 0 1 0 3 1 25
1980～1989年 2 3 0 1 0 23
1990～1999年 0 2 0 8 1 26
2000～2009年 10 3 4 11 2 46
2010～2011年 0 0 0 0 1 4

不明 0 0 0 0 0 0
合計 15 17 4 30 7 165

国立 公立 私立
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等の同窓会(組織)の有効活用の観点、もしくは、既存の同窓会(組織)への配慮から、部局

同窓会等の同窓会「組織」やその会員「個人」を取り込む方向にあることが伺える。他方、

公立大学は 2000 年以降、私立大学は 1970 年代以降に経営危機に対応するために増加した

が、その多くが在学生・教職員を正規以外の会員として取り込む形で設立されていた。こ

の点、前述のとおり、財務面での支援を期待したためと推測される。 

以上からは、大学と全学同窓会の連携・協力のあり方を検討する際には、全学同窓会と

いう組織だけでなく、国立大学は部局同窓会、公立・私立大学は正規以外の会員として取

り込んだ在学生・教職員、という本来全学同窓会の外にある組織・個人の組織上の位置付

けや連携・協力のあり方も視野に入れる必要があることが示唆される。 

 
９．おわりに 

 本稿の調査は、全学同窓会の規約等を素材としたものであった。そのため、規約等とい

ういわば枠組から見た外形的な状況ではあるが、これまで明確でなかったわが国の国公私

立大学における全学同窓会の全体的な状況が明らかとなった。 

すなわち、国公私立大学とも、大学への支援者としての全学同窓会を設立しているが、

その目的や事業、同窓会に取り込む会員については、各大学の状況によって異なった方向

にある。今後、厳しい経営危機への対応の観点から全学同窓会との連携・協力のあり方を

検討する際には、この点にも留意すべきことが明らかになった。 

ただ、今回の調査では全学同窓会の内容面、すなわち、同窓会の設立の主体・経緯、活

動の具体的な実態は把握できなかった。これらの把握は今後の課題である。このため、今

後は、大学および全学同窓会に対する実態調査を行い、その実態に関する分析を進めたい。 
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第４節 国立大学の運営における同窓会の位置づけの現状について－中期計画の記述の分

析を中心に－  
 
1．はじめに 
 現在、わが国の国立大学は、第 2 期の中期目標・中期計画期間の中間地点に差し掛かり

つつあるが、その運営環境は 18 歳人口の減少、グローバル化の進展、国による財政支援

の削減など厳しさが増す一方である。  
このような状況において、大学を支えるものとして同窓会に対する期待が高まっており、

今後、大学運営における同窓会のあり方の研究を進めるべきと思われるが、現時点では、

前提とすべき同窓会の大学運営における位置づけの現状が明らかになっていない。 
 
2．先行研究について  
 わが国の大学の同窓会に関する先行研究としては、まず、天野（2000）は、日本の大学

における同窓会の創生期から現在までの歴史的経緯を分析している。また、島田 (2008)、
石（2000）、長島（2000）、山崎（2000）など有力な大学同窓会の事例に関する研究があ

るものの、全体的な状況を調査したものではない。また、高田（2011）は、全学同窓会の

規約等を対象として、その性格に関する調査を行っているが、いずれも、国立大学の運営

における同窓会の位置づけについては対象とされていない。  
これらに加えて、山田（2008）、江原（2009）など米国の同窓会の研究から得られた知

見を基にわが国の同窓会のあり方を論ずる研究が見られるものの、国立大学の運営上の同

窓会の位置づけに焦点を当てた先行研究は、管見の限り見あたらなかった。  
 
3．調査の枠組み  

以上を踏まえ、本稿では、国立大学の運営における同窓会の位置づけを把握する観点か

ら、国立大学の運営計画である中期計画を対象として、同窓会に関する項目の調査を行っ

た。 
なお、本稿では、中期計画を調査対象としたが、例外的に、中期計画に「同窓会」の語

がなく中期目標にある場合は、項目があるもののとみなした。また、実績報告書等の他の

評価書においては、「同窓会」が明記されていない中期計画の項目に関する箇所でも、同窓

会に関係する記述が散見される。これは、評価の際には、活動実績を根拠づけるために、

可能な限り広く関係する取組を記述する傾向があるため、と思われる。しかし、本稿では、

国立大学が同窓会を大学運営にどのように積極的に位置づけているか、に着目しているた

め、分析の対象は中期計画の記述に限定した。 
中期計画は、文部科学省の HP（注 1）から、各国立大学の第 1 期及び第 2 期の中期計

画の収集を行った。  
また、分析に当たっては、中期計画は、基本的に、文部科学省より示された様式（注 2）

に従って策定されていることから、この様式の項目に従って、項目を分類した。このため、

内容的に重複等する項目があることに留意する必要がある。  
 
4．中期計画の項目に関する分析  
4.1 全体の傾向について  

まず、同窓会に関する中期計画の項目の全体の傾向について分析する。  
4.1.1 全体の項目数の傾向について  
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同窓会に関する項目の全体の数は、第 1 期中

期計画（以下、「第 1 期」。）では 57 項目であっ

たが、第 2 期中期計画（以下、「第 2 期」。）で

は 23 項目と減少している。第 1 期と比較した

減少率では、－59.6%となる（表 1）。 
この点、中期計画の全体の項目数の変化につ

いて留意する必要がある。すなわち、第 2 期の

中期目標・計画の策定の際、文部科学省より様

式とともに、評価負担の軽減等の観点から、項

目数の上限の目安 100 項目が提示された（注 3）。
その結果、文部科学省のデータによると、第 2
期の中期計画全体の項目数は大きく減少してお

り、法人当たりの平均項目数を比較すると、第

1 期の 190.5 項目から 74.1 項目（注 4）に減少

し、減少率では－61.1%にもなった。この数値

は、同窓会に関する項目の減少率（－59.6%）

と同程度であり、このような項目全体の項目数

の減少を踏まえると、第 2 期では同窓会を大学

運営に位置づける動きが低下したとは、必ずし

も言いきれない。  
筆者の所属する国立大学では、第 1 期の中期

計画の策定の段階では、初めての経験であるこ

とに加え、大学としての中期計画の捉え方が確

定していなかったこともあり、大学運営の関心

事項のほとんど全てを中期計画に盛り込んだ。

このような状況は、上記の項目数の多さからも、

大多数の国立大学に共通と思われる。  
他方、第 2 期の中期計画の策定の段階におい

て、全体の項目数の上限が設定されたことから、

各大学では、大学運営の関心事項を取捨選択し

て項目を設定したと思われる。このような状況

下で、あえて同窓会に関する項目を規定した国

立大学は、積極的に同窓会を大学運営に位置付

けている国立大学と推測される。  
 
4.1.2 全体の内容面の傾向について（表 2） 
 次に、同窓会に関する項目全体の内容面の傾

向について検討を行う。 
 国立大学全体でみると、第 1 期で最も多い項

目は、「学生支援」であり、項目数は 21（36.8%）

であった。次に、「社会連携」7（12.3％）が続

く。 
 他方、第 2 期では、前述のように全体の項目

　

項目数

項目全体

に占める

割合

項目数

項目全体

に占める

割合

第1期か

らの増減

率

教育・教育成

果
3 5.3% 1 4.3% -66.7%

教育・内容 1 1.8% 1 4.3% 0.0%

教育・実施体

制
0 0.0% 0 0.0% －

教育・学生支

援
21 36.8% 3 13.0% -85.7%

教育・成果の

検証
2 3.5% 0 0.0% -100.0%

研究 0 0.0% 0 0.0% －

社会連携 7 12.3% 1 4.3% -85.7%

産学官連携 1 1.8% 0 0.0% -100.0%

国際交流 4 7.0% 5 21.7% 25.0%

運営体制の見

直し
1 1.8% 4 17.4% 300.0%

教育研究組織

の見直し
2 3.5% 0 0.0% -100.0%

事務等の効率

化・合理化
1 1.8% 0 0.0% -100.0%

財務内容・自

己収入の増加
5 8.8% 4 17.4% -20.0%

自己点検・評

価
2 3.5% 2 8.7% 0.0%

その他業務運

営
7 12.3% 2 8.7% -71.4%

合計 57 100.0% 23 100.0% -59.6%

（表2）同窓会に関する中期計画の項目数（中項目ごと）

第1期 第2期

　

項目数

「学生支

援」全体

に占める

割合

項目数

「学生支

援」全体

に占める

割合

学習支援 1 4.8% 0 0.0%

就職支援 9 42.9% 2 66.7%

経済的支援 5 23.8% 0 0.0%

分野を限定し

ない連携
6 28.6% 1 33.3%

総数 21 100.0% 3 100.0%

（表3）「学生支援」に関する項目数（取組内容ごと）

第1期 第2期

　

総数
法人当たり

の平均
総数

法人当たり

の平均

第1期からの

増減率

「同窓会」に関する項目 57 0.7 23 0.3 -59.6%

全ての項目 － 190.5 － 74.1 -61.1%

（表1）中期計画の項目数

第1期 第2期



- 125 - 
 

数が大幅に減少しているため、項目の総数に対

する割合でみると、高い順に、「国際交流」5
（21.7%）、「運営体制の見直し」4（17.4%）、「財

務内容・自己収入の増加」4（17.4%）、「学生支

援」3（13.0%）となった。特に、「国際交流」、

「運営体制の見直し」は、全体数の大幅な減少

に関わらず、項目数が増加していることから、

関心の高まりが伺える。他方、「学生支援」は 3
項目（13.0%）、「社会連携」は 1（4.3％）にと

どまった。 
 
4.2 個別の分野ごとの傾向について  

以下では、同窓会に関する中期計画の項目に

ついて、項目数が多かった個別の分野ごとに傾

向を分析する。  
 
4.2.1 学生支援（表 3） 
 第 1 期では、「学生支援」に関する総項目数

は 21 であった。より具体的に取組内容を見る

と、学習支援 1、就職支援 9、経済的支援 5、広

範囲の連携 6 であった。 
他方、第 2 期では、総項目数 3 と大きく減少

しており、取組内容ごとにみると、就職支援 2、
連携 1 であった。 
 全体数が大きく異なるので、単純な比較は難

しいが、第 1 期、第 2 期に共通して、就職支援

が主な内容と言える。  
次に、具体的な内容を以下に示すが、内容面では、大きな差は見られなかった（表 4）。 

 
4.2.2 国際交流 

第 1 期では、「国際交流」に関する総項目数 4
であった。他方、第 2 期では、総項目数 5 と増

加している。  
全体の項目数の大幅削減の状況での増加であ

り、相対的に重視されるようになってきたと評

価できる。留学生政策など、国際交流がグロー

バル化の中で急激に必要性を増してきたことが

要因と思われる。また、これまで既存の同窓会

が存在しない分野であるため、先行研究で指摘

されている既存の同窓会との調整という課題に

関わることなく、大学主導で取組を進めること

ができることにも一定の影響があると推測され

る。 

　

学習支

援

就職支

援

経済的

支援

分野を

限定し

ない連

携

（表4）「学生支援」に関する中期計画の具体例

第1期 第2期

○後援会や同窓会などと連携し、体育系・文化系サークル

の学生組織の整備・充実を支援するとともに課外活動の活

性化や、施設の整備、学生表彰制度の充実を図る。

　

○同窓会と協力し，就職関連情報の収集を強化するととも

に，就職に係る相談体制の整備等就職支援の充実を図る。

○就職指導に関する施策の策定、就職先の新規開拓、学

生の就職活動に対する指導助言・相談対応等を充実・強化

するため、(中略）、本学同窓会との連携強化を図る。

○各学部・研究科に置かれる「進路指導委員会」等と連携し

て、学内同窓会組織等を通じた卒業生の社会活動状況の

把握に努めるとともに、関連企業との連携により、就職情報

を収集するなど、学生の就職支援体制を強化する。

○就職支援室の体制を整備して，（中略），就職支援のため

の基礎的データ（求人情報，同窓会・後援会情報等）を充実

して就職先企業を開拓する。

○インターンシップ等の充実、同窓会との協力等により就職

先を開拓する。

○全学規模の就職支援室（仮称）を設置し，支援室と各部

局の就職支援組織及び同窓会を連携させた就職・進路ネッ

トワークを構築する。

○大学、学部、学科の同窓会の会員を活用し、職業に対す

る情報や知識、心構えを学生に学習させる。窓会、ＯＢ等と

の連携により、企業訪問、企業説明会等を実施し、就職活

動を支援する。

○各学部卒業生の同窓会組織を活用し，在学生と卒業生と

の連携を強化し，就職活動の第一歩である企業訪問・ＯＢ

訪問の円滑化を図る。

○同窓会、ＯＢ等との連携により、企業訪問、企業説明会等

を実施し、就職活動を支援する。

○創設および充実を積極的に支援し、近い将来、同窓会が

学生募集活動への強力な支援組織となるよう強化を図る。

さらに、同窓会を通じて、本学と国内外の卒業生、また、連

携する関係省庁・国際機関との間に充実したネットワーク機

能が構築できるように推進する。

○卒業生へ大学院への社会人入学、研修生入学などによ

る卒業後の再教育の機会があることを積極的に周知すると

ともに同窓会を仲立ちとした卒業生との連携協力関係を活

発にする。

○（略）、保護者などで構成される後援会及び同窓会との連

携を強化する。

○同窓会・後援会組織等との連携を強化する。

○学生の諸活動に対し同窓会等との連携を強め，支援体制

を強化する。

○学生支援センターにおいて、同窓会組織の協力を得て卒

業生のフォローアップの方策めこれまで以上に学内事業へ

の支援や就職支援を検討する。

○同窓会、学生後援会による経済的支援の方策について

検討する。

○同窓会組織や学外支援団体等からの支援を拡大し、大

学独自の奨学金制度の整備を進める。

○大学同窓会、大学後援会との連携等により、奨学金ある

いは貸付金の設置等、本学独自の経済的支援体制の整備

に努める。

○後援会，同窓会などと連携し，課外活動の支援，学生生

活環境の充実を図るための学生への支援体制を整備す

る。

○各学部の教育後援会、大学後援財団、同窓会との連携を

強化し、学生を支援する。

○（略）、本学同窓会と

の就職支援活動の連

携を促進する。

○校友会や同窓会と

連携し，既卒者を含め

たキャリア支援システ

ムを創設する。

　

○国際的な広がりを

持って創設された同窓

会が一層拡充し、活発

化するよう積極的に支

援する

　

国際交

流

○帰国留学生の現地での同窓会

組織の形成を図る。

○平成１６年度から海外のいくつ

かの主要都市に拠点を設け，とく

に重要な大学や研究機関，産業

界，現地同窓会，留学生同窓会と

の連携を深め，グローバルな情

報・人的ネットワークの要とする。

○帰国留学生同窓会の支部を帰

国先に設置し，連携して各種交流

を推進する。

○国際交流・協力等に関する具

体的方策的に優秀な留学生を確

保するため，（中略）、外国人留

学生のネットワーク作りとして同

窓会等を組織し，帰国後の教育

研究交流の内容の充実と継続性

を確保する。

○留学生の受け入れの拡充と派

遣体制を整備するとともに，海外

の同窓生ネットワークを構築し，

帰国後の学生との連携を強め

る。

○帰国留学生に対するフォロー

アップ教育事業等を推進する。帰

国留学生による海外同窓会ネット

ワークを整備し，海外リエゾンオ

フィスを開設して，優れた留学生

の獲得，留学生の就職支援など

の活動を行う。

○アジア、中南米の交流協定機

関との国際連携を一層強化する

ための体制整備、及び人的交流

を促進し、海外の同窓会の活動

支援等を通して帰国留学生の母

国での活躍を支援する。

○海外における本学の同窓会を

積極的に支援し、広報及び情報

発信機能を強化する。

○国別，地域別同窓会組織を設

立し，定期的に同窓会を開催す

る。

（表5）「国際交流」に関する中期計画の具体例

第1期 第2期
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具体的な内容を以下に示すが、多くが留学生

のネットワーク形成であり、内容の面で大きな

変更は見られなかった（表 5）。 
 
4.2.3 運営体制の見直し  
 第 1 期では、「運営体制の見直し」に関する

総項目数は 1 であったが、第 2 期では 4 に増加

している。 
「国際交流」と同様に、全体の項目数の大幅

削減の状況での項目数の増加であり、相対的に重視されるようになったと評価できる。説

明責任など社会との連携が意識されるようになってきたことが要因と思われる。  
次に、具体的な内容を以下の表に示すが、第 2 期では、「連携システムの構築」、「組織

化」といったより具体的な目的が規定されている（表 6）。 
 
4.2.4 財務内容・自己収入の増加  
 項目数は、第 1 期では 5 であったが、第 2 期

では 4 と若干減少している。  
しかし、全体の項目数の大幅削減の状況にか

んがみると、相対的に重視されるようになって

きたと評価できる。運営費交付金の削減など厳

しい財政状況が要因と思われる。  
次に、具体的な計画の内容を以下の表に示す

が、第 1 期では「連携を強化」、「支援組織の設

立」といった抽象的な内容であったが、第 2 期

では「募金活動」、「基金の拡充」、「寄付金の増

加」等、より具体的な目的が規定されている（表

7）。 
 
4.2.5 個別の分野ごとの傾向のまとめ 
 以上より、国立大学として同窓会に期待する活動分野の中心は、学生への支援から国際

交流、運営体制の見直し、財務支援に変化していることが明らかとなった。  
 この点、江原（2009）は、米国の大学の同窓会の活動に関して、寄付金等の財政面の支

援から、カリキュラム改善やキャリア支援などの教育面の支援に拡大してきたことを指摘

している。 
他方、わが国の国立大学の運営における同窓会の位置づけは、未だ検討の端緒の段階で

あるが、既にいくつかの国立大学の中期計画には財政面の支援以外の項目も見られる。米

国との運営環境の違いもあるが、両者の比較等を通じての大学の運営における同窓会の位

置づけの進展に関する分析は今後の課題である。  
 
5．個別の国立大学の運営における同窓会の位置づ

けに関する分析  
 これまで、国立大学全体としての同窓会の運営へ

の位置づけの傾向を見てきた。  

　

運営体

制の見

直し

（表6）「運営体制の見直し」に関する中期計画の具体例

第1期 第2期

○（略）、各学部の同窓会活動の

チャンネルなどを活用して，大学

に対する将来にわたる社会の

ニーズを敏感にかつ的確に把握

することに努め，それを経営方針

に反映させる。

○後援会，同窓会，地域住民等と

の関係性を強化する。

○同窓会組織と大学との連携シ

ステムを構築する。

○校友会などの同窓会組織との

連携を強化するとともに，大学へ

の支援者の組織化を推進する。

○保護者、校友会、同窓会、市民

等に対して、大学の活動への理

解を深める取り組みを進め、連携

を強化する。

　

財務内

容・自

己収入

の増加

第1期 第2期

○産業界，地方自治体，同窓会

等との連携を強化するとともに，

（中略），中期目標期間中におけ

る受託研究，共同研究，奨学寄

附金等外部資金の獲得総額が，

平成１５年度以降における国内

総生産の平均伸び率に相当する

水準に達するよう努める。

○（略）、平成18年度までに、市

民、同窓会などを中心とした大学

支援組織の設立を計画する。

○同窓会組織との連携充実を図

る。

○同窓会の一本化を検討し、同

窓会を通じた企業・自治体等との

連携を強める

○地方公共団体、同窓会等との

連携を深めて外部資金の獲得を

推進する。

○「○○大学教育支援基金」

（略）の募金活動を，同窓会及び

商工会議所等の支援を受けて継

続して行う。

○同窓会組織等との連携や，学

内施設・設備の学外者利用を推

進し，自己収入を増加させる。

○外部資金比率を高めるととも

に，基金募集戦略を策定し，○○

大学校友会や同窓会との連携を

深め，○○大学基金を拡充する。

○民間企業や同窓会組織に対し

て，寄附金等を増加させるための

広報活動を戦略的に実施する。

（表7）「財務内容・自己収入の増加」に関する中期計画の具体例

（表8）同窓会に関する項目のある国立大学

第1期 第2期

全大学数 86 86

記述のある大学数 35 20

割合 40.7% 23.3%
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以下では、個別の国立大学の運営における同窓会の位置づけに焦点を当てて分析を行う。 
5.1 全体の傾向について  
 中期計画に同窓会に関する項目がある国立大学は、第 1 期では 35（全 86 大学中 40.7％）

であったが、第 2 期では 20（同 23.3％）に減少しており（表 8）、減少率では－42.9％と

なる。 
しかし、前記の全体の項目数の大幅な減少（－61.1％）を踏まえると、国立大学全体と

して、運営方針に同窓会を位置づける傾向が低下したとは言い切れない。むしろ、中期計

画の項目数の上限の設定の結果、各国立大学における項目の取捨選択が進み、積極的に運

営に位置づける国立大学とそうでない国立大学との差が明確になったと見るべきであろう。 
なお、前述のとおり、中期計画に同窓会に関する項目がある国立大学については、大学

運営に同窓会を積極的に位置づけていると思われる。これに対して、同窓会に関する項目

がない国立大学については、判断が難しい。すなわち、同窓会に関する項目を設定しない

理由は、いくつか考えられる。例えば、同窓会との関係における課題の存在、各大学にお

ける取組の分野・難易度等に関する中期計画の設定方針に由来する制約、さらには、前述

した中期計画の項目数の上限の設定の影響などが考えられ、本調査ではその理由を明らか

にすることはできなかった。代表例をあげると、東京工業大学について、その全学同窓会

「蔵前工業会」は、古くからの伝統があり、大学との連携の上で、活発に活動しているこ

とは、先行研究などでも明らかにされているが、第 1 期、第 2 期とも中期計画に同窓会に

関する項目はなかった。この点の明確化は今後の課題である。  
 
5.2 個別大学毎の動向について  
 中期計画の同窓会に関する項目の有無に関す

るパターンを整理すると、以下の表に示した 4
つのパターンに分けられる（表 9）。 
 前述の第 2 期における項目数の上限の設定と

いう状況を踏まえると、第 2 期の中期計画に同

窓会に関する項目を設定した国立大学（パター

ン①、③に該当。）には、そのような状況にも関

わらず、あえて同窓会に関する項目を盛り込ん

だという点で、大学の運営において同窓会を重

視している姿勢を見て取ることができる。その

中でも、パターン①は第 1 期の中期計画策定時

からの同窓会に対する運営上の積極的な位置づ

けを維持している大学、また、パターン③は第

2 期の中期計画の策定時から新規に積極的に運

営に位置づける姿勢に転換した大学、と見るこ

とができる。  
 
5.3 全学同窓会との関係  
5.3.1 全学同窓会について 

大学の同窓会は、構成員の帰属単位から、全

学単位の同窓会（以下、「全学同窓会」とする。）

と部局単位の同窓会に分けられる。後者は、一

第1期 第2期 総数 割合 該当大学の例

パターン① 記述あり 記述あり 12 14.0%

電気通信大学、一

橋大学、政策研究

大学院大学、茨城

大学、宇都宮大

学、岐阜大学、静

岡大学、豊橋技術

科学大学、京都大

学、広島大学、徳

島大学、愛媛大学

パターン② 記述あり 記述無 23 26.7% 小樽商科大学など

パターン③ 記述無 記述あり 8 9.3%

北海道教育大学、

東北大学、横浜国

立大学、長岡技術

科学大学、名古屋

工業大学、高知大

学、佐賀大学、長

崎大学

パターン④ 記述無 記述無 43 50.0%
東京大学、東京工

業大学など

合計 86 100.0% 　

（表9）項目の有無のパターン分析①

（表10）国立大学における全学同窓会

数 割合

総数 86 100.0%

全学同窓会のある大学 66 76.7%

（内数）全学同窓会の設

立年が判明した大学
53 61.6%
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般に小規模で、活動の方向も様々であるため、現在、大学側から支援を期待されているの

は、主に前者の全学同窓会である。  
以下では、この全学同窓会の有無等と中期計画における同窓会の項目の有無の関係につ

いて検討する。 
本稿では、高田（2011）の手法に習い、各国立大学の HP より、全学同窓会の有無とそ

の設立年を確認した（注 5）。その結果、全 86 国立大学中 66（76.7%）に全学同窓会が存

在すること、また、66 の全学同窓会中 53（61.6％）の設立年が判明した（表 10）。 
 
5.3.2 全学同窓会の有無との関係  

まず、全 86 国立大学について、全学同窓会

の有無と前記 5.2 で示した同窓会に関する項目

の有無のパターンの観点から整理した（表 11）。 
全学同窓会のある大学は、全てのパターンに

おいて、高い割合を占めたが、これは、全学同

窓会のある国立大学は、全体の 76.7％あるため、

ある意味当然の結果である。  
また、特に、同窓会に関する記述が第 1、2

期の中期計画の両方にないパターン④について見ると、全学同窓会のある国立大学が、43
中 34（79.1%）と高い割合を占めていた。  

以上からは、全学同窓会が存在する国立大学の方が、中期計画に同窓会に関する項目が

多いとは言えず、大学の運営に同窓会を積極的に位置づけているとは言いきれない。  
 
5.3.3 全学同窓会の設立時期との関係  

次に、全学同窓会が存在する 66 国立大学の

うち、全学同窓会の設立年が判明した 53 国立

大学について、全学同窓会の設立年代と同窓会

に関する項目の有無のパターンの観点から整理

した（表 12）。なお、2010 年以降は、設立がな

いため、除外している。 
この表からは、全学同窓会の設立数は、1970

～1979 年まで少数であったが、1980～1989 年

以降増加し、2000～2009 年には、最も多い 26
が設立されたこと、また、この 2000～2009 年

に設立された全学同窓会がある国立大学は、パ

ターン①、②、③とも割合が高い反面、パターン④の割合が低いことが指摘できる。特に、

5.2 で指摘した現在大学の運営において同窓会を積極的に位置付けていると思われるパタ

ーン①及び③の該当数の合計は 9 であり、26 中 34.6％となる。この数値は、全体 53 中に

占めるパターン①及び③の該当数全体 14 の割合 26.4％よりも高い。  
ただ、年代ごとの全学同窓会の設立数には、ばらつきがある。  
このため、以下では、より大きな傾向を把握

する観点から、国立大学にとっての大きな転換

点である法人化が行われた 2004 年を基準とし

て、その前後で傾向を比較する（表 13）。 

総数

全学同窓

会のある

大学

割合

全学同窓

会のない

大学

割合

パターン① 12 10 83.3% 2 16.7%

パターン② 23 15 65.2% 8 34.8%

パターン③ 8 7 87.5% 1 12.5%

パターン④ 43 34 79.1% 9 20.9%

合計 86 66 76.7% 20 23.3%

（表11）項目の有無のパターン分析②（全学同窓会の有無との関係）

該当数 割合 該当数 割合 該当数 割合 該当数 割合

1870～1879年 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%

1880～1889年 0 0 - 0 - 0 - 0 -

1890～1899年 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%

1900～1909年 2 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0%

1910～1919年 4 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0%

1920～1929年 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%

1930～1939年 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

1940～1949年 0 0 - 0 - 0 - 0 -

1950～1959年 2 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0%

1960～1969年 2 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0%

1970～1979年 2 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0%

1980～1989年 5 0 0.0% 1 20.0% 1 20.0% 3 60.0%

1990～1999年 6 1 16.7% 1 16.7% 0 0.0% 4 66.7%

2000～2009年 26 5 19.2% 7 26.9% 4 15.4% 10 38.5%

合計 53 8 15.1% 12 22.6% 6 11.3% 27 50.9%

パターン④

（表12）全学同窓会の設立年代別の中期計画の記述パターン

設立数
パターン① パターン② パターン③

該当数 割合 該当数 割合 該当数 割合 該当数 割合

法人化前

（～2003）
31 3 9.7% 6 19.4% 3 9.7% 19 61.3%

法人化以後

（2004～）
22 5 22.7% 6 27.3% 3 13.6% 8 36.4%

合計 53 8 15.1% 12 22.6% 6 11.3% 27 50.9%

（表13）全学同窓会の設立時期を法人化前後で見た中期計画の記述パターン

設立数
パターン① パターン② パターン③ パターン④
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法人化以後に設立した全学同窓会がある国立大学について見ると、法人化前に設立した

全学同窓会がある国立大学と比較して、パターン①、②、③とも割合が高い反面、パター

ン④の割合が低い。特に、パターン①及び③の該当数の合計は 8 であり、22 中 36.3％と

なる。この数値は、法人化前に設立された全学同窓会がある大学 31 中に占めるパターン

①及び③の該当数全体 6 の割合 19.3％よりもかなり高い。  
以上からは、法人化以後に設立された全学同窓会がある国立大学では、法人化前に設立

した全学同窓会がある国立大学よりも、その運営に同窓会を積極的に位置づけているケー

スが多いと言える。  
 
5.3.4 全学同窓会との関係に関するまとめ  

以上から、全ての国立大学について見ると、全学同窓会があるだけでは、国立大学の運

営における同窓会の積極的な位置づけに結びつくとは言えない。  
また、全学同窓会が存在する国立大学に限って見ると、法人化以後に設立された全学同

窓会がある国立大学については、法人化前に設立された全学同窓会がある国立大学と比較

して、その運営に同窓会を積極的に位置づけている国立大学が多かった。法人化以後は、

法人化への対応という共通の大きな課題が存在し、その取組のツールとして同窓会への期

待が高まっていることが要因として推測できる。  
他方、法人化前に設立された全学同窓会については、設立の年代や背景、経緯、運営上

の課題が大学毎に異なっている。この場合、国立大学の運営における位置づけには、設立

年の古さよりも、先行研究において取り上げられている先進的な取組などの個別の状況が

影響を与えていると推測されるが、その点は本調査では明確にならなかった。  
 
6．おわりに 

本稿においては、第 2 期の中期目標・中期計画では、全体の項目数の制約に関わらず、

同窓会に関する項目がある国立大学および項目は一定割合が維持されていること、また、

同窓会に期待する活動分野は、学生への支援から国際交流、運営体制の見直し等に変化し

ていることが明らかとなった。  
 ただ、多くの先行研究で指摘されているように、同窓会と大学の連携関係を構築するた

めには、既存の同窓会組織との調整や卒業生の関心の低下など様々な課題がある。このこ

ともあり、第 2 期の中期計画においても、国立大学の運営における同窓会の位置づけは、

全体として積極的とは言い難い。  
 とはいえ、国立大学を取り巻く環境が厳しさを増し、社会に対する説明責任が問われて

いる現在、教育研究等への支援のみならず、社会との連携の有効なルートとなりうる同窓

会との有効な連携関係の構築のための取組を急ぐ必要がある。  
ちなみに、前述のように、第 2 期では項目数の上限が設定され、同窓会に関する項目が

減少したが、このことは、中期計画の捉え方によっては課題の原因となる。すなわち、中

期計画を国との関係での運営計画と限定的に捉えて、独自の経営計画を別途策定している

場合には、中期計画への記載の如何に関わらず、同窓会に関する取組も行われることとな

ろう。他方、中期計画を大学の唯一の経営計画と捉えた場合、項目に規定された取組だけ

が行われ、項目から削減された同窓会に関する取組が滞る可能性もある。  
先に見たように、国立大学の運営に同窓会を積極的に位置づけるには、同窓会の存在だ

けでは十分ではない。進研アド（2010）が指摘するように、卒業生の母校への共感や愛着

を形成する全学的かつ継続的な取組が必要と思われる。中期計画の項目の有無に関わらず、
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自らの大学と同窓会の置かれた環境を踏まえて、大学の運営に適切に位置づけるための取

組を積極的に進めることが重要である。  
 なお、本稿では、具体的な同窓会との連携の取組事例は検討できなかった。達成状況報

告書等の記述を基にした個別の同窓会の活性度や国立大学の運営における同窓会の位置づ

けの進展の分析は今後の課題としたい。  
 
【注記】 
注 1）文部科学省  
（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/houjin.htm） 

収集日 2011 年 10 月 12 日 
注 2）各国立大学法人中期目標・中期計画担当理事宛事務連絡「国立大学法人の第二期中

期目標・中期計画の項目等について」（平成 20 年 9 月 30 日、文部科学省高等教育

局国立大学法人支援課長名）  
注 3）注 2 で示した事務連絡「国立大学法人の第二期中期目標・中期計画の項目等につい

て」には、第二期中期目標・中期計画においては、評価負担の軽減等の観点から、

「第一期の全法人の平均最小単位項目数（約 194 項目）の概ね半減を目指し、項目

数の上限の目安として 100 項目とした」と示されている。  
注 4）「国立大学法人化後の現状と課題」（中間まとめ（案）平成 22 年 5 月 27 日 文部科

学省）より。  
注 5）各大学の HP より収集。  

収集日 2011 年 10 月 3 日～同 11 日 
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終章（おわりに） 
 
第１節 研究のまとめと今後の方向  
 
１．研究のまとめと現在の課題  

これまで、本稿では、我が国の大学における IR に関する取組に関して、アンケート調

査を通じて、IR の活動の３つの要素（組織・人材、データベース、機能）の現状と課題を

明らかにするとともに、明らかになった課題の解決策を示した。  
その上で、IR は、実践的な取組であることを踏まえ、大学評価情報室の実務に研究成果

を応用し、その業務の改善とともに、IR カリキュラムの実施など、研究成果の検証を行っ

てきた。研究成果の実証の際には、データベースの開発やデータの提供の工夫（本稿では

触れていない九州大学版ファクトブック「Q-Fact」の取組等）に取り組んできた。  
他方で、これらの取組の結果、IR の定義「機

関（大学）の計画策定 , 政策策定 , 意思決定を

支援するような情報を提供すること (Saupe 
1990)にある最終目的である「意思決定の支援」

には、IR の取組がなかなか結びつかないという

現実も明らかとなってきた。この課題は、IR の

活動の要素の「機能」の課題であり、序章で見

た「IR の情報支援サークル」に当てはめるなら

ば、「データの報告」から「意思決定」の過程に、

大きな課題があると言えよう（図１）。  
このことは、現在の大学経営が、IR が多量のデータを収集・蓄積・分析し、工夫を凝ら

したデータを提供しても、そのことのみでは、執行部の意思決定における活用には直結し

ない状況にあることを示唆している。ちなみに、データが意思決定に活用されない要因を、

もっぱら意思決定者側の資質等の IR 以外の要因に帰する見解も考えられるが、本稿では、

その見解は取らない。IR が意思決定の支援を職務とする以上、意思決定者の資質等の大学

全体の状況まで踏まえた対応を取ることが職務と考えるからである。 
この状況の解決策を明らかにするためには、ファクトブックの取組等の検証など更なる

研究が必要であるが、以下では、研究の現状を踏まえての今後の大学経営の意思決定の支

援の基本的な方向を検討する。  
 
２．IR による大学経営の意思決定の支援のあり方について  
（1）先行研究の確認  

大学経営の意思決定に関しては、企業経営とは異なり、その非合理性や非効率性が指摘

されている。このため、まず、大学の意思決定それ自体に関する先行研究を確認する。  
この点に関する先行研究は多数あるが、その全体的な動向について、両角（2001）は、

米国を中心とする大学経営に関する研究の過程を整理し、組織の制度的側面（ストループ、

ミレット、ミンツバーグなど）、非制度的側面（クラーク、コーヘン＆マーチ、ボールドリ

ッジなど）、戦略経営論（ケラー、コトラーなど）、社会環境の変化と大学内組織の相互作

用（カー、クラーク、バーンバウムなど）、という４つの領域における研究が、時代によっ

て流行りすたりの部分が異なるものの、幅広く行われて、研究の厚みを持たせてきたが、

1990 年代に入ると、大学の実態とその操作可能性の限界を踏まえた独自の研究が行われて
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いると指摘している。 
また、大学のガバナンスに関して、江原

（2005）は、マクネイの「大学組織モデル」

の特徴を基に、大学のガバナンスのあり方

として、個人や学科の意思決定を重視する

同僚制を踏まえることが不可欠と指摘して

いる（「同僚制」については、「官僚制」と

の比較を図２に示す。）。 
羽田（2007a,2007ｂ）は、「ベッチャー・

コーガン・モデル」を基に、大学組織は重

層性を有し、その階層ごとに「様式」が異

なると指摘するとともに、この「ベッチャ

ー・コーガン・モデル」は日本においても

妥当しており、機関・部局・個人ごとに、

組織・運営規範が異なり、異なった環境変

化の影響を受けることから、トップダウン

のガバナンスは実効性に乏しいと指摘して

いる（「階層制」については、図３に示す。

なお、同僚制と階層制の関係については、

注１。）。 
大場（2012）も、大学のガバナンスの改

革には、大学の組織に関する制度だけでな

く、大学の組織文化を変化させることが必

要と指摘するとともに、それを促すリーダーシップの重要性を指摘しているが、大学の組

織文化の多様性から、上位下達的・中央集権的ではなく、参加や合意形成を促す双方向的

なリーダーシップが必要と指摘している。福留（2013、P51）は、「大学は学術を推進する

と同時に、社会の多様なニーズに応え、さらに健全な財務状況と運営体制を維持するとい

う多面的な機能を不可避的に求められる。そうしたことを考慮すれば、大学はその運営に

おいて必然的に多様な主体の責任ある関与が必要とされる組織体である。（中略）むしろ重

要なことは、ガバナンスのあり方を包括的視野から捉え直し、大学運営にかかわる多様な

主体が建設的な形でガバナンスに参加できる道をひらくことではないだろうか」と指摘し

ている。 
 また、このような特質をもつ大学経営に対する IR の意思決定の支援に関する先行研究

としては、Porter, J. D., Fenske, R. H., & Keller, J.E（2001）は、IR が計画に関与する

場合に考慮すべき要素としてガバナンス構造や政策課題を指摘しているが、具体的な手法

に関しては、述べられていない。鳥居（2005）は、オーストラリアの IR を事例に、IR が

意思決定支援を実効性あるものとする要件を検討しているが、意思決定の支援の内容まで

具体的に検討したものではない。高田他（2013）は、IR 担当理事に対するアンケート調

査を基に、IR の課題として、「執行部のリクアイアメントが不明」、「IR の提供するデータ

が意思決定に反映されないこと」が多くの IR 担当理事から指摘された共通の課題である

ことを指摘しているが、大学の意思決定支援のあり方を具体的に検討したものではない。  
以上のように、大学経営の意思決定に関する研究には、多様な観点からの多くの研究が

あり、貴重な知見の蓄積があるものの、管見の限り、IR による意思決定の支援について具
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体的な手法に関する研究は存在しない。  
 
（2）大学経営の意思決定と IR の支援のあり方  

以上のように、現時点で、IR による意思決定の支援のあり方に関する研究として定説と

いえる研究は、現在のところ存在しないが、これらに関する新たな知見の提示は、本稿の

範疇と筆者らの能力を超える。  
このため、本稿では、江原、羽田、大場、福留らの指摘を踏まえて、大学経営の意思決

定に当たっては、同僚性と組織文化の多様性を重視して、多様な意思決定者間における参

加と合意を図ることが必要、との基本認識に立つ。その上で、IR は、多様な意思決定者間

における参加と合意形成に対する支援を行う、という観点に立って検討する。（注１） 
なお、いうまでもないが、意思決定の具体的なあり方は、大学の設置形態や組織形態、

具体的な状況・組織文化等により大きく異なるため、検討は大学一般を念頭に行う。  
 
（3）IR による合意形成の支援のプロセスについて  
 IR における多様な意思決定者間における

参加と合意形成に対する支援の実施に関して

は、政府組織を対象とするインテリジェンス

論（小谷 2012、北岡 2009）が参考となる。

政府組織は、非営利を目的とする点、多様な

活動に関する多様なデータが必要な点、意思

決定者のデータニーズが明確でないという点

で、大学組織と共通しているからである。  
インテリジェンス論の基本的な枠組みで

ある「インテリジェンス・サイクル」を図４

に示す。インテリジェンス・サイクルの考え

方は、上記の IR の「情報支援サークル」と共

通するが、さらに、その継続的な質の向上の観

点から、「らせんのイメージ」（図５）が示され

ている（北岡 2009 28 頁）。  
このモデルは、まず、国会・政府等の政策決

定者の問題意識・能力等が一定でないことを踏

まえて、リクアイアメント（データニーズ）の

不明確さを所与の条件とする。その上で、イン

テリジェンス・サイクルを繰り返し機能させる

ことで、リクアイアメントの明確化と、インテ

リジェンス（提供データ）、意思決定の質の向上

を図るべきことを示している。  
この点、第１章のアンケート結果や、両角

（2013）が、日本固有の教学ガバナンスの特徴

の一つとして、教員出身の管理職の市場が未分

化・未発達という点を指摘しているように、上

記の意思決定者の問題意識・能力等が一定でな

いという条件は、大学経営にも共通する点であ
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る。もちろん、上記でみたように、大学は、政府組織とは異なり、部局・個人等の平等で

多様な意思決定者の参加と合意形成が重視されるため、実際には合意形成は困難な状況に

ある。この大学の特徴と状況を踏まえて、上記

の「インテリジェンス・モデル」を修正すると、

以下の図６となる。  
さらに、図６を、多様な意思決定者の合意形

成の支援という IR の役割を踏まえて修正した

ものが、以下の図７である。多様な意思決定者

に、合意形成の基礎となるデータを提供するこ

とで、合意形成を支援するイメージを示す。  
 
３．まとめ 

以上で述べたように、意思決定支援の機能が達成されていない原因は、大学組織が持つ

同僚制、階層制などの根本的な特性に由来する。このため、アンケート調査等でも指摘さ

れた課題ではあるが、ひとり IR で取り組むには手に余る課題であり、大学全体として取

り組むべき課題である。 
とは言え、IR としても、大学の多様なアクター間において、データに基づいたコミュニ

ケーションを支援することで、それらの制約を和らげ、意思決定、すなわち、合意形成を

支援することは、自らの組織の設置目的の達成を誠実に目指す上では必要不可欠な取組で

ある（注２）。  
なお、近年、上記と同様に、データ収集・分析という IR 単体の機能のみならず、意思

決定過程における関係部署との継続的なコミュニケーションの重要性を指摘する見解は、

近年、大学のナレッジマネジメントやデザイン論の応用等の観点から、指摘され始めたと

ころである（鳥居 2013、松沢 2013 等）。 
 
【注】 
（注１）同僚制と階層制の関係を図３を基に説明すると、部局レベルの意思決定は、個人

間の合意形成によって、また、機関（大学）レベルの意思決定は、部局間の合意形成に

よって行われる。ただし、実際には、個人、部局とも、個別の組織文化、利害を有して

いるため、円滑で合理的な合意の形成、すなわち、意思決定は難しい状況にある。  
（注２）IR による合意形成の支援に関しては、積極的な支援を行うべきか、消極的な支援

に留めるべきか、も検討の余地がある。この検討の際には、支援の対象である意思決定

者の資質を考慮に入れる必要があろう。この点、両角（2013）は、日本における教学ガ

バナンスの特徴として、教員組織の裁量の大きさと教員出身の管理職の市場が未分化・

未発達という２点を指摘している。わが国の大学の IR としては、データや分析の中立

性・公平性を大前提としつつも、意思決定者にデータに関する明確なニーズやデータの

適切な評価・判断を期待することは難しい、ということを所与の条件として、その経営

能力を補う観点から、積極的に支援する方向も検討する余地があろう。  
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第２節 残された課題  
 
１．今後の IR のあり方 

以上の点を踏まえて、今後の IR の支援のあり方を考えるならば、今後の IR は、単なる

データセンターではなく、大学に関係する多様なアクター間、すなわち、大学の内部では、

執行部・部局間、大学の外部では、多様なステイクホルダー間における合意形成の支援と

コミュニケーションの支援を図るセンターとして機能する必要がある。  
但し、先行研究で指摘されているように、大学組織は、企業とは異なり、基本的に、平

等で多様な個人で構成されるとともに、階層ごとに多様な活動と組織文化を有する階層構

造を有しているため、コミュニケーションと合意形成は難しい。  
このため、今後の IR の機能として、データの収集・蓄積・分析・提供に加えて、大学

内における多様なアクター間や組織間におけるコミュニケーションと合意形成の支援のた

めの「プラットフォーム」として機能することを提案したい。「プラットフォーム」として

の IR 及びそのデータベースのイメージを図８に示す。  
「プラットフォーム」とは、「第

三者間の相互作用を促す基盤を提

供するような財やサービス」こと

であり、ネットワーク社会におけ

るコミュニケーションの必須の基

盤である共通の文法、文脈、規範

を提供する ものであ る（國領

2006）。この概念は、ネットワー

ク社会は多様な言語・文化を有す

る参加者がいるため、ネットワー

クそれ自体では、コミュニケーシ

ョンを促進することはできず、適

切なルールや制約（プロトコル）

があることによって活性化するこ

とを踏まえた概念である。本稿では、大学組織は、ネットワーク社会のように、多様な文

化を持つ多くの主体が参加する場であることから、この概念に注目したものである。  
 
２．残された課題  

アンケート調査の結果や上記の方向性等から、残された課題は、以下のとおりである。 
（1）人材・組織 

IR 人材育成プログラムは、既に平成 25 年後期より、九州大学において「大学院共通科

目」として実践しているが、今後、その成果の検証を行う必要がある。  
また、大学内のアクター・組織間のコミュニケーションと合意形成の支援に関する能力

のあり方を検討する必要がある。  
さらに、IR の取組の進展に伴って、組織階層・職務階層別のプログラムのあり方も、検

討を進める必要がある。 
 
（2）データベース  

現在、評価業務に関するデータを収集・蓄積・活用するデータベースは、一定程度整備
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されているが、部局等から一層の作業負担の軽減を求める声も強い。今後は、より根本的

に、データ収集の効率性の向上の観点から、日常業務の際のデータ発生時にデータを入力・

収集するシステムの検討や、大学内に散在する IR データを全てライブラリー化する方策

について研究を進める必要がある。  
また、IR の分析の効率化・高度化の観点から、重要な IR データの標準化と他大学との

ベンチマークを進める必要がある。  
さらに、データベースに関しては、コミュニケーション支援の「プラットフォーム」と

しての機能のあり方も研究する必要がある。  
加えて、特に重要性の高い学習成果に関するデータの充実の観点から、大学内部にとど

まらず、同窓会や初等中等教育機関と連携して、初中教育～大学～卒後を通じたデータ収

集のあり方（学習成果に関するビッグ・データの形成のあり方）も検討する必要がある。  
 
（3）機能 

コミュニケーション支援の「プラットフォーム」としての機能の充実の観点から、デー

タベースの活用方策を検討する必要がある。  
また、法人評価の充実の観点から、研究成果に関する評価の充実策を検討する必要があ

る。 
さらに、教育成果に関する長期的な情報収集の充実の観点から、同窓会との連携のあり

方を検討する必要がある。  
 
２．おわりに  

現在、我が国では端緒の段階の IR の取組であるが、今後も、各大学の個性・特色を踏

まえた IR に関する取組が進むに伴い、さらに新たな課題が顕在化する可能性が高い。  
引き続き、残された課題の研究を進めるとともに、常に、実務を通じて新たな課題を発

見し、課題に関する研究を進めるとともに、研究成果について、実務を通じて検証し、改

善を図る PDCA サイクルを機能させていきたい。  
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